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（ 1 ）

中
国
研
究
集
刊

柰
号
（
第
六
十
六
号
）

令
和
二
年
八
月

一
―
二
頁

「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
」
時
代
の
学
術
誌

─
『
中
国
研
究
集
刊
』
の
電
子
版
完
全
移
行
に
つ
い
て
─

湯

浅

邦

弘

こ
ん
な
事
態
を
予
測
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
が
、
電
子
版
へ
の
完
全
移
行
に
救
わ
れ

た
。令

和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
四
月
七
日
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
と
も
な

う
緊
急
事
態
宣
言
が
出
て
、
翌
日
、
大
阪
大
学
は
行
動
基
準
を
改
訂
し
た
。
学
生
は
登

校
禁
止
、
職
員
は
必
要
な
人
員
の
み
交
代
出
勤
可
、
教
員
は
在
宅
勤
務
と
な
っ
た
。

も
し
従
来
通
り
、
紙
媒
体
で
の
刊
行
を
目
指
し
て
い
れ
ば
、
編
集
作
業
は
到
底
で
き

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
に
せ
、
郵
便
の
発
送
・
受
領
も
で
き
ず
、
印
刷
業
者
に
も
入

校
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
授
業
も
困
難
を
極
め
た
。
学
生
か
ら
高
額
な
授
業
料
を
と
っ
て
い
る
以
上
、

休
講
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
大
阪
大
学
で
は
、
学
年
暦
通
り
メ
デ
ィ

ア
授
業
で
開
講
す
る
旨
、
全
教
員
に
突
然
通
達
が
あ
っ
た
。
教
員
生
活
で
初
め
て
聞
く

「
メ
デ
ィ
ア
授
業
」
な
る
言
葉
で
あ
る
。
中
に
は
、Z

o
o
m

と
か
い
う
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

シ
ス
テ
ム
を
使
い
こ
な
し
、
ユ
ー
チ
ュ
ー
バ
ー
さ
な
が
ら
に
ネ
ッ
ト
上
の
授
業
を
始
め

る
人
も
い
た
が
、
こ
の
手
の
新
機
軸
に
付
い
て
い
け
な
い
教
員
は
、
苦
し
紛
れ
に
、
授

業
内
容
の
文
書
を
メ
ー
ル
添
付
フ
ァ
イ
ル
で
学
生
に
送
り
つ
け
る
の
が
精
一
杯
で
あ
っ

た
。学

内
の
授
業
で
す
ら
、
こ
の
有
様
で
あ
る
か
ら
、
学
外
者
を
巻
き
込
む
学
術
誌
の
編

集
な
ど
で
き
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、『
中
国
研
究
集
刊
』
は
こ
れ
を
さ
か
の
ぼ
る

こ
と
一
ヶ
月
半
前
に
は
、
電
子
版
へ
の
完
全
移
行
を
決
断
し
て
い
た
。
主
な
理
由
は
、

教
員
ポ
ス
ト
の
削
減
と
学
内
文
系
部
局
の
再
編
に
よ
っ
て
、
旧
来
の
小
講
座
が
事
実
上

解
体
す
る
見
込
み
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）、
大
阪
大
学
文
学
部
は
、
わ
ず
か
八
講
座
で
誕
生
し
た

が
、
そ
の
中
に
「
支
那
哲
学
」
講
座
が
あ
っ
た
。
後
、
二
十
九
年
に
「
中
国
哲
学
」
に

改
称
し
、
現
在
に
至
る
。
初
代
が
木
村
英
一
教
授
、
そ
の
後
、
森
三
樹
三
郎
教
授
、
日

原
利
国
教
授
、
加
地
伸
行
教
授
と
碩
学
が
教
授
を
務
め
、
加
地
教
授
が
昭
和
五
十
七
年

に
創
刊
し
た
の
が
、『
中
国
研
究
集
刊
』
で
あ
っ
た
。
大
阪
大
学
中
国
学
会
と
い
う
小
さ

い
な
が
ら
も
学
会
の
学
術
誌
で
あ
る
が
、
事
務
局
を
中
国
哲
学
研
究
室
に
置
き
、
編
集
・

発
送
・
経
理
な
ど
を
担
っ
て
き
た
。
創
刊
時
に
、
そ
う
し
た
実
務
に
当
た
っ
た
の
が
、

当
時
の
助
手
す
な
わ
ち
湯
浅
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
約
四
十
年
、
令
和
元
年
度
末
を
も
っ
て
中
国
哲
学
研
究
室
の
助
教
ポ
ス
ト
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が
な
く
な
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
助
手
・
助
教
を
中
心
に
研
究
室
の
総
力
を
あ
げ

て
進
め
て
き
た
編
集
作
業
が
困
難
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
事
務
局
を

研
究
室
に
置
く
と
い
う
体
制
を
改
め
て
、
言
わ
ば
ネ
ッ
ト
上
に
バ
ー
チ
ャ
ル
事
務
局
を

置
き
、
学
術
専
門
委
員
・
編
集
委
員
の
協
力
を
得
な
が
ら
編
集
を
進
め
る
こ
と
に
し
た

の
で
あ
る
。

『
中
国
研
究
集
刊
』
は
こ
れ
に
よ
り
、
紙
媒
体
で
の
刊
行
を
や
め
、
専
用
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
上
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
第
六
十
六
号
が
そ
の
初
め
て

の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

会
員
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
度
末
ま
で
に
会
費
を
完
納
し
て
い
る
方
を
「
終
身
会

員
」
と
認
定
し
、
以
後
は
会
費
無
料
と
し
た
。
そ
し
て
電
子
版
も
パ
ス
ワ
ー
ド
を
設
け

ず
、
無
料
で
公
開
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
会
員
で
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
誰
で

も
閲
覧
で
き
る
。
会
員
か
ど
う
か
の
違
い
は
、
要
す
る
に
投
稿
権
を
有
す
る
か
否
か
の

違
い
の
み
と
な
っ
た
。

も
っ
と
も
、
依
然
と
し
て
紙
媒
体
に
愛
着
が
あ
る
と
い
う
方
も
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
な

ら
投
稿
し
な
い
と
い
う
研
究
者
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
て
電
子
版
に
移
行
し
、
今
の
と
こ
ろ
大
き
な
問
題
は
表
出
し
て
い

な
い
。
む
し
ろ
思
わ
ぬ
メ
リ
ッ
ト
も
確
認
さ
れ
た
。

例
え
ば
、
発
送
業
務
、
在
庫
管
理
、
経
理
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
紙
媒
体
冊
子
の
発
送

は
研
究
室
総
出
の
一
日
作
業
で
あ
り
、
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
次
第
に
研
究
室
の
書
架
を

圧
迫
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
会
費
の
集
金
や
滞
納
者
へ
の
督
促
な
ど
も
神
経
を
使
う
作

業
で
あ
っ
た
。
し
か
し
電
子
版
に
し
て
会
費
も
徴
収
し
な
い
と
な
れ
ば
、
そ
う
し
た
雑

務
は
一
切
な
く
な
っ
た
。
特
に
、
金
銭
管
理
と
い
う
学
業
以
外
の
こ
と
で
神
経
を
す
り

減
ら
す
こ
と
が
な
く
な
る
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
電
子
版
に
移
行
し
て
投
稿
が
な
く
な
る
の
で
は
と
の
心
配
も
あ
っ
た
が
、
そ

れ
も
杞
憂
で
あ
っ
た
。
今
号
に
つ
い
て
は
、
計
八
編
の
投
稿
が
あ
り
、
審
査
委
員
（
匿

名
）
に
よ
る
査
読
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
六
編
を
採
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

さ
ら
に
、
投
稿
者
に
と
っ
て
も
プ
ラ
ス
面
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ま
ず
は
投
稿
分
量
の

規
制
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と
。
こ
れ
ま
で
は
刊
行
経
費
の
関
係
か
ら
、
一
部
の
例
外
を
除

き
、
厳
し
く
分
量
を
制
限
し
て
い
た
が
、
電
子
版
に
な
っ
て
、
こ
の
問
題
は
解
消
さ
れ

た
。
も
ち
ろ
ん
一
応
の
分
量
制
限
は
設
け
た
が
、
内
容
上
必
要
で
あ
れ
ば
、
多
少
の
超

過
は
許
容
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
カ
ラ
ー
図
版
・
写
真
の
掲
載
が

可
能
と
な
っ
た
こ
と
も
大
き
い
。
こ
れ
も
、
従
来
は
や
は
り
刊
行
経
費
の
問
題
か
ら
モ

ノ
ク
ロ
図
版
・
写
真
を
原
則
と
し
て
い
た
が
、
必
要
な
も
の
は
遠
慮
な
く
カ
ラ
ー
で
掲

載
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

小
さ
な
課
題
は
ま
だ
残
っ
て
お
り
、
今
後
も
電
子
化
に
伴
う
新
た
な
問
題
が
出
て
く

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
電
子
版
学
術
誌
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
そ
の
試
行
錯

誤
そ
の
も
の
が
学
界
に
貢
献
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
研
究
室
に
立
ち

入
れ
な
く
な
る
と
い
う
非
常
事
態
は
、
も
う
や
っ
て
き
て
ほ
し
く
は
な
い
が
、
新
時
代

の
さ
さ
や
か
な
試
み
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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中
国
研
究
集
刊

柰
号
（
第
六
十
六
号
）

令
和
二
年
八
月

三
―
一
一
頁

『
穆
天
子
伝
』
の
後
代
性
に
つ
い
て

井

上

了

問
題
の
所
在

『
隋
書
』
経
籍
志
の
史
部
起
居
注
類
に
『
穆
天
子
伝
』
六
巻
が
見
え
、
自
注
に
「
汲

冢
書
、
郭
璞
注
。
」
と
あ
る
。
隋
志
は
ま
た
「
晋
時
又
得
汲
冢
書
、
有
『
穆
天
子
伝
』
、

体
裁
与
今
起
居
正
同
。
蓋
周
時
内
史
所
記
王
命
之
副
也
。」
と
述
べ
て
お
り
、
た
と
え
ば

小
川
琢
治
は
『
穆
天
子
伝
』
を
「
汲
郡
出
土
の
古
簡
の
中
で
完
全
に
保
存
さ
れ
た
唯
一

の
文
献
」
と
す
る
の
だ
が
、
小
川
は
さ
ら
に
「
周
の
史
官
が
晋
に
奔
る
に
当
り
携
へ
た

文
献
中
本
書
が
特
に
重
要
視
さ
れ
、
又
た
従
つ
て
終
に
汲
郡
魏
王
の
冢
中
に
蔵
め
ら
れ

た
」
と
想
定
し
、『
穆
天
子
伝
』
を
「
周
初
の
地
理
資
料
」
つ
ま
り
周
穆
王
の
起
居
注
そ

の
も
の
と
見
な
す
（
注
１
）
。

現
代
で
は
『
穆
天
子
伝
』
を
西
周
期
の
文
献
だ
と
認
め
る
者
こ
そ
少
な
い
が
（
注
２
）
、

こ
れ
を
西
晋
期
に
出
土
し
た
戦
国
簡
と
す
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
お
り
（
注
３
）
、

な
ら
ば
こ
れ
は
焚
書
以
前
に
埋
蔵
さ
れ
た
、
秦
漢
の
改
変
を
経
て
い
な
い
貴
重
な
資
料

と
な
る
。
さ
ら
に
最
近
、
従
来
は
『
穆
天
子
伝
』
の
み
に
見
え
た
穆
王
の
臣
「
畢
矩
」・

「
井
利
」・
「
毛
班
」
が
清
華
簡
『
祭
公
之
顧
命
』
に
見
え
た
こ
と
か
ら
、『
穆
天
子
伝
』

を
出
土
資
料
と
対
照
で
き
る
文
献
と
し
て
再
評
価
す
る
動
き
も
あ
る
（
注
４
）
。

だ
が
『
穆
天
子
伝
』
に
は
秦
漢
以
降
の
語
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
戦
国
期
の
文

献
だ
と
も
認
め
が
た
い
。
以
下
で
は
、『
穆
天
子
伝
』
に
見
え
る
用
語
の
い
く
つ
か
を
確

認
し
、
こ
の
文
献
の
性
質
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
い
。

『
穆
天
子
伝
』
は
汲
冢
書
か

汲
冢
書
に
つ
い
て
、
唐
修
『
晋
書
』
武
帝
紀
に
は
「
汲
郡
人
不
準
掘
魏
襄
王
冢
、
得

竹
簡
小
篆
古
書
十
余
万
言
、
蔵
于
秘
府
。」
と
あ
る
。
武
帝
紀
は
単
に
「
十
余
万
言
」
と

す
る
の
み
で
内
訳
を
言
わ
な
い
が
（
注
５
）
、
束
晳
伝
は
汲
冢
書
と
し
て
『
紀
年
』
十
三

篇
、『
易
経
』
二
篇
、『
穆
天
子
伝
』
五
篇
な
ど
十
五
種
五
十
篇
と
『
雑
書
』
十
九
篇
（
『
周

食
田
法
』・
『
周
書
』・
『
論
楚
事
』・
『
周
穆
王
美
人
盛
姫
死
事
』）
の
十
九
種
六
十
九
篇
を

列
挙
し
て
お
り
（
注
６
）
、
こ
の
文
献
は
当
初
か
ら
『
穆
天
子
伝
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
と

さ
れ
る
。
た
だ
し
厳
密
に
言
え
ば
こ
れ
は
唐
代
の
記
述
で
、
汲
冢
書
に
つ
い
て
の
同
時
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代
資
料
と
は
言
え
な
い
。

同
時
代
資
料
と
言
う
べ
き
杜
預
の
「
春
秋
伝
後
序
」
は
、
汲
冢
書
と
し
て
『
周
易
』・

『
紀
年
』・
『
師
春
』
の
み
を
掲
げ
『
穆
天
子
伝
』
に
は
言
及
し
な
い
が
、
こ
れ
は
単
に

杜
預
の
関
心
の
外
に
あ
っ
た
た
め
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
と
も
解
し
得
る
。
杜
預
「
後
序
」

の
孔
疏
は
汲
冢
書
を
「
大
凡
七
十
五
巻
」
と
し
、「
『
晋
書
』
有
其
目
録
。
」
と
し
て
「
『
周

易
上
下
経
』
二
巻
、『
紀
年
』
十
二
巻
、『
瑣
語
』
十
一
巻
、『
周
王
遊
行
』
五
巻
」
を
掲

げ
、
「
『
周
王
遊
行
』
五
巻
」
に
つ
い
て
「
説
周
穆
王
遊
行
天
下
之
事
。
今
謂
之
『
穆
天

子
伝
』
。
」
と
い
う
。
孔
疏
は
直
前
で
「
王
隠
『
晋
書
』
武
帝
紀
」
を
引
い
て
お
り
、
こ

の
『
晋
書
』
も
王
隠
の
『
晋
書
』
だ
ろ
う
。

『
穆
天
子
伝
』
巻
六
は
穆
王
の
美
人
で
あ
っ
た
盛
姫
の
死
と
葬
儀
の
こ
と
を
述
べ
て

お
り
、
汲
郡
出
土
の
『
穆
天
子
伝
』
五
篇
な
い
し
『
周
王
遊
行
』
五
巻
に
『
周
穆
王
美

人
盛
姫
死
事
』
一
篇
を
合
わ
せ
た
も
の
が
現
行
の
『
穆
天
子
伝
』
六
巻
だ
と
一
般
に
考

え
ら
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
『
穆
天
子
伝
』
は
こ
の
時
点
で
す
で
に
二
次
的
な
編
纂
物
で

「
汲
郡
出
土
の
古
簡
の
中
で
完
全
に
保
存
さ
れ
た
唯
一
の
文
献
」
と
は
言
え
ず
（
注
７
）
、

ま
た
こ
の
合
綴
が
両
書
を
単
に
合
わ
せ
た
も
の
か
、
本
文
・
内
容
の
書
き
換
え
を
伴
う

も
の
で
あ
っ
た
か
も
問
題
と
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
『
穆
天
子
伝
』
巻
六
で
は
、
盛
姫
が
「
皇
后
之
葬
法
」
に
比
し
て
葬
ら
れ

て
い
る
（
注
８
）
。
先
秦
に
お
い
て
「
皇
后
」
は
「
皇
皇
后
帝
」
（
『
詩
』
閟
宮
）
の
文
脈

で
用
い
ら
れ
、
帝
王
の
嫡
妃
を
指
す
こ
と
は
な
い
（
注
９
）
。「
皇
帝
」
号
は
秦
始
皇
に
始

ま
る
が
、
彼
に
「
皇
后
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
ず
、「
帝
嫡
妃
曰
皇
后
」（『
独
断
』）

と
い
う
意
味
で
の
用
例
は
呂
后
に
ま
で
降
る
。「
皇
后
」
の
語
を
用
い
る
『
穆
天
子
伝
』

（
『
周
穆
王
美
人
盛
姫
死
事
』
）
は
当
然
な
が
ら
戦
国
魏
墓
に
下
葬
さ
れ
た
文
献
で
は
あ

り
得
な
い
（
注

）
。
な
お
『
穆
天
子
伝
』
は
盛
姫
が
「
哀
淑
人
」
と
諡
さ
れ
た
と
い
う

10

が
、「
淑
媛
」
や
「
淑
妃
」
の
号
は
曹
魏
に
、「
淑
儀
」
は
東
晋
に
始
ま
り
、「
淑
人
」
は

さ
ら
に
降
る
だ
ろ
う
（
注

）
。

11

も
し
現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
が
西
晋
期
に
あ
っ
た
テ
キ
ス
ト
を
忠
実
に
伝
え
た
も
の

と
す
れ
ば
、
西
晋
期
の
テ
キ
ス
ト
自
体
が
汲
冢
書
で
は
な
く
漢
魏
伝
世
の
文
献
だ
っ
た

と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
を
汲
冢
書
に
由
来
す
る
も
の
と
す

れ
ば
、
こ
れ
は
後
人
に
よ
る
妄
改
（
た
と
え
ば
「
王
后
」
を
「
皇
后
」
に
と
い
っ
た
）

を
経
た
も
の
と
な
り
、
そ
の
本
文
は
や
は
り
信
用
で
き
な
い
。

郭
璞
の
見
た
『
穆
天
子
伝
』
に
つ
い
て

『
穆
天
子
伝
』
が
必
ず
し
も
汲
冢
書
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
、
そ
の
出
現
時
期
を
、

汲
冢
の
発
掘
（
西
晋
武
帝
期
）
と
は
無
関
係
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
東
晋
の
李
充
に
「
穆
天
子
賦
」
が
あ
り
（
『
太
平
御
覧
』
三
五
八
）
、
ま
た
『
顔

氏
家
訓
』
や
『
水
経
注
』
は
『
穆
天
子
伝
』
の
書
名
を
明
示
し
た
引
用
を
行
っ
て
い
る
。

北
魏
の
末
年
ま
で
に
『
穆
天
子
伝
』
が
成
立
・
流
布
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、『
穆
天
子
伝
』
に
注
し
た
と
さ
れ
る
郭
璞
は
『
爾
雅
』
や
『
山
海
経
』
の
注
で

『
穆
天
子
伝
』
を
引
用
し
て
お
り
、
特
に
『
山
海
経
』
の
注
は
『
穆
天
子
伝
』
か
ら
の

引
用
・
引
証
が
二
十
二
箇
所
に
及
ぶ
（
注

）
。

12

『
山
海
経
』
注
は
西
晋
愍
帝
の
諱
（
鄴
）
を
避
け
て
い
な
い
が
、
中
山
経
の
注
に
は

東
晋
元
帝
太
興
元
年
（
三
一
八
年
）
の
故
事
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
山
海
経
』

注
の
完
成
は
同
年
以
降
か
つ
郭
璞
が
殺
害
さ
れ
た
明
帝
太
寧
二
年
（
三
二
四
年
）
以
前

と
な
る
。
ま
た
『
山
海
経
』
注
に
は
「
孔
氏
『
尚
書
』
伝
」（
い
わ
ゆ
る
偽
孔
伝
）
も
引

か
れ
て
お
り
、
偽
古
文
『
尚
書
』（
と
偽
孔
伝
と
）
が
献
上
さ
れ
た
の
も
東
晋
元
帝
期
と

さ
れ
る
。『
山
海
経
』
注
の
完
成
時
期
（
三
一
八
年
か
ら
三
二
四
年
ま
で
の
七
年
間
）
と

偽
孔
伝
が
献
上
さ
れ
た
と
い
う
元
帝
の
治
世
（
三
一
八
年
か
ら
三
二
三
年
ま
で
の
六
年

間
）
と
は
ほ
ぼ
完
全
に
重
な
る
が
、
偽
孔
伝
の
献
上
後
に
こ
れ
を
参
照
し
て
『
山
海
経
』

注
が
書
か
れ
た
な
ら
、『
山
海
経
』
注
の
完
成
は
三
一
八
年
か
ら
三
二
四
年
ま
で
の
中
で
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も
比
較
的
遅
い
時
期
と
な
ろ
う
（
注

）
。

13

さ
て
、
郭
璞
は
西
晋
武
帝
期
に
生
ま
れ
て
お
り
汲
冢
発
掘
の
同
時
代
人
で
は
あ
る
が
、

『
山
海
経
』
注
の
完
成
は
晋
の
南
渡
後
、
汲
冢
の
発
掘
か
ら
四
十
年
ほ
ど
後
で
あ
っ
た
。

彼
が
見
た
『
穆
天
子
伝
』
は
、
汲
冢
か
ら
出
土
し
荀
勗
が
隷
定
し
た
と
い
う
汲
冢
書
で

あ
っ
た
ろ
う
か
。

『
山
海
経
』
注
は
も
ち
ろ
ん
汲
冢
の
発
掘
を
知
っ
て
お
り
、
汲
冢
か
ら
出
土
し
た
銅

剣
に
つ
い
て
も
詳
述
す
る
。
ま
た
『
紀
年
』
の
文
を
「
竹
書
曰
」
や
「
汲
郡
竹
書
」
と

し
て
引
く
が
、『
穆
天
子
伝
』
を
引
く
に
際
し
て
は
「
汲
冢
」
や
「
竹
書
」
を
冠
せ
ず
、

単
に
「
穆
天
子
伝
」
と
言
う
（
注

）
。
さ
ら
に
「
山
海
経
序
」
は
「
按
汲
郡
竹
書
及
穆
、

14

天
子
伝
」
と
も
述
べ
て
お
り
、『
穆
天
子
伝
』
を
「
汲
郡
竹
書
」
で
は
な
い
と
認
識
し
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

も
し
『
山
海
経
』
注
が
見
た
『
穆
天
子
伝
』
が
汲
冢
出
土
の
『
周
王
遊
行
』
で
な
け

れ
ば
、『
穆
天
子
伝
』
と
汲
冢
出
土
の
『
周
王
遊
行
』
と
を
後
人
が
混
同
し
、
こ
れ
ら
が

綴
合
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
（
注

）
。
現
に
『
隋
書
』（
『
五
代
史
志
』）
は
、

15

漢
魏
伝
世
の
『
逸
周
書
』
を
汲
冢
書
と
誤
認
し
て
お
り
、
ま
た
夏
か
ら
説
き
起
こ
し
て

い
た
は
ず
の
竹
書
『
紀
年
』
か
ら
堯
の
記
事
を
引
い
て
い
る
（
注

）
。

16

『
穆
天
子
伝
』
の
書
名
に
つ
い
て

上
述
し
た
よ
う
に
、
唐
修
『
晋
書
』
束
晳
伝
は
汲
冢
書
と
し
て
『
穆
天
子
伝
』
五
篇

を
挙
げ
、
王
隠
『
晋
書
』
は
こ
れ
を
『
周
王
遊
行
』
五
巻
と
す
る
。『
穆
天
子
伝
』
巻
一

で
「
天
子
」
が
「
穆
満
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
彼
が
周
穆
王
（
姫
満
）
と
設
定
さ
れ
て

い
る
の
は
明
ら
か
だ
が
（
注

）
、
穆
王
を
「
穆
天
子
」
と
呼
ぶ
の
は
不
自
然
だ
ろ
う
。

17

そ
も
そ
も
『
穆
天
子
伝
』
と
い
う
書
名
は
戦
国
期
の
原
題
と
は
思
わ
れ
ず
（
注

）
、
こ

18

れ
は
「
天
子
穆
穆
」（
『
詩
』
雝
）
や
「
天
子
穆
穆
、
諸
侯
皇
皇
」（
『
礼
記
』
曲
礼
下
）、

も
っ
と
言
え
ば
「
穆
穆
天
子
」
（
『
漢
書
』
韋
賢
伝
）
あ
た
り
か
ら
着
想
さ
れ
た
か
と
疑

わ
れ
る
（
注

）
。
な
お
、
帝
王
の
個
人
史
を
「
紀
」
で
は
な
く
「
伝
」
と
す
る
こ
と
は

19

『
漢
武
帝
内
伝
』
や
『
献
帝
伝
』
、『
魏
文
帝
別
伝
』
と
い
っ
た
例
を
指
摘
で
き
る
（
注

）
。

20

隋
の
費
長
房
『
歴
代
三
宝
紀
』
に

前
周
第
五
主
昭
王
瑕
二
十
四
年
甲
寅
、
至
今
丁
巳
則
一
千
四
百
八
十
六
年
。
引
『
穆、

天
子
別
伝
』
為
証
。
称
瑕
子
満
嗣
位
。
穆
王
聞
仏
生
迦
維
。
遂
西
遊
而
不
返
。

、
、
、
、

、

と
い
う
。「
仏
」
字
を
用
い
る
こ
と
か
ら
『
穆
天
子
別
伝
』
は
新
し
い
文
献
に
見
え
る
が
、

『
続
高
僧
伝
』
等
に

穆
王
聞
西
方
有
化
人
出
。
便
即
西
入
而
竟
不
還
。（
斉
大
統
合
水
寺
釈
法
上
伝
六
）

、
、

と
あ
っ
て
、『
穆
天
子
別
伝
』
は
『
列
子
』
的
な
「
化
人
」
の
句
を
「
仏
」
字
に
置
換
し

た
も
の
と
も
見
え
る
。

ま
た
『
弁
惑
篇
』
に

勘
『
周
書
異
記
』
云
、
穆
王
聞
西
方
有
仏
、
遂
乗
驊
騮
八
駿
之
馬
、
西
行
求
仏
。

因
以
攘
之
。（
『
広
弘
明
集
』
十
一
）

と
あ
り
、
穆
王
が
驊
騮
等
の
駿
馬
に
乗
り
「
西
行
求
仏
」
し
た
と
い
う
。『
周
書
異
記
』

に
は
ま
た

『
周
書
異
記
』、
昭
王
二
十
四
年
甲
寅
歳
四
月
八
日
、
有
五
色
光
、
入
貫
太
微
、
遍

於
西
方
。
太
史
蘇
由
曰
、
有
大
聖
人
生
於
西
方
。
穆
王
五
十
二
年
壬
申
歳
二
月
十
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五
日
旦
、
白
虹
十
二
道
、
南
北
通
貫
。
太
史
扈
多
曰
、
西
方
有
大
聖
人
、
終
亡
之

相
。（
『
仏
祖
統
紀
』
教
主
釈
迦
牟
尼
仏
本
紀
）

の
よ
う
に
昭
王
の
記
事
も
含
ま
れ
て
い
た
（
注

）
。『
周
書
異
記
』
の
書
名
は
『
逸
周
書
』

21

を
連
想
さ
せ
る
が
、
こ
れ
は
仏
陀
の
生
年
を
老
子
よ
り
前
の
西
周
期
と
主
張
す
る
た
め

仏
教
側
か
ら
偽
作
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
（
注

）
。

22

こ
の
よ
う
な
『
周
書
異
記
』
と
同
軌
の
文
献
が
、
隋
代
に
は
『
穆
天
子
別
伝
』
と
呼

ば
れ
て
い
た
。
穆
王
西
征
の
説
話
は
『
史
記
』
に
も
見
え
る
が
、
西
方
の
「
化
人
」
や

美
姫
と
い
っ
た
『
列
子
』
的
な
要
素
を
含
む
説
話
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。

「
化
人
」
を
「
仏
」
に
置
換
し
て
道
教
に
対
抗
す
る
『
穆
天
子
別
伝
』
は
、
さ
ら
に
新

し
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
隋
代
ま
で
『
穆
天
子
伝
』
と
『
穆
天
子
別
伝
』
と
は
併

存
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
両
書
の
混
同
や
、
両
者
間
で
の
文
言
の
出
入
も
疑
わ
れ
る
。

胡
礼
「
膜
拝
」
に
つ
い
て

現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
の
巻
二
か
ら
巻
四
に
か
け
て
、
天
子
か
ら
の
下
賜
品
を
「
膜

拝
而
受
」
し
た
と
い
う
表
現
が
十
三
箇
所
に
見
え
る
。
郭
注
に
「
今
胡
人
礼
仏
、
挙
手

加
頭
、
称
南
謨
拝
者
、
即
此
類
也
。
音
模
。
」
と
あ
り
、
『
広
韻
』
は
「
膜
拝
、
胡
礼
拝

な

も

也
。」
と
い
う
。「
南
謨
」
は
「
南
無
」
や
「
那
謨
」
と
同
じ
く
、「
帰
命
」
を
意
味
す
る

梵
語
（
ナ
ー
マ
、
ナ
ウ
マ
ク
）
の
音
訳
と
さ
れ
る
（
注

）
。

23

劉
宋
初
の
「
達
性
論
」
を
巡
る
何
承
天
と
顔
延
之
と
の
論
争
に
「
蹲
膜
揖
譲
」
の
句

が
見
え
（
『
弘
明
集
』
引
）
、
ま
た
宋
末
の
元
徽
二
年
（
四
七
四
年
）
に
褚
淵
・
袁
粲
が

蕭
道
成
（
後
の
斉
武
帝
）
へ
与
え
た
書
に
「
戎
謨
内
寄
」
の
句
が
見
え
る
（
『
南
斉
書
』

褚
淵
伝
）
。
特
に
前
者
は
膜
拝
の
含
意
を
前
提
と
す
る
成
語
の
よ
う
だ
が
、「
膜
拝
」・
「
謨

拝
」
の
句
は
い
ま
だ
見
出
せ
な
い
。

斉
の
永
明
十
一
年
（
四
九
三
年
）、
北
魏
か
ら
の
遣
使
に
つ
い
て
王
融
が
「
陛
下
務
存

遵
養
、
不
時
侮
亡
、
許
其
膜
拝
之
誠
、
納
裘
之
賮
。
」
と
上
疏
し
て
い
る
（
『
南
斉
書
』

、
、

王
融
伝
）。
こ
こ
で
は
「
膜
拝
」
が
胡
人
の
礼
で
あ
り
、
胡
人
が
中
国
の
王
者
に
対
し
て

「
膜
拝
」
す
る
と
い
う
観
念
が
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
。
や
や
遅
れ
て
、
斉
梁
革
命
の

際
の
策
書
（
中
興
二
年
、
五
〇
二
年
）
に
「
是
以
義
師
初
践
、
芳
露
凝
甘
、
仁
風
既
被
、

素
文
自
擾
。
北
闕
藁
街
之
使
、
風
車
火
徼
之
民
、
膜
拝
稽
首
、
願
為
臣
妾
。
」（
『
梁
書
』

、
、

武
帝
本
紀
上
）
と
あ
る
の
が
、
こ
の
語
が
公
認
さ
れ
た
画
期
だ
ろ
う
（
注

）
。
梁
代
に

24

は
「
膜
拝
」
の
語
が
西
方
の
拝
礼
な
い
し
仏
教
用
語
と
し
て
定
着
し
て
お
り
（
注

）
、

25

東
魏
の
『
洛
陽
伽
藍
記
』
で
も
た
と
え
ば
烏
塲
国
王
が
「
大
魏
使
来
、
膜
拝
受
詔
書
、

、
、

ウ

ジ
ャ
ー

ナ

聞
太
后
崇
奉
仏
法
、
即
面
東
合
掌
、
遥
心
頂
礼
」（
巻
五
）
し
て
い
る
。

さ
ら
に
降
っ
て
大
宝
二
年
（
五
五
一
年
）、
侯
景
配
下
の
宋
子
仙
が
郢
州
を
制
圧
し
た

際
、
郢
州
刺
史
の
蕭
方
諸
（
梁
元
帝
の
子
）
が
宋
子
仙
に
「
膜
拝
」
し
て
い
る
（
『
太
平

御
覧
』
三
七
四
引
『
三
国
典
略
』
）
。
梁
末
に
は
「
膜
拝
」
が
胡
人
の
拝
礼
だ
と
い
う
意

識
は
薄
れ
、
単
な
る
挙
手
伏
地
の
意
に
転
じ
て
い
た
ら
し
い
。

以
上
を
要
す
る
に
、「
膜
拝
」
の
用
例
は
斉
末
に
ま
で
遡
る
が
、
こ
の
語
が
普
及
し
た

の
は
梁
武
帝
の
頃
と
思
わ
れ
、
東
晋
以
前
に
こ
の
語
が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
と
は
思

わ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
『
穆
天
子
伝
』
は
「
膜
拝
」
を
自
明
の
語
と
し
て
で
は
な
く
西

方
の
特
異
な
習
俗
と
扱
っ
て
お
り
（
注

）
、
ま
た
比
較
的
長
文
の
注
が
附
さ
れ
て
い
る

26

こ
と
も
当
時
（
い
わ
ゆ
る
郭
璞
注
が
施
さ
れ
た
当
時
）
こ
の
語
が
一
般
的
で
な
か
っ
た

こ
と
を
物
語
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
西
晋
武
帝
期
に
出
現
し
た
語
と
見
る
の
は
、
や
や

早
す
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
穆
天
子
伝
』
巻
六
に
「
皇
后
」
の
語
が
見
え
る
こ
と
は
上
に
述
べ
た
が
、『
穆
天
子

伝
』
巻
三
に
は
「
天
子
大
饗
正
公
・
諸
侯
王
、
勒
七
萃
之
士
于
羽
琌
之
上
」
と
あ
り
、

、
、
、

、

郭
注
は
「
勒
、
猶
労
也
。
」
と
す
る
。
た
だ
し
『
穆
天
子
伝
』
巻
二
に
「
天
子
大
饗
正
公
・

諸
侯
・
王
吏
・
七
萃
之
士
于
平
衍
之
中
」
と
あ
る
の
で
、
巻
三
も
漢
以
降
の
「
諸
侯
王
」

、
、

、
、
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を
言
っ
た
も
の
で
は
な
く
単
な
る
「
諸
侯
」
と
み
て
よ
か
ろ
う
（
注

）
。
だ
が
「
正
公
」

27

や
「
七
萃
」
に
つ
い
て
は
古
い
用
例
が
見
当
た
ら
ず
、
確
実
な
も
の
は
や
は
り
南
北
朝

に
降
る
よ
う
だ
。『
宋
書
』
孝
武
十
四
王
伝
に

（
大
明
）
六
年
、
丁
母
憂
。
追
進
淑
儀
為
貴
妃
、
班
亜
皇
后
、
諡
曰
宣
。
…
…
上

痛
愛
不
已
、
擬
漢
武
李
夫
人
賦
。
其
詞
曰
、「
…
…
予
棄
西
楚
之
斉
化
、
略
東
門
之

遥
䘳
。
淪
漣
両
拍
之
傷
、
奄
抑
七
萃
之
箴
。」
…
…
葬
畢
、
詔
子
鸞
摂
職
、
以
本
官

、
、

兼
司
徒
、
進
号
撫
軍
・
司
徒
、
給
鼓
吹
一
部
、
礼
儀
並
依
正
公
。

、
、

と
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
語
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
使
わ
れ
は
じ
め
た
ら
し
い
（
注

）
。
王
融

28

「
三
月
三
日
曲
水
詩
序
」
に
「
七
萃
連
鑣
、
九
斿
斉
軌
。
」
と
、
虞
羲
「
霍
将
軍
北
伐
詩
」

に
「
雲
屯
七
萃
士
、
魚
麗
六
郡
兵
」
と
あ
り
（
『
文
選
』
）、
ま
た
「
五
牛
警
旆
、
七
萃
案

部
」
（
『
魏
書
』
出
帝
紀
）
と
い
っ
た
対
句
に
「
七
萃
」
は
多
く
使
わ
れ
た
が
、
晋
制
と

さ
れ
る
「
五
牛
旆
旗
」
や
『
礼
記
』
楽
記
に
見
え
る
「
龍
旂
九
旒
」
と
は
異
な
り
「
七

萃
」
は
実
態
不
明
な
単
な
る
麗
辞
だ
っ
た
よ
う
で
、
諸
家
の
注
も
具
体
的
で
は
な
い
。

陳
煒
湛
は
「
七
萃
」
の
「
七
」
を
「
甲
」
の
誤
と
考
え
る
が
（
注

）
、
こ
れ
が
正
し
け

29

れ
ば
「
七
萃
」
は
『
穆
天
子
伝
』
の
誤
釈
か
ら
生
じ
た
い
わ
ば
新
語
で
、
劉
宋
以
降
の

「
七
萃
」
は
す
べ
て
『
穆
天
子
伝
』
に
由
来
す
る
も
の
と
な
る
。
日
干
支
を
多
く
記
す

『
穆
天
子
伝
』
を
整
理
す
る
際
に
「
甲
」「
七
」
の
誤
が
生
じ
た
か
は
や
や
疑
問
だ
が
、

北
魏
孝
明
帝
孝
昌
元
年
十
有
二
月
壬
午
詔
に
「
今
先
討
荊
蛮
、
疆
理
南
服
、
戈
旗
東
指
、

掃
平
淮
外
。
然
後
奮
七
萃
於
西
戎
、
騰
五
牛
於
北
狄
、
躬
撫
乱
離
之
苦
、
面
恤
饑
寒
之

、
、

患
。」
と
あ
っ
て
（
『
魏
書
』
孝
明
帝
紀
）、
初
期
の
用
例
で
す
で
に
「
西
戎
」
と
関
連
付

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
七
萃
」
の
語
が
『
穆
天
子
伝
』
に
由
来
す
る
と
い
う
推
測
を

補
強
す
る
。

劉
宋
以
降
に
用
い
ら
れ
た
「
七
萃
」
の
語
が
『
穆
天
子
伝
』
に
出
る
も
の
で
あ
っ
た

な
ら
、
東
晋
百
年
間
『
穆
天
子
伝
』
は
等
閑
に
付
さ
れ
て
お
り
、
褚
淵
や
王
融
に
よ
り

再
発
見
さ
れ
て
そ
の
用
語
が
急
速
に
普
及
し
た
こ
と
と
な
る
。
で
あ
れ
ば
「
膜
拝
」
の

語
も
、
南
北
朝
期
の
用
語
を
『
穆
天
子
伝
』
が
取
り
込
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、『
穆
天
子

伝
』
か
ら
広
ま
っ
た
語
と
解
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
「
七
萃
」
が
『
穆
天
子

伝
』
の
全
体
に
見
え
る
基
幹
的
な
語
で
南
北
朝
で
は
実
態
不
明
の
美
句
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、「
膜
拝
」
は
『
山
海
経
』
と
関
係
の
深
い
巻
二
か
ら
巻
四
の
み
に
見
え
、
し
か
も

南
北
朝
で
広
く
行
わ
れ
た
用
語
で
あ
っ
た
。
出
土
し
た
古
籍
か
ら
発
見
さ
れ
た
新
語
が
、

「
南
謨
」
と
「
膜
」
と
い
う
い
わ
ば
偶
然
の
類
似
の
み
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
受
容
さ

れ
る
だ
ろ
う
か
。「
膜
拝
」
が
『
穆
天
子
伝
』
か
ら
広
ま
っ
た
語
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

こ
れ
を
戦
国
魏
で
用
い
ら
れ
て
い
た
語
と
す
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
困
難
で
あ
ろ
う
。

ま
と
め

現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
に
含
ま
れ
る
「
皇
后
」
の
語
は
、
こ
れ
を
戦
国
期
の
文
献
と

見
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
東
晋
元
帝
期
に
は
『
穆
天
子
伝
』（
現
行
本
に
見
え
る
「
燭
銀
」

等
の
特
徴
的
な
語
を
す
で
に
含
む
）
が
存
在
し
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
少
な
く
と
も
別

文
献
と
の
合
綴
を
経
た
も
の
で
、
汲
冢
出
土
の
『
穆
天
子
伝
』（
ま
た
は
『
周
王
遊
行
』）

そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
を
汲
冢
書
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
本
文
に
は

東
晋
以
降
の
語
彙
や
仏
教
用
語
も
含
ま
れ
て
お
り
、
汲
冢
出
土
の
テ
キ
ス
ト
を
忠
実
に

伝
え
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
甘
粛
以
西
の
拝
礼
を
指
す
「
膜
拝
」
の
語
が
戦
国
魏

で
実
際
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
秦
漢
に
い
っ
た
ん
忘
れ
ら
れ
、
西
晋
に
再
発
見
さ
れ
て

「
謨
」「
膜
」
の
類
似
と
西
方
の
拝
礼
だ
と
い
う
一
致
と
に
よ
り
そ
の
ま
ま
仏
教
用
語
と

し
て
定
着
し
た
、
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
を
筆
者
は
容
易
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
。

『
穆
天
子
伝
』
の
少
な
く
と
も
巻
二
以
降
は
南
北
朝
期
の
攪
乱
を
受
け
て
お
り
、
こ
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れ
を
資
料
と
し
て
戦
国
期
の
地
理
認
識
等
を
議
論
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て

よ
ほ
ど
慎
重
な
本
文
批
判
が
必
要
と
な
ろ
う
。

注

（
１
）
小
川
琢
治
『
支
那
歴
史
地
理
研
究
・
続
集
』（
弘
文
社
、
昭
和
四
年
）。

（
２
）
た
と
え
ば
『
穆
天
子
伝
』
は
「
南
鄭
」
を
重
視
す
る
が
、
鄭
の
初
封
は
穆
王
の
五
代
後
に
あ

た
る
桓
公
友
で
、
さ
ら
に
「
南
鄭
」
の
地
名
は
鄭
桓
公
の
死
後
に
出
る
（
『
水
経
注
』
に
「
南

鄭
之
号
、
始
于
桓
公
。
桓
公
死
于
犬
戎
、
其
民
南
奔
、
故
以
南
鄭
称
。
」
と
あ
る
が
、『
史
記
』

鄭
世
家
に
よ
れ
ば
鄭
桓
公
は
そ
の
生
前
に
東
徙
し
て
い
る
）
。
ま
た
『
穆
天
子
伝
』
に
は
「
許

男
」
と
い
う
『
春
秋
』
に
特
徴
的
な
表
記
も
見
え
る
。

（
３
）
胡
応
麟
『
四
部
正
訛
』
は
「
『
穆
天
子
伝
』
六
巻
、
…
…
近
或
以
為
偽
書
、
殊
可
笑
也
。」
と
、

偽
作
説
を
わ
ざ
わ
ざ
取
り
上
げ
た
上
で
否
定
し
て
い
る
。
姚
際
恒
『
古
今
偽
書
考
』
は
『
穆

天
子
伝
』
を
「
漢
後
人
作
」
と
断
ず
る
が
、
金
受
申
『
古
今
偽
書
考
考
釈
』
や
顧
実
『
重
考

古
今
偽
書
考
』
等
は
こ
れ
を
批
判
し
て
『
穆
天
子
伝
』
を
汲
冢
書
だ
と
す
る
。

（
４
）
穆
王
の
臣
と
し
て
『
穆
天
子
伝
』
に
「
畢
矩
」
・
「
井
利
」
・
「
毛
班
」
が
、
清
華
簡
『
祭
公
之

顧
命
』
に
「
繹
鳥亘
・
汬
利
・
毛
班
」
が
見
え
、
『
祭
公
之
顧
命
』
と
並
行
す
る
『
逸
周
書
』
祭

公
篇
は
「
畢
桓
・
于
黎
・
民
般
」
に
作
る
。
桐
本
東
太
は
「
『
穆
天
子
伝
』
は
出
土
資
料
と
の

相
互
照
射
が
可
能
な
古
文
献
と
し
て
、
新
た
な
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
あ
び
る
地
点
に
返
り
咲

く
こ
と
と
な
っ
た
」
と
い
う
が
（
「
『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕
」
、
三
田
史
学
会
「
史
学
」

八
〇-

四
、
二
〇
一
一
年
）
、『
穆
天
子
伝
』
と
清
華
簡
と
の
直
接
の
関
係
よ
り
も
ま
ず
『
穆
天

子
伝
』
と
『
逸
周
書
』
と
の
関
係
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
『
穆
天
子
伝
』

巻
一
・
巻
六
に
「
井
利
」
が
、
巻
五
に
「
井
公
」
が
見
え
る
が
、
巻
二
・
巻
六
に
は
「
邢
侯
」

が
見
え
、『
周
王
遊
行
』
・
『
周
穆
王
美
人
盛
姫
死
事
』
と
も
「
井
」
と
「
邢
」
と
を
区
別
す
る

よ
う
だ
。

（
５
）
武
帝
紀
の
「
十
余
万
言
」
は
汲
冢
書
を
実
見
し
た
衛
恒
（
二
九
一
年
没
）
の
「
四
体
書
勢
」

に
拠
る
の
だ
ろ
う
が
、
一
簡
四
十
字
で
「
十
余
万
言
」
と
す
れ
ば
二
千
七
百
簡
以
上
と
な
り
、

こ
の
量
を
短
期
間
に
整
理
で
き
た
と
は
信
じ
が
た
い
。
た
と
え
ば
『
老
子
』
五
千
文
に
よ
り

一
篇
を
二
千
五
百
字
と
す
れ
ば
汲
冢
書
は
七
十
五
篇
で
十
八
万
七
千
五
百
字
と
な
る
の
で
、

「
十
余
万
言
」
と
は
実
数
で
は
な
く
こ
の
よ
う
な
概
算
値
か
も
し
れ
な
い
。

（
６
）『
晋
書
』
束
晳
伝
に
次
の
よ
う
に
あ
る
が
、
篇
数
が
合
わ
ず
誤
脱
の
可
能
性
も
あ
る
。

太
康
二
年
、
汲
郡
人
不
准
盜
発
魏
襄
王
墓
。
或
言
安
釐
王
塚
。
得
竹
書
数
十
車
。
其
『
紀

年
』
十
三
篇
、
記
夏
以
来
至
周
幽
王
為
犬
戎
所
滅
、
…
…
。
其
『
易
經
』
二
篇
、
与
『
周

易
』
上
下
経
同
。
『
易
繇
陰
陽
卦
』
二
篇
、
与
『
周
易
』
略
同
、
繇
辞
則
異
。
『
卦
下
易

經
』
一
篇
、
似
説
卦
而
異
。『
公
孫
段
』
二
篇
、
公
孫
段
与
邵
陟
論
『
易
』
。
『
国
語
』
三

篇
、
言
楚
晋
事
。
『
名
』
三
篇
、
似
『
礼
記
』
、
又
似
『
爾
雅
』
・
『
論
語
』
。
『
師
春
』
一

篇
、
書
『
左
伝
』
諸
卜
筮
、
「
師
春
」
似
是
造
書
者
姓
名
也
。
『
瑣
語
』
十
一
篇
、
諸
国

卜
夢
妖
怪
相
書
也
。『
梁
丘
蔵
』
一
篇
、
先
敘
魏
之
世
数
、
次
言
丘
蔵
金
玉
事
。『
繳
書
』

二
篇
、
論
弋
射
法
。『
生
封
』
一
篇
、
帝
王
所
封
。『
大
暦
』
二
篇
、
鄒
子
談
天
類
也
。『
穆

天
子
伝
』
五
篇
、
言
周
穆
王
遊
行
四
海
、
見
帝
台
・
西
王
母
。『
図
詩
』
一
篇
、
画
賛
之

属
也
。
又
雜
書
十
九
篇
、『
周
食
田
法
』・
『
周
書
』
・
『
論
楚
事
』
・
『
周
穆
王
美
人
盛
姫
死

事
』。
大
凡
七
十
五
篇
、
七
篇
簡
書
折
壊
、
不
識
名
題
。

（
７
）
洪
頤
煊
「
校
正
穆
天
子
伝
序
」
は
さ
ら
に
「
晁
公
武
『
郡
斎
読
書
志
』
云
、
書
凡
六
巻
八
千

五
百
一
十
四
字
。
今
本
僅
六
千
六
百
二
十
二
字
。
則
今
本
非
晁
氏
所
見
之
本
矣
。」
と
い
う
。

（
８
）『
穆
天
子
伝
』
巻
六
に
「
甲
辰
、
天
子
南
葬
盛
姫
於
楽
池
之
南
。
天
子
乃
命
盛
姫
□
之
視
皇
后

之
葬
法
」
と
、
郭
注
に
「
視
、
猶
比
也
」
と
あ
る
。

現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
の
巻
六
が
『
周
穆
王
美
人
盛
姫
死
事
』
を
合
綴
し
た
も
の
な
ら
ば
、

郭
璞
が
こ
れ
に
注
し
た
時
点
で
す
で
に
『
穆
天
子
伝
』
は
汲
冢
書
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
改
変

（
合
綴
）
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
も
し
合
綴
が
郭
璞
以
降
な
ら
ば
「
郭
注
」
の
作
者
も
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問
題
と
な
る
が
、
し
ば
ら
く
通
称
に
従
う
。
な
お
、
劉
宋
期
の
『
史
記
集
解
』
は
す
で
に
『
穆

天
子
伝
』
巻
一
「
華
騮
」
の
注
を
「
郭
璞
曰
」
と
し
て
引
く
。

（
９
）
偽
孔
本
『
尚
書
』
顧
命
の
「
皇
后
憑
玉
几
」
も
同
様
。

（

）
『
穆
天
子
伝
』
に
は
ま
た
「
皇
天
子
」
が
二
例
あ
る
。
郭
注
は
「
加
皇
者
、
尊
之
。
」
と
す
る

10

が
、
『
漢
書
』
鮑
宣
伝
に
「
陛
下
上
為
皇
天
子
、
下
為
黎
庶
父
母
」
と
あ
り
、
「
皇
天
子
」
の

原
義
は
「
皇
い
な
る
天
子
」
で
は
な
く
「
皇
天
の
子
」
だ
ろ
う
。『
三
国
志
』
高
堂
隆
伝
の
「
皇

天
子
愛
陛
下
」
も
「
皇
天
子
が
愛
す
」
で
な
く
「
皇
天
が
子
の
ご
と
く
愛
す
」
の
意
。

（

）『
三
国
志
』
魏
志
后
妃
伝
・
『
南
斉
書
』
皇
后
伝
等
。

11
（

）『
爾
雅
』
注
に
お
け
る
『
穆
天
子
伝
』
の
引
用
は
二
箇
所
の
み
だ
が
、
い
ず
れ
も
現
行
本
『
穆

12

天
子
伝
』
の
巻
一
に
対
応
す
る
。
ま
た
『
穆
天
子
伝
』
巻
一
に
「
天
子
之
宝
器
」
と
し
て
見

え
る
「
燭
銀
」
は
郭
璞
「
江
賦
」
や
庾
闡
「
楊
都
賦
」
に
す
で
に
取
ら
れ
て
お
り
、
梁
簡
文

帝
の
詩
に
「
漢
安
設
大
響
、
周
穆
置
高
台
」
や
「
燭
銀
踰
漢
汝
、
宝
鐸
邁
昆
吾
」
の
句
が
あ

る
（
『
芸
文
類
聚
』
等
）
。
さ
ら
に
『
爾
雅
』
の
郭
注
は
「
西
王
母
」
を
「
昏
荒
之
国
」
と
す

る
の
み
で
穆
王
や
『
穆
天
子
伝
』
に
言
及
し
な
い
。『
山
海
経
』
注
が
見
た
『
穆
天
子
伝
』
は
、

『
爾
雅
』
注
が
見
た
そ
れ
よ
り
も
増
補
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
印
象
も
受
け
る
。

『
山
海
経
』
の
い
わ
ゆ
る
五
蔵
山
経
の
注
に
お
け
る
『
穆
天
子
伝
』
か
ら
の
引
用
は
現
行
本

『
穆
天
子
伝
』
の
巻
一
か
ら
巻
四
ま
で
に
対
応
し
て
お
り
巻
五
・
六
を
含
ま
な
い
。
こ
の
こ

と
自
体
は
『
穆
天
子
伝
』
巻
四
の
末
尾
で
「
天
子
」
が
南
鄭
へ
帰
還
し
て
い
る
た
め
当
然
と

言
え
る
が
、
五
蔵
山
経
注
に
お
け
る
引
用
の
順
序
が
現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
の
本
文
に
よ
く

対
応
す
る
の
は
却
っ
て
不
審
。
特
に
西
山
経
の
注
に
お
い
て
こ
の
対
応
は
顕
著
で
、
ま
た
西

山
経
注
に
お
け
る
『
穆
天
子
伝
』
か
ら
の
引
用
は
全
て
巻
二
か
ら
巻
四
ま
で
の
「
膜
拝
」
を

用
い
る
巻
に
収
ま
る
。
た
だ
し
『
山
海
経
』
注
が
引
く
『
穆
天
子
伝
』
に
「
膜
拝
」
に
係
る

箇
所
は
な
い
。

（

）
も
っ
と
も
偽
孔
伝
が
学
官
に
立
て
ら
れ
た
の
は
姚
方
興
が
舜
典
を
献
上
し
た
後
と
も
言
わ
れ
、

13

そ
も
そ
も
現
行
の
『
山
海
経
』
注
が
全
て
郭
璞
の
著
か
も
疑
問
の
余
地
は
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

郭
璞
が
献
上
前
の
偽
孔
伝
を
見
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
梅
頤
（
梅
賾
）
に
つ
い
て
の
資

料
は
『
世
説
新
語
』
方
正
や
劉
注
引
『
晋
諸
公
賛
』
・
『
永
嘉
流
人
名
』
な
ど
い
ず
れ
も
断
片

的
で
、
し
か
も
『
世
説
新
語
』
に
つ
い
て
は
劉
注
が
す
で
に
梅
陶
（
頤
の
弟
）
と
の
混
同
を

指
摘
し
て
い
る
等
、
問
題
が
多
い
。

『
山
海
経
』
注
が
引
く
書
名
に
は
偽
孔
伝
を
除
け
ば
不
審
な
も
の
（
東
晋
以
降
の
成
立
と
確

言
で
き
る
文
献
）
は
見
当
た
ら
ず
、
ま
た
『
山
海
経
』
注
が
古
地
名
に
比
定
す
る
「
今
」
の

郡
県
名
も
お
お
む
ね
後
漢
か
ら
晋
代
の
も
の
に
収
ま
る
。
た
だ
し
、『
啓
筮
』
か
ら
の
引
用
（
お

そ
ら
く
『
山
海
経
』
注
が
初
出
）
や
、
「
南
康
南
野
県
」
（
南
野
県
は
『
晋
書
』
地
理
志
で
は

廬
陵
郡
に
、『
宋
書
』
州
郡
志
で
は
南
康
に
属
す
）
な
ど
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
例
も
わ
ず
か

な
が
ら
認
め
ら
れ
る
。

（

）
西
山
経
注
の
「
汲
冢
書
所
謂
苕
華
之
玉
」
や
「
竹
書
曰
穆
王
西
征
至
于
青
鳥
所
解
也
」
等
も

、
、
、

、
、

14

『
紀
年
』
の
佚
文
で
、
現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
に
は
該
当
す
る
句
が
見
え
な
い
。
な
お
『
水

経
注
』
に
は
「
『
穆
天
子
』
・
『
竹
書
』
及
『
山
海
経
』
、
皆
埋
縕
歳
久
」
云
々
と
し
て
『
穆
天

子
』
と
『
竹
書
』
と
を
区
別
す
る
よ
う
な
記
述
と
、「
竹
書
『
穆
天
子
伝
』
曰
」
や
「
竹
書
『
穆

天
子
伝
』
称
」
と
す
る
引
用
と
が
混
在
し
て
い
る
。

（

）
こ
の
場
合
、
現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
に
附
さ
れ
た
荀
勗
の
序
が
『
穆
天
子
伝
』
を
汲
冢
書
と

15

し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
現
行
本
が
郭
璞
の
序
文
等
を
載
せ
ず
荀
序
の
み
を

存
し
て
い
る
こ
と
や
荀
序
が
『
穆
天
子
伝
』
の
巻
数
を
述
べ
な
い
こ
と
は
不
自
然
で
あ
り
、

ま
た
現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
の
本
文
を
見
れ
ば
、
荀
序
が
言
う
よ
う
な
「
一
簡
四
十
字
」
の

残
欠
本
か
ら
こ
れ
を
復
元
す
る
の
は
困
難
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

な
お
『
穆
天
子
伝
』
の
郭
注
は
た
と
え
ば
「
周
礼
」
と
「
周
官
」
と
い
っ
た
表
記
の
揺
れ
が

目
立
ち
、
ま
た
「
或
曰
」
と
し
て
先
行
す
る
注
を
引
く
。
汲
冢
の
発
掘
か
ら
郭
注
の
成
立
ま

で
の
短
期
間
に
『
周
王
遊
行
』
と
『
周
穆
王
美
人
盛
姫
死
事
』
と
の
合
綴
が
行
わ
れ
「
先
行

す
る
注
」
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
む
し
ろ
郭
注
が
補
作
さ
れ
て
い
る

可
能
性
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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（

）『
説
文
解
字
』
は
『
逸
周
書
』
を
引
い
て
お
り
、
ま
た
た
と
え
ば
『
韓
詩
外
伝
』
が
引
く
『
周

16

書
』
は
今
の
『
逸
周
書
』
に
一
致
す
る
。『
紀
年
』
に
つ
い
て
杜
預
「
後
序
」
は
「
起
自
夏
殷

周
」
と
し
、
『
晋
書
』
束
晳
伝
も
「
記
夏
以
来
」
と
い
う
が
、
『
隋
書
』
律
暦
志
中
は
「
案
竹

書
『
紀
年
』
、
堯
元
年
丙
子
。
」
と
い
う
。
な
お
劉
宋
期
の
『
史
記
集
解
』
魏
世
家
は
す
で
に

「
荀
勗
曰
、
和
嶠
云
、『
紀
年
』
起
自
黄
帝
」
と
す
る
。

（

）
郭
注
は
「
穆
満
」
に
つ
い
て
は
「
言
諡
、
蓋
後
記
事
者
之
辞
」
と
フ
ォ
ロ
ー
す
る
が
、「
皇
后
」

17

に
つ
い
て
は
何
も
言
わ
な
い
。

（

）
唐
修
『
晋
書
』
束
晳
伝
は
汲
冢
書
の
う
ち
七
篇
を
「
簡
書
折
壊
、
不
識
名
題
」
と
し
て
お
り
、

18

『
穆
天
子
伝
』
等
の
「
名
題
」
を
「
簡
書
」
に
記
さ
れ
て
い
た
原
題
と
解
す
る
よ
う
だ
。

（

）
も
っ
と
も
「
昭
」
や
「
穆
」
は
美
諡
で
あ
り
、
穆
王
を
「
穆
穆
天
子
」
に
引
っ
か
け
る
の
は

19

本
来
の
用
法
と
も
言
え
る
。

（

）
た
だ
し
『
曹
瞞
伝
』
の
「
伝
」
は
意
図
的
な
貶
記
だ
ろ
う
。

20
（

）『
穆
天
子
別
伝
』
が
穆
王
を
「
西
遊
而
不
返
」
と
す
る
の
は
、
あ
る
い
は
昭
王
の
イ
メ
ー
ジ
に

21

よ
る
も
の
か
。

（

）『
仏
祖
統
紀
』
三
教
出
興
は
『
周
書
異
記
』
を
引
い
た
上
で
「
仏
生
在
老
子
前
三
百
四
十
五
年
。
」

22

と
注
す
る
。

（

）『
穆
天
子
伝
』
に
は
他
に
人
名
「
膜
昼
」、
地
名
「
西
膜
」、
穀
物
名
「
膜
稷
」
が
見
え
、「
膜
」

23

を
「
帰
命
」
の
意
で
は
な
く
西
方
の
国
名
・
族
名
ま
た
は
漠
然
と
西
方
を
示
す
冠
詞
と
し
て

用
い
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
は
仏
教
が
受
容
さ
れ
た
最
初
期
の
文
献
で
は
な
く
、
あ
る
程
度

定
着
し
た
時
期
の
成
書
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
吉
本
道
雅
「
中
国
先
秦
時
代
の
貊
」
（
「
京

都
大
学
文
学
部
紀
要
」
四
七
、
二
〇
〇
八
年
）
は
『
穆
天
子
伝
』
を
戦
国
期
の
成
書
（
趙
武

霊
王
の
西
北
遠
征
を
素
材
と
し
た
創
作
）
と
し
、「
西
膜
」
を
「
異
族
の
汎
称
と
し
て
の
「
膜
」

（
「
貊
」「
貉
」
）
を
前
提
と
す
る
称
謂
」
だ
と
す
る
。「
膜
」
が
「
貊
」「
貉
」
か
は
と
も
か
く

（
『
山
海
経
』
中
山
経
に
見
え
る
「
膜
」
は
獣
名
「
獏
」
「
貘
」
だ
ろ
う
）、
こ
れ
を
「
異
族
の

汎
称
」
と
す
る
指
摘
は
注
目
さ
れ
る
。
な
お
『
穆
天
子
伝
』
巻
二
「
西
膜
之
所
謂
鴻
臚
」
の

郭
注
は
「
西
膜
、
沙
膜
之
郷
、
似
言
外
域
人
名
物
与
中
華
不
同
。
」
と
い
う
が
、
巻
四
「
膜
稷

三
十
車
」
の
郭
注
は
「
膜
、
未
聞
。」
と
す
る
。

（

）「
藁
街
」
は
蛮
夷
邸
の
所
在
（
『
漢
書
』
陳
頭
伝
）
。
こ
の
策
書
は
、
外
族
か
ら
の
「
膜
拝
」
を

24

武
帝
受
命
の
根
拠
と
し
て
掲
げ
た
も
の
と
言
え
、
た
と
え
ば
張
纉
「
南
征
賦
」（
大
同
九
年
、

五
四
三
年
）
は
「
我
皇
帝
…
…
化
致
升
平
、
于
茲
四
紀
、
六
夷
膜
拝
、
八
蛮
同
軌
。
」（
『
梁
書
』

、
、

張
緬
伝
）
と
い
う
。
ま
た
陳
武
帝
へ
九
錫
を
与
え
た
策
書
（
太
平
二
年
、
五
五
七
年
）
に
も

「
北
泊
丈
夫
之
郷
、
南
踰
女
子
之
国
、
莫
不
屈
膝
膜
拝
、
求
吏
款
関
、
此
又
公
之
功
也
。」
と

、
、

「
膜
拝
」
の
語
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
（
『
陳
書
』
高
祖
本
紀
）。

（

）
た
と
え
ば
蕭
子
顕
「
御
講
金
字
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
序
」
に
「
又
波
斯
国
使
主
安
拘
越
、
荒

25

服
遠
夷
延
参
近
座
、
膜
拝
露
頂
欣
受
未
聞
。
」（
『
広
弘
明
集
』
十
九
）
と
、
梁
元
帝
「
謝
敕
送

、
、

斉
王
瑞
像
還
啓
」
に
「
臣
身
持
浄
戒
、
心
抃
法
流
、
接
足
道
周
、
膜
拝
路
左
、
得
未
曾
有
、

、
、

喜
躍
充
遍
。
」（
『
芸
文
類
聚
』
寺
碑
）
と
あ
る
。

（

）
『
穆
天
子
伝
』
に
お
い
て
「
天
子
」
へ
「
膜
拝
」
す
る
の
は
外
族
の
み
と
さ
れ
、
「
柏
夭
」
や

26

「
七
萃
之
士
」
等
は
「
再
拝
」
し
て
い
る
。「
西
王
母
」
が
「
再
拝
」
す
る
の
は
「
膜
拝
」
す

る
そ
の
他
の
外
族
と
の
差
別
化
を
図
っ
た
も
の
か
と
も
見
え
る
が
、
穆
王
の
「
見
帝
台
・
西

王
母
」
を
述
べ
た
部
分
が
そ
の
他
の
部
分
よ
り
古
い
と
い
う
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

（

）
洪
頤
煊
は
巻
三
「
諸
侯
王
勒
」
の
「
勒
」
を
『
太
平
御
覧
』
に
よ
り
「
勤
」
に
改
め
、
劉
師

27

培
『
穆
天
子
伝
補
釈
』
は
巻
二
の
「
諸
侯
王
吏
」
を
根
拠
に
巻
三
の
「
諸
侯
王
勒
」
を
「
案
、

マ

マ

勤
乃
吏
之
誤
。」
と
す
る
（
『
劉
申
叔
遺
書
』
本
）。

（

）
ま
た
た
と
え
ば
『
南
史
』
梁
本
紀
に
「
侯
景
矯
詔
、『
儀
同
三
司
、
位
比
正
公
、
自
今
悉
不
加

、
、

28

将
軍
、
以
為
定
準
。
』」
と
あ
る
。
郭
注
は
「
正
公
、
謂
三
上
公
。
天
子
所
取
正
者
。
」
と
い
う

が
、『
通
典
』
に
よ
れ
ば
「
三
上
公
」
の
制
は
晋
初
に
始
ま
る
（
単
な
る
「
上
公
」
で
あ
れ
ば

『
左
伝
』
や
『
礼
記
』
等
に
も
見
え
る
）
。
な
お
、
義
盉
蓋
に
「
王
在
魯
、
合
即
邦
君
・
諸
侯
・

正
・
有
司
大
射
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
正
」
は
諸
侯
の
下
に
置
か
れ
て
お
り
、
有
司
の
長
と

、一
般
に
解
さ
れ
る
。
『
穆
天
子
伝
』
に
は
人
名
「
正
公
郊
父
」
も
見
え
、
矢
島
明
希
子
は
『
穆
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天
子
伝
』
で
「
正
公
」
が
諸
侯
よ
り
上
に
置
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、「
正
公
」
の
「
正
」
が

封
地
な
い
し
采
邑
の
名
だ
っ
た
可
能
性
を
述
べ
る
（
「
『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕
」
）。

（

）「
古
七
・
甲
同
形
、
戦
国
時
代
分
別
尚
不
厳
格
（
也
可
能
魏
地
仍
七
・
甲
無
別
）
、『
七
萃
之
士
』

29

実
当
為
『
甲
萃
之
士
』
、
即
全
副
武
装
之
衛
士
也
。
」
（
陳
煒
湛
「
『
穆
天
子
伝
』
疑
難
字
句
研

究
」
、「
中
山
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）」
一
九
九
六-

三
）

井
上

了
（
い
の
う
え
・
り
ょ
う
）

一
九
七
三
年
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
・
医
学
部
主
任
。
専
門
は
周

漢
政
治
思
想
史
。
共
著
書
『
科
学
と
産
業
の
発
展
を
支
え
た
分
析
機
器
・
科
学
機
器
遺
産
』

（
分
析
機
器
・
科
学
機
器
遺
産
編
集
委
員
会
編
、
日
本
分
析
機
器
工
業
会
・
日
本
科
学
機

器
協
会
、
二
〇
一
七
年
）
、
『
白
川
静
を
読
む
と
き
の
辞
典
』
（
立
命
館
大
学
白
川
静
記
念

東
洋
文
字
文
化
研
究
所
編
、
平
凡
社
、
二
〇
一
三
年
）
、
『
概
説
中
国
思
想
史
』
（
湯
浅
邦

弘
編
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
等
。
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中
国
研
究
集
刊 

柰
号
（
第
六
十
六
号
） 

令
和
二
年
八
月 

一
二
―
二
六
頁 

   
 

東
ア
ジ
ア
近
世
後
期
儒
学
の
展
開
に
内
在
す
る
ロ
ジ
ッ
ク

 

 
 

 
 

―
荻
生
徂
徠
と
王
船
山
の
「
制
作
」
説
を
例
と
し
て
―

 

 

劉 
 

瑩 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
佐
藤 

由
隆 

訳
）  

 
 

  

序 

論 

 

荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
―
一
七
二
八
）
は
日
本
政
治
思
想
史
の
領
域
に
お
い
て
、
丸
山

真
男
に
よ
っ
て
「
日
本
の
近
代
的
思
惟
の
先
駆
」
で
あ
る
と
称
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

王
船
山
（
名
は
夫
之
、
一
六
一
九
―
一
六
九
二
）
も
か
つ
て
、
侯
外
廬
に
よ
っ
て
「
中
国

の
近
代
的
思
惟
活
動
を
切
り
開
い
た
」（
注
１
）
と
評
さ
れ
た
。
彼
ら
二
人
の
思
想
の
中
に
、

い
わ
ゆ
る
「
近
代
性
」
（
注
２
）
と
い
う
も
の
が
具
わ
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
日
中
の
多
く
の
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
疑
問
を
提
示
し
て
き
た
。
し
か

し
そ
の
疑
問
も
、
ほ
ぼ
同
時
期
を
生
き
た
彼
ら
が
東
ア
ジ
ア
儒
学
史
に
お
い
て
担
っ
た
で

あ
ろ
う
、
前
後
の
橋
渡
し
と
な
る
作
用
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
両

者
の
思
想
を
併
せ
て
論
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
東
ア
ジ
ア
の
近
世
後
期
儒
学
の
展
開
に
内
在

す
る
ロ
ジ
ッ
ク
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。 

具
体
的
に
言
え
ば
、
「
制
作
」
は
徂
徠
の
思
想
に
お
い
て
丸
山
に
「
近
代
の
先
駆
」
と

い
う
称
号
を
貼
ら
れ
た
核
心
的
な
根
拠
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
徂
徠
の
強
調
し

た
こ
の
概
念
が
、
中
国
儒
学
の
伝
統
に
お
け
る
意
義
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
持
っ
て
お

り
、
ま
た
徂
徠
の
後
学
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
置
か
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
丸
山
の
研
究
で
は
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
丸
山
が

強
調
し
た
徂
徠
の
「
制
作
」
に
は
、
あ
る
い
は
さ
ら
な
る
考
察
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
ま
た
、
丸
山
は
「
制
作
」
の
徂
徠
の
思
想
に
お
け
る
「
近
代
性
」
を
す
る
ど
く
見

抜
い
た
が
、
こ
れ
は
同
時
期
で
あ
る
清
代
初
期
の
道
学
の
発
展
状
況
を
考
え
る
こ
と
を
啓

発
し
う
る
も
の
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
儒
学
自
体
の
展
開
に
内
在
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
を
見
つ

け
出
す
こ
と
へ
と
導
き
う
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。 

丸
山
が
「
制
作
」
を
「
近
代
化
」
と
読
み
解
い
た
他
に
、
子
安
宣
邦
は
「
外
部
性
」
と

い
う
視
点
に
よ
っ
て
「
制
作
」
の
も
う
一
つ
の
読
み
解
き
方
を
提
示
し
た
。
こ
れ
は
つ
ま

り
、
徂
徠
の
「
制
作
」
は
内
と
外
の
二
層
の
次
元
を
持
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
子
安
は
「
制
作
」
の
「
外
部
性
」
を
強
調
す
る
が
、
徂
徠
学
の
「
内
」

に
対
す
る
関
心
に
は
目
を
向
け
て
い
な
い
。 

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
「
制
作
」
に
対
す
る
解
釈
の
視
点
を
統
合
し
、

徂
徠
学
に
お
け
る
「
制
作
」
と
い
う
概
念
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
徂
徠
学
の
意
義
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を
新
た
に
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
近
世
後
期
の
東
ア
ジ
ア
儒
学
の
展
開
に
内
在
す
る
ロ

ジ
ッ
ク
、
す
な
わ
ち
「
儒
学
式
近
代
化
」
と
い
う
も
の
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
を
試
み
た
い
。 

 

一 

「
制
作
」
の
論
理
矛
盾
と
「
倣
傚
」
の
ロ
ジ
ッ
ク 

 

丸
山
は
日
本
思
想
史
自
体
の
発
展
の
脈
略
の
中
で
、
「
近
代
性
」
の
要
素
、
す
な
わ
ち

封
建
制
度
を
瓦
解
さ
せ
る
思
惟
方
式
が
す
で
に
備
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
確
信
し

た
。
そ
し
て
当
然
こ
の
思
惟
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
当
時
の
社
会
状
況
と
直
接
的
な
関
係
は
無

く
、
漸
次
的
に
展
開
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
徂
徠
の
思
想
は
、
す
な
わ
ち
そ
の
中

で
も
最
も
鍵
と
な
る
タ
ー
ム
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

さ
う
し
て
荻
生
徂
徠
は
「
道
は
事
物
当
行
の
理
に
て
も
無
之
、
天
地
自
然
の
道
に

て
も
無
之
、
聖
人
の
建
立
被
成
た
る
道
」
（
徂
徠
先
生
答
問
書
下
）
だ
と
い
ふ
そ
の

有
名
な
命
題
を
以
て
、
「
誰
か
」
と
い
ふ
問
題
の
近
世
最
初
の
提
起
者
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
（
注
３
） 

 

丸
山
か
ら
す
る
と
、
林
羅
山
（
一
五
八
三
―
一
六
五
七
）
を
筆
頭
と
す
る
日
本
の
朱
子

学
者
が
、
既
定
の
政
治
秩
序
を
守
る
自
然
秩
序
観
の
代
表
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
主
体
的
人

格
（
聖
人
）
を
自
然
法
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
に
し
よ
う
と
試
み
る
合
理
性
を
持
っ
た
徂

徠
は
、「
近
代
の
先
駆
」
と
い
う
役
割
を
演
じ
る
こ
と
と
な
る
。
丸
山
は
徂
徠
の
言
う
「
聖

人
」
の
独
自
性
に
非
常
に
注
目
し
、
「
制
作
」
と
い
う
語
は
す
な
わ
ち
「
近
代
性
」
を
指

向
す
る
鍵
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。 

 

さ
う
し
て
か
か
る
道
の
制
作
者
が
ほ
か
な
ら
ぬ
聖
人
で
あ
り
、
逆
に
聖
人
と
は
道

の
制
作
者
の
称
で
あ
る
。
か
く
聖
人
概
念
を
専
ら
先
王
と
い
ふ
歴
史
的
実
在
に
限

定
し
た
こ
と
は
、
徂
徠
学
を
従
来
の
あ
ら
ゆ
る
儒
教
思
想
か
ら
決
定
的
に
別
つ
重

要
な
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
（
注
４
） 

 

丸
山
の
推
断
か
ら
見
る
と
、
聖
人
の
概
念
は
、
徂
徠
学
と
従
来
の
儒
学
と
の
根
本
的
な

差
異
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
徂
徠
は
「
学
ん
で
以
て
聖
と
成
る
」
と
い
う
道
筋
を
断
ち
切

っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
聖
人
は
、
か
え
っ
て
丸
山
が
し
ば
し
ば
「
絶
対
的
」
と
言
う
よ

う
な
人
格
性
を
備
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
つ
ま
り
、
丸
山
の
目
に
は
、
近
代
西
洋

に
お
け
る
主
体
性
の
覚
醒
と
充
分
比
肩
し
う
る
兆
し
で
あ
っ
た
と
映
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
丸
山
は
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
問
題
に
も
考
察
を
試
み
る
。
す
な
わ
ち
、
徂
徠

に
よ
っ
て
聖
人
は
中
国
古
代
の
堯
・
舜
・
禹
・
湯
・
文
・
武
・
周
公
の
七
人
の
先
王
に
限

定
さ
れ
、
孔
子
で
す
ら
そ
の
列
に
加
わ
る
こ
と
が
叶
わ
な
く
な
っ
た
が
（
注
５
）
、
そ
う
だ

と
す
る
と
、
徳
川
吉
宗
（
一
六
八
四
―
一
七
五
一
）
が
始
め
た
「
享
保
の
改
革
」
の
儒
学

に
お
け
る
合
法
性
と
い
う
も
の
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。 

 

「
先
王
の
作
為
」
の
論
理
の
一
切
の
時
代
へ
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

イ
デ
ー
に
対
す
る
ペ
ル
ゾ
ー
ン
の
優
位
は
徹
底
さ
れ
、
か
く
て
政
治
的
支
配
者
の

危
機
克
服
の
た
め
の
―
―
未
来
に
向
っ
て
の
―
―
作
為
が
可
能
と
な
る
の
で
あ

る
。
徂
徠
に
於
て
聖
人
の
道
は
時
代
と
場
所
を
超
越
し
た
普
遍
妥
当
性
を
持
っ
て

ゐ
る
。
（
注
６
） 

 

も
し
「
先
王
の
作
為
」
の
可
能
性
を
各
時
代
の
建
国
の
君
主
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
新
た

な
制
度
構
築
は
合
法
性
を
確
か
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
し
て
み
る
と
、「
作

者
之
を
聖
と
謂
う
（
作
者
謂
之
聖
）
」
と
い
う
定
義
（
注
７
）
に
よ
れ
ば
、
新
し
い
制
度
を

設
立
し
た
あ
ら
ゆ
る
建
国
の
君
主
は
、
み
な
「
聖
人
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
し
か
し

こ
れ
は
徂
徠
が
「
聖
人
」
を
古
代
の
先
王
数
人
に
限
定
し
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
は
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な
る
ま
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
丸
山
が
読
み
解
い
た
「
制
作
」
が
直
面
し
た
最
大
の
問
題

と
い
う
も
の
は
、
聖
人
が
複
製
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
こ
の
種
の
主

体
性
は
ご
く
わ
ず
か
な
人
物
に
の
み
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
で
は
ど
う
す
れ
ば
そ
れ

を
現
実
中
に
再
び
現
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
矛

盾
に
対
し
て
、
丸
山
が
す
で
に
こ
の
よ
う
な
考
え
を
示
し
て
い
る
。 

 

徂
徠
の
前
に
置
か
れ
た
政
治
的
課
題
は
二
つ
あ
つ
た
。
一
は
封
建
社
会
の
依
っ
て

立
つ
根
本
規
範
の
新
た
な
基
礎
づ
け
と
、
他
は
現
実
の
社
会
的
混
乱
を
克
服
す
べ

き
強
力
な
政
治
的
処
置
の
提
示
と
。
第
一
の
課
題
に
対
し
て
は
そ
の
根
本
規
範
の

妥
当
性
を
、
絶
対
化
さ
れ
た
聖
人
の
作
為
に
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
を
以
て
足
り
よ

う
。
し
か
し
な
が
ら
も
し
「
作
為
」
の
論
理
が
古
代
聖
人
に
限
定
さ
れ
、
歴
史
的
過

去
の
み
閉
ぢ
込
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
第
二
の
課
題
を
解
決
す
べ
き
思
想
的

条
件
を
満
し
え
な
い
。
（
注
８
） 

 

す
な
わ
ち
、
徂
徠
の
「
制
作
」
説
が
聖
人
を
歴
史
の
中
に
限
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
現
実
の
改
革
は
理
論
上
の
合
理
性
を
備
え
な
い
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
問
題
の
焦
点
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
聖
人
の
絶
対
性
を
肯
定
し
、
か
つ

後
世
の
改
革
に
合
法
性
の
根
拠
と
な
る
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
点

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
の
と
こ
ろ
、
徂
徠
は
「
聖
人
」
と
い
う
最
高
位
を
設
置
し

た
の
ち
に
、
後
代
の
君
主
の
た
め
に
「
聖
人
」
と
は
異
な
る
位
を
用
意
し
て
い
た
。
そ
れ

が
す
な
わ
ち
「
仁
人
」
で
あ
る
。 

 

蓋
し
後
王
・
君
子
は
、
先
王
の
礼
楽
を
奉
じ
て
こ
れ
を
行
い
、
敢
て
違
背
せ
ず
。
而

し
て
礼
楽
刑
政
は
、
先
王
是
を
以
て
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
を
尽
く
せ
り
。
是
れ

謂
う
所
の
仁
な
り
。
後
王
・
君
子
も
、
亦
た
唯
だ
先
王
の
礼
楽
の
教
え
に
順
い
て
、

以
て
仁
人
為
る
こ
と
を
得
し
の
み
。
是
れ
聖
人
は
学
ん
で
至
る
べ
か
ら
ず
、
仁
人

は
学
ん
で
能
く
す
べ
し
。
孔
子
、
人
に
教
う
る
に
仁
を
以
て
し
、
未
だ
嘗
て
聖
と
作

る
を
以
て
之
に
強
い
ざ
り
し
は
、
是
が
為
の
故
な
り
。
（
注
９
） 

 

右
の
文
は
、
丸
山
の
論
理
矛
盾
を
解
き
ほ
ぐ
す
た
め
に
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
徂
徠

は
右
の
よ
う
に
述
べ
る
中
で
、
聖
人
を
「
学
ん
で
至
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
最
高
位
に
押

し
上
げ
た
一
方
で
、
じ
つ
は
後
世
の
君
子
が
「
学
ん
で
能
く
す
」
べ
き
位
を
も
設
定
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
仁
人
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
後
代
の
王
や

君
子
は
礼
楽
を
制
作
す
る
主
体
な
ど
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
唯
だ
」

と
述
べ
な
が
ら
、
「
順
」
う
こ
と
こ
そ
が
唯
一
可
能
な
方
向
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
丸
山
が
謂
う
所
の
「
各
時
代
の
開
国
の
君
主
に
よ
る
、
そ
の
度
ご
と
の

作
為
」
（
注
10
）
と
い
う
も
の
は
、
実
際
に
は
徂
徠
が
こ
こ
に
お
い
て
限
定
し
た
「
順
」
と

合
致
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
そ
う
し
て
み
る
と
さ
ら
な
る
問
題
が
発
生
す
る
。
徂
徠
の
語
に
お
い
て
、
も

し
後
世
の
君
主
が
「
制
作
」
の
合
法
性
を
備
え
な
い
の
だ
と
す
る
と
、
彼
ら
が
制
定
す
る

制
度
の
合
理
性
は
ど
こ
に
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

『
政
談
』
は
徂
徠
が
徳
川
吉
宗
に
よ
る
「
享
保
の
改
革
」
の
実
施
の
た
め
の
提
言
書
で

あ
る
が
、
徂
徠
は
制
度
を
設
計
す
る
際
に
、
「
古
法
」
と
い
う
語
を
し
ば
し
ば
用
い
て
い

る
。
こ
の
「
古
法
」
と
は
、
ま
さ
に
「
先
王
の
礼
楽
の
教
え
」
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

徂
徠
が
献
策
し
た
改
革
や
制
度
と
い
う
も
の
は
、
全
く
新
し
い
制
度
で
あ
る
と
い
う
よ
り

か
は
、
現
下
の
日
本
に
お
い
て
「
古
法
」
を
再
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た

が
っ
て
、
先
王
の
「
制
作
」
を
現
実
と
類
比
す
る
必
要
が
な
い
の
は
、
徂
徠
か
ら
す
る
と

後
王
・
君
子
は
「
制
度
」
を
刷
新
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
先
王
の
「
制
作
」
す

な
わ
ち
「
古
法
」
を
模
倣
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
っ
た
。 

な
お
か
つ
徂
徠
の
「
聖
人
」
に
は
、
確
か
に
丸
山
が
言
う
よ
う
な
、
宗
教
学
的
な
意
味
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で
の
神
聖
性
の
よ
う
な
も
の
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
が
（
注
11
）
、
し
か
し
た
と
え
そ
う
で
あ

ろ
う
と
も
、
徂
徠
が
現
実
の
日
本
の
統
治
者
の
た
め
に
現
状
を
改
革
せ
ん
と
画
策
し
た
こ

と
に
は
ま
っ
た
く
影
響
を
及
ぼ
し
は
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
統
治
者
が
徂
徠
の

意
見
を
聴
い
て
民
を
安
ん
ず
る
こ
と
に
利
す
る
制
度
を
樹
立
し
た
と
し
て
も
、
聖
人
の

「
制
作
」
の
よ
う
な
、
「
無
」
か
ら
「
有
」
と
い
う
真
新
し
い
制
度
の
創
設
な
ど
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
現
下
の
統
治
者
は
、
和
漢
の
古
典
を
「
模
倣
」
し
、
先
王
の
制
に
依
拠

し
て
秩
序
を
打
ち
立
て
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
未
だ
か
つ

て
聖
人
の
「
制
作
」
の
現
れ
ざ
る
日
本
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
中
国
古
代
の
聖
人
が
「
制
作
」

し
た
と
こ
ろ
の
礼
楽
制
度
を
「
模
倣
」
し
て
い
く
こ
と
は
、
一
種
の
「
無
」
か
ら
「
有
」

の
制
度
構
築
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
点
か
ら
、
丸
山
は
聖
人
の
「
制
作
」
に
よ
っ
て
各
時
代
の
開
国
の
君
主
に
も
合
理

性
が
あ
る
こ
と
を
類
比
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
し
か
し
こ
れ
は
も
は
や
聖
人
の
意
味
で
の

「
絶
対
的
制
作
」
で
は
な
く
、
一
種
の
「
模
倣
的
制
作
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
徂

徠
学
の
中
で
も
非
常
に
注
目
に
値
す
る
「
模
倣
の
ロ
ジ
ッ
ク
」
と
い
う
も
の
が
現
れ
る
。 

 

且
つ
学
の
道
、
倣
傚
を
本
と
為
す
。
故
に
孟
子
に
曰
く
、
堯
の
服
を
服
し
、
堯
の
言

を
誦
し
、
堯
の
行
を
行
え
ば
、
是
れ
堯
な
る
の
み
と
。
而
し
て
其
の
心
と
徳
と
の
何

如
を
問
わ
ざ
る
者
は
、
学
の
道
爾
り
と
為
す
。
（
中
略
）
故
に
其
の
始
め
て
学
ぶ
に

方
り
て
、
之
を
剽
窃
摸
擬
と
謂
う
も
、
亦
た
可
な
る
の
み
。
久
し
く
し
て
之
に
化

し
、
習
慣
天
性
の
如
け
れ
ば
、
外
よ
り
来
る
と
雖
も
、
我
と
一
と
為
る
。
（
注
12
） 

 

徂
徠
は
「
模
倣
」
を
学
の
道
の
根
本
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
模
倣
論
」
と
呼
ぶ
こ

と
が
で
き
よ
う
。
服
装
で
あ
れ
言
語
や
行
為
で
あ
れ
、
す
べ
て
は
「
身
体
」
の
「
外
」
の

方
面
で
の
標
準
で
あ
り
、
外
在
す
る
規
範
と
合
致
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
是
れ
堯
な
る

の
み
」
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
徂
徠
は
「
其
の
心
と
徳
と
の
何
如
を

問
わ
」
ず
と
補
足
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
宋
明
理
学
が
虎
の
子
と
し
た
「
心
」
と
「
徳
」

を
さ
ら
に
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
こ
か
ら
徂
徠
の
「
制
作
」
に

対
す
る
も
う
一
つ
の
読
み
解
き
方
が
引
き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
子
安
宣
邦
の
「
外
部

性
」
で
あ
る
。 

 

徂
徠
〈
礼
楽
論
〉
を
構
成
し
て
い
る
の
は
人
間
に
つ
い
て
の
〈
外
部
〉
的
な
言
語
で

あ
る
。
さ
き
に
私
は
徂
徠
〈
礼
楽
論
〉
を
、
〈
自
然
〉
へ
の
対
抗
関
係
に
お
け
る
〈
作

為
〉
の
立
場
と
し
て
よ
り
は
、
も
し
ろ
〈
制
作
論
〉
と
と
ら
え
る
べ
き
こ
と
を
い
っ

た
。
「
制
作
」
と
は
〈
人
間
的
自
然
〉
を
ふ
ま
え
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
契
機
と
し
た
人
間
に
よ
る
自
己
の
〈
外
部
化
〉
の
営
み
で
あ
る
か
ぎ

り
、
〈
制
作
論
〉
的
な
命
題
に
は
〈
外
部
性
〉
が
つ
ら
ぬ
か
れ
る
。
（
注
13
） 

 

丸
山
が
強
調
し
た
「
制
作
」
の
「
政
治
性
」
と
比
較
す
る
と
、
子
安
宣
邦
が
提
示
し
よ

う
と
し
た
も
の
は
、
こ
の
概
念
が
具
え
る
「
外
部
性
」
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
特
徴
を
、
一
八
世
紀
の
思
想
空
間
の
中
に
ま
で
推
し
及
ぼ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
子

安
か
ら
言
わ
せ
れ
ば
、
徂
徠
の
前
の
儒
者
が
よ
り
心
懸
け
た
こ
と
は
内
面
的
な
徳
性
の
涵

養
で
あ
り
、
徂
徠
が
関
心
を
払
っ
た
こ
と
は
外
的
な
「
天
下
を
安
ん
ず
る
」
こ
と
が
実
現

で
き
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
事
実
、
こ
れ
も
ま
た
徂
徠
学
派
が
反
徂
徠
学
者

か
ら
の
非
難
に
し
ば
し
ば
遭
う
こ
と
と
な
っ
た
、
重
要
な
理
由
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
徂
徠

学
は
「
外
」
を
重
ん
じ
て
「
内
」
を
軽
ん
じ
て
お
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
道
徳
的
な
要
求
を

軽
視
す
る
ど
こ
ろ
か
、
社
会
を
も
日
ご
と
に
退
廃
さ
せ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。 

し
か
し
問
題
な
の
は
、
徂
徠
は
な
ぜ
「
其
の
心
と
徳
と
の
何
如
を
問
わ
」
ず
と
言
っ
た

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
心
や
徳
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
内
」
の
も

の
は
重
要
で
は
な
か
っ
た
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
言
動
が

真
に
堯
と
等
し
く
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
「
内
」
に
あ
る
徳
性
は
お
の
ず
か
ら
形
成
さ
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れ
う
る
も
の
で
あ
る
、
と
も
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ

て
、
い
わ
ゆ
る
「
内
」
は
重
要
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
「
外
」
を

な
し
た
の
ち
に
自
然
と
で
き
あ
が
る
結
果
な
の
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
徂
徠
は
「
倣
傚
」
を
強
調
す
る
が
、
外
在
す
る
礼
楽
が
最
終
的
な
目
的
な

の
で
は
な
い
。
最
終
的
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
こ
そ
が
、
内
在
的
な
徳
性
な
の
で
あ
る
。

徂
徠
は
確
か
に
外
的
な
「
天
下
を
安
ん
ず
る
」
こ
と
を
非
常
に
重
視
し
た
が
、
こ
れ
は
内

在
す
る
徳
を
軽
視
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
徂
徠
は
伝
統
的
な
理
学

の
工
夫
論
と
は
異
な
る
ベ
ク
ト
ル
、
す
な
わ
ち
「
外
」
か
ら
「
内
」
へ
と
い
う
方
向
を
選

択
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
の
「
外
」
か
ら
「
内
」
へ
の
移
行
は
、
「
故
に
君
子
は
学
を
貴
ぶ
。
学
ん
で
以
て
徳

を
成
す
、
自
然
に
勉
強
す
る
を
仮
ら
ず
（
故
君
子
貴
学
。
学
以
成
徳
、
自
然
不
仮
勉
強
）
」

（
注
14
）
と
い
う
よ
う
に
お
の
ず
か
ら
な
る
も
の
、
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
ひ
と
た
び
実

現
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
外
」
の
も
の
が
身
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
内
」

と
異
な
ら
ぬ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
お
の
ず
か
ら
完
成
さ
れ
る
内
外
合
一

の
効
果
が
依
拠
す
る
と
こ
ろ
の
工
夫
論
こ
そ
「
倣
傚
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
徂
徠

の
「
倣
傚
論
」
の
ロ
ジ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
。 

 

二 

「
器
」
と
「
習
」
の
重
層
構
造 

  

徂
徠
の
「
制
作
」
論
を
考
察
の
対
象
と
し
て
、
丸
山
が
注
目
し
た
も
の
は
そ
の
「
近
代

性
」
で
あ
り
、
子
安
が
強
調
し
た
も
の
は
そ
の
「
外
部
性
」
で
あ
る
。
前
節
で
の
分
析
に

よ
っ
て
、
丸
山
の
徂
徠
の
「
聖
人
」
に
対
す
る
把
握
に
は
論
理
的
な
穴
が
存
在
し
、
子
安

の
「
外
部
性
」
の
議
論
は
徂
徠
の
内
な
る
徳
に
対
す
る
要
求
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。
「
制
作
」
説
そ
の
も
の
に
立
ち
返
り
、
そ
れ
を
徂
徠
の
思
想
の
文
脈
の

中
に
戻
し
て
み
る
と
、
「
礼
楽
を
制
作
す
る
（
制
作
礼
楽
）
」
（
注
15
）
と
は
外
在
す
る
礼

楽
制
度
を
意
味
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
そ
の
中
で
も
代
表
的

な
、
先
王
の
「
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
」
を
後
王
・
君
子
の
徳
に
内
面
化
さ
せ
る
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
「
外
」
か
ら
「
内
」
へ
の
転
化
を
担
っ
た
も
の
こ
そ
、
ま
さ
し
く
徂
徠
が
謂

う
所
の
「
倣
傚
」
で
あ
っ
た
。
以
下
に
お
い
て
は
、
「
器
を
制
す
る
（
制
器
）
」
こ
と
と

「
習
を
以
て
性
を
言
う
（
以
習
言
性
）
」
こ
と
の
重
層
構
造
に
よ
っ
て
、
「
外
」
と
「
内
」

に
つ
い
て
の
議
論
を
展
開
さ
せ
て
い
き
た
い
。 

 

ま
ず
「
外
」
へ
と
延
長
し
て
い
く
「
器
を
制
す
る
」
こ
と
を
見
て
み
た
い
。
宋
学
が
強

調
す
る
内
省
の
工
夫
と
比
較
す
る
と
、
徂
徠
の
着
眼
点
は
確
か
に
い
わ
ゆ
る
「
倣
傚
」
に

あ
る
。
唯
一
徂
徠
が
自
分
と
「
肖
る
」
と
称
し
た
水
足
博
泉
（
一
七
〇
七
―
一
七
三
二
）

（
注
16
）
は
、
徂
徠
の
「
制
作
」
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
著
作
で

あ
る
『
太
平
策
』
に
は
「
制
器
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。 

 

聖
人
の
道
器
は
大
為
り
、
器
を
制
す
る
は
唯
だ
聖
人
の
み
之
を
能
く
す
。
（
注
17
） 

  

徂
徠
は
か
つ
て
「
制
作
」
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
「
聖
人
」
を
限
定
す
る
こ
と
を
行
っ

た
が
、
博
泉
は
こ
の
「
制
作
」
を
、
さ
ら
に
具
体
的
に
「
器
」
を
制
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
と
し
た
。 

 

聖
人
は
因
り
て
礼
楽
の
教
を
設
く
。
礼
楽
は
大
な
り
と
雖
も
、
其
の
実
は
皆
な
器

な
り
。
俎
豆
・
玉
帛
・
鐘
鼓
・
管
弦
、
君
子
は
之
を
用
い
、
以
て
礼
楽
を
為
す
に
、

其
の
実
は
皆
な
器
な
り
。
（
注
18
） 

  

い
わ
ゆ
る
「
制
作
」
と
は
、
つ
ま
り
「
制
礼
作
楽
」
で
あ
っ
て
、
対
象
そ
の
も
の
は
礼

楽
で
あ
る
。
礼
楽
が
儒
家
の
教
化
の
義
を
具
え
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
礼
楽
と
は
確

か
に
「
大
」
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
「
其
の
実
は
皆
な
器
」
で
あ
り
、
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す
な
わ
ち
「
俎
豆
・
玉
帛
・
鐘
鼓
・
管
弦
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
「
器
」
の
上
に
お
い
て

行
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
「
制
作
」
を
「
器
を
制
す
る
」
こ

と
だ
と
理
解
す
る
こ
と
で
、
「
制
作
」
の
対
象
の
実
体
的
な
特
徴
を
具
現
化
し
た
こ
と
に

な
る
。
博
泉
が
礼
楽
の
具
え
る
「
器
」
と
い
う
特
徴
を
強
調
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

じ
つ
は
後
儒
が
「
理
」
を
礼
楽
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
に
向
き
合
う
た
め
で
あ
っ
た
。 

 

礼
楽
の
道
は
、
器
と
相
い
体
を
為
し
、
未
だ
嘗
て
相
い
離
れ
ず
。
而
し
て
其
の
分
な

る
者
は
君
子
は
道
に
任
じ
、
小
人
は
器
に
任
ず
る
こ
と
、
豈
に
疑
を
容
れ
ん
や
。
後

世
の
諸
儒
は
、
理
を
以
て
礼
楽
を
説
き
、
器
を
以
て
末
と
為
せ
ば
、
其
れ
端
を
聖
人

に
異
に
す
。
若
し
三
代
の
時
に
生
ま
れ
し
む
れ
ば
、
則
ち
刑
を
峻
し
く
し
誅
を
重

く
す
る
に
、
何
ぞ
辞
は
以
て
免
れ
ん
。
乃
ち
有
司
伶
工
の
伝
の
若
き
は
、
徒
だ
器
の

み
是
れ
守
に
し
て
、
其
の
道
は
則
ち
昧
し
。
是
れ
其
の
職
な
り
。
士
君
子
の
礼
楽
に

於
け
る
は
、
下
学
し
て
上
達
す
。
若
し
上
達
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
有
司
と
何
ぞ
辨
ぜ

ん
。
後
儒
は
竟
に
上
達
に
務
め
て
、
下
学
を
廃
す
。
是
れ
謬
の
大
な
る
者
な
り
。

（
注
19
） 

  

博
泉
は
こ
こ
に
お
い
て
「
下
学
」
と
「
上
達
」
を
礼
楽
が
具
え
る
「
器
」
と
「
理
」
と

い
う
特
徴
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。
「
下
学
」
は
着
手
す
る
と
こ
ろ
の
工
夫
で
あ
り
、
「
上

達
」
は
境
界
論
的
な
目
標
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
博
泉
は
、
「
徒
だ
器
の
み
是
れ
守
」
で

あ
る
こ
と
は
器
物
を
専
門
に
扱
う
「
有
司
」
と
異
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
後

儒
は
「
上
達
」
を
重
視
し
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
「
下
学
」
す
な
わ
ち
「
器
」
を
放
置
す
る
結

果
を
招
い
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
言
う
な
れ

ば
「
上
達
」
が
根
の
な
い
木
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
「
器
」
と
「
理
」
の
二
者
は
と
も
に
重
視
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

博
泉
は
、
「
器
」
を
通
し
て
の
み
、
「
理
」
を
顕
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。 

 

鬼
神
に
形
無
く
、
聖
人
は
宗
廟
を
制
し
、
以
て
其
の
気
を
萃
め
、
社
稷
を
設
け
、
以

て
其
の
神
を
寓
し
、
尺
二
寸
の
木
を
斬
り
、
之
を
名
づ
け
て
主
と
曰
い
、
以
て
祖
考

の
霊
を
寓
す
。
天
の
寥
廓
た
る
、
星
辰
の
遠
き
、
聖
人
は
璣
衡
・
旁
羅
を
制
し
、
以

て
其
の
象
を
写
す
。
道
德
仁
義
の
形
無
き
は
、
鬼
神
と
天
よ
り
甚
だ
し
く
、
口
は
言

う
べ
か
ら
ず
、
目
は
視
る
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
聖
人
は
礼
楽
の
教
を
制
す
。
礼
楽
は
皆

な
器
に
し
て
、
以
て
至
道
を
寓
す
。
（
注
20
） 

  

こ
こ
に
お
い
て
、
博
泉
は
形
の
有
る
無
し
に
よ
っ
て
「
器
」
と
「
理
」
を
直
接
区
分
し

て
い
る
。
あ
る
い
は
、
ま
さ
し
く
「
理
」
が
無
形
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
聖
人
の
「
道
」
は

具
象
化
し
た
「
器
」
に
よ
っ
て
捕
捉
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
も
言
え
よ
う
。
「
先
王
の
道
、

古
は
之
を
道
術
と
謂
う
。
礼
楽
は
是
な
り
（
先
王
之
道
、
古
者
謂
之
道
術
。
礼
楽
是
也
）
」

（
注
21
）
と
い
う
よ
う
に
、
徂
徠
学
に
お
い
て
は
、
礼
楽
は
道
の
具
象
で
あ
る
と
言
え
る
。

博
泉
に
至
っ
て
は
、
「
礼
楽
は
皆
な
器
に
し
て
、
以
て
至
道
を
寓
す
」
と
い
う
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
礼
楽
の
「
器
」
と
し
て
の
具
象
化
の
特
徴
を
さ
ら
に
直
接
明
言
し
て
い
る
。

抽
象
的
な
無
形
と
比
べ
た
際
に
、
具
象
化
が
持
つ
最
も
明
ら
か
な
強
み
は
、
実
施
可
能
性

の
高
さ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
施
可
能
性
は
、
徂
徠
学
の
「
教
」
と
「
学
」
の
中
に
き

わ
め
て
鮮
明
に
現
れ
て
い
る
。
前
節
に
お
い
て
徂
徠
の
「
倣
傚
論
」
を
や
や
深
く
考
察
し

た
が
、
博
泉
は
さ
ら
に
制
作
の
「
器
」
と
関
連
づ
け
て
述
べ
よ
う
と
す
る
。 

 

故
に
教
学
の
方
、
器
を
以
て
道
を
伝
え
、
瑟
を
鼓
ち
笙
を
吹
き
、
圭
を
執
り
幣
を
将

り
、
車
に
升
り
矢
を
束
ね
る
は
、
皆
な
止
だ
能
く
得
る
の
術
を
知
る
所
以
な
り
。
謂

う
所
の
「
終
日
食
ら
わ
ず
、
終
夜
寐
ね
ず
、
以
て
思
う
。
益
無
し
。
学
ぶ
に
如
か
ざ

る
な
り
」
な
り
。
学
の
義
為
る
は
、
其
の
師
を
擬
う
の
謂
な
れ
ば
、
乃
ち
左
な
れ
ば

則
ち
左
、
右
な
れ
ば
則
ち
右
、
宮
な
れ
ば
則
ち
宮
、
商
な
れ
ば
則
ち
商
、
惟
だ
其
の
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師
を
擬
い
て
、
其
の
它
を
問
わ
ず
。
檀
弓
に
孔
子
右
を
尚
べ
ば
、
二
三
子
も
皆
な
右

を
尚
べ
る
を
記
す
れ
ば
、
古
の
謂
う
所
の
学
者
は
此
の
如
し
。
師
為
る
者
は
身
を

以
て
人
を
教
え
、
学
者
は
身
を
以
て
之
を
学
ぶ
。
後
世
の
師
弟
子
は
、
徒
だ
名
位
に

係
り
、
学
を
教
う
る
に
言
を
以
て
し
、
身
を
以
て
せ
ず
、
礼
楽
の
説
は
、
瞭
々
と
し

て
指
掌
す
れ
ど
も
、
之
が
器
に
授
く
れ
ば
、
則
ち
一
も
能
く
す
る
所
の
者
無
け
れ

ば
、
後
儒
の
空
言
な
り
。
（
注
22
） 

  

博
泉
が
言
う
「
其
の
師
を
擬
う
」
と
は
徂
徠
の
「
倣
傚
」
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ

り
、
「
惟
だ
其
の
師
を
擬
い
て
、
其
の
它
を
問
わ
ず
」
と
い
う
こ
と
は
徂
徠
の
「
其
の
心

と
徳
と
の
何
如
を
問
わ
」
ず
と
い
う
こ
と
と
符
合
し
て
い
よ
う
。
そ
の
上
で
、
博
泉
の
特

色
は
、
徂
徠
の
「
倣
傚
」
を
さ
ら
に
対
象
と
し
て
の
「
器
」
と
い
う
も
の
の
上
に
落
と
し

込
ん
だ
点
に
あ
る
。 

し
か
し
も
し
「
学
を
教
う
る
」
方
法
が
「
器
を
以
て
道
を
伝
え
」
る
こ
と
に
あ
る
の
で

あ
れ
ば
、
「
器
」
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
道
」
を
伝
達
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
博
泉
は
「
師
為
る
者
は
身
を
以
て
人
を
教
え
、
学
者
は
身
を
以
て
之
を

学
ぶ
」
と
言
う
。
す
な
わ
ち
「
身
」
と
は
「
器
」
と
「
道
」
の
媒
介
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
「
身
」
は
「
器
」
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
外
的
な
「
道
」
を

己
に
内
在
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
「
制
作
」
の
第
二
の
ベ
ク
ト
ル
、
す
な
わ

ち
「
内
」
に
向
け
て
延
び
て
い
く
「
習
を
以
て
性
を
言
う
」
と
い
う
側
面
に
及
ぶ
こ
と
と

な
る
。 

「
習
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
見
る
と
、
博
泉
と
徂
徠
の
共
通
点
を
比
較
的
は
っ
き
り

と
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
徂
徠
は
こ
の
よ
う
に
言
う
。 

 

大
な
る
か
な
習
や
。
人
の
天
に
勝
る
は
是
の
み
。
其
の
天
下
国
家
に
在
る
、
之
を
風

俗
と
謂
う
。
其
の
一
身
に
在
る
、
之
を
気
象
と
謂
う
。
故
に
善
く
天
下
国
家
に
観
る

者
は
、
必
ず
風
俗
に
於
て
す
。
善
く
人
に
観
る
者
は
、
必
ず
気
象
に
於
て
す
。
礼
楽

以
て
教
と
為
さ
ば
、
則
ち
風
俗
厚
く
し
て
気
象
盛
ん
な
り
。
聖
人
の
天
に
勝
る
所

以
の
者
は
是
の
み
。
（
注
23
） 

  

徂
徠
は
「
習
」
を
人
が
天
に
勝
っ
て
い
る
点
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
れ
を
一
人
の
「
気

象
」
か
ら
一
国
の
「
風
俗
」
ま
で
包
括
す
る
概
念
と
し
て
設
定
し
た
。
徂
徠
の
「
習
」
論

は
、
習
熟
・
習
慣
・
習
性
・
習
俗
と
い
う
四
つ
の
次
元
か
ら
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
を
一
言
で
言
え
ば
、
先
王
の
詩
書
礼
楽
に
習
熟
す
る
こ
と
、
習
慣
化
す
る
こ
と
、

習
慣
に
よ
っ
て
「
安
民
」
「
長
民
」
の
性
を
成
熟
さ
せ
る
こ
と
、
そ
れ
を
一
国
の
風
俗
に

ま
で
推
し
進
め
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
、
「
習
」
と
い
う
一
字
を
も
っ
て

浮
か
び
上
が
る
、
徂
徠
儒
学
の
全
体
的
な
構
想
で
あ
る
（
注
24
）
。 

博
泉
は
、
徂
徠
の
「
習
」
に
対
す
る
重
視
を
継
承
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
「
習
」
に
よ

っ
て
性
を
移
す
べ
き
こ
と
を
非
常
に
強
調
す
る
。 

 

中
人
の
性
、
善
な
る
べ
く
悪
な
る
べ
く
、
皆
な
習
以
て
之
を
移
す
。
子
曰
く
、
「
性

は
相
い
近
し
、
習
え
ば
相
い
遠
し
」
と
。
又
た
曰
く
、
「
唯
だ
上
知
と
下
愚
の
み
、

移
ら
ず
」
と
。
上
知
と
下
愚
は
、
吾
れ
未
だ
之
を
見
ず
。
天
下
の
人
は
率
そ
皆
な
中

人
に
し
て
、
大
い
に
は
優
劣
無
く
、
其
の
美
悪
邪
正
は
、
習
に
由
ら
ざ
る
は
莫
き
な

り
。
廼
ち
衆
楚
の

咻
か
ま
び
す

し
き
、
移
る
こ
と
勿
か
ら
ん
と
欲
す
る
と
雖
も
、
得
べ
か
ら

ざ
る
な
り
。
先
王
は
深
く
其
の
然
る
を
知
り
、
教
学
の
法
を
立
て
て
、
以
て
天
下
の

人
を
し
て
正
に
習
わ
し
む
る
な
り
。
（
注
25
） 

  

博
泉
は
天
下
の
人
を
す
べ
て
、
移
る
こ
と
の
で
き
る
「
中
人
」
に
帰
属
さ
せ
た
が
、
こ

れ
は
つ
ま
り
「
習
」
に
よ
っ
て
性
を
移
す
こ
と
が
あ
ら
ゆ
る
人
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
徂
徠
が
言
う
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「
善
に
習
え
ば
則
ち
善
、
悪
に
習
え
ば
則
ち
悪
（
習
善
則
善
、
習
悪
則
悪
）
」
（
注
26
）
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
博
泉
は
さ
ら
に
こ
の
善
悪
を
外
的
な
「
器
」
に
落
と
し
込
も
う

と
す
る
。
博
泉
は
「
善
と
は
芸
業
の
載
す
る
所
（
善
者
芸
業
之
所
載
）
」
（
注
27
）
だ
と
言

う
。
す
な
わ
ち
、
抽
象
的
な
善
は
具
象
的
な
「
芸
業
」
に
よ
っ
て
は
か
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
「
芸
業
」
と
は
、
む
ろ
ん
礼
楽
を
指
す
も
の
で

あ
る
。 

で
は
礼
楽
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
至
善
」
を
体
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
博
泉
は
「
礼

楽
」
と
「
至
善
」
の
間
に
、
最
高
の
標
準
で
あ
る
「
中
和
」
を
設
け
た
。
彼
は
「
謂
う
所

の
至
善
は
、
亦
た
必
ず
芸
業
を
以
て
之
を
言
う
。
礼
の
中
・
楽
の
和
は
、
是
な
り
（
所
謂

至
善
、
亦
必
以
芸
業
言
之
。
礼
之
中
楽
之
和
、
是
也
）
」
（
注
28
）
と
言
う
。
『
中
庸
』
で

の
位
格
に
従
え
ば
、
「
中
和
」
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
「
天
地
位
し
、
万
物
育

す
（
天
地
位
、
万
物
育
）
」
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、
こ
れ
が
博
泉
の
理
想
と
す
る
「
太

平
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
彼
は
「
其
れ
唯
だ
至
善
の
み
、
太
平
な
る
所
以
な
り
（
其
唯

至
善
、
所
以
太
平
也
）
」
（
注
29
）
と
言
う
。 

し
か
し
「
中
和
」
も
ま
た
、
き
わ
め
て
抽
象
的
な
概
念
で
あ
る
。
一
体
ど
の
よ
う
に
し

て
は
か
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

不
知
者
は
謂
え
ら
く
、
中
和
は
無
形
な
れ
ば
、
得
と
不
得
と
は
、
何
を
以
て
之
を
知

ら
ん
と
。
中
と
不
中
と
は
、
之
を
定
む
る
に
目
を
以
て
し
、
和
と
不
和
と
は
、
之
を

定
む
る
に
耳
を
以
て
す
る
は
、
是
れ
礼
楽
の
道
な
り
。
人
の
耳
目
は
聡
明
有
り
、
不

聡
明
有
れ
ば
、
能
く
中
和
と
不
中
和
と
を
知
ら
ん
や
。
然
り
と
雖
も
、
之
を
定
む
る

に
天
下
の
目
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
視
も
亦
た
公
に
し
て
、
之
を
定
む
る
に
天
下

の
耳
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
聴
も
亦
た
公
な
り
。
天
下
の
目
と
は
何
ぞ
や
。
尺
度
の

謂
な
り
。
天
下
の
耳
と
は
何
ぞ
や
。
律
呂
の
謂
也
。
中
和
の
準
は
、
両
者
に
備
わ

り
、
合
と
不
合
と
は
、
人
人
得
て
之
を
辨
ず
れ
ば
、
豈
に
明
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
況
ん

や
朝
暮
の
習
う
所
、
心
染
ま
り
体
濡
れ
、
声
は
律
と
為
り
、
身
は
度
と
為
れ
ば
、
何

ぞ
中
和
は
之
れ
知
り
難
か
ら
ん
や
。
若
し
中
和
を
求
め
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
礼
楽

の
教
に
由
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
手
を
挙
げ
星
を
摘
ま
ん
と
欲
す
る
な
り
。
狂
に
非
ざ

れ
ば
則
ち
妄
な
り
。
（
注
30
） 

 

「
中
和
」
あ
る
い
は
「
至
善
」
は
、
と
も
に
「
無
形
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
無

形
」
で
あ
る
た
め
に
把
握
し
づ
ら
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
器
」
と
い
う
も
の
に
置

く
こ
と
こ
そ
、
「
無
形
」
を
「
有
形
」
に
す
る
方
法
な
の
で
あ
る
。
博
泉
は
「
習
」
を
具

体
的
な
「
器
」
と
い
う
も
の
に
落
と
し
込
ん
だ
が
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
外
的
な
「
器
」

が
持
つ
特
性
、
す
な
わ
ち
「
公
」
と
い
う
も
の
を
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

ま
さ
に
博
泉
が
言
う
よ
う
に
、
人
の
耳
目
に
は
聡
明
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と

が
あ
る
か
ら
に
は
、
伝
統
的
な
儒
家
に
お
け
る
君
を
得
て
道
を
行
う
道
筋
は
、
偶
然
に
あ

ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
免
れ
え
な
い
。
そ
こ
で
反
対
に
、
準
則
を
天
下
の
「
公
器
」

に
託
す
と
い
う
こ
と
は
、
儒
学
の
発
展
に
お
い
て
避
け
て
は
通
れ
な
い
内
在
的
ロ
ジ
ッ
ク

で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
徂
徠
学
に
お
け
る
「
制
作
」
が
示
し
て

み
せ
た
「
器
」
と
「
習
」
は
、
果
た
し
て
普
遍
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

三 

王
船
山
の
「
器
」
と
「
習
」 

  

こ
こ
ま
で
で
、
徂
徠
学
に
お
け
る
「
制
作
」
と
い
う
概
念
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

そ
の
中
に
含
ま
れ
る
「
器
」
と
「
習
」
と
い
う
二
層
の
次
元
を
掘
り
出
す
こ
と
を
試
み
た
。 

本
稿
の
始
め
に
お
い
て
、
荻
生
徂
徠
と
王
船
山
は
と
も
に
「
近
代
的
思
惟
」
の
先
駆
的

人
物
と
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
王
船
山
に
つ
い
て
は
、
封
建
君
主
制
に
反
対
し
て

欲
望
の
合
理
性
を
強
調
す
る
角
度
か
ら
、
そ
の
思
想
の
近
代
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
向
き

が
、
学
術
界
に
お
い
て
は
比
較
的
主
流
で
あ
る
。
し
か
し
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
「
制
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作
」
の
角
度
か
ら
船
山
の
思
惟
方
式
に
具
わ
る
近
代
性
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
見

ら
れ
な
い
。 

い
ま
、
徂
徠
学
に
お
け
る
「
制
作
」
の
概
念
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
実

際
に
は
「
器
」
と
「
習
」
と
い
う
も
の
に
落
と
し
込
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
も
の
は
、
王
船
山
の
思
想
に
も
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

故
に
「
作
者
は
之
を
聖
と
謂
う
」
と
は
、
器
を
作
る
な
り
。
「
述
者
は
之
を
明
と
謂

う
」
と
は
、
器
を
述
べ
る
な
り
。
「
神
に
し
て
之
を
明
ら
か
に
し
、
其
の
人
に
存
す
」

と
は
、
其
の
器
を
神
明
に
す
る
な
り
。
其
の
品
式
を
識
り
、
其
の
条
理
を
辨
じ
、
其

の
用
を
善
く
し
、
其
の
体
を
定
む
れ
ば
、
則
ち
黙
し
て
之
を
成
し
、
言
わ
ず
し
て
信

ず
、
皆
な
器
を
成
す
の
心
に
在
る
も
の
有
り
て
之
に
拠
り
て
徳
を
為
す
な
り
。

（
注
31
） 

  

こ
の
よ
う
に
、
船
山
も
「
作
」
の
対
象
を
器
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
「
故

に
聖
人
と
は
、
善
く
器
を
治
め
る
の
み
（
故
聖
人
者
、
善
治
器
而
已
矣
）
」
（
注
32
）
と
も

言
っ
て
お
り
、
「
聖
人
」
が
聖
人
た
る
ゆ
え
ん
は
、
「
器
を
治
め
る
」
こ
と
に
あ
る
と
指

摘
す
る
。
徂
徠
学
で
は
「
道
」
を
礼
楽
の
「
器
」
と
し
て
具
象
化
し
た
が
、
船
山
も
ま
た

道
を
「
器
」
の
中
に
貫
通
さ
せ
た
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
「
天
下
は
惟
だ
器
の
み
（
天
下
惟

器
）
」
（
注
33
）

と
い
う
主
張
で
あ
る
。 

 

未
だ
弓
矢
有
り
て
射
道
无
き
は
あ
ら
ず
、
未
だ
車
馬
有
り
て
御
道
无
き
は
あ
ら
ず
、

未
だ
牢
醴
璧
幣
・
鐘
磬
管
弦
有
り
て
礼
楽
の
道
无
き
は
あ
ら
ず
。
則
ち
未
だ
子
有

り
て
父
道
无
き
は
あ
ら
ず
、
未
だ
弟
有
り
て
兄
道
无
き
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
道
の

有
る
べ
く
し
て
且
く
无
き
者
は
多
し
。
故
に
其
の
器
无
け
れ
ば
則
ち
其
の
道
无
き

は
、
誠
然
の
言
な
れ
ど
も
、
而
れ
ど
も
人
は
特
だ
未
だ
之
れ
察
せ
ざ
る
の
み
。（
注
34
） 

  

弓
矢
や
車
馬
、
牢
醴
璧
幣
と
い
っ
た
具
体
的
な
「
器
」
が
あ
っ
て
こ
そ
、
射
道
や
御
道
、

礼
楽
と
い
っ
た
「
道
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
博
泉
の
「
道
」
を
器
に
寓
す
る
、
と
い
う
主
張

と
内
在
的
に
一
致
し
て
い
よ
う
。
船
山
は
こ
う
し
た
ロ
ジ
ッ
ク
を
、
「
器
あ
り
て
後
に
形

有
り
、
形
あ
り
て
後
に
上
有
り
（
器
而
後
有
形
、
形
而
後
有
上
）
」
（
注
35
）
、
ひ
い
て
は

「
君
子
の
道
、
夫
の
器
を
尽
し
て
止
む
（
君
子
之
道
、
尽
夫
器
而
止
矣
）
」
（
注
36
）
と
い

う
も
の
に
帰
納
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
な
理
学
の
、
道
を
以
て
器
の
本
を
為

す
、
と
い
う
提
起
と
は
本
質
的
な
異
な
り
を
持
っ
て
お
り
、
か
え
っ
て
ほ
ぼ
同
時
期
の
徂

徠
学
と
同
工
異
曲
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
さ
ら
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、
船

山
の
「
器
」
に
も
「
公
」
の
特
徴
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

国
を
治
め
教
を
推
せ
ど
も
必
ず
恆
政
有
り
、
故
に
既
に
孝
弟
慈
を
以
て
教
本
と
為

し
、
而
し
て
尤
も
必
ず
其
の
意
を
法
制
に
通
じ
、
以
て
旁
く
財
を
理
め
人
を
用
う

る
の
中
に
行
い
、
而
し
て
民
を
清
明
公
正
の
道
に
納
る
。
故
に
教
と
養
と
は
兼
ね

成
る
こ
と
有
り
て
、
政
と
教
と
は
殊
理
無
し
。
（
注
37
） 

  

船
山
は
「
法
制
」
と
「
公
正
」
の
関
係
に
、
非
常
に
鋭
く
留
意
し
て
お
り
、
治
国
に
お

け
る
法
制
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と
博
泉
が
言
う
「
尺
度
」
の
「
公
」
も

ま
た
類
似
し
て
い
る
。
船
山
と
徂
徠
学
の
主
張
の
相
似
は
「
器
」
の
次
元
に
お
い
て
の
み

で
は
な
い
。
船
山
も
ま
た
「
習
」
と
い
う
概
念
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
故
に
聖
人
の
天
下
を
化
成
す
る
所
以
の
者
は
、
習
の
み
。
（
注
38
） 

  

船
山
の
思
想
に
お
い
て
、
聖
人
が
天
下
を
教
化
す
る
こ
と
が
実
現
可
能
な
の
は
、
依
拠

す
る
も
の
が
ま
さ
し
く
「
習
」
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
船
山
が
聖
人
の
角
度
か
ら



（ 21 ） 

「
習
」
と
い
う
概
念
に
総
体
的
な
位
置
を
作
り
出
し
た
と
言
え
る
。
船
山
は
さ
ら
に
、「
習
」

を
儒
学
史
の
中
に
据
え
て
い
る
。 

 

孟
子
は
性
を
言
い
、
孔
子
は
習
を
言
う
。
性
と
は
天
道
に
し
て
、
習
と
は
人
道
な

り
。
『
魯
論
』
二
十
篇
は
皆
な
習
を
言
う
、
故
に
曰
く
、
「
性
と
天
道
と
は
得
て
聞

く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
已
に
之
を
習
に
失
い
て
之
を
性
に
求
め
ん
と
欲
す
る

は
、
性
を
見
る
と
雖
も
且
く
其
の
習
を
救
う
能
わ
ず
、
況
ん
や
見
る
能
わ
ざ
る
を

や
。
易
に
言
え
ら
く
、
「
蒙
以
て
正
を
養
う
は
、
聖
の
功
な
り
」
と
。
其
の
習
を
童

蒙
に
養
え
ば
、
則
ち
聖
を
作
す
の
基
は
此
に
立
つ
。
（
注
39
） 

  

船
山
は
孔
孟
を
「
習
」
と
「
性
」
で
区
分
し
、
『
論
語
』
全
篇
を
「
習
」
に
帰
属
さ
せ

た
。
童
蒙
が
「
習
」
を
養
う
こ
と
を
「
聖
を
作
す
の
基
」
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
儒
家

に
お
け
る
聖
を
成
す
と
い
う
最
高
の
理
想
を
「
習
」
の
上
に
落
と
し
込
ん
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
注
目
に
値
す
る
の
は
、
船
山
が
「
性
」
と
相
対
す
る
面
に
「
習
」
の
概
念
を
際

立
た
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
船
山
は
、
ど
の
よ
う
に
「
性
」
と
「
習
」
を
区
分

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

先
天
の
性
は
天
之
を
成
し
、
後
天
の
性
は
習
之
を
成
す
な
り
。
（
注
40
） 

  

船
山
は
「
性
」
を
明
確
に
先
天
の
性
と
後
天
の
性
と
に
分
け
て
お
り
、
先
天
の
性
を
天

に
帰
属
さ
せ
、
後
天
の
性
を
習
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
分
類
は
、
徂
徠
が
言
う
、
不

変
の
「
材
性
」
と
、
移
す
こ
と
の
で
き
る
「
習
性
」
と
に
酷
似
し
て
い
る
（
注
41
）
。
し
か

し
徂
徠
が
性
を
論
ず
る
際
に
さ
ら
に
注
目
し
た
の
は
、
そ
の
移
動
可
能
と
い
う
特
性
で
あ

る
。
善
を
養
え
ば
悪
は
お
の
ず
か
ら
消
え
る
。
ゆ
え
に
善
を
養
う
風
俗
が
非
常
に
重
要
な

の
で
あ
る
。
船
山
の
習
性
も
ま
た
、
こ
う
し
た
善
悪
の
不
確
定
性
を
含
ん
で
い
る
が
、
し

か
し
船
山
の
特
徴
は
、
人
の
天
性
と
外
在
の
物
を
す
べ
て
「
善
」
だ
と
見
な
し
、
い
わ
ゆ

る
「
不
善
」
は
人
が
外
物
と
の
往
来
の
中
で
そ
の
「
幾
」
を
把
握
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
に
す
ぎ
な
い
、
と
す
る
点
に
あ
る
。
こ
の
角
度
か
ら
言
え
ば
、
善
悪
は
絶
対
的
な
区
分

が
な
く
な
り
、
適
切
な
点
を
把
握
し
さ
え
す
れ
ば
み
な
善
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に

な
る
。 

 

位
を
得
れ
ば
、
則
ち
物
は
習
を
害
わ
ず
し
て
習
は
性
を
害
わ
ず
。
位
を
得
ざ
れ
ば
、

則
ち
物
は
以
て
習
を
悪
に
移
し
て
習
は
以
て
性
を
不
善
に
成
す
。
此
は
吾
が
形
・

吾
が
色
の
咎
に
非
ざ
る
な
り
、
亦
た
物
の
形
・
物
の
色
の
咎
に
非
ざ
る
な
り
、
咎
は

吾
の
形
色
と
物
の
形
色
の
往
来
し
て
相
い
遇
す
る
の
幾
に
在
る
な
り
。
（
注
42
） 

  

右
の
文
で
は
、
「
物
―
―
習
―
―
性
」
と
い
う
序
列
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
か

ら
船
山
が
、
善
悪
を
先
天
的
な
も
の
か
ら
外
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
善
悪
を

物
我
か
ら
も
引
き
剥
が
し
て
お
り
、
そ
れ
を
物
我
の
往
来
の
関
係
の
上
に
据
え
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
こ
の
序
列
を
見
る
と
、
後
天
的
な
「
性
」
の
完
成
は
「
習
」
の
養
成
に
依

拠
し
て
お
り
、
言
い
換
え
れ
ば
「
性
」
を
成
就
さ
せ
る
方
式
が
「
習
」
の
養
成
へ
と
変
化

し
て
い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
善
悪
を
先
天
的
な
「
性
」
か
ら
解
放
し
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
「
先
天
」
と
い
う
も
の
は
天
が
授
け
た
も
の
で
あ
り
、

人
は
こ
れ
に
対
し
て
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
た
だ
た
だ
そ
れ
を

受
け
る
し
か
な
い
が
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
善
悪
を
「
後
天
」
の
天
秤
の
上
に
置
き
さ
え
す

れ
ば
、
人
は
積
極
的
か
つ
能
動
的
に
悪
を
避
け
善
を
揚
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
善
悪
の
価
値
判
断
の
中
で
、
主
体
性
が

発
動
し
て
い
く
可
能
性
が
備
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

船
山
は
「
習
の
性
と
与
に
成
る
者
は
、
習
成
り
て
性
与
に
成
れ
ば
な
り
（
習
与
性
成
者
、

習
成
而
性
与
成
也
）
」
（
注
43
）
と
言
う
。
習
が
成
る
こ
と
で
性
が
成
る
こ
と
が
で
き
る
、
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つ
ま
り
習
が
人
の
性
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
巨
大
な
影
響
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。 

し
か
し
、
も
し
善
あ
る
い
は
悪
の
支
配
権
を
後
天
的
な
「
習
」
に
す
っ
か
り
渡
し
て
し

ま
っ
た
と
し
た
ら
、
「
善
に
習
え
ば
則
ち
善
、
悪
に
習
え
ば
則
ち
悪
」
と
な
る
わ
け
で
、

習
俗
が
善
と
な
れ
ば
当
然
何
の
支
障
も
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
船
山
は
習
を
養
う
こ
と

を
「
聖
を
作
す
の
基
」
と
し
た
が
、
こ
の
習
と
は
畢
竟
、
善
の
習
俗
で
あ
る
。
だ
が
も
し

習
俗
が
不
善
だ
と
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
個
人
は
周
囲
の
習
俗
の
中
に
お

い
て
は
、
そ
の
制
限
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
。
と
り
わ
け
外
的
な
環
境
が
「
不
善
」
で
あ

っ
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
船
山
は
、
こ
う
し
た

不
善
の
「
習
」
を
「
習
気
」
と
呼
び
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
力
の
限
り
抵
抗
せ
ね
ば
な

ら
な
い
と
説
く
。 

 

君
子
は
習
俗
の
陷
る
べ
か
ら
ず
し
て
意
気
の
恃
む
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
や
、
以
て

吾
が
性
の
中
を
為
し
、
自
ら
卓
然
不
撓
の
理
有
り
。
而
し
て
吾
が
学
の
正
し
き
は
、

自
ら
其
の
守
に
永
く
貞
た
る
の
能
有
り
。
（
注
44
） 

  

し
か
し
理
論
の
上
か
ら
言
え
ば
、
船
山
が
習
の
人
性
に
対
す
る
重
要
性
を
強
調
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
、
そ
の
中
に
身
を
置
く
者
が
習
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
難
し
く
な

る
。
ま
さ
し
く
船
山
が
生
き
た
時
代
の
よ
う
に
、
あ
た
り
一
面
が
「
末
俗
の
習
気
（
末
俗

之
習
気
）
」
で
あ
っ
た
場
合
、
い
っ
た
い
人
は
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
な
の
か
。 

 

如
し
人
の
梅
を
食
う
を
見
れ
ば
、
則
ち
涎
流
れ
て
自
ら
禁
ず
る
能
わ
ざ
る
も
、
従

り
て
未
だ
嘗
て
梅
を
食
わ
ざ
る
者
の
若
き
は
、
涎
は
必
ず
流
れ
ず
。
故
に
天
下
の

悪
は
、
聞
か
ざ
る
を
以
て
幸
と
為
す
。
之
を
聞
き
て
之
を
悪
む
を
知
れ
ば
、
亦
た
是

れ
烏
喙
を
誤
嚼
し
て
、
薬
を
以
て
之
を
解
く
も
、
特
だ
斃
る
る
に
速
や
か
な
ら
ざ

る
の
み
に
し
て
、
未
だ
嘗
て
其
の
毒
に
染
ま
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
。
正
人
に
親
し
み
、

宵
小
を
遠
ざ
く
れ
ば
、
免
る
る
に
庶
幾

ち

か

き
か
な
。
（
注
45
） 

  

こ
れ
は
「
望
梅
止
渇
〔
訳
者
注
：
魏
の
曹
操
軍
が
行
軍
中
、
水
が
無
く
て
困
っ
た
際
、

曹
操
が
前
方
に
梅
林
が
あ
る
ぞ
と
言
っ
て
励
ま
し
た
の
で
、
士
卒
は
唾
が
出
て
渇
き
を
癒

や
し
た
、
と
い
う
故
事
。
転
じ
て
、
た
だ
空
想
す
る
だ
け
で
自
ら
慰
め
る
こ
と
〕
」
と
は

ま
っ
た
く
正
反
対
の
方
法
で
あ
る
。
も
し
習
慣
か
ら
習
を
以
て
性
を
成
す
ま
で
の
こ
と

が
、
外
在
の
対
象
と
絶
え
ず
関
係
を
深
め
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
見
な
し
う
る
の
で
あ
れ

ば
、
こ
の
関
係
を
直
接
断
ち
切
る
こ
と
は
、
最
も
直
接
的
な
方
法
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

天
下
の
悪
を
聞
か
ず
、
「
宵
小
」
の
輩
に
近
づ
か
な
け
れ
ば
、
悪
の
習
俗
に
染
ま
る
こ
と

か
ら
免
れ
る
こ
と
が
お
そ
ら
く
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

以
上
の
分
析
か
ら
、
船
山
の
習
論
も
二
つ
の
次
元
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
聖
人
の

教
化
か
ら
言
え
ば
、
習
の
意
義
は
重
大
で
あ
る
。
こ
の
、
習
を
以
て
民
を
養
う
べ
し
、
と

い
う
も
の
は
、
ま
さ
に
徂
徠
学
に
お
け
る
一
国
の
「
風
俗
」
と
対
応
し
あ
う
も
の
で
あ
る
。

ま
た
個
人
の
角
度
か
ら
言
え
ば
、
周
囲
の
習
俗
の
限
界
性
に
注
意
し
、
「
習
気
」
に
よ
っ

て
固
め
ら
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
次
元
は
徂
徠
学
が
言
う
一

人
の
「
気
象
」
と
対
応
し
う
る
も
の
で
あ
る
。 

船
山
の
思
想
か
ら
も
、
「
器
」
と
「
習
」
に
つ
い
て
の
強
調
を
発
掘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
徂
徠
学
の
中
で
展
開
し
た
「
制
作
論
」
は
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
に

お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
偶
然
の
現
象
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
で
は
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 
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「
制
作
」
の
概
念
か
ら
出
発
し
、
「
儒
学
式
近
代
」
を
す
な
わ
ち
「
器
」
と
「
習
」
の

二
層
の
次
元
と
し
て
表
し
た
が
、
で
は
こ
の
二
つ
の
次
元
は
ど
の
よ
う
に
「
儒
教
式
近
代
」

の
過
程
を
体
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

本
稿
で
も
「
器
」
の
持
つ
「
公
」
の
特
質
を
確
認
し
た
が
、
ま
さ
に
水
足
博
泉
が
論
ず

る
よ
う
に
、
「
器
」
は
一
個
人
の
耳
目
の
聡
明
さ
を
超
越
し
た
「
尺
度
」
た
り
う
る
物
で

あ
る
。
そ
し
て
王
船
山
さ
え
も
、
「
法
」
に
よ
っ
て
国
を
治
め
る
必
要
を
明
言
し
て
い
る
。

こ
れ
は
現
代
国
家
に
お
い
て
唱
え
ら
れ
る
「
公
」
に
通
底
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が

な
い
。
「
公
」
の
領
域
に
限
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
初
め
て
、
「
私
」
の
領
域
は
認

め
ら
れ
う
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
主
体
性
」
は
、
存
在
の
正
当
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。 

「
習
」
の
角
度
か
ら
言
え
ば
、
善
悪
を
先
天
に
帰
属
さ
せ
る
よ
う
な
、
先
天
預
成
式
人

、
、
、
、
、
、

性
論
、
、
は
、
後
天
的
な
努
力
に
よ
っ
て
善
へ
赴
き
悪
を
避
け
る
よ
う
な
人
の
能
動
性
を
あ
る

程
度
消
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
意
義
か
ら
言
え
ば
、
善
悪
を
後
天
的
な
「
習
」
に
帰
属

さ
せ
る
こ
と
は
、
後
天
習
成
式
人
性
論

、
、
、
、
、
、
、
、
で
あ
る
。
こ
の
判
断
は
、
一
方
で
は
国
家
レ
ベ
ル

で
善
の
習
俗
を
養
成
す
る
こ
と
を
促
す
も
の
で
あ
る
が
、
も
う
一
方
で
は
、
個
人
が
不
善

の
風
俗
よ
り
脱
出
す
る
可
能
性
を
も
暗
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
先
天
預
成
式
人
性
論
と
比

べ
る
と
、
そ
の
中
に
「
主
体
性
」
が
顕
著
と
な
る
、
さ
ら
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。 

 

ま
た
、
も
し
徂
徠
学
と
伝
統
的
な
宋
明
理
学
と
の
分
岐
を
生
ん
だ
出
発
点
が
、
す
な
わ

ち
外
か
ら
内
へ
の
思
惟
方
式
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
特
色
は
「
器
」
と
「
習
」

を
通
し
て
如
実
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
器
」
を
重
ん
じ
る
目
的
は
「
器
」
そ
の
も
の

に
は
な
く
、
外
的
な
「
器
」
を
通
し
て
内
的
な
「
徳
」
を
養
っ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
わ
け

で
、
そ
れ
自
体
も
ま
た
「
習
は
性
と
与
に
成
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
適
う
も
の
で
あ
る
。 

王
船
山
と
徂
徠
学
に
お
い
て
現
れ
出
た
、
器
を
尊
ん
で
習
を
重
ん
じ
る
と
い
う
主
張

は
、
も
し
貫
通
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
伝
統
的
道
学
に
お
け
る
形
而
上
学
と
は
全
く

異
な
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
伝
統
的
な
宋
明
理
学
が
前
近
代
的
な
先
天
預

成
式
人
性
論
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
衰
微
と
い
う
も
の
は
、
儒
学
内

部
の
形
而
上
学
的
な
新
路
線
の
誕
生
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

が
す
な
わ
ち
、
後
天
習
成
式
人
性
論
の
台
頭
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
「
器
」
と
「
習
」
と
い
う
重
層
構
造
に
よ
っ
て
読
み
解
か
れ
る
「
制
作
」

と
い
う
概
念
は
、
主
体
性
の
覚
醒
と
い
う
普
遍
的
な
意
義
を
表
す
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
同
時
に
前
近
代
の
儒
学
と
は
異
な
る
、
儒
学
の
新
た
な
主
張
を
示
し
た
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
儒
学
式
近
代
」
は
近
世
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
す
で

に
展
開
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
、
と
言
え
よ
う
。 

も
ち
ろ
ん
こ
の
過
程
は
、
幾
多
の
概
念
お
よ
び
変
化
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
こ
の
現
象
を
さ
ら
に
正
確
に
叙
述
す
る
た
め
に
も
、
よ
り
多
く
の
視
点
か
ら
の
検
討

が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
て

い
き
た
い
。 

   
 

注 

 

（
1
）
侯
外
廬
『
船
山
学
案
』
（
岳
麓
書
社
、
一
九
八
二
年
）
、
一
頁
。 

（
2
）
「
儒
教
的
近
代
」
は
宮
嶋
博
史
が
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
が
（
宮
嶋
博
史
「
儒
教
的
近
代
と
し

て
の
東
ア
ジ
ア
「
近
世
」
」
（
『
（
岩
波
講
座
）
東
ア
ジ
ア
近
現
代
通
史 

一
』
（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
〇
年
）
所
収
）
）
、
そ
の
主
要
な
着
眼
点
は
、
い
か
に
し
て
現
在
の
中
国
を
見
る
べ
き
か
、

ま
た
十
九
世
紀
以
降
の
日
本
・
朝
鮮
（
韓
国
）
の
発
展
過
程
を
い
か
に
し
て
把
握
す
べ
き
か
、
と

い
う
点
に
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
主
に
、
学
問
と
し
て
の
儒
学
の
思
惟
方
式
の
中
で
の
展
開
に
お
け
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る
近
代
性
の
議
論
に
着
目
す
る
た
め
、
「
儒
学
式
近
代
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。 

（
3
）
丸
山
真
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
、
二
〇
九
頁
。 

（
4
）
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
二
一
二
頁
。 

（
5
）
徂
徠
の
思
想
に
お
け
る
孔
子
像
に
つ
い
て
は
、
平
石
直
昭
「
荻
生
徂
徠
と
先
行
儒
学
―
―
孔
子

像
を
中
心
に
」
（
源
了
圓
・
厳
紹
璗
編
『
思
想
』
（
日
中
文
化
交
流
史
叢
書
第
三
巻
、
大
修
館
書

店
、
一
九
九
五
年
）
所
収
、
二
二
〇
―
二
五
五
頁
）
を
参
照
。 

（
6
）
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
二
一
九
頁
。 

（
7
）
た
と
え
ば
『
弁
道
』
に
お
い
て
、
徂
徠
自
身
も
「
古
之
時
、
作
者
之
謂
聖
」
と
述
べ
て
い
る
（
吉

川
幸
次
郎
・
丸
山
真
男
等
校
注
『
荻
生
徂
徠
』
（
日
本
思
想
大
系
36
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三

年
）
所
収
、
二
〇
〇
頁
）
。
以
下
、
本
文
内
の
書
き
下
し
文
に
つ
い
て
は
す
べ
て
現
代
仮
名
遣
い

に
改
め
る
。 

（
8
）
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
二
一
八
頁
。 

（
9
）
蓋
後
王
君
子
、
奉
先
王
礼
楽
而
行
之
、
不
敢
違
背
。
而
礼
楽
刑
政
、
先
王
以
是
尽
於
安
天
下
之

道
、
是
所
謂
仁
也
。
後
王
君
子
、
亦
唯
順
先
王
礼
楽
之
教
、
以
得
為
仁
人
耳
、
是
聖
人
不
可
学
而

至
焉
、
仁
人
可
学
而
能
焉
。
孔
子
教
人
以
仁
、
未
嘗
以
作
聖
強
之
、
為
是
故
也
。
大
氐
後
人
信
思

孟
程
朱
、
過
於
先
王
孔
子
、
何
其
謬
也
〔
『
弁
道
』
、
二
〇
二
頁
〕
。 

（
10
）
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
二
一
九
頁
。 

（
11
）
丸
山
真
男
は
「
こ
こ
に
至
っ
て
は
聖
人
は
殆
ど
宗
教
的
絶
対
者
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
か
の
如
く

で
あ
る
」
な
ど
と
述
べ
る
（
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
九
八
頁
）
。 

（
12
）
且
学
之
道
、
倣
效
為
本
。
故
孟
子
曰
、
服
堯
之
服
、
誦
堯
之
言
、
行
堯
之
行
、
是
堯
而
已
矣
。

而
不
問
其
心
与
德
何
如
者
、
学
之
道
為
爾
。
〔
中
略
〕
故
方
其
始
学
也
、
謂
之
剽
窃
摸
擬
、
亦
可

耳
。
久
而
化
之
、
習
慣
如
天
性
、
雖
自
外
来
、
与
我
為
一
。
〔
荻
生
徂
徠
「
答
屈
景
山
（
第
一
書
）
」

（
前
掲
『
荻
生
徂
徠
』
所
収
）
、
八
四
頁
〕 

（
13
）
子
安
宣
邦
『
江
戸
思
想
史
講
義
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
、
二
〇
〇
頁
。 

（
14
）
荻
生
徂
徠
『
論
語
徴
』
甲
（
小
川
環
樹
編
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
三
巻
・
経
学
１
（
み
す
ず
書

房
、
一
九
七
七
年
）
、
四
三
五
頁
。 

（
15
）
『
弁
道
』
、
二
〇
一
頁
。 

（
16
）
水
足
博
泉
が
徂
徠
の
礼
楽
論
を
継
承
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
高
山
大
毅
『
近
世
日
本
の
「
礼

楽
」
と
「
修
辞
」
―
―
荻
生
徂
徠
以
後
の
「
接
人
」
の
制
度
構
想
」
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
一
六
年
）
第
二
章
を
参
照
。 

（
17
）
聖
人
之
道
器
為
大
矣
、
制
器
唯
聖
人
能
之
。
〔
水
足
博
泉
『
太
平
策
』
（
武
藤
厳
南
・
宇
野
東

風
・
古
城
貞
吉
編
『
肥
後
文
献
叢
書
』
第
二
巻
（
隆
文
館
、
一
九
一
〇
年
）
所
収
）
、
三
〇
九
頁
〕 

（
18
）
聖
人
因
設
礼
楽
之
教
。
礼
楽
雖
大
、
其
実
皆
器
也
。
俎
豆
玉
帛
鐘
鼓
管
弦
、
君
子
用
之
、
以
為

礼
楽
、
其
実
皆
器
也
。
〔
水
足
博
泉
『
太
平
策
』
、
三
〇
九
頁
〕 

（
19
）
礼
楽
之
道
、
与
器
相
為
体
、
未
嘗
相
離
矣
。
而
其
分
者
君
子
任
道
、
小
人
任
器
、
豈
容
疑
乎
。

後
世
諸
儒
、
以
理
説
礼
楽
、
以
器
為
末
、
其
異
端
於
聖
人
。
若
使
生
乎
三
代
之
時
、
則
峻
刑
重
誅
、

何
辞
以
免
。
若
乃
有
司
伶
工
之
伝
、
徒
器
是
守
、
其
道
則
昧
矣
。
是
其
職
也
。
士
君
子
之
於
礼
楽
、

下
学
而
上
達
。
若
不
上
達
、
則
与
有
司
何
辨
。
後
儒
竟
務
上
達
、
而
廃
下
学
。
是
謬
之
大
者
也
。

〔
水
足
博
泉
『
太
平
策
』
、
三
一
〇
頁
〕 

（
20
）
鬼
神
無
形
、
聖
人
制
宗
廟
、
以
萃
其
気
、
設
社
稷
、
以
寓
其
神
、
斬
尺
二
寸
之
木
、
名
之
曰
主
、

以
寓
祖
考
之
霊
。
天
之
寥
廓
、
星
辰
之
遠
、
聖
人
制
璣
衡
旁
羅
、
以
写
其
象
。
道
德
仁
義
之
無
形
、

甚
於
鬼
神
与
天
、
口
不
可
言
、
目
不
可
視
、
聖
人
制
礼
楽
之
教
。
礼
楽
皆
器
、
以
寓
至
道
。
〔
水

足
博
泉
『
太
平
策
』
、
三
一
〇
頁
〕 

（
21
）
『
弁
道
』
、
二
〇
六
頁
。 

（
22
）
故
教
学
之
方
、
以
器
伝
道
、
鼓
瑟
吹
笙
、
執
圭
将
幣
、
升
車
束
矢
、
皆
所
以
知
止
能
得
之
術
也
。

所
謂
終
日
不
食
、
終
夜
不
寐
、
以
思
、
無
益
、
不
如
学
也
。
学
之
為
義
、
擬
其
師
之
謂
、
乃
左
則

左
、
右
則
右
、
宮
則
宮
、
商
則
商
、
惟
擬
其
師
、
不
問
其
它
。
檀
弓
記
孔
子
尚
右
、
二
三
子
皆
尚

右
、
古
之
所
謂
学
者
如
此
。
為
師
者
以
身
教
人
、
学
者
以
身
学
之
。
後
世
師
弟
子
、
徒
係
名
位
、

教
学
以
言
、
不
以
身
、
礼
楽
之
説
、
瞭
々
指
掌
、
而
授
之
器
、
則
無
一
所
能
者
、
後
儒
之
空
言
也
。

〔
『
太
平
策
』
、
三
一
〇
―
三
一
一
頁
〕 
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（
23
）
大
哉
習
乎
。
人
之
勝
天
者
是
已
。
其
在
天
下
国
家
、
謂
之
風
俗
。
其
在
一
身
、
謂
之
気
象
。
故

善
観
乎
天
下
国
家
者
、
必
於
風
俗
。
善
観
乎
人
者
、
必
於
気
象
。
礼
楽
以
為
教
、
則
風
俗
厚
而
気

象
盛
矣
。
聖
人
之
所
以
勝
天
者
是
已
。
〔
荻
生
徂
徠
『
蘐
園
隨
筆
』
（
今
中
寛
司
・
奈
良
本
辰
也

編
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
一
巻
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
三
年
）
所
収
）
、
一
七
〇
頁
〕 

（
24
）
徂
徠
の
「
習
」
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
荻
生
徂
徠
之
〝
習
〟
論
」
（
『
外
国
哲
学
』
第
三
十

五
輯
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
の
こ
と
。 

（
25
）
中
人
之
性
、
可
善
可
悪
、
皆
習
以
移
之
。
子
曰
、
性
相
近
、
習
相
遠
也
。
又
曰
、
唯
上
知
与
下

愚
、
不
移
也
。
上
知
下
愚
、
吾
未
見
之
。
天
下
之
人
率
皆
中
人
、
無
大
優
劣
、
其
美
悪
邪
正
、
莫

不
由
習
也
。
廼
衆
楚
之
咻
、
雖
欲
勿
移
、
不
可
得
也
。
先
王
深
知
其
然
、
立
教
学
之
法
、
以
使
天

下
之
人
習
乎
正
也
。
〔
『
太
平
策
』
、
三
四
二
頁
〕 

（
26
）
『
弁
名
』
、
二
四
〇
頁
。 

（
27
）
『
太
平
策
』
、
三
四
六
頁
。 

（
28
）
『
太
平
策
』
、
三
四
六
頁
。 

（
29
）
『
太
平
策
』
、
三
四
五
頁
。 

（
30
）
不
知
者
謂
中
和
無
形
、
得
与
不
得
、
何
以
知
之
。
中
与
不
中
者
、
定
之
以
目
、
和
与
不
和
、
定

之
以
耳
、
是
礼
楽
之
道
也
。
人
之
耳
目
有
聡
明
、
有
不
聡
明
焉
、
能
知
中
和
与
不
中
和
乎
哉
。
雖

然
、
定
之
以
天
下
之
目
、
則
視
亦
公
、
定
之
以
天
下
之
耳
、
則
聴
亦
公
。
天
下
之
目
者
何
。
尺
度

之
謂
。
天
下
之
耳
者
何
。
律
呂
之
謂
也
。
中
和
之
準
、
備
於
両
者
、
合
与
不
合
、
人
人
得
而
辨
之
、

不
豈
明
乎
。
況
朝
暮
所
習
、
心
染
体
濡
、
声
為
律
、
身
為
度
、
何
中
和
之
難
知
乎
。
若
欲
求
中
和
、

不
由
礼
楽
之
教
、
則
欲
挙
手
摘
星
也
。
非
狂
則
妄
也
。
〔
『
太
平
策
』
、
三
四
六
頁
〕 

（
31
）
故
作
者
之
謂
聖
、
作
器
也
。
述
者
之
謂
明
、
述
器
也
。
神
而
明
之
、
存
乎
其
人
、
神
明
其
器
也
。

識
其
品
式
、
辨
其
条
理
、
善
其
用
、
定
其
体
、
則
黙
而
成
之
、
不
言
而
信
、
皆
有
成
器
之
在
心
而

拠
之
為
徳
也
。
〔
王
夫
之
『
周
易
外
伝
』
（
『
船
山
全
書
』
第
一
冊
（
岳
麓
書
社
、
一
九
八
八
年
）

所
収
）
、
一
〇
二
九
頁
〕 

（
32
）
『
周
易
外
伝
』
、
一
〇
二
八
頁
。 

（
33
）
『
周
易
外
伝
』
、
一
〇
二
七
頁
。 

（
34
）
未
有
弓
矢
而
无
射
道
、
未
有
車
馬
而
无
御
道
、
未
有
牢
醴
璧
幣
・
鐘
磬
管
弦
而
无
礼
楽
之
道
。

則
未
有
子
而
无
父
道
、
未
有
弟
而
无
兄
道
、
道
之
可
有
而
且
无
者
多
矣
。
故
无
其
器
則
无
其
道
、

誠
然
之
言
也
、
而
人
特
未
之
察
耳
。
〔
『
周
易
外
伝
』
、
一
〇
二
八
頁
〕 

（
35
）
『
周
易
外
伝
』
、
一
〇
二
九
頁
。 

（
36
）
『
周
易
外
伝
』
、
一
〇
二
九
頁
。 

（
37
）
治
国
推
教
而
必
有
恆
政
、
故
既
以
孝
弟
慈
為
教
本
、
而
尤
必
通
其
意
於
法
制
、
以
旁
行
於
理
財

用
人
之
中
、
而
納
民
於
清
明
公
正
之
道
。
故
教
与
養
有
兼
成
、
而
政
与
教
無
殊
理
。
〔
王
夫
之
『
読

四
書
大
全
説
』
（
『
船
山
全
書
』
第
六
冊
（
岳
麓
書
社
、
一
九
九
一
年
）
所
収
）
、
四
三
六
頁
〕 

（
38
）
故
聖
人
所
以
化
成
天
下
者
、
習
而
已
矣
。
〔
王
夫
之
『
俟
解
』
（
『
船
山
全
書
』
第
一
二
冊
（
岳

麓
書
社
、
一
九
九
六
年
）
所
収
）
、
四
九
四
頁
〕 

（
39
）
孟
子
言
性
、
孔
子
言
習
。
性
者
天
道
、
習
者
人
道
。
魯
論
二
十
篇
皆
言
習
、
故
曰
性
与
天
道
不

可
得
而
聞
也
。
已
失
之
習
而
欲
求
之
性
、
雖
見
性
且
不
能
救
其
習
、
況
不
能
見
乎
。
易
言
蒙
以
養

正
、
聖
功
也
。
養
其
習
於
童
蒙
、
則
作
聖
之
基
立
於
此
。
〔
『
俟
解
』
、
四
九
四
頁
〕 

（
40
）
先
天
之
性
天
成
之
、
後
天
之
性
習
成
之
也
。
〔
『
読
四
書
大
全
説
』
、
九
六
二
頁
〕 

（
41
）
徂
徠
の
人
性
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
荻
生
徂
徠
の
人
性
論
に
お
け
る
「
習
」
重
視
の
淵
源
に

つ
い
て
―
―
『
中
庸
解
』
を
中
心
と
し
て
」
（
『
文
明
21
』
第
四
一
号
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照

の
こ
と
。 

（
42
）
得
位
、
則
物
不
害
習
而
習
不
害
性
。
不
得
位
、
則
物
以
移
習
於
悪
而
習
以
成
性
於
不
善
矣
。
此

非
吾
形
・
吾
色
之
咎
也
、
亦
非
物
形
・
物
色
之
咎
也
、
咎
在
吾
之
形
色
与
物
之
形
色
往
来
相
遇
之

幾
也
。
〔
『
読
四
書
大
全
説
』
、
九
六
三
頁
〕 

（
43
）
王
夫
之
『
尚
書
引
義
』
（
『
船
山
全
書
』
第
二
冊
（
岳
麓
書
社
、
一
九
八
八
年
）
所
収
）
、
二

九
九
頁
。 

（
44
）
君
子
知
習
俗
之
不
可
陷
而
意
気
之
不
可
恃
也
、
以
為
吾
性
之
中
、
自
有
卓
然
不
撓
之
理
。
而
吾

学
之
正
、
自
有
永
貞
其
守
之
能
。
〔
王
夫
之
『
四
書
訓
義
』
（
『
船
山
全
書
』
第
七
冊
（
岳
麓
書
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社
、
一
九
九
一
年
）
所
収
）
、
一
二
三
頁
〕 

（
45
）
如
見
人
食
梅
、
則
涎
流
不
能
自
禁
、
若
従
未
嘗
食
梅
者
、
涎
必
不
流
。
故
天
下
之
悪
、
以
不
聞

為
幸
。
聞
之
而
知
悪
之
、
亦
是
誤
嚼
烏
喙
、
以
薬
解
之
、
特
不
速
斃
、
未
嘗
不
染
其
毒
。
親
正
人
、

遠
宵
小
、
庶
幾
免
夫
。
〔
『
俟
解
』
、
四
九
二
頁
〕 

 

【
附
記
】 

本
稿
は
中
国
・
国
家
社
科
基
金
重
大
項
目
〝
日
本
朱
子
学
文
献
的
編
纂
与
研
究
〟
（
項
目
批
准
号
：

17
ZD
A0
12

）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 

  

劉 

瑩
（
り
ゅ
う
・
え
い
） 

一
九
九
〇
年
生
ま
れ
。
北
京
大
学
外
国
語
学
院
日
本
語
系
Ｐ
Ｄ
。
専
門
は
日
本
儒
学
史
、
東
ア

ジ
ア
思
想
文
化
。
主
要
論
文
に
「
荻
生
徂
徕
之
〝
習
〟
論
」
（
『
外
国
哲
学
』
第
三
十
五
輯
、
二

〇
一
八
年
六
月
）
、
「
以
『
中
庸
解
』
為
例
試
析
荻
生
徂
徕
的
人
性
論
」
（
『
現
代
哲
学
』
二
〇

一
九
年
第
六
期
、
二
〇
一
九
年
一
一
月
）
、「
孟
荀
各
〝
一
偏
〟
―
―
荻
生
徂
徕
之
〝
祖
型
〟
辨
」

（
『
哲
学
動
態
』
二
〇
二
〇
年
第
五
期
、
二
〇
二
〇
年
五
月
）
な
ど
。 

 

〔
翻
訳
者
〕 

佐
藤 

由
隆
（
さ
と
う
・
よ
し
た
か
） 

一
九
九
〇
年
生
ま
れ
。
京
都
産
業
大
学
・
和
歌
山
大
学
非
常
勤
講
師
。
専
門
は
中
国
思
想
史
・

日
本
思
想
史
。
共
著
に
『
懐
徳
堂
研
究 

第
二
集
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
）
、
『
教

養
と
し
て
の
中
国
古
典
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
八
年
四
月
）
、
主
要
論
文
に
「
懐
徳
堂

学
派
の
知
行
論
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
六
十
九
集
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）
な
ど
。 
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中
国
研
究
集
刊

柰
号
（
第
六
十
六
号
）

令
和
二
年
八
月

二
七
―
五
六
頁

中
国
古
代
の
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
観
の
考
察

―
上
博
楚
簡
『
鬼
神
之
明
』
『
凡
物
流
形
』
を
手
が
か
り
に
し
て
―

菊

池

孝

太

朗

は
じ
め
に

中
国
思
想
史
に
お
け
る
重
要
概
念
の
一
つ
で
あ
る
「
鬼
神
」。
現
代
日
本
に
お
い
て
は

「
キ
ジ
ン
」
と
訓
ま
れ
、
節
分
の
鬼
遣
ら
い
で
退
治
さ
れ
る
角
の
生
え
た
鬼
な
ど
が
想

起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
鬼
神
が
有
す
る
性
質
の
一
面
的
な
見
方
に
過
ぎ
な
い
。

中
国
に
お
け
る
鬼
神
は
、
狭
義
に
は
死
霊
や
祖
先
神
な
ど
を
指
し
、
ま
た
広
義
に
は
天

地
山
川
の
自
然
神
や
人
生
・
万
物
の
主
宰
者
、
厲
鬼
、
狐
狸
妖
怪
な
ど
、
様
々
な
要
素

を
内
含
す
る
概
念
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
鬼
神
を
ど
の
様
に
見
な
す
か
（
所
謂
「
鬼
神
観
」）
と
い
う
問
題
は
、
普
遍
的
か

つ
通
時
代
的
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
古
来
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
鬼
神
の
存
在

を
認
め
る
「
有
鬼
」
の
立
場
と
、
鬼
神
の
存
在
を
認
め
な
い
「
無
鬼
」
の
立
場
の
対
立

な
ど
が
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
故
に
、
こ
の
鬼
神
観
に
関
し
て
は
、
中
国
内
外
を
問
わ

ず
に
古
来
盛
ん
に
議
論
さ
れ
、
多
数
の
研
究
論
著
が
著
さ
れ
て
き
た
。
近
年
の
主
要
な

研
究
論
著
と
し
て
は
、
銭
穆
「
中
国
思
想
史
中
之
鬼
神
観
」
（
『
新
亜
学
報
』
第
一
巻
第

一
期
、
一
九
五
五
年
）、
出
石
誠
彦
「
鬼
神
考
」（
『
支
那
神
話
伝
説
の
研
究(

増
補
版
）』

所
収
、
中
央
公
論
新
社
、
一
九
七
三
年
）
、
永
沢
要
二
『
鬼
神
の
原
義
と
そ
の
演
進
』（
鳳

出
版
、
一
九
七
七
年
）
、
王
友
三
編
著
『
中
国
无
神
論
史
綱
』
（
上
海
人
民
出
版
社
、
一

九
八
二
年
）、
牙
含
章
・
王
友
三
主
編
『
中
国
无
神
論
史
』
上
・
下
（
中
国
社
会
科
学
出

版
社
、
二
〇
一
一
年
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
（
注
１
）
。

一
方
、
中
国
古
代
（
特
に
先
秦
期
）
を
対
象
と
し
た
鬼
神
観
の
研
究
は
、
研
究
を
進

め
る
上
で
幾
つ
か
の
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
ず
、
文
献
の
数
が
豊
富
な
中
近
世
以

降
と
比
べ
る
と
、
古
代
の
文
献
は
そ
の
数
自
体
が
極
め
て
乏
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

古
代
を
対
象
と
す
る
鬼
神
観
の
研
究
は
、
こ
の
資
料
収
集
の
段
階
で
不
利
を
強
い
ら
れ

て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
資
料
も
、
長
い
年
月
を
経
て
幾
度
と
書
写
さ
れ
て
き
た
伝
世
文

献
で
あ
る
た
め
、
そ
の
流
布
の
過
程
で
文
章
が
改
竄
・
偽
造
さ
れ
る
こ
と
や
、
ま
た
編

集
段
階
で
他
の
文
章
が
混
在
し
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
資
料
上

の
問
題
に
よ
っ
て
、
中
国
古
代
を
対
象
と
し
た
鬼
神
観
の
研
究
は
停
滞
を
強
い
ら
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
幸
い
に
も
こ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
新
資
料
、
即
ち
戦
国
楚
簡
が
、
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近
年
陸
続
と
中
国
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
楚
簡
の
中
に
は
、
伝
世
文
献
で
は
未
見

で
あ
っ
た
鬼
神
に
関
す
る
文
章
や
、
従
来
の
伝
世
文
献
で
は
記
述
が
希
薄
で
あ
っ
た
戦

国
前
中
期
頃
の
も
の
と
さ
れ
る
文
献
も
、
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
楚
簡
を
新

た
な
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
、
停
滞
傾
向
に
あ
っ
た
中
国
古
代
を
対
象
と
す
る
鬼

神
観
の
研
究
の
、
再
検
討
及
び
再
解
釈
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
論
で
は
、
こ
の
戦
国
楚
簡
の
う
ち
、
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
以
下
、
上
博

楚
簡
と
記
す
）（
注
２
）

所
収
の
『
鬼
神
之
明
』
『
凡
物
流
形
』
と
い
っ
た
二
種
の
文
献
を

手
が
か
り
に
し
て
、
中
国
古
代
に
お
け
る
鬼
神
観
の
考
察
を
行
う
。
い
ず
れ
も
図
版
が

公
開
さ
れ
て
か
ら
既
に
一
〇
年
以
上
が
経
過
し
た
文
献
で
は
あ
る
が
、
再
度
そ
の
鬼
神

観
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
新
た
な
解
釈
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
こ
の
『
鬼
神
之
明
』『
凡
物
流
形
』
に
は
、
儒
家
・
法
家
・
兵
家
と
異
な
る

立
場
か
ら
、
鬼
神
に
対
し
て
疑
念
を
抱
い
た
と
考
え
ら
れ
る
記
述
が
存
在
す
る
。
従
来

の
鬼
神
観
の
研
究
に
お
い
て
は
、
儒
家
・
法
家
・
兵
家
の
よ
う
な
人
事
を
重
視
し
て
現

実
に
志
向
す
る
思
想
家
集
団
が
「
無
鬼
」
の
立
場
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
無
鬼
」

論
の
思
想
的
基
盤
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
儒
家
・
法
家
・
兵

家
を
基
軸
と
す
る
「
無
鬼
」
論
の
系
譜
の
他
に
、「
無
鬼
」
論
の
思
想
的
基
盤
を
形
成
し

た
別
の
系
譜
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
『
鬼
神
之
明
』

『
凡
物
流
形
』
は
、
楚
文
字
で
筆
写
さ
れ
て
い
る
た
め
、
楚
地
に
お
い
て
あ
る
程
度
浸

透
・
伝
搬
し
て
い
た
文
献
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
こ
う
し
た
鬼
神
に
対

し
て
疑
念
を
表
明
す
る
よ
う
な
文
献
が
、
従
来
鬼
神
信
仰
が
盛
ん
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

た
中
国
古
代
の
楚
地
に
受
容
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
楚

地
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、『
鬼
神
之
明
』

『
凡
物
流
形
』
は
、
従
来
の
通
説
を
再
検
討
す
る
た
め
の
、
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
第
一
章
・
第
二
章
に
て
、
『
鬼
神
之
明
』
『
凡
物
流
形
』
を
釈

読
し
、
そ
こ
に
表
れ
た
鬼
神
観
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
、
こ
う
し
た
文
献

が
中
国
古
代
の
楚
地
に
受
容
さ
れ
た
理
由
を
検
討
し
、
中
国
古
代
の
楚
地
に
お
け
る
鬼

神
観
の
様
相
の
解
明
を
試
み
る
。

一

『
鬼
神
之
明
』
の
釈
読
と
考
察

本
章
で
は
、
上
博
楚
簡
第
五
分
冊
所
収
の
『
鬼
神
之
明
』
に
つ
い
て
、
釈
読
及
び
考

察
を
行
う
（
注
３
）
。

ま
ず
、
本
文
献
の
基
礎
情
報
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
（
注
４
）
。
整
理
者
は
、
曹

錦
炎
氏
で
あ
る
。
竹
簡
は
全
八
枚
で
、
『
鬼
神
之
明
』
『
融
師
有
成
氏
』
と
い
う
二
種
の

文
献
よ
り
な
る
。
前
篇
の
『
鬼
神
之
明
』
と
後
篇
の
『
融
師
有
成
氏
』
と
の
区
分
は
第

五
簡
に
あ
り
、
両
文
献
の
間
に
は
墨
節
が
引
か
れ
て
い
る
。
簡
長
は
約
五
三
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
、
三
道
編
線
で
、
下
端
は
平
斉
で
あ
る
。
残
存
す
る
文
字
数
は
、
両
文
献
を
合

わ
せ
て
一
九
七
文
字
。
第
一
簡
・
第
二
簡
・
第
四
簡
・
第
五
簡
は
、
上
下
に
断
裂
し
た

竹
簡
を
綴
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
第
一
簡
・
第
二
簡
は
文
字
に
欠
損
の
な

い
完
整
簡
で
あ
る
。
第
四
簡
は
上
端
に
四
字
分
の
欠
損
（
五
字
目
は
、
残
存
部
分
よ
り

「
古
」
字
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
）、
第
五
簡
も
上
端
に
四
字
分
の
欠
損
が
あ
る
。
第
三

簡
は
上
下
の
断
裂
は
な
い
も
の
の
、
上
端
に
四
字
分
の
欠
損
が
あ
る
（
五
字
目
は
、
残

欠
部
分
よ
り
「
明
」
字
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
）。
整
理
者
は
、
以
上
の
第
三
簡
・
第
四

簡
・
第
五
簡
の
欠
損
部
分
を
、
前
後
の
文
章
よ
り
推
定
し
て
補
整
し
て
い
る
。
ま
た
、

第
一
簡
は
、
途
中
に
約
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
留
白
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
刪
削
し
た
痕

跡
が
あ
る
。
恐
ら
く
、
筆
写
者
が
こ
の
部
分
の
誤
写
に
気
付
き
、
そ
こ
を
削
除
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
ま
た
第
二
簡
に
は
、
文
章
の
途
中
に
脱
落
が
あ
り
、
そ
の
部
分
に
墨
節
が

あ
る
。
恐
ら
く
、
篇
全
体
を
書
写
し
た
後
、
筆
写
者
が
脱
落
に
気
付
き
、
そ
こ
に
墨
節
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を
付
し
た
上
で
、
竹
簡
の
背
面
の
下
段
に
脱
落
し
た
文
章
（
一
三
字
）
を
補
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

本
文
献
は
無
題
で
あ
っ
た
た
め
、
竹
簡
の
主
題
と
な
る
内
容
か
ら
、「
鬼
神
之
明
」
と

命
名
さ
れ
た
。
整
理
者
は
、
本
文
献
は
対
話
文
で
あ
り
、
欠
失
し
た
冒
頭
部
分
に
「
説

話
者
」
と
な
る
人
物
が
記
さ
れ
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
。
論
題
は
「
鬼
神
に
は
明
知

で
あ
る
場
合
と
明
知
で
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ま
た
、
本
文
献
は
二
〇
〇
五
年
に
公
開
さ
れ
て
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
に
、
多
く
の

釈
読
や
内
容
に
関
す
る
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
中
で
も
重
要
な
争
点
の
一
つ
と
し
て
、

本
文
献
の
性
質
に
関
す
る
議
論
が
あ
る
。
整
理
者
は
、
本
文
献
の
内
容
が
『
墨
子
』
と

一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
文
献
を
『
墨
子
』
の
佚
文
と
見
な
し
て
い
る
が
、
こ
の

見
解
に
関
し
て
は
異
論
も
存
在
し
て
い
る
。
本
論
で
は
こ
の
問
題
に
加
え
て
、
本
文
献

の
地
域
性
、
即
ち
本
文
献
の
執
筆
者
が
何
処
の
地
域
の
影
響
を
受
け
て
い
た
か
に
つ
い

て
も
考
察
し
、
本
文
献
の
性
質
の
よ
り
詳
細
な
解
明
を
試
み
た
い
。

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
第
一
節
に
て
、
原
文
、
釈
文
、
書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
、

語
注
の
順
で
釈
読
を
行
い
、
第
二
節
に
て
、
前
節
の
釈
読
に
基
づ
き
、
本
文
献
の
性
質

や
、
本
文
献
に
表
れ
た
鬼
神
観
等
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
。

な
お
、
本
文
献
の
釈
読
及
び
検
討
に
際
し
て
、
多
数
の
先
行
研
究
を
参
照
し
た
。
特

に
参
考
と
し
た
も
の
を
以
下
に
列
挙
す
る
（
注
５
）
。

Ａ
：
陳
偉
「
上
博
五
《
鬼
神
之
明
》
篇
初
読
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
六
年
二
月
一
八
日
）

Ｂ
：
李
鋭
「
読
上
博
五
札
記
」（
簡
帛
研
究
網
、
二
〇
〇
六
年
二
月
二
〇
日
）

Ｃ
：
廖
名
春
「
読
《
上
博
五
・
鬼
神
之
明
》
篇
札
記
」
（
簡
帛
研
究
網
、
二
〇
〇
六

年
二
月
二
〇
日
）

Ｄ
：
丁
四
新
「
上
博
楚
簡
《
鬼
神
》
篇
注
釈
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
六
年
五
月
七
日
）

Ｅ
：
黄
人
二
「
上
博
蔵
簡
第
五
冊
鬼
神
之
明
試
釈
」
（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
七
年
二
月

一
七
日
）

Ｆ
：
西
山
尚
志
「
上
博
楚
簡
『
鬼
神
之
明
』
に
見
え
る
『
貴
爲
天
子
、
富
有
天
下
』

に
つ
い
て
」（
『
人
文
科
学
』
一
二
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
二
七
日
）

Ｇ
：
浅
野
裕
一
「
上
海
博
楚
簡
『
鬼
神
之
明
』
と
『
墨
子
』
明
鬼
論
」
（
湯
浅
邦
弘

編
『
上
博
楚
簡
研
究
』、
二
〇
〇
七
年
五
月
）

Ｈ
：
西
山
尚
志
「
上
海
博
楚
簡
『
鬼
神
之
明
』
訳
注
」
（
出
土
資
料
と
漢
字
文
化
研

究
会
編
『
出
土
文
献
と
秦
楚
文
化
』
第
四
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
三
一
日
）

本
章
で
は
、
各
先
行
研
究
を
注
記
す
る
際
に
、
論
者
と
上
記
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
を

対
応
さ
せ
て
提
示
す
る
（
例
：
陳
偉
Ａ
、
李
鋭
Ｂ
）。

第
一
節

『
鬼
神
之
明
』
釈
読

本
節
で
は
、
原
文
、
釈
文
、
書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
、
語
注
の
順
で
『
鬼
神
之
明
』

の
釈
読
を
行
う
。
凡
例
と
し
て
、【
】
内
の
漢
数
字
は
、
竹
簡
番
号
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

□
内
の
字
は
、
残
簡
部
分
を
整
理
者
が
補
整
し
た
箇
所
で
あ
る
。［
］
内
の
字
は
、
第
二

簡
背
面
に
記
さ
れ
た
脱
文
で
あ
る
。
釈
文
内
の
「
①
、
②
」
等
の
番
号
は
、
本
節
の
語

注
の
番
号
と
一
致
し
て
い
る
。

〔
原
文
〕

今
夫

神
又
所
明
又
所
不
明
則
㠯

賞
善
罰
暴
也
昔
者
堯

湯

義
聖
智

天
下
灋
之
此
㠯
貴
爲
天
子
【
一
】

又
天
下
長
年
又

後

遂
之
則

神
之

賞
此
明
矣

桀
受

萬
焚
聖
人
殺
訐
者
惻
百
眚

邦

［
此
㠯
桀
折
於
鬲
山

而
受
首
於
只

］
身
不

爲
天
下

則

【
二
】
神
之
罰
此
明
矣
。

五
子
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疋
者
天
下
之
聖
人
也
䲭

而
死

公
者
天
下
之

人
也
長
年
而

女
㠯

此
詰
之
則
善
者
或
不
賞
而
暴
【
三
】
者
或
不
罰
古

因
加

神
不
明
則
必
又
古

力
能
至
安
而
弗
爲

弗
智
也

力
古
不
能
至
安

或
弗
智
也
此

兩
者
枳

古
【
四
】
曰

神
又
所
明
又
所
不
明
此
之
胃

【
五
】

〔
釈
文
〕

今
夫
鬼
神
有
所
明
有
所
不
明
①
、
則
以
其
賞
善
罰
暴
②
也
。
昔
者
堯
舜
禹
湯
③
、
仁

義
聖
智
、
天
下
法
之
④
。
此
以
貴
爲
天
子
、
【
一
】
富
有
天
下
⑤
、
長
年
有
譽
⑥
、

後
世
述
⑦
之
。
則
鬼
神
之
賞
、
此
明
矣
。
及
桀
受
幽
厲
⑧
、
焚
聖
人
、
殺
諫
者
⑨
、

賊
百
姓
、
亂
邦
家
。［
此
以
桀
折
於
鬲
山
、
而
受
首
於
岐
社
⑩
］
身
不
没
⑪
爲
天
下

笑
。
則
鬼
【
二
】
神
之
罰
、
此
明
矣
。
及
伍
子
胥
者
、
天
下
之
聖
人
也
、
䲭
夷
而

死
⑫
。
榮
夷
公
者
、
天
下
之
亂
人
也
、
長
年
而
没
⑬
。
如
⑭
以
此
詰
之
、
則
善
者
或

不
賞
、
而
暴
【
三
】
者
或
不
罰
。
故
吾
因
加
⑮
鬼
神
不
明
。
則
必
有
故
。
其
力
能

至
焉
而
弗
爲
乎
。
吾
弗
知
也
。
意
⑯
其
力
固
不
能
至
焉
乎
。
吾
或
弗
知
也
。
此
兩

者
岐
。
吾
故
【
四
】
曰
鬼
神
有
所
明
有
所
不
明
。
此
之
謂
乎
。【
五
】

〔
書
き
下
し
文
〕

今
夫
れ
鬼
神
明
な
る
所
有
り
不
明
な
る
所
有
り
と
す
る
は
、
則
ち
以
て
其
の
善
を
賞

し
て
暴
を
罰
す
。
昔
者
、
堯
舜
禹
湯
は
、
仁
義
・
聖
智
あ
り
て
、
天
下
之
に
法
る
。

む

か

し

此
を
以
て
貴
き
こ
と
は
天
子
と
為
り
、
富
む
こ
と
は
天
下
を
有
ち
、
長
年
に
し
て

誉
ほ

ま

れ

有
り
、
後
世
之
を
述
ぶ
。
則
ち
鬼
神
の
賞
、
此
れ
明
ら
か
な
り
。
桀
受
幽
厲
及
び
て

は
、
聖
人
を
焚
し
、
諫
者
を
殺
し
、
百
姓
を
賊
し
、
邦
家
を
乱
す
。［
此
を
以
て
桀
は
鬲

山

れ

き

ざ

ん

に
折
ら
れ
て
、
受
は
岐
社
に
首
さ
ら
さ
れ
、
］
身
没
せ
ず
し
て
天
下
の
笑
い
と
為
る
。

き

し

ゃ

則
ち
鬼
神
の
罰
、
此
れ
明
ら
か
な
り
。
伍
子
胥
に
及
び
て
は
、
天
下
の
聖
人
な
る
も
、

䲭
夷
せ
ら
れ
て
死
す
。
栄
夷
公
は
、
天
下
の
乱
人
な
る
も
、
長
年
に
し
て
没
す
。
如

し

い

し
此
を
以
て
之
を
詰
わ
ば
、
則
ち
善
な
る
者
も
賞
せ
ざ
る
こ
と
或
り
て
、
暴
な
る
者

と

も
罰
せ
ざ
る
こ
と
或
り
。
故
に
吾
因
っ
て
鬼
神
の
不
明
な
る
を
加
う
る
な
り
。
則
ち

必
ず
故
有
り
。
其
の
力

能
く
至
れ
ど
も
為
さ
ざ
り
し
か
。
吾
知
ら
ざ
る
な
り
。

意

、

そ

も

そ

も

其
の
力
固
よ
り
至
る
能
わ
ざ
り
し
か
。
吾
或
い
は
知
ら
ざ
る
な
り
。
此
の
両
者
は
岐

わ

か

る
。
吾
故
に
曰
く
、
「
鬼
神
明
な
る
所
有
り
不
明
な
る
所
有
り
」
と
。
此
の
謂
い
か
。

〔
現
代
語
訳
〕

今
、
私
が
そ
も
そ
も
鬼
神
に
は
明
知
で
あ
る
場
合
と
明
知
で
な
い
場
合
が
あ
る
と
考

え
た
の
は
、
鬼
神
が
善
人
を
賞
し
て
悪
人
を
罰
す
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

昔
、
堯
・
舜
・
禹
・
湯
ら
は
、
仁
義
・
聖
智
が
あ
っ
て
、
天
下
の
人
々
は
彼
ら
を
規

範
と
し
た
。
そ
こ
で
堯
・
舜
・
禹
・
湯
ら
は
、
そ
の
貴
き
身
分
は
天
子
と
な
り
、
そ

の
富
裕
な
こ
と
は
天
下
を
保
有
し
、
長
寿
に
し
て
名
誉
を
維
持
し
、
後
世
ま
で
こ
れ

ら
は
述
べ
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
鬼
神
が
善
人
を
賞
す
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
桀
、
紂
、
幽
、
厲
ら
に
及
ん
で
は
、
聖
人
を
焼
き
殺
し
、
諫
者
を
殺

し
、
百
姓
に
残
虐
な
行
い
を
し
、
国
家
を
混
乱
に
陥
れ
た
。
そ
の
た
め
、
桀
は
鬲
山

に
て
敗
れ
、
紂
は
岐
社
に
首
を
献
上
さ
れ
、
天
寿
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
天

下
の
笑
い
者
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
鬼
神
が
悪
人
を
罰
す
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
し
か
し
、
伍
子
胥
に
至
っ
て
は
、
天
下
の
聖
人
で
あ
っ
た
の
に
、
死
体
を

革
袋
に
入
れ
ら
れ
て
長
江
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
対
し
て
栄
夷
公
は
、
天
下
の
乱

人
で
あ
っ
た
の
に
、
寿
命
を
全
う
し
て
亡
く
な
っ
た
。
も
し
、
こ
の
事
例
を
も
っ
て

鬼
神
の
働
き
を
問
う
の
で
あ
れ
ば
、
善
人
で
も
賞
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
、
悪
人
で

も
罰
せ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
故
に
、
私
は
「
鬼
神
に
は

明
知
で
な
い
場
合
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
を
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

は
必
ず
原
因
が
あ
る
は
ず
だ
。
鬼
神
の
力
と
し
て
は
で
き
た
が
、
あ
え
て
行
わ
な
か
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っ
た
の
か
。
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
鬼
神
の
力
は
元
々
そ
こ
ま
で
の
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
過
去
の
事
例
を
見
て
み

る
と
、
両
者
（
善
人
を
賞
し
て
悪
人
を
罰
す
る
場
合
と
、
善
人
を
賞
せ
ず
し
て
悪
人

を
罰
し
な
い
場
合
と
）
に
は
違
い
が
あ
る
。
故
に
、
私
は
「
鬼
神
に
は
明
知
で
あ
る

場
合
と
明
知
で
な
い
場
合
が
あ
る
」
と
言
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
こ
の
こ
と
を
言
っ
た

の
で
あ
る
。

〔
語
注
〕

①
今
夫
鬼
神
有
所
明
有
所
不
明
…
…
文
中
に
度
々
登
場
す
る
「
明
」
字
に
つ
い
て
、
本

論
で
は
、「
明
知
・
明
察
」
の
意
で
解
釈
し
た
。
用
例
は
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に
「
故

に
鬼
神
の
明
は
、
幽
間
・
広
沢
・
山
林
・
深
谷
を
為
す
べ
か
ら
ず
。
鬼
神
の
明
は
、

必
ず
之
を
知
る
（
故
鬼
神
之
明
、
不
可
爲
幽
閒
廣
澤
山
林
深
谷
。
鬼
神
之
明
、
必
知

之
）」
と
あ
る
。

②
賞
善
罰
暴
…
…
善
人
を
褒
賞
し
て
、
悪
人
を
懲
罰
す
る
こ
と
。
整
理
者
・
丁
四
新
Ｄ
・

西
山
Ｈ
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
墨
子
』
内
に
は
「
賞
善
罰
暴
」
や
、
そ
れ
と
ほ

ぼ
同
じ
用
法
（
「
賞
賢
罰
暴
」「
賞
賢
而
罰
暴
」「
賞
賢
如
罰
暴
」）
が
度
々
用
い
ら
れ

て
い
る
（
非
命
下
篇
、
尚
同
下
篇
、
明
鬼
下
篇
な
ど
）。
例
え
ば
、
天
志
下
篇
の
「
何

を
以
て
天
の
百
姓
を
愛
す
る
を
知
る
や
。
吾
は
賢
者
の
必
ず
善
を
賞
し
て
暴
を
罰
す

る
を
以
て
な
り
。
何
を
以
て
賢
者
の
必
ず
善
を
賞
し
て
暴
を
罰
す
る
を
知
る
や
。
吾

は
昔
者
の
三
代
の
聖
王
を
以
て
之
を
知
る
（
何
以
知
天
之
愛
百
姓
也
。
吾
以
賢
者
之

必
賞
善
罰
暴
也
。
何
以
知
賢
者
之
必
賞
善
罰
暴
也
。
吾
以
昔
者
三
代
之
聖
王
知
之
。
）
」

な
ど
で
あ
る
。

③
天
下
法
之
…
…
整
理
者
に
よ
れ
ば
、「
灋
」
字
の
省
略
し
た
形
が
「
法
」
字
で
あ
る
と

い
う
。
本
論
で
は
、「
規
範
と
す
る
」
の
意
で
解
釈
し
た
。

④
堯
舜
禹
湯
…
…
「
堯
舜
禹
湯
」
は
、
中
国
古
代
に
お
け
る
四
人
の
聖
王
。
丁
四
新
Ｄ

ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
堯
舜
禹
湯
」
と
四
王
の
み
を
並
列
さ
せ
て
用
い
る
例
は
、

『
墨
子
』
尚
賢
上
篇
「
尚
し
堯
舜
禹
湯
の
道
を
祖
述
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
将
に
以
て

も

賢
を
尚
ば
ざ
る
べ
か
ら
ず
（
尚
欲
祖
述
堯
舜
禹
湯
之
道
、
將
不
可
以
不
尚
賢
）
」
の

一
例
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、『
荀
子
』『
商
君
書
』『
戦
国
策
』『
説
苑
』
な
ど
の
文
献

に
も
、
「
堯
舜
禹
湯
」
の
四
王
を
併
称
す
る
用
例
が
存
在
す
る
た
め
、
墨
家
特
有
の

用
法
で
な
く
、
古
代
に
お
い
て
は
普
遍
的
な
用
法
で
あ
っ
た
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

浅
野
Ｇ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
墨
子
』
に
お
け
る
聖
王
の
並
称
は
、「
堯
舜
禹
湯
文

武
」
と
い
う
よ
う
に
、
前
述
し
た
四
王
に
周
の
文
王
と
武
王
と
を
加
え
た
用
法
な
ど
、

幾
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
存
在
す
る
。

⑤
貴
爲
天
子
富
有
天
下
…
…
整
理
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
貴
爲
天
子
」「
富
有
天
下
」

の
用
例
は
『
墨
子
』
内
に
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
節
葬
下
篇
に
「
故
に
三
王
は
、

皆
な
貴
き
こ
と
は
天
子
と
為
り
、
富
む
こ
と
は
天
下
を
有
つ
（
故
三
王
者
、
皆
貴
爲

天
子
、
富
有
天
下
）
」
と
あ
り
、
ま
た
兼
愛
下
篇
に
も
「
湯
は
、
貴
き
こ
と
は
天
子

と
為
り
、
富
む
こ
と
は
天
下
を
有
つ
（
湯
、
貴
爲
天
子
、
富
有
天
下
）
」
と
あ
る
。

ま
た
、
西
山
Ｈ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
墨
子
』
で
は
、
「
貴
爲
天
子
」
「
富
有
天

下
」
と
い
っ
た
用
法
を
、
非
命
下
篇
の
「
昔
三
代
の
暴
王
の
桀
紂
幽
厲
は
、
貴
き
こ

と
は
天
子
と
為
り
、
富
む
こ
と
は
天
下
を
有
つ
。
此
に
於
い
て
か
、
其
の
耳
目
の
欲

を
矯
む
る
而
わ
ず
し
て
、
其
の
心
意
の
辟
を

従

に
す
（
昔
三
代
暴
王
桀
紂
幽

お

さ

あ

た

ほ

し

い

ま

ま

厲
、
貴
爲
天
子
、
富
有
天
下
。
於
此
乎
、
不
而
矯
其
耳
目
之
欲
、
而
從
其
心
意
之
辟
）
」

の
よ
う
に
、
暴
王
に
用
い
る
場
合
も
あ
っ
た
。
前
者
の
聖
王
の
場
合
は
、
善
行
に
よ

っ
て
鬼
神
か
ら
賞
が
与
え
ら
れ
て
、
「
貴
爲
天
子
富
有
天
下
」
に
な
っ
た
と
い
う
意

味
で
、
後
者
の
暴
王
の
場
合
は
、
「
貴
爲
天
子
富
有
天
下
」
で
あ
っ
た
が
、
悪
行
に

よ
っ
て
鬼
神
か
ら
罰
が
降
さ
れ
た
と
意
味
で
あ
る
。
本
文
献
の
場
合
は
、
素
直
に
前
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者
の
意
味
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑥
長
年
有
譽
…
…
「
長
年
」
に
つ
い
て
、
丁
四
新
Ｄ
・
西
山
Ｈ
は
、「
長
寿
」
の
意
味
と

し
、
廖
名
春
Ｃ
・
浅
野
Ｇ
は
「
長
期
間
」
の
意
味
と
し
、
整
理
者
は
両
方
の
可
能
性

を
挙
げ
る
。
丁
四
新
氏
は
『
史
記
』
等
の
記
述
を
も
と
に
、
堯
舜
禹
が
長
寿
で
あ
っ

た
こ
と
を
説
き
、
西
山
氏
は
、
本
文
献
に
お
け
る
堯
舜
禹
湯
の
「
長
年
に
誉
れ
有
り
、

後
世
之
を
述
ぶ
」
と
い
う
一
文
と
、
桀
紂
幽
厲
の
「
身
没
せ
ず
し
て
天
下
の
笑
い
と

為
る
」
と
い
う
一
文
が
対
句
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
点
か
ら
も
「
長
年
」

を
「
長
寿
」
の
意
で
と
る
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。
本
論
で
は
、
文
意
と
し
て
妥
当
な

「
長
寿
」
説
に
従
っ
た
。

「

」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
舉
」
字
と
し
、「
成
就
」
の
意
と
す
る
。
廖

名
春
Ｃ
・
丁
四
新
Ｄ
ら
は
、「
譽
」
字
と
し
、「
名
誉
」
の
意
と
す
る
。
本
論
で
は
、

文
意
と
し
て
妥
当
な
「
譽
」
字
で
解
釈
し
た
。

⑦
述
…
…
「
遂
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、「
遂
」
字
の
ま
ま
「
安
定
」
の
意
で
解
釈

す
る
説
と
、
「
述
」
字
と
読
ん
で
「
従
う
」
の
意
で
解
釈
す
る
説
と
を
挙
げ
る
。
対

し
て
、
西
山
Ｈ
は
「
述
」
字
で
読
み
、
「
述
べ
る
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
も
し
「
従

う
」
の
意
で
解
釈
す
れ
ば
、
堯
舜
禹
湯
が
賞
さ
れ
た
「
理
由
」
（
仁
義
・
聖
智
あ
り

て
、
天
下
之
に
法
る
）
を
後
世
の
人
々
が
倣
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
述
べ

る
」
の
意
で
解
釈
す
れ
ば
、
堯
舜
禹
湯
が
賞
さ
れ
た
「
理
由
」
と
「
結
果
」
（
此
を

以
て
貴
き
こ
と
は
天
子
と
為
り
、
富
む
こ
と
は
天
下
を
有
ち
、
長
年
に
し
て
誉
れ
有

り
）
と
を
共
に
人
々
が
後
世
に
述
べ
伝
え
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
後
文

の
桀
紂
幽
厲
の
「
天
下
の
笑
い
と
為
る
」
は
、
暴
王
ら
が
行
っ
た
悪
行
（
「
理
由
」）

に
よ
っ
て
鬼
神
に
罰
さ
れ
、
そ
の
「
結
果
」
と
し
て
「
此
を
以
て
桀
は
鬲
山
に
折
ら

れ
て
、
受
は
岐
社
に
首
か
け
ら
れ
、
身
没
せ
ず
」
に
な
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
理

由
」
と
「
結
果
」
と
が
共
に
天
下
の
笑
い
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
文
脈
で
あ
ろ
う
。

先
の
聖
王
の
文
章
と
こ
の
暴
王
の
文
章
と
は
、
対
比
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

た
め
、
聖
王
の
場
合
も
、「
理
由
」
と
「
結
果
」
と
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
、「
述
べ

る
」
の
意
で
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

⑧
桀
受
幽
厲
…
…
「
桀
受
幽
厲
」
は
、
中
国
古
代
に
お
け
る
四
人
の
暴
王
。「
受
」
字
は

「
紂
」
字
と
通
じ
、
殷
の
紂
王
を
指
す
（
注
６
）
。「
萬
」
字
は
「
厲
」
字
で
読
み
、
西

周
の
厲
王
を
指
す
。

整
理
者
、
浅
野
Ｇ
、
西
山
Ｈ
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
四
人
の
暴
君
を
並

称
す
る
例
は
、
『
墨
子
』
に
散
見
さ
れ
る
。
用
例
と
し
て
は
、
天
志
上
篇
に
「
昔
三

代
の
聖
王
の
禹
湯
文
武
は
、
此
れ
天
意
に
順
い
て
賞
を
得
た
る
者
な
り
。
昔
三
代
の

暴
王
の
桀
紂
幽
厲
は
、
此
れ
天
意
に
反
し
て
罰
を
得
た
る
者
な
り
（
昔
三
代
聖
王
禹

湯
文
武
、
此
順
天
意
而
得
賞
者
也
。
昔
三
代
之
暴
王
桀
紂
幽
厲
、
此
反
天
意
而
得
罰

者
也
）」
と
あ
る
。

な
お
、
西
山
氏
に
よ
る
と
、「
桀
紂
幽
厲
」
の
四
字
で
併
称
す
る
例
は
、『
墨
子
』

内
に
一
五
例
あ
り
、
そ
の
他
の
先
秦
の
伝
世
文
献
に
は
、
『
管
子
』
『
慎
子
』
『
呂
氏

春
秋
』『
伊
文
子
』
等
に
数
例
見
ら
れ
る
だ
け
で
、『
墨
子
』
が
極
端
に
多
い
。
ま
た
、

整
理
者
や
浅
野
Ｇ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
聖
王
の
「
堯
舜
禹
湯
（
文
武
）
」
と
暴
王

の
「
桀
紂
幽
厲
」
と
を
対
比
さ
せ
る
構
造
は
、
『
墨
子
』
の
み
に
見
ら
れ
る
用
法
で

あ
り
、
本
文
献
も
そ
の
用
法
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
は
、
留
意
す
べ
き
で
あ
る
（
注
７
）
。

⑨
焚
聖
人
殺
諫
者
…
…
「
焚
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
焚
」
字
の
ま
ま
で
「
焚
焼
・

重
刑
の
一
つ
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
例
と
し
て
『
史
記
』
殷
本
紀
に
見
え
る
「
炮
烙

之
法
」（
『
史
記
集
解
』
に
よ
る
と
、
盛
ん
に
燃
や
し
た
炭
火
の
上
に
、

膏

を
塗
っ

あ

ぶ

ら

た
銅
の
柱
を
置
く
。
そ
の
上
を
罪
人
に
歩
か
せ
る
と
、
膏
で
滑
っ
て
火
の
中
に
落
ち

焚
死
す
る
、
と
い
う
刑
）
を
挙
げ
て
い
る
。
本
論
で
は
、
「
焚
」
字
の
ま
ま
「
焼
き

殺
す
」
の
意
で
解
釈
し
た
。



（ 33 ）

「
訐
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
訐
」
字
の
ま
ま
「
そ
し
る
・
非
難
す
る
・
あ

ば
く
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
陳
偉
Ａ
・
丁
四
新
Ｄ
ら
は
、
「
訐
」
字
を
「
諫
」
字
に

改
め
る
。
ま
た
、
西
山
Ｈ
も
「
諫
」
字
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
説
の
補
強
と
し
て
、

『
説
苑
』
権
謀
篇
の
「
孫
伯
曰
く
、
『
昔
桀
は
諫
者
を
罪
し
、
紂
は
聖
人
を
焚
し
、

王
子
比
干
の
心
を
剖
く
（
孫
伯
曰
、
昔
桀
罪
諫
者
、
紂
焚
聖
人
、
剖
王
子
比
干
之
心
）
」

と
い
う
一
文
を
挙
げ
、
桀
が
「
諫
者
」
を
罪
し
た
と
い
う
記
述
が
伝
世
文
献
中
に
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
な
お
、
こ
の
権
謀
篇
に
は
、
紂
王
が
「
聖
人
を
焚

し
」
た
と
い
う
記
述
も
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
前
述
し
た
「
焚
」
字
で
「
焼

き
殺
す
」
の
意
と
す
る
解
釈
の
根
拠
と
な
り
得
る
。

⑩
此
以
桀
折
於
鬲
山
而
受
首
於
岐
社
…
…
「
折
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、「
折
」
字

が
『
説
文
』
で
「
斷
也
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
、
「
傷
つ
い
て
敗
れ
る
」
の
意
で
解
釈

す
る
。
本
論
も
こ
れ
に
依
る
。
「
鬲
山
」
は
地
名
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
伝
世

文
献
中
に
は
見
え
な
い
。
た
だ
し
、
上
博
楚
簡
『
容
成
氏
』
に
「
桀
乃
ち
之
れ
鬲
山

氏
に
逃
ぐ
。
湯
従
い
て
之
を
攻
む
る
或
り
（
桀
乃
逃
之
鬲
山
氏
。
湯
或
從
而
攻
之
）
」

お

と
あ
り
、
ま
た
、
『
太
平
御
覧
』
巻
八
十
二
『
皇
王
部
七
』
に
引
く
『
尸
子
』
の
佚

文
に
「
桀
放
於
歴
山
」
と
あ
る
。
整
理
者
に
よ
る
と
、
「
歴
」
字
と
「
鬲
」
字
は
音

通
す
る
と
い
う
。
恐
ら
く
、
当
時
、
夏
の
桀
王
は
禹
と
戦
い
、「
鬲
山
」（
歴
山
）
に

て
敗
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

「
岐
社
」
と
は
、
周
王
の
一
族
の
宗
廟
と
社
稷
で
、
岐
山
に
設
け
ら
れ
た
。
『
墨

子
』
非
攻
下
篇
に
「
赤
鳥
は
珪
を
銜
み
、
周
の
岐
社
に
降
り
、
曰
く
、『
天
は
周
の

ふ

く

文
王
に
命
じ
て
殷
を
伐
ち
国
を
有
た
し
む
』
と
（
赤
鳥
銜
珪
、
降
周
之
岐
社
、
曰
、

天
命
周
文
王
伐
殷
有
國
）
」
と
あ
る
。
整
理
者
は
、
紂
王
の
首
級
を
岐
社
に
献
じ
た

記
録
が
古
書
に
は
見
え
な
い
と
説
い
て
い
る
が
、
西
山
Ｈ
は
、
『
逸
周
書
』
世
俘
篇

に
「
武
王
の
在
祀
た
る
や
、
太
師
は
商
王
紂
の
首
を
懸
く
る
白
旂
・
妻
の
二
首
を
か

く
る
赤
旂
を
負
い
、
乃
ち
以
て
先
ず
馘
入
り
、
周
廟
に
燎
す
（
武
王
在
祀
、
太
師
負

商
王
紂
懸
首
白
旂
妻
二
首
赤
旂
、
乃
以
先
馘
入
、
燎
于
周
廟
）
」
と
、
周
廟
に
て
紂

の
首
を
献
じ
る
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
論
で
は
、
「
首
」
字
を
「
首
を
献
上
す
る
」
の
意

で
解
釈
し
、「
首
さ
ら
す
」
と
訓
ん
だ
。

⑪
身
不
没
…
…
「
身
不
没
」
は
、
整
理
者
・
丁
四
新
Ｄ
・
西
山
Ｈ
が
指
摘
す
る
よ
う
に

「
天
寿
を
全
う
せ
ず
に
死
ぬ
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
用
例
は
、
『
左
伝
』
僖
公
二
二

年
「
楚
王
其
れ
没
せ
ざ
ら
ん
か
な
（
楚
王
其
不
沒
乎
）」
の
杜
注
に
、「
以
て
寿
終
せ

ず
（
不
以
壽
終
）」
と
あ
る
。

⑫
及
伍
子
胥
者
天
下
之
聖
人
也
䲭
夷
而
死
…
…
「
伍
子
胥
」
は
楚
の
人
で
あ
る
。『
史
記
』

列
伝
の
ほ
か
、
『
左
伝
』
や
『
国
語
』
に
そ
の
記
事
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
伍
子
胥
の
一
族
は
代
々
楚
に
仕
え
て
い
た
が
、
楚
の
平
王
に
よ
っ
て
父
の
伍
奢

と
兄
の
伍
尚
が
謀
殺
さ
れ
た
た
め
、
伍
子
胥
は
呉
に
亡
命
し
、
そ
の
後
、
呉
王
闔
閭

の
重
臣
と
し
て
任
用
さ
れ
、
楚
の
都
・
郢
を
陥
落
さ
せ
る
な
ど
の
功
績
を
挙
げ
た
。

し
か
し
、
闔
廬
が
越
と
の
戦
い
で
戦
死
し
、
夫
差
が
王
位
に
即
く
と
、
夫
差
か
ら
嫌

疑
を
か
け
ら
れ
、
伍
子
胥
は
自
死
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
死
の
間
際
、
呉
が
越
に
滅

ぼ
さ
れ
る
と
発
言
し
た
こ
と
が
夫
差
の
怒
り
を
買
い
、
伍
子
胥
の
遺
体
は
埋
葬
さ
れ

ず
、
長
江
に
投
げ
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
。

「
䲭
夷
」
は
、
革
嚢
の
こ
と
。
伍
子
胥
が
死
後
䲭
夷
に
入
れ
ら
れ
た
記
録
は
、『
史

記
』
伍
子
胥
列
伝
に
「
呉
王
之
を
聞
き
て
大
い
に
怒
り
、
乃
ち
子
胥
の
尸
を
取
り
て

以
て
䲭
夷
の
革
に
盛
り
、
之
を
江
中
に
浮
か
ば
し
む
。
（
吳
王
聞
之
大
怒
、
乃
取
子

胥
尸
盛
以
䲭
夷
革
、
浮
之
江
中
）」
と
あ
り
、『
史
記
集
解
』
で
は
、
こ
の
「
䲭
夷
」

に
つ
い
て
「
応
劭
曰
く
、
『
馬
革
を
取
り
て
䲭
夷
と
為
す
。
䲭
夷
は
、
榼
形
な
り
』

と
」
と
注
し
て
い
る
。
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「
聖
人
」
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
人
格
品
徳
が
最
高
の
人
」
と
し
、
廖
名
春
Ｃ

は
「
賢
能
の
人
」
と
す
る
。
前
者
の
場
合
で
は
、
父
や
兄
へ
の
復
讐
を
果
た
し
た
「
孝

悌
」
や
、
呉
王
に
対
す
る
「
忠
義
」
か
ら
「
聖
人
」
と
見
な
さ
れ
、
後
者
の
場
合
で

は
、
呉
の
富
国
強
兵
に
対
す
る
功
績
か
ら
「
聖
人
」
と
見
な
さ
れ
た
と
解
釈
で
き
よ

う
。
た
だ
、
本
文
だ
け
で
は
何
方
の
意
図
か
判
断
で
き
な
い
た
め
、
本
論
で
は
両
者

の
意
図
を
含
み
、「
聖
人
」
の
ま
ま
で
解
釈
す
る
。

⑬
榮
夷
公
天
下
之
亂
人
也
長
年
而
没
…
…
「
榮
夷
公
」
は
、
西
周
末
の
人
物
で
あ
る
。

西
周
の
厲
王
の
執
政
を
行
い
、
利
益
の
独
占
を
好
ん
だ
た
め
、
民
衆
の
反
乱
を
招
い

た
と
さ
れ
る
（
注
８
）
。
整
理
者
は
、
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、「
榮
夷
公
」
と
「
傳

公
夷
」（
幽
王
の
臣
下
）
の
並
称
と
し
て
、「
榮
傳
公
」
と
読
む
説
も
挙
げ
て
い
る
が

（
「
矛
」
字
の
音
と
「
傳
」
字
の
古
音
は
近
く
、
音
通
す
る
）
、
本
論
で
は
、
「
榮
夷

公
」
と
し
て
解
釈
し
た
。

な
お
、『
墨
子
』
所
染
篇
に
は
、「
夏
の
桀
は
干
辛
・
推
哆
に
染
み
、
殷
の
紂
は
崇

侯
・
悪
来
に
染
み
、
厲
王
は
厲
公
長
父
・
栄
夷
終
に
染
み
、
幽
王
は
傅
公
夷
・
蔡
公

穀
に
染
む
。
此
の
四
王
は
、
染
む
る
所
当
ら
ず
。
故
に
国
は
残
せ
ら
れ
、
身
は
死
し

て
天
下
の
僇
と
為
る
。
天
下
の
不
義
辱
人
を
挙
ぐ
る
と
は
、
必
ず
此
の
四
王
の
者
を

称
す
」（
注
９
）

と
、
悪
臣
を
用
い
て
悪
に
染
ま
っ
た
四
王
（
桀
・
紂
・
幽
・
厲
）
を

挙
げ
、
そ
の
後
に
「
斉
の
桓
は
管
仲
・
鮑
叔
に
染
み
、
晋
の
文
は
舅
犯
・
高
偃
に
染

み
、
楚
の
荘
は
孫
叔
・
沈
尹
に
染
み
、
呉
の
闔
閭
は
伍
員
・
文
義
に
染
ま
り
、
越
の

句
践
は
范
蠡
・
大
夫
種
に
染
む
。
此
の
五
君
は
、
染
む
る
所
当
た
る
。
故
に
諸
侯
に

霸
と
な
り
、
功
名
は
後
世
に
伝
う
」
と
（
注

）
、
良
臣
を
用
い
て
覇
者
と
な
っ
た
五

10

覇
（
斉
の
桓
公
・
晋
の
文
公
・
楚
の
荘
王
・
呉
の
闔
閭
・
越
の
勾
践
）
を
挙
げ
、
両

者
を
対
比
さ
せ
る
文
章
が
存
在
す
る
。
こ
の
悪
臣
の
例
と
し
て
栄
夷
終
（
栄
夷
公
）

を
挙
げ
、
ま
た
良
臣
の
例
と
し
て
伍
員
（
伍
子
胥
）
を
挙
げ
る
点
は
、
本
文
献
と
一

致
し
て
い
る
。
西
山
Ｈ
に
よ
る
と
、
先
秦
の
伝
世
文
献
に
お
い
て
、
良
臣
と
悪
臣
と

の
対
比
で
、
伍
子
胥
と
栄
夷
公
と
を
対
比
さ
せ
る
用
例
は
、
こ
の
『
墨
子
』
所
染
篇

以
外
で
は
『
呂
氏
春
秋
』
當
染
篇
に
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
。

「
乱
人
」
と
い
う
言
葉
は
、
先
秦
の
伝
世
文
献
中
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
文
意
か

ら
推
察
す
る
に
、
恐
ら
く
上
記
の
「
聖
人
」
と
相
対
す
る
概
念
で
あ
ろ
う
。

⑭
如
…
…
整
理
者
は
、「
女
」
字
を
「
汝
」
字
と
し
、
二
人
称
の
意
で
解
釈
す
る
。
一
方
、

丁
四
新
Ｄ
は
整
理
者
が
本
文
献
を
「
対
話
文
」
と
判
断
し
た
こ
と
、
竹
簡
が
断
裂
し

て
い
る
こ
と
か
ら
押
し
広
げ
て
「
冒
頭
部
分
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
見
な
し
た

こ
と
に
間
違
い
が
あ
る
と
し
、
そ
も
そ
も
本
文
献
は
対
話
文
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
、

陳
偉
Ａ
の
「
女
」
字
を
「
如
」
字
と
し
て
「
仮
定
」
の
意
で
解
釈
す
る
説
を
と
る
。

西
山
Ｈ
も
「
女
」
字
を
「
如
」
字
と
読
み
、
該
当
部
分
と
類
似
す
る
表
現
と
し
て
、

『
墨
子
』
非
命
下
篇
の
「
天
下
の
治
む
る
や
、
湯
武
の
力
な
り
。
天
下
の
乱
る
る
や
、

桀
紂
の
罪
な
り
。
若
し
此
れ
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、
夫
の
安
危
治
乱
は
上
の
政
を
為

す
に
存
る
な
り
。
則
ち
夫
れ
豈
に
命
有
り
と
謂
う
べ
け
ん
や
（
天
下
之
治
也
、
湯
武

之
力
也
。
天
下
之
亂
也
、
桀
紂
之
罪
也
。
若
以
此
觀
之
、
夫
安
危
治
亂
存
乎
上
之
爲

政
也
。
則
夫
豈
可
謂
有
命
哉
）
」
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
西
山
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の

非
命
下
篇
の
よ
う
に
、
前
文
に
人
物
の
例
を
挙
げ
た
後
、
そ
こ
か
ら
後
文
の
結
論
へ

と
帰
納
す
る
際
、
そ
の
間
に
「
若
以
此
觀
之
」
と
い
っ
た
仮
定
を
意
味
す
る
こ
と
ば

が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
と
同
型
で
あ
る
本
文
献
の
場

合
も
、
同
様
に
仮
定
の
言
葉
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
論
で
は
、
本
文
献
は
対
話
文
で
は
無
く
、
あ
る
人
物

が
「
鬼
神
に
は
明
知
で
あ
る
場
合
と
明
知
で
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
論

じ
た
文
章
で
あ
る
と
推
定
し
、「
如
」
字
で
と
っ
て
仮
定
の
意
と
解
釈
し
た
。

⑮
故
吾
因
加
…
…
整
理
者
は
、
「
加
」
字
を
「
嘉
」
字
と
し
、「
賛
同
」
の
意
で
解
釈
す
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る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
解
釈
す
れ
ば
、
「
前
文
の
事
例
（
善
人
で
も
賞
さ
れ
な
い
こ

と
が
あ
り
、
悪
人
で
も
罰
せ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
）
」
に
対
し
て
、
論
者
が
ま
ず

賛
同
し
、
そ
の
後
に
続
け
て
「
鬼
神
が
不
明
」
で
あ
る
こ
と
に
は
原
因
が
あ
る
と
主

張
し
た
、
と
い
う
文
意
に
な
る
。

一
方
、
廖
名
春
Ｃ
・
丁
四
新
Ｄ
・
西
山
Ｈ
は
、
「
加
」
字
の
ま
ま
「
～
を
付
け
加

え
る
」
の
意
で
解
釈
す
る
。「
加
」
字
の
掛
か
る
範
囲
に
つ
い
て
、
廖
名
春
氏
は
「
鬼

神
不
明
則
必
有
故
」
ま
で
と
し
、
丁
四
新
氏
・
西
山
氏
は
、
「
鬼
神
不
明
」
ま
で
と

す
る
。
前
者
の
場
合
は
、「
故
に
、
私
は
『
鬼
神
に
は
明
知
で
な
い
場
合
が
あ
れ
ば
、

必
ず
理
由
が
あ
る
』
と
い
う
考
え
を
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
」
と
な
り
、
後
者
の
場

合
は
、
「
故
に
、
私
は
『
鬼
神
に
は
明
知
で
な
い
場
合
が
あ
る
』
と
い
う
考
え
を
付

け
加
え
た
の
で
あ
る
」
と
な
る
。
本
文
献
の
論
題
は
「
鬼
神
に
は
明
知
で
あ
る
場
合

と
明
知
で
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
」
で
あ
る
た
め
、
論
者
が
付
け
加
え
た
部
分
は
、

伍
子
胥
や
栄
夷
公
な
ど
を
例
と
す
る
「
鬼
神
の
明
知
で
な
い
場
合
」
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
論
で
は
「
加
」
字
の
ま
ま
「
～
を
付
け
加
え
る
」

の
意
で
と
り
、
そ
の
掛
か
る
範
囲
を
「
鬼
神
不
明
」
ま
で
と
解
釈
し
た
。

⑯
意
…
…
「
意
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
推
測
、
予
想
」
の
意
と
解
釈
す
る
。
丁

四
新
Ｄ
・
黄
人
二
Ｅ
ら
は
「
そ
も
そ
も
（
抑
）」
の
意
で
解
釈
す
る
。
本
論
も
、「
そ

も
そ
も
」
の
意
で
解
釈
し
た
。

第
二
節

『
鬼
神
之
明
』
考
察

本
節
で
は
、
前
節
の
釈
文
を
も
と
に
、『
鬼
神
之
明
』
の
考
察
を
試
み
る
。

ま
ず
、
本
文
献
の
性
質
で
あ
る
が
、
有
力
と
さ
れ
て
い
る
の
は
『
墨
子
』
の
佚
文
と

す
る
説
で
あ
る
。
整
理
者
が
述
べ
る
よ
う
に
、
本
文
献
と
『
墨
子
』
に
は
多
く
の
類
似

点
が
存
在
す
る
。

ま
ず
、
そ
の
鬼
神
観
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
文
献
で
説
か
れ
る
鬼
神
は
、
人
間
社
会

を
監
視
す
る
明
知
を
有
し
、
人
々
の
行
い
の
善
悪
に
応
じ
て
吉
凶
禍
福
を
与
え
る
存
在

で
あ
り
、
こ
れ
は
『
墨
子
』
の
明
記
論
に
て
説
か
れ
る
鬼
神
と
一
致
し
て
い
る
。
例
え

ば
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に
て
、
墨
子
が
国
家
を
治
め
万
民
を
利
す
る
為
に
鬼
神
信
仰
の

必
要
性
を
説
い
た
一
節
に
、「
是
を
以
て
吏
官
府
を
治
む
る
の
絜
廉
な
ら
ず
、
男
女
の
別

無
し
と
為
す
者
、
鬼
神
之
を
見
る
。
民
の
淫
暴
・
寇
乱
・
盜
賊
を
為
し
、
兵
刃
・
毒
薬
・

水
火
を
以
て
、
罪
無
き
人
を
道
路
に
退
め
、
人
車
馬
衣
裘
を
奪
い
て
以
て
自
ら
利
す
る

と

ど

者
、
鬼
神
之
を
見
る
有
り
。
是
を
以
て
吏
官
府
を
治
む
る
や
、
敢
て
絜
廉
な
ら
ず
ん
ば

あ
ら
ず
、
善
を
見
て
敢
て
賞
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
暴
を
見
て
敢
て
罪
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。

…
…
是
を
以
て
天
下
治
ま
る
。
故
に
鬼
神
の
明
は
、
幽
間
・
広
沢
・
山
林
・
深
谷
を
為

す
べ
か
ら
ず
、
鬼
神
の
明
必
ず
之
を
知
る
。
鬼
神
の
罰
は
、
富
貴
・
衆
強
・
勇
力
・
強

武
・
堅
甲
・
利
兵
を
為
す
べ
か
ら
ず
、
鬼
神
の
罰
必
ず
之
に
勝
る
。
」（
注

）
と
あ
る
。『
墨

11

子
』
に
お
け
る
鬼
神
は
、
常
に
人
間
社
会
を
監
視
し
、
そ
の
明
知
は
奥
深
い
と
こ
ろ
や

広
い
沢
、
山
林
や
深
谷
で
あ
っ
て
も
必
ず
及
び
、
悪
人
に
対
し
て
降
す
罰
は
、
富
貴
や

武
力
で
は
遮
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
い
う
超
越
的
な
存
在
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
。

本
文
献
で
も
、
鬼
神
を
こ
う
し
た
「
人
生
・
天
地
万
物
の
主
宰
者
」
と
し
て
見
な
し
て

お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
う
し
た
鬼
神
観
だ
け
で
な
く
、
本
文
献
の
用
法
や
思
想
が
『
墨
子
』
と
類

似
し
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
前
節
の
語
注
に
も
度
々
示
し
て
き
た
。
用
法
に
関
し
て
言

え
ば
、「
賞
善
罰
暴
」「
貴
爲
天
子
」「
富
有
天
下
」「
桀
紂
幽
厲
」
の
よ
う
に
、『
墨
子
』

に
多
く
見
ら
れ
る
用
法
が
、
本
文
献
中
に
散
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま

た
、
思
想
に
関
し
て
言
え
ば
、
古
の
「
聖
王
」
と
「
暴
王
」
と
を
比
較
し
、
そ
れ
ら
の

行
い
の
違
い
に
よ
っ
て
「
鬼
神
」
が
「
賞
」「
罰
」
を
降
し
た
と
説
く
点
や
、
個
人
の
禍

福
に
対
し
て
「
鬼
神
」
の
働
き
（
賞
罰
）
を
介
入
さ
せ
て
解
釈
す
る
点
、
そ
の
例
と
し
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て
古
の
君
王
を
用
い
る
点
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
多
数
の
類
似
点
は
、
本
文

献
が
墨
家
に
関
連
す
る
文
献
で
あ
っ
た
こ
と
の
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

浅
野
Ｇ
は
、
整
理
者
と
同
様
に
、
本
文
献
を
『
墨
子
』
に
お
け
る
佚
文
と
推
測
し
た

上
で
、
本
文
献
が
『
墨
子
』
の
何
処
に
収
録
さ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
、
結
論
と
し

て
以
下
の
三
つ
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
つ
目
は
、『
墨
子
』
耕
注
篇
以
下
の
説

話
類
の
佚
文
で
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。
浅
野
氏
は
、
本
文
献
を
対
話
文
と
見
な
し
て

い
る
た
め
、
仮
に
本
文
献
が
『
墨
子
』
の
説
話
類
の
佚
文
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
論
者

は
墨
子
で
、
相
手
は
無
鬼
を
主
張
す
る
立
場
の
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
墨
子
』
の
説

話
類
の
中
に
、
墨
子
と
儒
者
の
公
孟
と
の
鬼
神
に
関
す
る
議
論
や
、
鬼
神
に
対
し
て
疑

念
を
抱
い
た
門
人
と
墨
子
と
の
問
答
等
（
注

）

が
存
在
す
る
こ
と
が
、
こ
の
説
の
根
拠

12

で
あ
る
。
二
つ
目
は
、『
墨
子
』
の
先
頭
に
配
置
さ
れ
て
い
る
親
士
・
修
身
・
所
染
等
の

諸
篇
の
佚
文
で
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
文
献
に
見
ら
れ
る
聖
王
の
堯
舜

禹
湯
と
暴
王
の
桀
紂
幽
厲
と
の
対
比
や
、
伍
子
胥
と
栄
夷
公
の
対
比
な
ど
が
、
上
記
の

諸
篇
に
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
現
在
は
散
佚
し
て
し
ま
っ
た
『
墨
子
』

明
鬼
上
篇
か
明
鬼
中
篇
の
佚
文
で
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。

一
方
、
李
鋭
Ｂ
は
、
明
鬼
を
主
張
し
た
い
墨
子
が
、
わ
ざ
わ
ざ
鬼
神
に
不
明
な
と
こ

ろ
が
あ
る
と
主
張
す
る
文
章
を
明
鬼
篇
中
に
入
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
、
明

鬼
上
篇
か
明
鬼
中
篇
の
佚
文
で
あ
っ
た
と
い
う
説
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
、
浅
野
氏
は
、
そ
も
そ
も
明
鬼
論
自
体
が
立
証
の
困
難
な
議
題
で
あ
り
、
正
面
か
ら

の
質
問
に
対
し
て
は
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
し
、
本
文
献
が
明
鬼
中
・
下
篇
で

あ
っ
て
も
矛
盾
は
生
じ
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
根
拠
と
し
て
、
浅
野
氏
は
、
明
鬼
下

篇
に
「
若
し
鬼
神
を
し
て
請
に
亡
か
ら
し
む
も
、
是
れ
乃
ち
其
の
為
る
所
の
酒
醴
粢
盛

の
財
を
費
や
す
の
み
。
且
つ
夫
れ
之
を
費
や
す
は
、
特
だ
之
を
汙
壑
に
注
ぎ
て
之
を
棄

つ
に
非
ざ
る
な
り
。
內
は
宗
族
、
外
は
鄉
里
、
皆
な
得
て
具
に
之
を
飲
食
す
。
鬼
神
請

に
亡
か
ら
し
む
る
と
雖
も
、
此
れ
猶
お
以
て
驩
を
合
わ
せ
衆
を
聚
め
、
親
を
郷
里
に
取

る
べ
し
」（
注

）

と
、
遂
に
は
墨
子
自
身
が
「
無
鬼
」
論
を
主
張
す
る
に
至
っ
て
し
ま
っ

13

た
一
文
を
、
実
例
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
浅
野
氏
の
説
を
取
り
上
げ
て
み
た
が
、
果
た
し
て
本
文
献
は
『
墨

子
』
の
佚
文
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
の
立
場
と
し
て
は
、
本
文
献
を
『
墨
子
』
の
佚

文
と
す
る
説
に
は
従
わ
ず
、
墨
家
の
後
学
の
手
に
よ
る
著
作
で
あ
っ
た
と
い
う
説
を
支

持
し
た
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
本
文
献
を
『
墨
子
』
の
佚
文
で
は
な
い
と
考
え
た
理
由
に

つ
い
て
、
以
下
に
説
明
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
浅
野
氏
は
本
文
献
を
対
話
文
と
し
た
上
で
、『
墨
子
』
耕
注
篇
以
下
の
説
話
類

の
佚
文
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
前
節
の
語
注
⑭
で
も
示
し

た
よ
う
に
、「
女
」
字
を
二
人
称
の
「
汝
」
字
で
は
無
く
、
仮
定
の
「
如
」
字
と
解
釈
す

れ
ば
、
必
ず
し
も
本
文
献
が
対
話
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
既
に
浅
野
氏
も
説
い
て
い
る
が
、
墨
子
は
門
人
や
或
い
は
論
敵
に

対
し
て
は
「
汝
」
と
は
称
さ
ず
に
、
い
ず
れ
の
場
合
も
「
子
」
と
称
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、『
鬼
神
之
明
』
の
「
女
」
字
が
「
汝
」
字
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、『
墨
子
』

の
説
話
類
の
佚
文
と
し
て
は
疑
問
が
残
り
、
ま
た
「
如
」
字
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ

も
そ
も
対
話
文
で
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
く
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
浅
野
氏
は
、
明
鬼
下
篇
に
お
い
て
墨
子
自
身
が
遂
に
は
「
無
鬼
」
論
を
主
張

す
る
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
実
例
が
あ
る
た
め
、
本
文
献
が
明
鬼
篇
の
佚
文
で
あ
っ
た
と

し
て
も
問
題
が
無
い
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
見
解
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に

墨
子
は
「
無
鬼
」
の
立
場
を
と
る
門
人
や
論
敵
に
対
し
て
、
明
言
を
避
け
る
回
答
を
す

る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
た
だ
論
点
を
逸
ら
す
だ
け
で
な
く
、
墨
子
は
し
っ
か
り
と
反
駁

の
姿
勢
を
も
っ
て
回
答
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
掲
し
た
明
鬼
下
篇
の

「
若
し
鬼
神
を
し
て
請
に
亡
か
ら
し
む
も
…
…
」
と
い
う
墨
子
の
回
答
を
例
に
と
る
と
、

そ
も
そ
も
質
問
者
の
質
問
が
「
鬼
神
を
信
ず
る
こ
と
が
親
の
利
や
孝
子
の
害
に
な
る
の

で
は
な
い
か
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
墨
子
の
回
答
が
「
鬼
神
が
い
た
と
す
れ
ば
、
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自
身
の
祖
先
神
で
あ
る
鬼
神
に
飲
食
し
て
も
ら
え
る
利
益
が
あ
り
、
た
と
え
鬼
神
が
い

な
く
て
も
郷
里
の
人
々
で
飲
食
し
、
親
密
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
で
あ
っ
た
。
こ
の

問
答
に
お
け
る
墨
子
は
、
あ
く
ま
で
鬼
神
が
「
い
る
場
合
」
と
「
い
な
い
場
合
」
の
利

益
の
差
に
相
違
が
無
い
こ
と
を
提
示
し
た
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
取
っ
て
墨
子
が
「
無
鬼
」

論
を
主
張
す
る
に
至
っ
た
と
判
断
す
る
の
は
、
多
少
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
一
方
、
本
文
献
の
論
者
は
「
其
の
力
能
く
至
れ
ど
も
為
さ
ざ
り
し
か
。
吾
知
ら
ざ

る
な
り
。
意
、
其
の
力
固
よ
り
至
る
能
わ
ざ
り
し
か
。
吾
或
い
は
知
ら
ざ
る
な
り
」
と
、

鬼
神
の
力
の
有
無
を
問
う
た
上
で
、
自
身
は
知
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
回
答

の
放
棄
で
あ
り
、
明
言
を
避
け
な
が
ら
も
、
質
問
に
対
し
て
し
っ
か
り
と
反
駁
の
姿
勢

を
見
せ
る
墨
子
の
態
度
と
は
、
一
線
を
画
し
て
い
る
。
ま
た
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に
「
則

ち
此
れ
言
う
こ
こ
ろ
は
、
鬼
神
の
賞
す
る
所
、
小
と
無
く
必
ず
之
を
賞
す
。
鬼
神
の
罰

す
る
所
、
大
と
無
く
必
ず
之
を
罰
す
」（
注

）

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
文
献
の
「
善
な
る

14

者
も
賞
せ
ざ
る
こ
と
或
り
て
、
暴
な
る
者
も
罰
せ
ざ
る
こ
と
或
り
」
と
い
う
一
文
と
相

反
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
も
し
本
文
献
が
明
鬼
篇
の
佚
文
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
連
続

す
る
同
じ
明
鬼
篇
の
中
に
、
こ
れ
程
ま
で
に
思
想
の
異
な
る
文
章
が
あ
っ
た
と
は
考
え

難
い
の
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
た
結
果
、
本
論
で
は
本
文
献
が
『
墨
子
』
の
佚
文
で
は
な
い
と
考
え

た
（
注

）
。
で
は
、
墨
家
に
関
係
し
、
ま
た
『
墨
子
』
の
佚
文
で
な
い
と
す
れ
ば
、
考

15

え
ら
れ
る
の
は
墨
家
の
後
学
に
よ
る
著
作
で
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
論

で
は
、
本
文
献
を
墨
家
の
後
学
の
著
作
と
判
断
し
、
考
察
を
進
め
て
い
く
。

ま
ず
、
本
文
献
を
墨
家
の
後
学
の
著
作
で
あ
る
と
推
定
し
た
場
合
、
そ
の
成
立
の
要

因
に
は
大
き
く
三
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
目
は
、
墨
子
の
明
鬼
論
を
継
承
し
た
後
学
が
、
学
団
外
の
人
物
、
つ
ま
り
墨
家

に
と
っ
て
の
論
敵
に
対
し
て
宛
て
た
回
答
文
で
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。『
墨
子
』
の
文

中
に
お
い
て
、
墨
子
は
「
無
鬼
」
の
立
場
の
者
た
ち
と
論
争
を
繰
り
広
げ
て
お
り
、
ま

た
墨
子
以
降
の
後
学
も
、
そ
の
意
思
を
受
け
継
い
で
い
た
。
例
え
ば
、『
意
林
』
に
引
か

れ
た
佚
書
『
董
子
』
に
「
董
子
曰
く
、『
子
の
鬼
神
を
信
ず
る
や
、
何
ぞ
踵
を
以
て
結
び

を
解
く
に
異
な
ら
ん
。
終
に
益
無
き
な
り
』
と
。
纏
子
応
ず
る
能
わ
ず
（
董
子
曰
、
子

信
鬼
神
、
何
異
以
踵
解
結
。
終
無
益
也
。
纏
子
不
能
應
）」
と
、
墨
家
の
纏
子
と
儒
家
の

董
無
心
と
が
、
墨
子
の
死
後
も
鬼
神
の
有
無
に
関
し
て
議
論
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
で
は
、
墨
家
の
後
学
か
ら
そ
の
論
敵
に
対
す
る
回
答
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

何
故
鬼
神
の
明
知
に
対
し
て
疑
念
を
抱
い
た
よ
う
な
表
現
を
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
そ

も
そ
も
墨
子
の
明
鬼
論
自
体
が
墨
子
の
方
便
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
後
学
の
段
階

に
お
い
て
そ
の
矛
盾
が
よ
り
際
立
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
注

）
。

16

つ
ま
り
、
本
文
献
は
墨
家
の
後
学
が
論
敵
に
対
抗
す
る
た
め
の
回
答
文
で
あ
っ
た
が
、

畢
竟
そ
の
内
容
は
論
理
矛
盾
を
孕
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
一
つ
目
の

可
能
性
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
墨
家
の
後
学
の
う
ち
、
明
鬼
論
を
継
承
せ
ず
、
む
し
ろ
鬼
神
に
対
し
て

疑
念
を
抱
い
た
学
派
が
、
鬼
神
の
疑
念
を
表
明
し
よ
う
と
し
て
著
し
た
も
の
で
あ
っ
た

可
能
性
で
あ
る
。
墨
子
の
死
後
、
墨
家
教
団
は
分
裂
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。『
荘
子
』
天

下
篇
に
「
相
里
勤
の
弟
子
・
五
侯
の
徒
、
南
方
の
墨
者
苦
獲
・
已
齒
・
鄧
陵
子
の
属
、

俱
に
墨
経
を
誦
す
。
而
る
に
倍
譎
し
て
同
じ
か
ら
ず
、
別
墨
と
相
い
謂
う
」（
注

）

と
あ

17

り
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
墨
子
の
死
後
、
墨
家
教
団
内
で
分
裂
が
生
じ
、
そ
の
分
裂
し
た

学
派
は
互
い
に
対
立
し
、
他
学
派
を
「
別
墨
」
と
称
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、『
韓
非

子
』
顕
学
篇
に
も
「
墨
子
の
死
せ
し
よ
り
、
相
里
氏
の
墨
有
り
、
相
夫
氏
の
墨
有
り
、

鄧
陵
氏
の
墨
有
り
。
故
に
孔
・
墨
の
後
、
儒
は
分
れ
て
八
と
為
り
、
墨
は
離
れ
て
三
と

為
り
、
取
舍
し
て
相
反
し
、
同
じ
か
ら
ず
。
而
し
て
皆
な
自
ら
真
の
孔
・
墨
と
謂
い
、

孔
・
墨
復
生
す
べ
か
ら
ず
」（
注

）

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
孔
子
の
死
後
、
儒
家
は

18

八
つ
の
学
派
に
分
か
れ
、
墨
子
の
死
後
、
墨
子
は
三
つ
の
学
派
に
分
か
れ
、
何
れ
も
自

己
の
学
派
が
最
も
孔
子
や
墨
子
の
意
志
を
継
承
し
て
い
る
と
称
し
、
再
び
一
つ
の
教
団
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に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

墨
家
の
分
裂
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
そ
の
詳
細
を
伝
え
る
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
た

め
、
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
恐
ら
く
は
、
教
義
の
相
違
や
指
導
者
の
権
力
闘
争
な
ど

が
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し
教
義
の
相
違
が
分
裂
の
原
因
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
学
派
毎
に
教
義
へ
の
優
先
度
や
信
仰
の
度
合
い
に
差
異
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
墨
家
教
団
内
に
鬼
神
に
対
し
て
疑
念
を
抱
く
者
が
い
た
こ
と
は
、『
墨
子
』

説
話
類
に
お
け
る
墨
子
と
門
人
と
の
問
答
に
も
明
ら
か
で
あ
り
（
注

）
、
教
団
の
分
裂

19

後
、
こ
う
し
た
鬼
神
に
疑
念
を
抱
く
学
派
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
様
な
学
派
を
し
て
も
、
墨
家
の
偉
大
な
る
祖
で
あ
っ
た
墨
子
が
提
唱
し

た
明
鬼
論
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
畢
竟
鬼
神
の
明
知
に
つ
い
て
肯
定
と

も
否
定
と
も
つ
か
な
い
、
曖
昧
な
態
度
を
表
明
す
る
本
文
献
が
著
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
本
文
献
は
、
墨
家
教
団
の
分
裂
後
、
鬼
神
に
対
し
て

疑
念
を
抱
い
て
い
た
学
派
が
著
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
祖
で
あ
る
墨
子
の
明
鬼
論
を

完
全
に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
ど
っ
ち
付
か
ず
の
内
容
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
こ
れ
が
二
つ
目
の
可
能
性
で
あ
る
。

三
つ
目
は
、
墨
家
教
団
の
分
派
後
、
あ
る
墨
家
の
学
派
が
敵
対
す
る
墨
家
の
学
派
に

宛
て
た
回
答
・
反
論
で
あ
る
可
能
性
で
あ
る
。
森
三
樹
三
郎
氏
は
、
墨
家
教
団
の
分
裂

の
方
向
性
と
し
て
、
三
つ
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
第
一
は
「
宗
教
団
体
と
し
て

の
性
格
の
強
か
っ
た
も
の
」、
第
二
は
「
論
理
・
詭
弁
を
武
器
と
し
、
他
の
諸
子
百
家
と

争
っ
た
、
よ
り
学
究
的
色
彩
の
強
い
も
の
」、
第
三
は
「
防
禦
戦
の
請
負
業
者
の
よ
う
な

か
た
ち
に
な
っ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（
注

）
。
こ
の
森
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
本

20

文
献
は
、
墨
家
教
団
の
分
裂
の
後
、
宗
教
性
が
高
く
、
鬼
神
に
対
す
る
信
仰
も
厚
か
っ

た
第
一
の
学
派
が
、
敵
対
す
る
第
二
・
第
三
の
学
派
に
対
し
て
宛
て
た
回
答
・
反
論
の

文
章
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
三
つ
目
の

可
能
性
で
あ
る
。

以
上
が
、
本
文
献
の
成
立
の
要
因
に
関
す
る
推
論
で
あ
る
。
次
に
、
本
文
献
の
「
伍

子
胥
者
天
下
之
聖
人
也
」
と
い
う
記
述
を
基
に
、
本
文
献
の
地
域
性
に
つ
い
て
考
察
し
、

そ
の
性
質
の
よ
り
明
確
な
位
置
づ
け
を
試
み
る
。

ま
ず
、
墨
子
及
び
墨
家
の
活
動
範
囲
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
孫
詒
譲
『
墨
子
間
詁
』

に
よ
る
と
、
墨
子
の
生
国
は
魯
で
、
そ
の
活
動
範
囲
も
魯
を
根
拠
地
と
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
が
、
墨
家
自
体
の
活
動
範
囲
は
魯
を
中
心
に
、
宋
・
斉
・
楚
・
越
に
ま
で
及
ん

で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
墨
子
の
生
没
年
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
上

限
は
孔
子
の
没
後
以
降
、
下
限
は
孟
子
の
活
動
以
前
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
春
秋
末
期
の

前
四
八
四
年
に
亡
く
な
っ
た
伍
子
胥
の
事
績
に
つ
い
て
、
墨
子
は
知
る
こ
と
が
で
き
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
節
の
語
注
⑬
に
て
引
い
た
『
墨
子
』
所
染
篇
に
お

い
て
、
伍
子
胥
を
良
臣
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
よ
う
。

た
だ
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、『
墨
子
』
文
中
に
伍
子
胥
を
聖
人
と
見
な
す
記
述
は

無
く
、
こ
の
『
墨
子
』
所
染
篇
に
お
い
て
も
、
あ
く
ま
で
伍
子
胥
は
呉
王
を
覇
者
に
し

た
良
臣
と
し
か
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
伍
子
胥
は
、
呉
王

に
楚
や
越
を
攻
め
る
こ
と
を
進
言
し
て
、
隣
国
に
侵
攻
し
、
呉
の
富
国
強
兵
に
尽
力
し

た
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
は
墨
子
の
提
唱
す
る
非
攻
論
に
お
い
て
、
む
し
ろ
批
判
さ
れ
る

よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、『
墨
子
』
非
攻
中
篇
に
「
其
の
呉
越
の
間
に
亡
ぶ
所
以
の
者
も
、
亦
た
攻
戦

を
以
て
な
り
。
…
…
故
に
攻
戦
す
る
が
当
き
は
非
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」（
注

）

ご

と

21

と
あ
る
よ
う
に
、
墨
子
は
、
呉
・
越
が
共
に
滅
ん
だ
理
由
は
戦
に
あ
り
、
攻
戦
と
い
う

も
の
は
非
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
非
攻
下
篇
で
は
「
今
王

公
・
大
人
・
天
下
の
諸
侯
は
、
則
ち
然
ら
ず
。

将

ち
必
ず
皆
な
其
の
爪
牙
の
士
を
差

す

な

わ

論
し
、
其
の
舟
車
の
卒
伍
を
比
列
し
、
此
に
於
い
て
堅
甲
利
兵
を
為
り
、
以
て
往
き
て



（ 39 ）

無
罪
の
国
を
攻
伐
す
。
…
…
夫
無
国
を
兼
ね
て
軍
を
覆
い
、
万
民
を
賊
虐
し
、
以
て
聖

そ

れ

人
の
緒
を
乱
す
。
意
そ
も
将
た
以
て
天
を
利
す
る
と
為
す
か
」（
注

）

と
あ
る
よ
う
に
、

22

墨
子
は
、
天
下
の
諸
侯
が
行
う
戦
と
い
う
の
は
、
無
辜
の
万
民
を
犠
牲
と
し
、
聖
人
の

功
業
を
破
壊
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
、
こ
う
し
た
戦
は
天
下
の
利
益
を
損
な
う
も
の
で

あ
る
と
し
て
非
難
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
非
攻
中
篇
で
は
、
呉
の
闔
閭
と
夫
差
と
が

一
時
的
に
得
た
戦
功
も
、
畢
竟
越
に
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
挙
げ
、
戦
で
得
た

利
益
と
い
う
の
は
結
局
不
吉
で
あ
り
凶
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
（
注

）
。

23

以
上
の
墨
子
の
非
攻
論
に
よ
れ
ば
、
伍
子
胥
が
闔
閭
を
覇
者
に
す
る
た
め
に
行
っ
た

よ
う
な
戦
争
は
、
天
下
の
利
を
害
し
、
聖
人
の
功
業
を
毀
損
す
る
行
為
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
な
お
、『
墨
子
』
文
中
に
お
い
て
、
呉
越
の
戦
争
に
関
す
る
記
述
は
度
々
見
ら
れ

る
が
、
伍
子
胥
の
名
前
は
前
掲
し
た
所
染
篇
に
一
度
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

非
攻
論
を
提
唱
す
る
墨
子
に
と
っ
て
、
呉
越
の
戦
争
は
重
要
な
議
題
で
あ
っ
た
が
、
伍

子
胥
そ
の
人
に
対
す
る
関
心
は
然
程
高
く
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も

墨
子
自
身
が
そ
の
呉
越
戦
争
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
そ
の
戦
争
を
推
し

進
め
た
伍
子
胥
を
「
天
下
の
聖
人
」
と
見
な
す
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ

と
も
、
本
文
献
が
『
墨
子
』
の
佚
文
で
は
無
く
、
墨
家
の
後
学
の
著
作
で
あ
る
と
す
る

説
の
根
拠
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
「
伍
子
胥
者
天
下
之
聖
人
也
」
と
い
う
一
文
か
ら
、
本
文
献
の
著
者
が

何
処
の
地
域
性
を
有
し
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て

は
、
先
秦
の
伝
世
文
献
に
伍
子
胥
を
聖
人
と
見
し
た
記
述
が
存
在
し
な
い
た
め
、
推
測

の
域
を
出
な
い
が
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
呉
や
越
や
楚
な
ど
の
南
方
の
地
域
性
を

有
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
史
記
』
伍
子
胥
列
伝
に
「
呉
王
之
を
聞
き
大
い
に
怒
り
、
乃
ち
子
胥
の
尸
を
取
り

て
以
て
鴟
夷
の
革
に
盛
り
、
之
を
江
中
に
浮
か
ば
し
む
。
呉
人
之
を
憐
れ
み
、
為
に
祠

た

め

を
江
上
に
立
て
、
因
っ
て
命
づ
け
て
胥
山
と
曰
う
」（
注

）

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

な

24

伍
子
胥
の
遺
言
を
聞
い
た
呉
王
夫
差
が
そ
れ
に
怒
り
、
伍
子
胥
の
遺
体
を
埋
葬
せ
ず
に

長
江
に
投
げ
捨
て
た
が
、
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
呉
の
人
々
が
、
伍
子
胥
の
死
を
憐
れ
み
、

そ
の
祠
を
作
っ
て
祀
り
、
山
に
胥
山
と
名
付
け
た
と
い
う
（
注

）
。
こ
の
よ
う
に
、
呉

25

に
お
け
る
伍
子
胥
の
評
価
は
高
く
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
忠
臣
と
し
て
死
後
も
祀
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
呉
に
お
い
て
、
伍
子
胥
が
「
天
下
の
聖
人
」
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
然
程
不
思
議
な
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
本
文
献
が
発
見
さ
れ
た
と
さ
れ
る
楚
地
に
お
い
て
も
、
実
は
伍
子
胥
は
非
業

の
死
を
遂
げ
た
人
物
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
楚
の
屈
原
が
『
楚

辞
』
九
章
篇
・
悲
回
風
に
て
、「
江
淮
に
浮
か
び
て
海
に
入
り
、
子
胥
に
従
い
て
自
ら
適

か
ん
（
浮
江
淮
而
入
海
兮
、
從
子
胥
而
自
適
）」
と
、
自
身
の
悲
惨
な
運
命
を
伍
子
胥
に

重
ね
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
呉
や
楚
と
い
っ
た

南
方
の
地
域
で
は
、
国
家
や
為
政
者
ら
の
評
価
と
は
別
に
、
伍
子
胥
は
高
く
評
価
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
呉
の
地
域
は
、
後
に
呉
王
夫
差
が
越
王
勾

践
に
敗
北
し
た
こ
と
で
越
の
地
と
な
る
も
、
前
三
三
四
年
頃
、
楚
の
威
王
に
よ
っ
て
越

が
攻
め
ら
れ
た
結
果
、
楚
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
（
注

）
。
こ
う
し
た
戦
争
に
よ
る
吸

26

収
合
併
の
中
で
、
伍
子
胥
の
事
績
が
呉
か
ら
越
へ
、
越
か
ら
楚
へ
と
伝
わ
り
、
屈
原
な

ど
の
楚
人
の
心
中
に
根
付
い
て
い
っ
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
す
れ
ば
、

本
文
献
は
、
呉
や
越
や
楚
と
い
っ
た
南
方
の
地
域
性
を
有
し
た
墨
家
の
後
学
に
よ
っ
て
、

著
さ
れ
た
文
献
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
注

）
。
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最
後
に
、
以
上
の
考
察
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
本
論
で
は
、
本
文
献
は
墨
家
関
連
の

文
献
で
は
あ
る
が
、『
墨
子
』
の
佚
文
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
と
考
え
、
本
文
献
の
著
者

と
し
て
墨
家
の
後
学
で
あ
る
可
能
性
を
支
持
し
た
。
そ
の
上
で
、
本
文
献
が
成
立
し
た

要
因
と
し
て
、
明
鬼
論
を
遵
守
し
た
後
学
が
、「
無
鬼
」
を
唱
え
る
論
敵
に
あ
て
た
回
答

文
と
、
墨
家
教
団
の
分
裂
後
、
鬼
神
信
仰
が
希
薄
で
あ
っ
た
学
派
が
、
鬼
神
に
対
す
る

疑
念
を
表
明
し
た
文
章
と
、
墨
家
教
団
の
分
裂
後
、
墨
家
の
学
派
が
敵
対
す
る
墨
家
の
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学
派
に
宛
て
た
回
答
・
反
論
の
文
章
と
い
う
、
三
つ
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、

本
文
献
の
地
域
性
と
し
て
は
、
伍
子
胥
を
聖
人
と
見
な
し
た
一
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

呉
や
越
や
楚
と
い
っ
た
中
原
よ
り
南
方
の
地
域
の
影
響
が
強
い
文
献
で
あ
る
と
推
定
し

た
。
な
お
、
本
文
献
の
著
者
は
、
後
の
「
無
鬼
」
論
の
よ
う
に
鬼
神
の
存
在
を
否
定
す

る
段
階
に
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
人
智
を
超
越
し
た
鬼
神
の
明
知
に
関
し
て
、

既
に
疑
念
を
抱
く
段
階
に
ま
で
到
達
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
鬼
神
に
対

し
て
疑
念
を
表
明
す
る
文
献
が
、
南
方
の
地
域
性
を
有
し
た
著
者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
、

更
に
楚
地
に
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
中
国
古
代
に
お
け
る
楚
地
の
鬼
神
観
の
実

情
を
知
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

二

『
凡
物
流
形
』
の
釈
読
と
考
察

本
章
で
は
、
上
博
楚
簡
第
七
分
冊
所
収
の
『
凡
物
流
形
』
の
う
ち
、
鬼
神
に
関
す
る

記
述
が
存
在
す
る
第
五
・
第
六
・
第
七
簡
に
つ
い
て
釈
読
及
び
考
察
を
行
う
。

ま
ず
、
本
文
献
の
基
礎
情
報
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
（
注

）
。
整
理
者
は
曹
錦
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炎
氏
で
あ
る
。
本
文
献
に
は
甲
本
と
乙
本
と
が
存
在
し
て
お
り
、
甲
本
は
、
ほ
ぼ
完
整

簡
で
、
竹
簡
は
全
三
〇
枚
。
そ
の
う
ち
、
二
三
枚
が
完
整
簡
で
、
残
り
七
枚
の
上
端
及

び
下
端
に
わ
ず
か
な
欠
損
が
あ
る
が
、
乙
本
よ
り
文
字
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
合
文
・

重
文
も
含
ん
だ
全
体
の
文
字
数
（
欠
文
は
除
く
）
は
、
八
四
六
字
。
完
簡
の
長
さ
は
三

三
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
各
簡
あ
た
り
の
書
写
密
度
は
一
定
で
な
く
、
最
も
少
な
い

竹
簡
は
二
五
字
、
最
も
多
い
竹
簡
は
三
二
字
で
あ
る
が
、
大
体
は
二
七
字
か
ら
三
〇
字

程
度
で
あ
る
。
甲
本
の
第
三
簡
背
面
に
、
第
一
簡
の
冒
頭
句
と
同
じ
「
凡
物
流
形
」
の

四
字
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
本
文
献
の
篇
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。一

方
、
乙
本
は
、
現
存
す
る
竹
簡
が
全
二
一
枚
で
、
合
文
・
重
文
も
含
ん
だ
全
体
の

文
字
数
は
六
〇
一
字
で
あ
る
。
完
簡
の
長
さ
は
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
各
簡
あ
た

り
の
書
写
密
度
は
、
三
七
字
前
後
で
あ
る
。
な
お
、
甲
本
と
乙
本
と
は
書
法
や
書
体
が

異
な
る
こ
と
か
ら
、
別
の
書
写
者
に
よ
る
文
献
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

前
章
と
同
じ
く
、
第
一
節
で
は
、
原
文
、
釈
文
、
書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
、
語
注
の

順
で
釈
読
を
行
い
、
第
二
節
で
は
、
前
節
の
釈
読
に
基
づ
き
、
本
文
献
の
性
質
や
、
本

文
献
の
地
域
性
、
本
文
献
に
表
れ
た
鬼
神
観
等
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
な
お
、
釈
読

に
際
し
て
は
、
比
較
的
欠
損
の
少
な
い
『
凡
物
流
形
』
甲
本
を
底
本
と
す
る
。

な
お
、
本
文
献
の
釈
読
及
び
検
討
に
際
し
て
、
多
数
の
先
行
研
究
を
参
照
し
た
。
特

に
参
考
と
し
た
も
の
を
以
下
に
列
挙
す
る
（
注

）
。
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Ａ
：
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
研
究
生
読
書
会
「
《
上
博
（
七
）・
凡

物
流
形
》
重
編
釈
文
」（
復
旦
網
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
三
一
日
）

Ｂ
：
羅
小
華
「
《
凡
物
流
形
》
甲
本
選
釈
五
則
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
三

一
日
）

Ｃ
：
李
鋭
「
上
博
簡
《
凡
物
流
形
》
釈
文
新
編
」
（
簡
帛
研
究
網
、
二
〇
〇
九
年
一

月
二
日
）

Ｄ
：
季
旭
昇
「
上
博
七
芻
議
二
：
凡
物
流
形
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
一
月
二
日
）

Ｅ
：
季
旭
昇
「
上
博
七
芻
議
三
：
凡
物
流
形
」（
復
旦
網
、
二
〇
〇
九
年
一
月
三
日
）

Ｆ
：
宋
華
強
「《
上
博
（
七
）
凡
物
流
形
》
散
札
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
一
月
六
日
）

Ｇ
：
陳
志
向
「
《
凡
物
流
形
》
韻
読
」（
復
旦
網
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
〇
日
）

Ｈ
：
劉
信
芳
「
《
凡
物
流
形
》
槱
祭
及
相
関
問
題
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一

三
日
）

Ｉ
：
張
崇
礼
「
釈
《
凡
物
流
形
》
的
『
其
奚
夬
適
。
孰
知
其
疆
』
」（
復
旦
網
、
二
〇

〇
九
年
三
月
一
九
日
）

Ｊ
：
顧
史
考
「
上
博
七
〈
凡
物
流
形
〉
上
半
篇
試
探
」
（
復
旦
網
、
二
〇
〇
九
年
八
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月
二
三
日
）

Ｋ
：
浅
野
裕
一
「
上
博
楚
簡
『
凡
物
流
形
』
の
全
体
構
成
」（
浅
野
裕
一
編
『
竹
簡
が

語
る
中
国
古
代
思
想
（
三
）』
所
収
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
）

Ｍ
：
浅
野
裕
一
「
苗
族
創
世
歌
と
上
博
楚
簡
『
凡
物
流
形
』
《
問
物
》
」
（
浅
野
裕
一

編
『
竹
簡
が
語
る
中
国
古
代
思
想
（
三
）
』
所
収
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年

三
月
三
一
日
）

Ｎ
：
谷
中
信
一
「
『
凡
物
流
形
（
甲
本
）
』
訳
注
」
（
出
土
資
料
と
漢
字
文
化
研
究
会

編
『
出
土
文
献
と
秦
楚
文
化
』
第
五
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
）

本
章
で
は
、
各
先
行
研
究
を
注
記
す
る
際
に
、
論
者
と
上
記
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
を

対
応
さ
せ
て
提
示
す
る
（
例
：
復
旦
読
書
会
Ａ
、
羅
小
華
Ｂ
）。

第
一
節

『
凡
物
流
形
』
釈
読

本
節
で
は
、『
凡
物
流
形
』
甲
本
を
底
本
と
し
、
鬼
神
に
関
す
る
記
述
が
存
在
す
る
第

五
・
第
六
・
第
七
簡
に
つ
い
て
、
原
文
、
釈
文
、
書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
、
語
注
の

順
で
釈
読
を
行
う
。
凡
例
と
し
て
、【
】
内
の
漢
数
字
は
、
竹
簡
番
号
を
示
す
も
の
で
あ

る
。「

〓

」
は
、
合
文
符
号
で
あ
る
。
釈
文
内
の
「
①
、
②
」
等
の
番
号
は
、
本
節
の
語

注
の
番
号
と
一
致
し
て
い
る
。

〔
原
文
〕

…
…

生
於
人

古
神

骨

〓

之
既

智
愈
暲

夬

䈞
智
【
五
】

疆

生
於
人

古
事
之
骨

〓

之
既

身
豊
不
見

自
飤
之

亡
厇
【
六
】

峕
之

祭
異

女
之
可
思

…
…
【
七
】

〔
釈
文
〕

…
…
鬼
生
於
人
、
奚
故
神
明
①
。
骨
肉
之
既
靡
②
、
其
知
愈
暲
③
、
其
缺
奚
適
。
孰

知
【
五
】
其
彊
④
。
鬼
生
於
人
、
吾
奚
故
事
之
。
骨
肉
之
既
靡
、
身
體
不
見
、
吾

奚
自
飤
之
⑤
。
其
来
亡
度
⑥

、
【
六
】
吾
奚
時
賽
之
⑦
。
祭
禩
、
奚
升
⑧
。
吾
如
之

何
使

⑦
。
…
…
【
七
】

〔
書
き
下
し
文
〕

…
…
鬼
は
人
よ
り
生
ず
る
に
、
奚
の
故
に
神
明
な
る
や
。
骨
肉
の
既
に
靡
ぶ
も
、

な

ん

ほ

ろ

其
の
知
愈
い
よ

暲

か
な
れ
ば
、
其
の
欠
は
奚
く
に
か

適

わ
る
る
や
。
孰
か
其

あ

き

ら

い

ず

お

ぎ

な

た

れ

の
彊
な
る
を
知
る
や
。
鬼
は
人
よ
り
生
ず
る
に
、
吾
奚
の
故
に
之
に
事
う
る
や
。
骨

肉
の
既
に
靡
び
、
身
体

見

れ
ざ
れ
ば
、
吾
奚
に
自
り
て
之
を

飤

わ
ん
や
。
其
の

あ

ら

わ

よ

や

し

な

来
た
る
や
度
亡
け
れ
ば
、
吾
奚
の
時
に
之
を
賽
せ
ん
や
。
祭
禩
、
奚
ぞ
升
め
ん
や
。

の

り

さ

い

し

吾
之
を
如
何
に
し
て

か
し
め
ん
や
。
…
…

〔
現
代
語
訳
〕

…
…
鬼
は
元
々
人
よ
り
生
じ
た
も
の
な
の
に
、
何
故
神
の
よ
う
な
明
知
を
備
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
身
体
は
既
に
滅
ん
で
し
ま
っ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
鬼

の
知
が
人
で
あ
っ
た
時
よ
り
も
明
察
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
欠
失
し
た
機
能
は
ど
の
よ

う
に
し
て
補
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
誰
が
鬼
が
強
い
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

鬼
は
人
よ
り
生
じ
た
も
の
な
の
に
、
私
は
何
故
お
事
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

身
体
は
既
に
滅
ん
で
し
ま
い
、
そ
の
身
体
が
〔
目
に
見
え
る
姿
と
し
て
〕
現
れ
る
こ

と
も
な
い
の
に
、
私
は
何
故
鬼
を
養
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
鬼
の
来
格
に
一
定
の

決
ま
り
が
無
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
私
は
何
時
賽
祷
を
行
え
ば
よ
い
の
か
。
祭
祀
は
、

何
故
供
物
を
進
奉
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
ど
の
様
に
し
て
鬼
を
満
足
さ
せ
れ
ば
よ
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い
の
か
。
…
…

〔
語
注
〕

①
奚
故
神
明
…
…
「

」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
盟
」
字
と
し
、
「
神
の
御
前
で

の
誓
約
・
結
盟
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
復
旦
読
書
会
Ａ
は
、「
明
」
字
と
読
む
。「
明
」

字
の
意
は
、
前
章
の
「
鬼
神
之
明
」
の
「
明
」
字
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
「
神

明
」
で
、「
神
の
よ
う
な
明
知
」
の
意
と
解
釈
し
た
。

②
骨
肉
之
既
靡
…
…
「
骨

〓

」
字
は
、「
骨
肉
」
の
合
文
で
、「
身
体
」
の
意
味
で
あ
る
。

「

」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
麻
」
字
の
本
字
と
解
釈
し
、「
麻
」
字
よ
り
「
靡
」

字
と
す
る
。「
靡
」
は
、「
滅
亡
」
の
意
。
本
論
も
「
靡
」
字
と
解
釈
し
た
。

③
其
知
愈
暲
…
…
「
暲
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、
音
通
さ
せ
て
「
障
」
字
と
し
、

「
阻
塞
・
阻
隔
」（
邪
魔
を
し
て
塞
ぐ
）
の
意
で
解
釈
す
る
。
復
旦
読
書
会
Ａ
で
は
、

「
彰
」
字
に
改
め
、「
明
彰
」
の
意
味
で
と
る
。
浅
野
Ｋ
・
谷
中
Ｎ
は
、
原
釈
の
「
暲
」

字
の
ま
ま
で
、
「
明
彰
・
明
察
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
本
論
も
「
暲
」
字
と
解
釈
し

た
。

④
其
缺
奚
適
。
孰
知
其
彊
…
…
「
夬
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、「
缺
」
字
と
し
、「
残

欠
・
欠
損
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
復
旦
読
書
会
Ａ
は
、「
夬
」
字
を
「
慧
」
字
と
し
、

「
智
慧
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
張
崇
礼
Ｉ
は
、「
決
」
字
あ
る
い
は
「
訣
」
字
と
し
、

「
決
別
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
本
論
で
は
、
整
理
者
に
従
っ
て
「
缺
」
字
と
解
釈
し
た
。

「

」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、「
適
」
字
と
し
、「
補
い
満
た
す
」
の
意
で
解
釈

し
、
張
崇
礼
Ｉ
・
谷
中
Ｎ
は
「
適
」
字
で
、
「
往
く
」
の
意
で
解
釈
し
て
い
る
。
本

論
で
は
、
整
理
者
に
従
っ
て
「
適
」
字
で
「
補
う
」
の
意
と
解
釈
す
る
。
「
䈞
」
字

は
、「
孰
」
字
に
通
じ
る
。「
疆
」
字
に
つ
い
て
。
整
理
者
は
、「
彊
」
字
と
し
、「
強

壮
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
本
論
も
こ
れ
に
従
う
。

な
お
、
語
注
②
・
③
・
④
の
箇
所
に
お
け
る
文
章
の
区
切
り
方
に
つ
い
て
は
、
諸

説
存
在
す
る
。
整
理
者
は
、「
骨
肉
之
既
靡
、
其
知
愈
障
、
其
缺
奚
適
。」
と
文
章
を

区
切
り
、
「
身
体
は
す
で
に
滅
ん
で
し
ま
っ
た
の
に
、
そ
の
知
が
人
で
あ
っ
た
と
き

よ
り
も
塞
が
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
欠
失
し
た
機
能
は
ど
の
よ
う
に
補
わ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
解
釈
す
る
。
季
旭
昇
Ｄ
は
、
「
骨
肉
之
既
靡
、
其
知
愈
暲
。

其
慧
奚
敵
、
孰
知
其
彊
」
と
文
章
を
区
切
り
、
「
身
体
は
す
で
に
滅
ん
で
し
ま
っ
た

の
に
、
そ
の
知
は
何
故
人
で
あ
っ
た
と
き
よ
り
も
明
察
な
の
か
。
そ
の
智
慧
は
、
人

と
敵
対
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
智
慧
で
あ
る
な
ら
ば
、
誰
が
最
も
強
い
こ
と
を
知
っ

て
い
る
の
か
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
本
論
で
は
、
文
脈
と
の
整
合
性
か
ら
整
理
者
の

区
切
り
方
に
従
う
。

⑤
吾
奚
自
飤
之
…
…
「
自
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
自
己
」
の
意
で
解
釈
す
る
が
、

そ
う
す
る
と
、
上
の
「
吾
」
字
も
「
自
己
」
を
指
す
主
語
の
意
で
あ
り
、
同
句
中
に

主
語
が
重
複
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
若
干
不
自
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

「
吾
奚
自
飼
之
」
の
前
後
の
疑
問
文
で
あ
る
、「
吾
奚
故
事
之
」「
吾
奚
時
之
賽
」
の

文
章
構
造
と
比
較
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
三
句
の
疑
問
文
が
と
も
に
対
句
の

関
係
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
三
句
が
共
通
し
て
い
る
の
は
、
㈠

「
吾
」
字
の
下
に
疑
問
詞
の
「
奚
」
字
が
あ
る
点
と
、
㈡
そ
の
「
奚
」
字
が
「
奚
＋

○
（
疑
問
詞
に
連
接
さ
れ
る
助
詞
）
」
の
二
字
で
疑
問
を
表
す
と
い
う
点
で
あ
る
。

前
文
の
「
吾
奚
故
事
之
」
は
、
「
奚
」
字
の
下
に
「
故
」
字
が
付
き
、
「
奚
故
」
（
奚

の
故
に
）
の
二
字
で
「
何
故
」
の
意
と
な
る
。
後
文
の
「
吾
奚
時
賽
之
」
は
、「
奚
」

字
の
下
に
「
時
」
字
が
付
き
、「
奚
時
」（
奚
の
時
に
）
の
二
字
で
「
何
時
」
の
意
と

な
る
。
こ
う
し
た
前
後
の
疑
問
文
が
同
じ
形
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
吾
奚
自
飼
之
」

の
「
自
」
字
も
、
蓋
然
的
に
疑
問
詞
に
連
接
さ
れ
る
助
詞
と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
論
で
は
、
「
奚
自
」
の
二
字
で
「
奚
に
自
り
て
」
と
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訓
み
、「
何
故
」
の
意
と
解
釈
し
た
。

こ
の
「
奚
自
」
の
二
字
で
「
何
故
」
の
意
で
解
釈
す
る
用
例
は
、
『
韓
非
子
』
外

儲
説
右
下
篇
に
「
秦
の
襄
王
病
む
。
百
姓
之
が
為
に
祷
る
。
病
愈
え
、
牛
を
殺
し
て

塞
祷
す
。
郎
中
の
閻
遏
・
公
孫
衍
出
で
て
之
を
見
て
曰
く
、
『
社
臘
の
時
に
非
ざ
る

な
り
、
奚
に
自
り
て
牛
を
殺
し
て
社
に
祠
ら
ん
』
と
（
秦
襄
王
病
。
百
姓
為
之
禱
。

病
愈
、
殺
牛
塞
禱
。
郎
中
閻
遏
・
公
孫
衍
出
見
之
曰
、
非
社
臘
之
時
也
、
奚
自
殺
牛

而
祠
社
）
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
秦
の
襄
王
が
病
気
に
な
っ
た
際
、
民
衆
が
祈
祷
を

行
い
、
病
が
癒
え
た
後
に
は
牛
を
供
物
と
し
て
「
賽
祷
」
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
を
見

た
郎
中
の
閻
遏
・
公
孫
衍
が
「
冬
の
祭
の
時
で
も
無
い
の
に
、
何
故
牛
を
殺
し
て
社

に
祀
っ
て
い
る
の
か
」
と
、
民
衆
に
問
い
か
け
た
と
い
う
故
事
で
あ
る
。
な
お
、
こ

の
『
韓
非
子
』
一
節
は
、「
賽
祷
」（
吉
福
を
与
え
て
く
れ
た
鬼
神
に
対
し
、
供
物
を

捧
げ
る
祈
祷
）
に
関
す
る
話
で
あ
り
、
奇
し
く
も
本
文
献
の
内
容
と
一
致
し
て
い
る
。

祈
祷
祭
祀
に
関
す
る
文
章
で
同
様
の
用
例
が
あ
る
こ
と
は
、「
奚
自
」
の
二
字
で
「
何

故
」
の
意
と
解
釈
す
る
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
注

）
。
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次
に
、
「
飤
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、
「
食
」
字
と
し
、
「
飲
食
」
の
意
で
解

釈
す
る
。
浅
野
Ｋ
は
、「
飤
」
字
の
本
字
と
な
る
「
飼
」
字
に
釈
読
し
、「
飲
食
物
を

供
え
て
養
う
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
た
だ
「
食
」
字
も
「
飤
（
飼
）
」
字
も
「
飲
食

物
を
供
え
て
養
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
た
め
、
本
論
で
は
「
飤
」
字
の
ま
ま
で
、

「
（
飲
食
物
を
供
え
て
）
養
う
」
の
意
で
解
釈
し
た
。

⑥
其
来
亡
度
…
…
「
厇
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、
「
宅
」
字
の
古
字
と
し
、
「
託
」

字
に
読
み
替
え
る
。「
宅
」
字
も
、「
託
」
字
も
、「
乇
」
音
で
音
通
す
る
。「
託
」
は
、

「
寄
託
」
の
意
味
で
、
本
文
で
は
「
（
鬼
神
が
）
何
か
に
寄
り
憑
く
」
と
な
る
。
復

旦
読
書
会
Ａ
・
顧
史
考
Ｊ
は
、「
厇
」
を
「
度
」
字
と
し
、「
法
度
」
の
意
で
解
釈
し
、

「
亡
度
」
で
「
一
定
の
決
ま
り
が
無
い
」
と
す
る
。
本
論
も
「
度
」
字
で
解
釈
し
た
。

⑦
吾
奚
時
賽
之
…
…
原
文
は
「

峕
之

」
で
、
「
之
」
字
が
「

」
字
の
上

に
あ
る
。「
峕
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
時
」
字
の
古
字
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。

本
論
で
は
、
語
注
⑥
に
て
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
奚
時
」
の
二
字
で
「
奚
の
時
に
」

と
読
み
、「
何
時
」
の
意
で
解
釈
す
る
。

次
に
「

」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、
「
塞
」
字
の
異
体
字
と
し
、
「
賽
」
字

に
読
み
替
え
て
「
福
神
に
報
い
る
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
即
ち
、
整
理
者
は
「
賽
」

字
を
、
「
吉
福
を
与
え
て
く
れ
た
鬼
神
に
対
し
、
供
物
を
捧
げ
る
祈
祷
で
あ
る
賽
祷

を
挙
行
す
る
」
の
意
で
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
論
は
、
こ
の
整
理
者
の
説
を

支
持
す
る
が
、
一
方
で
こ
の
箇
所
に
は
異
論
も
多
く
存
在
し
て
い
る
。「

」
字
の

読
み
に
関
し
て
い
え
ば
、
宋
華
強
Ｆ
の
「
奥
」
字
と
読
ん
で
「
室
内
の
最
も
尊
い
場

所
、
祭
祀
で
鬼
神
が
降
る
場
所
」
と
す
る
説
や
、
顧
史
考
Ｊ
の
「
捜
」
字
と
読
ん
で

「
捜
し
求
め
る
」
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
劉
信
芳
Ｈ
の
よ
う
に
、

「

」
字
を
「
六
」
に
従
っ
て
「
槱
」
字
と
読
み
、
そ
の
上
で
下
文
の
「
祭
」
に

連
接
さ
せ
て
「
槱
祭
」
と
し
、
「
天
神
を
祀
る
礼
」
と
す
る
説
や
、
張
崇
礼
Ｉ
・
谷

中
Ｎ
の
よ
う
に
、
「

」
字
を
下
文
に
連
接
さ
せ
、「
賽
祭
禩
、
奚
昇
」（
賽
祭
の
お

供
え
物
は
、
ど
の
様
に
差
し
出
せ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
）
と
す
る
説
の
よ
う
に
、
そ

も
そ
も
文
章
の
区
切
る
位
置
が
異
な
る
と
い
う
主
張
も
あ
る
（
注

）
。
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こ
の
よ
う
に
様
々
な
解
釈
が
存
在
す
る
が
、
本
論
で
は
、
注
⑥
に
て
前
述
し
た
、

連
続
す
る
三
句
の
疑
問
文
に
お
け
る
対
句
の
関
係
か
ら
解
釈
を
試
み
て
み
た
。
す
る

と
、
前
文
二
句
「
吾
奚
故
事
之
」「
吾
奚
自
飤
之
」
は
、「
吾
奚
＋
○
（
疑
問
詞
に
連

接
さ
れ
る
助
詞
）
＋
動
詞
＋
之
」
と
い
う
文
章
構
造
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
一

方
、
当
該
箇
所
の
構
造
は
「
吾
奚
時
之
賽
」
で
あ
り
、
「
之
」
の
位
置
が
前
文
二
句

と
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
三
句
は
対
句
の
関
係
に
あ
る
の
で
、
そ
の
文

章
構
造
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
該
箇
所
の
「
之
賽
」

が
衍
文
で
あ
り
、
元
々
は
「
賽
之
」
の
語
順
で
あ
っ
た
が
、
転
写
の
過
程
で
「
賽
」
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字
と
「
之
」
字
と
が
転
倒
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
論
の
釈
文
で
は
、「
之
賽
」
を
「
賽
之
」
に
改
め
、「
賽
」

字
を
動
詞
、「
之
」
字
を
上
文
の
鬼
神
を
指
す
指
示
代
名
詞
と
し
て
解
釈
し
た
。「
賽
」

字
を
動
詞
と
し
て
用
い
る
例
は
、
包
山
楚
簡
「
卜
筮
祭
祷
簡
」
第
二
〇
〇
号
簡
に
「
志

事
速
や
か
に
得
れ
ば
、
皆
な
速
や
か
に
之
を
賽
す
（
志
事
速
得
、
皆
速
賽
之
）
」
と

あ
り
、
恐
ら
く
楚
地
で
は
、
祈
祷
祭
祀
な
ど
で
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

な
お
、
以
上
の
説
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
各
句
末
の
押
韻
も
挙
げ
ら
れ
る
。「
吾

奚
故
事
之
」「
吾
奚
自
飤
之
」「
吾
奚
時
賽
之
」
の
音
韻
関
係
を
見
て
み
る
に
、
最
後

の
「
之
」
字
の
前
の
字
が
脚
韻
と
な
り
、
「
事
」
字
・
「
飤
」
字
は
之
部
、
「
賽
」
は

職
部
で
、
之
部
と
職
部
は
陰
入
対
転
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
三
字
は
全
て
押
韻
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
各
句
末
の
押
韻
関
係
は
、「

」
字
が
「
賽
」
字
で
、

「
之
賽
」
が
「
賽
之
」
の
衍
文
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
注

）
。
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⑧
祭
禩
、
奚
升
…
…
「
禩
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、「
祀
」
の
異
体
字
と
す
る
。「

」

字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、「
升
」
字
と
し
、「
進
献
・
進
奉
」
の
意
で
解
釈
す
る
。

本
論
も
こ
れ
に
従
う
。

⑨
吾
如
之
何
思

…
…
「
思
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、
「
思
念
」
の
意
で
解
釈
す

る
が
、
復
旦
読
書
会
Ａ
は
「
使
」
字
と
し
、
使
役
の
意
で
解
釈
す
る
。
楚
簡
に
お
い

て
「
思
」
字
と
「
使
」
字
と
は
よ
く
通
用
す
る
た
め
（
注

）
、
本
論
も
「
使
」
字
で
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使
役
の
助
字
と
解
釈
し
た
。

「

」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、「

」
字
の
異
体
字
と
す
る
。「

」
は
「
飽
」

の
古
字
で
、
『
説
文
』
に
は
「
飽
満
」
の
意
と
あ
る
。
整
理
者
は
、
そ
こ
か
ら
転
じ

て
「
満
足
す
る
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
劉
信
芳
Ｈ
は
、「
餾
」
の
異
体
字
と
し
て
、「
留
」

の
意
で
解
釈
す
る
。
文
意
と
し
て
は
、
「
私
は
ど
の
よ
う
に
し
て
鬼
神
を
留
め
さ
せ

た
と
思
量
す
れ
ば
よ
い
の
か
」
と
な
る
。
本
論
で
は
、
整
理
者
に
従
っ
て
「

」

字
と
解
釈
し
た
。

第
二
節

『
凡
物
流
形
』
考
察

本
節
で
は
、
前
節
の
釈
文
を
も
と
に
、『
凡
物
流
形
』
の
考
察
を
試
み
る
。

ま
ず
、
『
凡
物
流
形
』
の
成
立
時
期
、
『
楚
辞
』
と
の
関
係
性
、
文
献
の
地
域
性
に
つ

い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
整
理
者
は
、
本
文
献
が
「
有
問
無
答
」
の
形
式
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
同
様
の
形
式
で
あ
る
『
楚
辞
』
天
問
篇
と
の
類
似
性
を
強
調
し
て
い
る
が
、
そ

の
一
方
、
浅
野
Ｋ
は
、
本
文
献
が
「
有
問
無
答
」
の
形
式
を
取
る
の
は
、
文
献
の
前
半

部
分
に
限
ら
れ
て
お
り
、
更
に
後
半
部
分
と
な
る
第
一
四
簡
の
途
中
か
ら
第
三
〇
簡
ま

で
は
、
通
常
の
叙
述
形
式
で
あ
り
且
つ
発
問
形
式
が
登
場
し
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ま
た
、
浅
野
氏
は
、
本
文
献
の
前
半
部
分
の
内
容
が
、
万
物
の
形
成
・
陰
陽
・
五
気
・

鬼
神
・
日
月
・
草
木
な
ど
の
自
然
現
象
に
対
す
る
発
問
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
半
部
分

の
内
容
が
、「
一
」
を
も
と
に
し
た
宇
宙
生
成
論
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
本
文
献
の
前
半

部
分
と
後
半
部
分
に
は
、
形
式
面
・
内
容
面
に
お
い
て
も
大
き
な
断
絶
が
あ
る
こ
と
も

指
摘
す
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
浅
野
氏
は
、『
凡
物
流
形
』
は
異
な
る
二
種
の
文
献
が

一
つ
に
接
合
さ
れ
た
文
献
で
あ
る
と
推
定
し
、
前
半
部
分
を
「
有
問
無
答
」
形
式
を
と

る
楚
賦
と
し
て
《
問
物
》
と
仮
称
し
、
後
半
部
分
を
通
常
の
叙
述
形
式
を
と
る
思
想
文

献
と
し
て
《
識
一
》
と
仮
称
し
て
い
る
。

更
に
、
浅
野
氏
は
、
こ
の
二
種
の
文
献
が
『
凡
物
流
形
』
と
い
う
一
つ
の
文
献
に
な

っ
た
理
由
と
し
て
、
同
冊
に
収
め
ら
れ
て
い
た
《
問
物
》
・
《
識
一
》
と
い
う
文
献
が
、

転
写
を
重
ね
る
中
で
接
合
さ
れ
た
可
能
性
を
挙
げ
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、『
凡
物
流
形
』

は
幾
度
の
転
写
を
重
ね
て
い
た
こ
と
に
な
る
た
め
、
上
博
楚
簡
の
書
写
年
代
を
戦
国
中

期
後
半
頃
と
し
て
も
、
文
献
の
成
立
自
体
は
遅
く
と
も
戦
国
前
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
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で
き
る
で
あ
ろ
う
。『
楚
辞
』
天
問
篇
の
作
者
と
さ
れ
て
い
る
屈
原
の
活
動
時
期
が
、
戦

国
中
期
か
ら
戦
国
後
期
頃
で
あ
る
た
め
、《
問
物
》
は
『
楚
辞
』
天
問
篇
よ
り
以
前
に
成

立
し
た
文
献
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
屈
原
の
独
創
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
き
た
『
楚
辞
』
天
問
篇
の
「
有
問
無
答
」
形
式
が
、
屈
原
以
前
か
ら
既
に
楚

地
に
根
付
い
て
い
た
表
現
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
文
献
の
発
問
部
分
で
あ
る
《
問
物
》
と
『
楚
辞
』
天
問
篇
は
、「
有
問
無
答
」

形
式
で
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
相
違
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
浅

野
氏
が
「
『
楚
辞
』
天
問
に
は
、
堯
・
舜
・
禹
・
湯
な
ど
の
古
代
先
王
を
始
め
と
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
故
事
を
扱
う
発
問
が
数
多
く
見
え
る
。
…
…
合
計
で
九
十
四
個
と
な

る
。
こ
れ
が
全
体
の
発
問
数
百
七
十
四
個
に
占
め
る
割
合
は
、
約
五
十
四
％
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
《
問
物
》
の
側
に
は
歴
史
故
事
を
扱
う
発
問
は
皆
無
で
、
…
…
わ
ず
か
一

回
だ
け
先
王
に
触
れ
る
に
過
ぎ
な
い
」（
注

）

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
楚
辞
』
天
問
篇

33

で
は
歴
史
故
事
や
人
事
の
こ
と
が
中
心
な
の
に
対
し
、
本
文
献
の
《
問
物
》
で
は
天
地

や
万
物
、
鬼
神
な
ど
の
発
問
が
多
く
、
人
事
の
こ
と
に
関
す
る
こ
と
が
極
端
に
少
な
い

の
で
あ
る
。
ま
た
、
浅
野
氏
の
「
《
問
物
》
の
側
の
発
問
は
博
学
に
裏
打
ち
さ
れ
た
様
子

は
さ
ほ
ど
窺
え
ず
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
素
朴
な
疑
問
と
い
っ
た
印
象
を
与
え
る
。

こ
れ
が
時
代
差
に
よ
る
も
の
か
否
か
は
即
断
で
き
な
い
が
、『
楚
辞
』
天
問
の
側
が
よ
り

ス
ケ
ー
ル
が
壮
大
で
質
・
量
と
も
に
充
実
し
て
お
り
、『
楚
辞
』
天
問
の
作
者
が
《
問
物
》

に
類
す
る
先
行
作
品
を
踏
ま
え
て
製
作
し
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
」（
注

）

と
い
う
見
解

34

に
よ
れ
ば
、《
問
物
》
は
、
楚
の
地
域
性
を
有
し
た
文
献
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
本
章
で
釈
読
し
た
第
五
・
第
六
・
第
七
簡
の
鬼
神
に
関
す
る
発
問
は
、

前
半
部
分
の
《
問
物
》
に
属
す
る
部
分
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
本
文
献
に
表
れ
た
鬼
神

観
は
、
中
国
古
代
に
お
け
る
楚
地
の
鬼
神
観
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
前
節
の
釈
読
に
基
づ
き
、
本
文
献
に
表
れ
た
鬼
神
に
関
す
る
八
つ
の
発
問
に

つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
以
下
に
列
挙
す
る
発
問
は
、
前
節
の
釈
読
の
内
容
を
要
約

し
た
上
で
、
便
宜
的
に
⑴
～
⑻
ま
で
の
番
号
を
振
っ
た
も
の
で
あ
る
。

㈠
鬼
神
は
人
よ
り
生
じ
た
の
に
、
何
故
神
の
よ
う
な
明
知
を
備
え
た
か
。

㈡
鬼
神
は
身
体
が
滅
ん
で
し
ま
っ
た
の
に
、
人
で
あ
っ
た
時
よ
り
も
明
察
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
ど
の
様
に
失
っ
た
身
体
の
機
能
を
補
っ
た
の
か
。

㈢
誰
が
鬼
神
の
力
が
強
い
こ
と
を
証
明
し
た
の
か
。

㈣
何
故
鬼
神
に
事
え
な
い
と
な
ら
な
い
の
か
。

㈤
鬼
神
は
身
体
が
滅
ん
で
、
そ
の
姿
も
目
に
見
え
な
い
の
に
、
何
故
養
わ
な
い
と
い

け
な
い
の
か
。

㈥
鬼
の
来
格
に
一
定
の
決
ま
り
が
無
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
何
時
賽
祷
を
行
え
ば
よ
い

の
か
。

㈦
祭
祀
は
、
何
故
供
物
を
進
奉
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

㈧
ど
の
様
に
し
て
鬼
を
満
足
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
か
。

ま
ず
、
本
文
献
に
お
け
る
鬼
神
で
あ
る
が
、
㈠
「
鬼
は
人
よ
り
生
ず
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
人
鬼
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
㈣
「
骨
肉
の
既
に
靡
び
、
身
体

見
れ
ざ
れ
ば
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
鬼
神
は
無
形
の
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
㈣
「
吾
奚
の
故
に
之
に
事
う
る
や
」
、
㈥
「
吾
奚
の
時
に
之
を
賽
せ
ん
や
」
、
㈦

「
祭
禩
、
奚
ぞ
升
め
ん
や
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
鬼
神
は
祈
祷
祭
祀
の
対
象
で
あ

り
、
且
つ
㈡
「
骨
肉
の
既
に
靡
ぶ
も
、
其
の
知
愈
い
よ
暲
か
」、
㈢
「
孰
か
其
の
彊
な
る

を
知
る
や
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
人
智
を
超
え
た
知
力
を
有
す
る
存
在
と

し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
本
文
献
の
作
者
は
、「
祖

先
神
」
「
自
然
神
」
「
人
生
・
天
地
万
物
の
主
宰
者
」
と
し
て
鬼
神
を
見
な
し
て
い
た
と

推
定
さ
れ
る
。
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一
方
、
㈠
「
奚
の
故
に
神
明
な
る
や
」、
㈢
「
孰
か
其
の
彊
な
る
を
知
る
や
」
な
ど
は

鬼
神
の
知
力
に
対
し
て
、
㈣
「
吾
奚
の
故
に
之
に
事
う
る
や
」、
㈤
「
吾
奚
に
自
り
て
之

を
飤
わ
ん
や
」
な
ど
は
鬼
神
に
事
え
て
祈
祷
祭
祀
を
挙
行
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
発
問

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
文
献
の
作
者
は
、
当
時
の
鬼
神
信
仰
や
鬼
神
祭
祀
に
対
し
て
疑

念
を
抱
い
た
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
文
献
に

表
れ
た
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
を
、
よ
り
詳
細
に
解
明
す
る
た
め
に
、
八
つ
の
発
問
を
「
鬼

神
の
知
力
に
対
す
る
疑
念
」
と
「
鬼
神
祭
祀
に
対
す
る
疑
念
」
と
に
分
類
し
、
検
討
す

る
。ま

ず
、
㈠
～
㈢
の
発
問
は
、「
鬼
神
の
知
力
に
対
す
る
疑
念
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
疑

念
は
、
前
章
の
『
鬼
神
之
明
』
に
お
け
る
「
夫
れ
鬼
神
明
な
る
所
有
り
不
明
な
る
所
有

り
」
と
同
様
に
、
鬼
神
そ
の
も
の
の
存
在
は
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
鬼
神
に
人
智
を
超
え

た
知
力
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
疑
念
で
あ
る
。
恐
ら
く
本
文
献
の
作
者
も
、
も
と
は

人
で
あ
っ
た
は
ず
の
鬼
神
が
神
格
化
さ
れ
て
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鬼
神
の
知
力

に
対
し
て
疑
念
を
抱
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
㈣
～
㈧
の
発
問
は
、「
鬼
神
祭
祀
に
対
す
る
疑
念
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
発
問

で
は
、
先
の
㈠
～
㈢
の
発
問
よ
り
も
、
作
者
の
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
が
よ
り
顕
著
に
表

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
発
問
㈥
に
、
無
形
で
あ
る
鬼
神
が
何
時
来
る
か
分

か
ら
な
い
の
に
、
何
時
賽
祷
を
行
え
ば
良
い
の
か
、
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
楚
地
に

お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
賽
祷
（
鬼
神
に
供
物
を
捧
げ
る
祈
祷
）
が
、
そ
の
場
に
鬼
神
が

来
て
い
る
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
鬼
神
が
実
際
に
供
物
を
受
け
取
っ
て

い
る
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
案
ず
る
に
、

本
文
献
の
作
者
は
、
こ
う
し
た
祈
祷
祭
祀
を
、
単
に
出
費
を
増
や
す
だ
け
の
無
駄
な
行

為
で
あ
る
と
感
じ
、
そ
の
疑
念
を
発
問
に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
本
文

献
の
作
者
が
こ
う
し
た
祈
祷
祭
祀
に
疑
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
発
問
㈦
で
、
祈
祷

祭
祀
に
お
け
る
供
物
の
有
益
性
を
問
う
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

で
は
、
祈
祷
祭
祀
に
対
し
て
疑
念
を
表
明
す
る
本
文
献
を
、
中
国
思
想
史
上
ど
の
様

に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
中
国
古
代
に
お
け
る
祈
祷

祭
祀
の
状
況
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

中
国
古
代
の
祈
祷
祭
祀
に
お
い
て
、
鬼
神
に
供
物
を
奉
じ
て
い
た
こ
と
は
、
前
節
の

語
注
⑤
に
引
い
た
『
韓
非
子
』
外
儲
説
右
下
篇
の
「
秦
の
襄
王
病
む
。
百
姓
之
が
為
に

祷
る
。
病
愈
え
、
牛
を
殺
し
て
塞
祷
す
」
や
、
そ
の
他
に
も
『
礼
記
』
曲
礼
下
篇
の
「
天

子
は
犧
牛
を
以
い
、
諸
侯
は
肥
牛
を
以
い
、
大
夫
は
索
牛
を
以
い
、
士
は
羊
豕
を
以
う
」
、

も

ち

『
礼
記
』
祭
義
篇
の
「
孝
子
将
に
祭
ら
ん
と
す
る
や
、
…
…
其
の
薦
俎
を
薦
め
、
其
の

礼
楽
を
序
し
、
其
の
百
官
を
備
え
、
奉
承
し
て
之
を
進
む
」
、『
史
記
』
封
禅
書
の
「
冬
、

塞
祷
の
祠
り
あ
り
。
其
の
牲
は
牛
・
犢
各
お
の
一
を
用
い
、
牢
具
珪
幣
は
各
お
の
異
な

ま

つ

る
」
な
ど
、
伝
世
文
献
中
に
散
見
さ
れ
る
（
注

）
。
ま
た
、
戦
国
楚
簡
の
中
に
も
見
え
、

35

包
山
楚
簡
の
「
卜
筮
祭
祷
簡
」
に
「
昭
王
を

祷
す
る
に
、
特
牛
も
て
之
に
饋
す
。
文

坪
夜
君
・
郚
公
子
春
・
司
馬
子
音
・
蔡
公
子
家
を

祷
す
る
に
、
各
お
の
特
豢
・
酒
食

も
て
す
。
」（
注

）

と
、
祈
祷
祭
祀
に
お
い
て
鬼
神
に
供
物
を
奉
じ
て
い
た
記
録
が
存
在

36

す
る
。

一
方
で
、
こ
う
し
た
鬼
神
に
供
物
を
奉
じ
る
祈
祷
祭
祀
と
い
う
の
は
、
古
来
「
無
鬼
」

を
主
張
す
る
立
場
の
者
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、『
墨
子
』

明
鬼
下
篇
に
「
今
無
鬼
を
執
る
者
言
い
て
曰
く
、『
鬼
神
は
固
よ
り

請

に
有
る
無
し
。

ま

こ

と

是
を
以
て
其
の
酒
醴
・
粢
盛
・
犧
牲
の
財
を
共
せ
ず
』
と
」（
注

）

と
あ
る
。
こ
れ
は
、

37

あ
る
「
無
鬼
を
執
る
者
」
が
、
鬼
神
は
い
な
い
の
だ
か
ら
、
祭
祀
に
て
御
神
酒
・
供
物
・

犠
牲
を
鬼
神
に
進
奉
し
な
い
と
墨
子
に
説
い
た
一
文
で
あ
る
。
ま
た
、
時
代
は
く
だ
る

が
、「
無
鬼
」
論
者
と
し
て
有
名
な
後
漢
の
王
充
も
、
著
書
『
論
衡
』
祀
義
篇
に
て
「
今

祭
る
所
は
死
人
、
死
人
知
る
無
く
、
飲
食
す
る
能
わ
ず
。
何
を
以
て
其
の
飲
食
を
歆
享
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す
る
能
わ
ざ
る
を
審
ら
か
に
す
る
や
」（
注

）

と
、
祭
祀
に
お
け
る
供
物
の
無
意
味
さ
を

38

説
い
て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、「
無
鬼
」
を
主
張
す
る
立
場
の
者
は
、
鬼
神
祭
祀
の
中
で
も
、

費
用
の
面
な
ど
で
社
会
的
に
悪
影
響
を
も
た
ら
す
供
物
の
進
奉
を
、
特
に
批
判
の
的
に

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
文
献
の
作
者
が
疑
念
を
抱
い
て
い
た
対
象
は
、「
無

鬼
」
の
立
場
の
者
た
ち
が
批
判
す
る
対
象
と
一
致
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
に
お
い
て
、
本
文
献
は
、
後
の
「
無
鬼
」
論
へ
と
通
ず
る
前
段
階
の
思
想
を
内
包
し

た
文
献
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
以
上
の
考
察
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
本
文
献
は
、
浅
野
氏
に
よ
る
と
《
問

物
》
と
《
識
一
》
と
い
う
二
種
類
の
文
献
が
接
合
さ
れ
た
文
献
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。《
問

物
》
は
、「
有
問
無
答
」
形
式
と
い
う
点
に
お
い
て
『
楚
辞
』
天
問
篇
と
一
致
し
て
い
る

が
、
天
問
篇
よ
り
も
内
容
が
素
朴
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
楚
地
に
お
い
て
成
立
し
、

後
に
『
楚
辞
』
天
問
篇
に
受
容
さ
れ
た
文
献
の
類
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、

本
文
献
で
は
、
鬼
神
の
知
力
だ
け
で
な
く
、
鬼
神
へ
の
祈
祷
祭
祀
や
供
物
の
進
奉
に
つ

い
て
も
疑
念
が
表
明
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
本
文
献
の
中
に
、
後
の
「
無
鬼
」

論
へ
と
通
ず
る
思
想
の
一
端
が
既
に
内
包
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

三

中
国
古
代
の
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
観

第
一
章
・
第
二
章
の
考
察
に
よ
っ
て
、
『
鬼
神
之
明
』
『
凡
物
流
形
』
が
、
鬼
神
に
対

す
る
疑
念
を
表
明
し
た
文
献
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
楚
を
含
む
南
方
の
地
域
性
を
有
し
た

文
献
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

一
方
、
張
正
明
主
編
『
楚
文
化
志
』（
湖
北
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
の
第
十
八

章
「
風
俗
和
信
仰
」
に
よ
れ
ば
、
楚
地
の
風
俗
と
信
仰
は
「
尚
鬼
・
崇
巫
・
喜
卜
・
好

祀
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
ま
た
、
趙
輝
『
楚
辞
文
化
背
景
研
究
』（
楚
学
文
庫
、
湖
北
教

育
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
の
第
二
章
「
虚
栄
的
映
像
」
に
お
い
て
も
、
楚
人
は
「
民

神
雑
糅
」
の
気
風
を
有
し
、
楚
地
で
は
信
鬼
崇
巫
の
風
習
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
通
説
で
は
、
中
国
古
代
の
楚
地
は
鬼
神
信
仰
が
盛
ん
な

地
域
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
従
来
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
中
国
古
代
の
楚
地
は
、
実
際
に
鬼
神
信
仰
が

盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
も
し
鬼
神
信
仰
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

何
故
『
鬼
神
之
明
』『
凡
物
流
形
』
の
よ
う
な
鬼
神
に
対
し
て
疑
念
を
表
明
す
る
文
献
が
、

楚
地
に
受
容
さ
れ
た
の
か
。
本
章
で
は
、
こ
う
し
た
疑
問
に
つ
い
て
考
察
し
、
中
国
古

代
の
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
観
の
実
情
の
解
明
を
試
み
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
中
国
古
代
の
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
信
仰
や
鬼
神
祭
祀
の
状
況
を
記
し

た
、
伝
世
文
献
の
記
述
を
確
認
し
よ
う
。
以
下
に
引
く
⑴
～
⑺
の
文
章
は
、
楚
地
に
お

け
る
鬼
神
信
仰
や
鬼
神
祭
祀
、
或
い
は
鬼
神
と
人
々
と
の
媒
介
役
で
あ
っ
た
巫
に
関
す

る
記
述
で
あ
る
。

⑴
古
は
民
神
雑
ざ
ら
ず
、
民
の
精
爽
に
し
て
攜
貳
せ
ざ
る
者
に
し
て
、
又
た
能
く

け

い

じ

斉
粛
衷
正
に
し
て
、
其
の
智
は
能
く
上
下
に
比
義
し
、
其
の
聖
は
能
く
光
遠
宣

朗
に
し
て
、
其
の
明
は
能
く
之
を
光
照
し
、
其
の
聡
は
能
く
之
を
聴
徹
す
。
是

の
如
く
ん
ば
、
則
ち
明
神
之
に
降
り
、
男
に
在
り
て
は
覡
と
曰
い
、
女
に
在
り

げ

き

て
は
巫
と
曰
う
。

古
者
民
神
不
雜
、
民
之
精
爽
不
攜
貳
者
、
而
又
能
齊
肅
衷
正
、
其
智
能
上
下
比

義
、
其
聖
能
光
遠
宣
朗
、
其
明
能
光
照
之
、
其
聰
能
聽
徹
之
。
如
是
則
明
神
降

之
、
在
男
曰
覡
、
在
女
曰
巫
。（
『
国
語
』
楚
語
下
）

⑵
楚
・
越
の
間
に
、
寝
の
丘
な
る
者
有
り
。
此
れ
其
の
地
利
あ
ら
ず
し
て
、
名
甚
だ

悪
し
。
荊
人
は
鬼
を
畏
れ
、
越
人
は
機
を
信
ず
。
長
く
有
つ
べ
き
は
、
其
れ
唯

だ
此
れ
の
み
。
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楚
・
越
之
閒
、
有
寢
之
丘
者
、
此
其
地
不
利
、
而
名
甚
惡
。
荊
人
畏
鬼
、
而
越

人
信
機
。
可
長
有
者
、
其
唯
此
也
。（
『
呂
氏
春
秋
』
孟
冬
紀
・
異
宝
篇
）

⑶
楚
の
衰
う
る
や
、
巫
音
を
作
為
す
。

楚
之
衰
也
、
作
爲
巫
音
。（
『
呂
氏
春
秋
』
仲
夏
紀
・
侈
楽
篇
）

⑷
楚
・
越
の
間
に
、
寝
丘
な
る
者
有
り
。
此
の
地
利
あ
ら
ず
し
て
、
名
甚
だ
悪
し
。

楚
人
は
鬼
に
し
て
越
人
は
禨
な
り
。
長
く
有
つ
べ
き
は
、
唯
だ
此
れ
の
み
。

楚
・
越
之
閒
、
有
寢
丘
者
。
此
地
不
利
、
而
名
甚
惡
。
楚
人
鬼
而
越
人
禨
。
可

長
有
者
、
唯
此
也
。（
『
列
子
』
説
符
篇
）

⑸
今
の
南
郡
・
江
夏
・
零
陵
・
桂
陽
・
武
陵
・
長
沙
及
び
漢
中
・
汝
南
郡
は
、
尽
く

楚
の
分
な
り
。
…
…
巫
鬼
を
信
じ
て
、
淫
祀
を
重
ん
ず
。
而
し
て
漢
中
は
淫
失
・

枝
柱
に
し
て
、
巴
蜀
と
俗
を
同
じ
う
す
。

今
之
南
郡
・
江
夏
・
零
陵
・
桂
陽
・
武
陵
・
長
沙
及
漢
中
・
汝
南
郡
、
盡
楚
分

也
。
…
…
信
巫
鬼
、
重
淫
祀
。
而
漢
中
淫
失
枝
柱
、
與
巴
蜀
同
俗
。
（
『
漢
書
』

地
理
志
下
）

⑹
天
旱
は
陽
勝
る
、
故
に
陽
の
党
を
愁
え
し
む
。
巫
は
陽
の
党
た
り
、
故
に
魯
僖
の

旱
に
遭
う
や
、
議
し
て
巫
を
焚
か
ん
と
欲
す
。
巫
は
陽
気
を
含
む
、
以
て
の
故

に
陽
地
の
民
は
多
く
巫
と
為
る
。
巫
は
鬼
に
党
す
、
故
に
巫
は
鬼
巫
と
為
す
。

天
旱
陽
勝
、
故
愁
陽
之
黨
。
巫
爲
陽
黨
、
故
魯
僖
遭
旱
、
議
欲
焚
巫
。
巫
含
陽

氣
、
以
故
陽
地
之
民
多
爲
巫
。
巫
黨
於
鬼
、
故
巫
者
爲
鬼
巫
。
（
『
論
衡
』
訂
鬼

篇
）

⑺
昔
楚
の
国
の
南
郢
の
邑
、
沅
湘
の
間
、
其
の
俗
は
鬼
を
信
じ
て
祠
を
好
む
。
其
の

祠
は
必
ず
歌
楽
舞
鼓
を
作
し
、
以
て
諸
神
を
楽
す
。
屈
原
放
逐
せ
ら
れ
、
其
の

な

域
を
竄
伏
し
、
懐
憂
苦
毒
し
て
、
愁
思
沸
鬱
た
り
。
出
で
て
俗
人
の
祭
祀
の
礼
・

歌
舞
の
楽
を
見
る
に
、
其
の
詞
は
鄙
陋
た
り
。
困
し
み
て
九
歌
の
曲
を
為
作
す
。

昔
楚
國
南
郢
之
邑
、
沅
湘
之
間
、
其
俗
信
鬼
而
好
祠
。
其
祠
必
作
歌
樂
舞
鼓
、

以
樂
諸
神
。
屈
原
放
逐
、
竄
伏
其
域
、
懷
憂
苦
毒
、
愁
思
沸
鬱
。
出
見
俗
人
祭

祀
之
禮
・
歌
舞
之
樂
、
其
詞
鄙
陋
。
困
爲
作
九
歌
之
曲
。
（
『
楚
辞
章
句
』
九
歌

篇
の
序
）

ま
ず
、
楚
地
の
鬼
神
信
仰
や
鬼
神
祭
祀
に
関
す
る
記
述
を
確
認
す
る
。
⑸
『
漢
書
』

地
理
志
の
「
巫
鬼
を
信
じ
て
、
淫
祀
を
重
ん
ず
」
は
、
漢
代
以
前
の
楚
地
の
風
俗
の
特

徴
を
表
し
た
一
文
と
し
て
有
名
で
あ
る
。「
巫
鬼
」
と
は
、
巫
が
鬼
神
に
祭
祷
し
て
恩
恵

を
授
か
る
方
術
の
こ
と
。「
淫
祀
」
と
は
、
祭
祀
の
対
象
と
す
べ
き
で
な
い
、
様
々
な
鬼

神
を
祭
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
⑵
『
呂
氏
春
秋
』・
⑷
『
列
子
』
で
は
、
長
く

土
地
を
保
持
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
楚
人
の
よ
う
な
鬼
神
に
対
し
て
敬
虔
な
民
が
暮
ら

し
て
い
る
土
地
の
方
が
望
ま
し
い
と
あ
る
。
⑹
『
楚
辞
章
句
』
の
序
は
、
後
漢
の
王
逸

の
作
で
、
屈
原
が
『
楚
辞
』
九
歌
篇
を
作
成
し
た
経
緯
に
つ
い
て
解
説
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
王
逸
は
、
楚
地
の
特
徴
と
し
て
「
其
の
俗
は
鬼
を
信
じ
て
祠
を
好
む
」
と

述
べ
、
鬼
神
信
仰
と
鬼
神
祭
祀
の
盛
ん
な
様
子
を
挙
げ
て
い
る
。

次
に
、
鬼
神
と
人
々
と
の
媒
介
役
で
あ
っ
た
巫
に
関
す
る
記
述
を
確
認
す
る
。
巫
と

い
う
の
は
、
所
謂
シ
ャ
ー
マ
ン
の
こ
と
で
、
古
代
中
国
で
は
鬼
神
と
交
信
で
き
る
存
在

と
さ
れ
て
い
た
。
藤
野
岩
友
『
巫
系
文
学
論
』（
大
学
書
房
、
一
九
五
一
年
）
に
よ
る
と
、

巫
の
役
割
は
、「
巫
降
」（
祭
祀
に
お
け
る
神
降
ろ
し
の
こ
と
）
、「
歌
舞
」（
祈
祷
祭
祀
で

の
歌
舞
音
楽
の
こ
と
。
⑺
『
楚
辞
章
句
』
に
も
「
其
の
祠
は
必
ず
歌
楽
舞
鼓
を
作
し
」

と
あ
る
）
、「
災
禍
の
祓
禳
・
悪
鬼
の
駆
除
」（
厲
鬼
を
祭
祀
に
よ
っ
て
善
神
に
転
向
さ
せ

た
り
、
厲
鬼
を
方
術
に
よ
っ
て
撃
退
す
る
こ
と
）
、
「
招
魂
」
、
「
夢
占
い
」
、
「
雲
気
・
星

辰
を
基
に
人
事
の
吉
凶
の
予
言
」
、「
占
卜
」（
卜
筮
な
ど
の
占
卜
は
、
貞
人
が
鬼
神
の
意

思
を
窺
う
た
め
に
行
っ
て
い
た
）
な
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
他
に
も
、『
論

語
』
子
路
篇
に
「
人
に
し
て
恒
無
く
ん
ば
、
以
て
巫
医
を
作
す
べ
か
ら
ず
（
人
而
無
恆
、

不
可
以
作
巫
醫
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
巫
は
医
者
と
し
て
の
役
割
等
も
兼
ね
備
え
て
い
た
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と
さ
れ
て
い
る
が
、
藤
野
氏
に
よ
れ
ば
、
巫
の
最
も
著
し
い
特
色
と
い
う
の
は
、
鬼
神

と
人
間
の
間
に
立
っ
て
一
切
の
交
渉
に
当
た
る
点
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
即
ち
、

こ
の
巫
が
楚
地
で
尊
崇
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
楚
地
の
鬼
神
信
仰
が
盛
ん
で
あ
っ
た

こ
と
の
一
つ
の
根
拠
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
前
掲
し
た
記
述
を
見
て
み
る
と
、
⑵
『
国
語
』
で
は
「
斉
粛
衷
正
に
し
て
、

其
の
智
は
能
く
上
下
に
比
義
し
、
其
の
聖
は
能
く
光
遠
宣
朗
に
し
て
、
其
の
明
は
能
く

之
を
光
照
し
、
其
の
聡
は
能
く
之
を
聴
徹
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
楚
で
は
巫
に
対
し
て

極
め
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
⑺
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
、
楚
が
衰
退
し
た
理
由
を

「
巫
音
」（
恐
ら
く
は
巫
が
祈
祷
祭
祀
で
な
し
た
歌
舞
音
楽
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
に
求
め

て
お
り
、
こ
れ
は
巫
が
楚
の
国
勢
に
寄
与
す
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
⑾
『
論
衡
』
の
「
巫
は
陽
気
を
含
む
、
以
て
の
故
に
陽
地
の

民
は
多
く
巫
と
為
る
」
に
よ
れ
ば
、
後
漢
以
降
も
、
楚
地
を
含
む
南
方
の
地
域
に
巫
が

多
く
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
に
見
受
け
ら
れ
る
巫
に
対
す
る
評

価
の
高
さ
は
、
中
国
古
代
に
お
け
る
楚
地
の
鬼
神
信
仰
の
盛
況
さ
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
為
政
者
側
で
あ
っ
た
楚
王
も
、
楚
の
風
俗
と
同
様
に
鬼
神
へ
の
信
仰
が
厚
か

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
引
く
⑴
～
⑷
の
文
章
は
、
楚
王
の
鬼
神
信
仰
に
関
す
る

記
述
で
あ
る
。

⑴
霊
王
虐
に
し
て
、
白
公
の
子
張
驟
し
ば
諫
む
。
王
之
を
患
い
、
史
老
に
謂
い
て

し

ば

曰
く
、「
吾
子
張
の
諫
を
已
め
ん
と
欲
す
、
若
何
せ
ん
」
と
。
対
え
て
曰
く
、「
之

を
用
う
る
は
実
に
難
き
も
、
之
を
已
む
る
は
易
し
。
若
し
君
を
諫
め
ば
則
ち
曰

く
、
『
余
左
に
鬼
中
を
執
り
、
右
に
殤
宮
を
執
る
。
凡
百
の
箴

諫
は
、
吾
尽
く

し

ん

か

ん

之
を
聞
け
り
。
寧
ろ
他
言
を
聞
か
ん
』」
と
。

靈
王
虐
、
白
公
子
張
驟
諫
。
王
患
之
、
謂
史
老
曰
、
吾
欲
已
子
張
之
諫
、
若
何
。

對
曰
、
用
之
實
難
、
已
之
易
矣
。
若
諫
君
則
曰
、
余
左
執
鬼
中
、
右
執
殤
宮
。

凡
百
箴
諫
、
吾
盡
聞
之
矣
。
寧
聞
他
言
。（
『
国
語
』
楚
語
上
）

⑵
呉
州
来
を
滅
ぼ
す
。
令
尹
の
子
期
は
呉
を
伐
つ
こ
と
を
請
う
も
、
王
許
さ
ず
し
て

曰
く
、「
吾
未
だ
民
人
を
撫
せ
ず
、
未
だ
鬼
神
に
事
え
ず
、
未
だ
守
備
を
修
め
ず
、

未
だ
国
家
を
定
め
ず
、
而
る
に
民
力
を
用
う
れ
ば
、
敗
ら
る
ど
も
悔
ゆ
べ
か
ら

ず
。
州
来
呉
に
在
る
は
、
猶
お
楚
に
在
る
が
ご
と
き
な
り
。
子
姑
く
之
を
待
た

ん
」
と
。

吳
滅
州
來
。
令
尹
子
期
請
伐
呉
、
王
弗
許
曰
、
吾
未
撫
民
人
、
未
事
鬼
神
、
未

脩
守
備
、
未
定
國
家
、
而
用
民
力
、
敗
不
可
悔
。
州
來
在
呉
、
猶
在
楚
也
、
子

始
待
之
。（
『
左
伝
』
昭
公
一
三
年
の
条
）

⑶
初
め
、
共
王
は
冢
適
無
く
、
寵
子
五
人
有
り
、
適
と
し
て
立
つ
る
も
の
無
し
。
乃

ち
大
い
に
群
望
に
事
う
る
有
り
て
、
祈
り
て
曰
く
、「
請
う
、
神
五
人
の
者
よ
り

択
び
、
社
稷
に
主
た
ら
し
め
よ
」
と
。
乃
ち
徧
く
璧
を
以
て
群
望
に
見
え
て
曰

く
、
「
璧
に
当
た
り
て
拝
す
る
者
は
、
神
の
立
つ
る
所
な
り
、
誰
か
敢
え
て
之
に

違
わ
ん
」
と
。

初
、
共
王
無
冢
適
、
有
寵
子
五
人
、
無
適
立
焉
。
乃
大
有
事
于
群
望
而
祈
曰
、

請
、
神
擇
於
五
人
者
、
使
主
社
稷
。
乃
徧
以
璧
見
於
群
望
曰
、
當
璧
而
拜
者
、

神
所
立
也
、
誰
敢
違
之
。（
『
左
伝
』
昭
公
一
三
年
の
条
）

⑷
昔
楚
の
霊
王
驕
逸
に
し
て
下
を
軽
ん
じ
、
賢
を

簡

り
鬼
に
務
む
。
巫
祝
の
道
を

あ

な

ど

信
じ
、
斉
戒
潔
鮮
に
し
て
以
て
上
帝
を
祀
り
、
群
神
を
礼
し
て
、
躬
ら
羽
紱
を

執
り
、
起
ち
て
壇
前
に
舞
う
。
呉
人
来
た
り
て
攻
め
、
其
の
国
人
急
を
告
ぐ
る

も
、
而
る
に
霊
王
鼓
舞
し
て
自
若
た
り
。

昔
楚
靈
王
驕
逸
輕
下
、
簡
賢
務
鬼
。
信
巫
祝
之
道
、
齋
戒
潔
鮮
以
祀
上
帝
、
禮

群
神
、
躬
執
羽
紱
、
起
舞
壇
前
。
吳
人
來
攻
、
其
國
人
告
急
、
而
靈
王
鼓
舞
自

若
。（
『
新
論
』〔
『
太
平
御
覧
』
方
術
部
巻
七
三
五
所
収
〕）
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ま
ず
、
⑴
『
左
伝
』・
⑷
『
新
論
』
は
、
楚
の
霊
王
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。
⑴
『
左

伝
』
で
は
、
白
公
の
子
張
の
諌
言
を
止
め
さ
せ
る
手
段
と
し
て
「
余
左
に
鬼
中
を
執
り
、

右
に
殤
宮
を
執
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
霊
王
が
日
常
的
に
鬼
神
を
信
仰
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
⑷
『
新
論
』
に
「
楚
の
霊
王
驕
逸
に
し

て
下
を
軽
ん
じ
、
賢
を

簡

り
鬼
に
務
む
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
⑵
『
左

あ

な

ど

伝
』
で
は
、
楚
の
平
王
が
呉
の
侵
攻
に
対
し
て
派
兵
し
な
い
理
由
と
し
て
「
吾
未
だ
民

人
を
撫
せ
ず
、
未
だ
鬼
神
に
事
え
ず
、
未
だ
守
備
を
修
め
ず
、
未
だ
国
家
を
定
め
ず
」

と
、
ま
だ
民
衆
を
統
治
し
て
い
な
い
こ
と
や
、
国
の
守
備
を
整
え
て
い
な
い
こ
と
、
国

家
を
定
め
て
い
な
い
こ
と
な
ど
と
並
べ
て
、
鬼
神
に
事
え
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
平
王
は
、
鬼
神
祭
祀
を
国
家
の
大
事
と
し
て
重
視
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
⑶
『
左
伝
』
は
、
楚
の
共
王
が
自
身
の
世
継
ぎ
に
立
て
る
人
物
を
決
め

る
た
め
に
鬼
神
に
祈
願
し
た
と
い
う
故
事
で
あ
り
、
こ
れ
も
楚
王
の
鬼
神
信
仰
が
盛
ん

で
あ
っ
た
こ
と
の
根
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
記
述
を
踏
ま
え
る
と
、
中
国
古
代
の
楚
地
に
は
盛
ん
な
鬼
神
信
仰
の
気
風
が

充
満
し
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
中
国
古
代
の

楚
地
に
は
、
こ
う
し
た
盛
ん
な
鬼
神
信
仰
と
相
反
す
る
鬼
神
観
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
、
伝
世
文
献
や
出
土
文
献
の
記
述
よ
り
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
楚
地
に
お

け
る
鬼
神
観
の
二
面
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
『
鬼
神
之
明
』
『
凡
物
流
形
』
が
楚

地
に
受
容
さ
れ
た
理
由
を
解
明
し
た
い
う
。

そ
も
そ
も
鬼
神
信
仰
と
い
う
の
は
、
鬼
神
と
い
う
超
越
的
な
存
在
に
対
し
て
、
人
々

が
畏
怖
の
感
情
を
抱
い
た
こ
と
を
起
点
と
し
て
い
る
。
人
々
は
そ
の
鬼
神
の
怒
り
を
招

か
な
い
よ
う
に
自
己
の
行
い
を
反
省
し
、
そ
し
て
鬼
神
に
対
し
て
祈
祷
祭
祀
を
挙
行
し

て
、
そ
の
超
越
的
な
力
の
恩
恵
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
行
為
は
、
超
越
的

な
存
在
で
あ
る
鬼
神
へ
の
畏
怖
に
よ
る
も
の
で
、
人
間
の
素
朴
な
感
情
に
基
づ
い
た
鬼

神
観
で
あ
る
。
な
お
、
同
じ
様
に
人
々
の
鬼
神
に
対
す
る
根
源
的
な
畏
怖
の
感
情
に
基

づ
い
て
い
た
と
し
て
も
、
厲
鬼
な
ど
は
信
仰
の
対
象
と
な
ら
ず
、
災
禍
を
も
た
ら
す
存

在
と
し
て
敵
対
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
鬼
神
信
仰
も
、
鬼
神
の
撃
退
も
、

も
と
は
鬼
神
に
対
す
る
根
源
的
な
畏
怖
を
起
点
と
し
た
鬼
神
観
で
あ
り
、
畏
怖
の
感
情

が
強
い
程
、
人
々
の
鬼
神
に
対
す
る
崇
拝
の
念
も
増
幅
さ
れ
て
、
鬼
神
信
仰
へ
と
向
か

う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
反
対
に
、
そ
の
人
の
鬼
神
に
対
す
る
恐
怖
の
念
が
増
幅
さ
れ
て
、

厲
鬼
の
撃
退
へ
と
向
か
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
鬼
神
に
対
す
る
畏
怖
の
感
情
が
希
薄
で
あ
る
と
、
人
々
は
自
ら
の
目
的
の
為

に
鬼
神
の
意
思
を
恣
意
的
に
利
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
鬼
神
を
恣
意
的
に
利
用
し
た
事

例
の
多
く
は
、
楚
王
な
ど
の
為
政
者
側
に
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
政
治
・
戦
争
・

災
害
と
い
っ
た
国
家
の
大
事
に
際
し
て
、
為
政
者
側
は
卜
筮
や
祭
祀
な
ど
に
よ
っ
て
鬼

神
に
吉
凶
禍
福
の
意
思
を
仰
ぐ
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
為
政
者
側
の
思
惑
を
、
鬼
神

の
神
託
と
し
て
喧
伝
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
中
国
古
代
の
楚
地
に

は
盛
ん
な
鬼
神
信
仰
の
気
風
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
為
政
者
の
思
惑
が
絡
ん
だ
卜
筮
・

祭
祀
の
結
果
を
疑
う
こ
と
な
く
、
鬼
神
の
神
託
と
し
て
享
受
す
る
民
衆
が
多
く
い
た
と

推
測
さ
れ
る
。
も
し
鬼
神
の
神
託
と
銘
打
つ
だ
け
で
民
衆
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と

す
れ
ば
、
為
政
者
側
に
と
っ
て
は
都
合
が
よ
く
、
鬼
神
の
利
用
価
値
も
極
め
て
高
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

楚
地
に
お
い
て
為
政
者
側
が
鬼
神
を
利
用
し
た
事
例
と
し
て
は
、『
左
伝
』
昭
公
一
七

年
の
条
に
「
呉
楚
を
伐
つ
。
陽
匄
は
令
尹
た
り
。
戦
い
を
卜
す
に
不
吉
な
り
。
司
馬
子

魚
曰
く
、『
我
上
流
を
得
た
り
。
何
の
故
に
不
吉
な
ら
ん
や
。
且
つ
楚
の
故
は
、
司
馬
亀

に
令
す
。
我
改
卜
す
る
こ
と
を
請
う
』
と
。
令
し
て
曰
く
、『
魴
や
、
其
の
属
を
以
て
之

に
死
し
、
楚
の
師
之
に
継
が
ば
、

尚

わ
く
ば
大
い
に
之
に
克
た
ん
』
と
。
吉
な
り
」

こ

い

ね

が

（
注

）

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
楚
の
平
王
の
四
年
に
、
呉
が
攻
め
て
き
た
際
、
楚

39

の
令
尹
で
あ
っ
た
陽
匄
が
戦
争
の
結
果
を
占
っ
た
と
こ
ろ
、「
不
吉
」
と
い
う
占
辞
が
出

た
。
こ
れ
に
対
し
て
司
馬
の
子
魚
は
、
楚
国
は
川
の
上
流
に
あ
り
、
地
形
的
に
も
有
利
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で
あ
る
か
ら
ど
う
し
て
不
吉
な
こ
と
が
あ
る
か
と
言
っ
て
、
「
改
卜
」
（
再
度
卜
筮
を
行

う
こ
と
）
を
要
求
し
た
。
そ
の
改
卜
の
結
果
、「
吉
」
と
い
う
占
辞
が
出
た
の
で
、
楚
は

呉
を
攻
め
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
為
政
者
側
が
自
身
の
都
合
に
合
わ
せ
て
鬼

神
の
意
思
を
利
用
し
た
事
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
改
卜
」
の
事
例
は
、『
左
伝
』
哀
公

一
七
年
の
条
に
も
「
王

葉
公
と
子
良
を
枚
卜
し
、
以
て
令
尹
と
為
さ
ん
と
す
。
沈
尹
朱

曰
く
、『
吉
な
り
。
其
の
志
よ
り
も
過
ぐ
』
と
。
葉
公
曰
く
、『
王
子
に
し
て
相
国
た
り
、

過
ぐ
る
と
は
将
に
何
を
為
さ
ん
と
す
る
』
と
。
他
日
子
国
を
改
卜
し
て
、
令
尹
と
為
さ

し
む
」（
注

）

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
楚
の
恵
王
は
葉
公
と
相
談
し
、
恵
王
の
弟
で

40

あ
っ
た
子
良
を
「
枚
卜
」（
卜
筮
の
結
果
で
官
職
を
決
め
る
こ
と
）
し
て
令
尹
に
し
よ
う

と
し
た
と
こ
ろ
、「
吉
で
あ
る
が
、
望
み
を
超
え
て
し
ま
う
」
と
い
う
占
辞
が
出
た
。
こ

の
占
辞
を
受
け
た
葉
公
は
、
王
子
で
あ
る
子
良
が
相
国
と
な
り
、
更
に
望
み
を
超
え
る

と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
次
は
恵
王
の
王
座
が
危
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
暗
に
恵
王
に

伝
え
た
。
そ
の
結
果
、
恵
王
は
後
日
「
改
卜
」
し
、
子
良
で
は
な
く
子
国
を
令
尹
に
し

た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
為
政
者
側
は
自
身
の
思
惑
で
官
職
を
選
択
し
、
そ
の
理

由
付
け
と
し
て
鬼
神
の
意
思
を
利
用
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
為
政
者
側
が
鬼
神
を
恣
意
的
に
利
用
し
た
記
録
は
、
戦
国
楚
簡
の
中
に
も
見

受
け
ら
れ
る
。
上
博
楚
簡
『
鄭
子
家
喪
』
は
、
鄭
国
の
子
家
が
自
身
の
君
主
の
霊
公
を

弑
殺
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
特
に
裁
か
れ
る
こ
と
も
な
く
埋
葬
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
を
理
由
に
、
楚
の
荘
王
が
鄭
を
攻
め
た
と
い
う
故
事
で
あ
る
（
注

）
。
こ
れ
と
同
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様
の
記
事
は
、『
左
伝
』
や
『
史
記
』
な
ど
の
伝
世
文
献
に
も
見
え
る
の
だ
が
、
伝
世
文

献
で
は
、
鄭
が
楚
と
先
に
盟
約
を
結
ん
で
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
楚
と
敵
対
し
て
い
た

晋
と
も
密
約
を
結
ぶ
と
い
っ
た
不
義
を
働
い
て
い
た
こ
と
が
、
楚
が
鄭
を
攻
め
た
理
由

と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
鄭
子
家
喪
』
で
は
、
楚
の
荘
王
が
鄭
を
攻
め
た
理
由
を
、「
如

し
上
帝
鬼
神
以
て
怒
り
を
為
さ
ば
、
吾
将
た
何
を
以
て
答
え
ん
や
（
如
上
帝
鬼
神
以
為

は

怒
、
吾
將
何
以
答
）」
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
君
主
の
弑
殺
と
い
う
大
罪
を
犯
し
た

子
家
が
何
の
刑
罰
も
受
け
ず
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
帝
や
鬼
神
の
怒
り
を
買

う
こ
と
を
恐
れ
た
と
い
う
の
が
、
楚
が
鄭
を
攻
め
た
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
中
村
未
来

氏
は
、
こ
の
『
鄭
子
家
喪
』
は
、
史
実
を
記
録
し
た
文
献
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
荘

王
を
主
人
公
と
し
た
物
語
性
の
強
い
文
献
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
王
者
が
ど
の
様
に
行
動

す
れ
ば
良
い
か
を
示
し
た
教
誨
書
の
類
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
て
い
る
（
注

）
。
も
し
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教
誡
書
の
類
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、『
鄭
子
家
喪
』
の
鬼
神
の
怒
り
を
恐
れ
て
派
兵
す
る

と
い
う
理
由
は
、
中
国
古
代
の
楚
地
に
お
い
て
開
戦
の
大
義
名
分
と
し
て
許
容
さ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
楚
地
で
は
、
戦
争
な
ど
の
国
家
の
大
事
の
際

に
、
鬼
神
の
意
思
を
大
事
の
決
断
の
理
由
と
し
て
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、

そ
の
鬼
神
の
意
思
に
は
、
為
政
者
側
の
政
治
的
な
思
惑
が
多
分
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
注

）
。
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
楚
地
に
お
け
る
為
政
者
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層
は
、
あ
る
時
は
鬼
神
を
畏
敬
し
て
信
仰
し
、
そ
の
神
託
に
対
し
て
真
剣
に
向
き
合
う

と
い
う
一
面
と
、
ま
た
あ
る
時
は
鬼
神
を
畏
れ
ず
、
国
家
の
大
事
の
際
に
そ
の
信
仰
を

利
用
す
る
と
い
う
、
鬼
神
観
の
二
面
性
を
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
観
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
楚
地
で
は
鬼
神
信
仰
の
盛
ん

な
気
風
が
あ
っ
た
た
め
か
、
為
政
者
側
が
そ
れ
を
利
用
し
、
鬼
神
の
意
思
と
し
て
自
身

の
政
治
的
な
思
惑
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
行
為
が
段
々
と
恣
意
的

に
な
っ
て
い
け
ば
、
鬼
神
信
仰
に
敬
虔
な
楚
人
の
中
に
も
、
鬼
神
の
意
思
を
疑
う
者
が

現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
盛
ん
な
鬼
神
信
仰
と
相
反
す
る
『
鬼

神
之
明
』『
凡
物
流
形
』
と
い
っ
た
文
献
が
楚
地
で
受
容
さ
れ
、
且
つ
そ
の
著
者
自
身
も

楚
を
含
む
南
方
の
地
域
性
を
有
し
て
い
た
の
は
、
鬼
神
の
意
思
を
疑
う
様
に
な
っ
た
楚

人
に
よ
っ
て
、
既
に
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
が
発
生
・
浸
透
す
る
土
壌
が
楚
地
に
形
成
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、『
鬼
神
之
明
』
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『
凡
物
流
形
』
は
、
鬼
神
信
仰
の
盛
ん
な
楚
地
で
あ
る
が
故
に
受
容
さ
れ
た
文
献
で
あ

っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
論
の
考
察
に
よ
っ
て
、『
鬼
神
之
明
』『
凡
物
流
形
』
と
い
っ
た
二
種
の
文
献
に
は
、

「
無
鬼
」
の
思
想
の
基
盤
と
な
る
様
な
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
が
表
れ
て
い
る
こ
と
と
、

楚
地
を
含
む
中
原
よ
り
南
方
の
地
域
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま

た
、
こ
れ
ら
の
文
献
と
の
関
係
性
が
深
い
中
国
古
代
に
お
け
る
楚
地
の
鬼
神
観
に
は
、

鬼
神
に
対
す
る
畏
怖
の
厚
薄
か
ら
、
鬼
神
信
仰
に
向
か
う
場
合
と
、
鬼
神
の
利
用
に
向

か
う
場
合
と
の
二
面
性
が
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
二
面
性
に
よ
っ
て
、

中
国
古
代
の
楚
地
に
、
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
が
発
生
・
浸
透
す
る
土
壌
が
形
成
さ
れ
、

そ
の
結
果
『
鬼
神
之
明
』『
凡
物
流
形
』
の
よ
う
な
文
献
が
受
容
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
従
来
の
通
説
で
あ
っ
た
、
儒
家
・
法
家
・
兵
家
の
よ
う
な
人
事
重
視
・
現

実
志
向
の
思
想
家
に
よ
っ
て
「
無
鬼
」
論
の
思
想
的
基
盤
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
見
解

に
、
若
干
の
補
足
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
儒
家
・
法
家
・
兵
家
を

基
軸
と
す
る
「
無
鬼
」
論
の
系
譜
と
は
別
に
、
鬼
神
信
仰
が
盛
ん
な
楚
地
に
お
い
て
、

逆
行
的
に
発
生
・
浸
透
し
た
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
が
蓄
積
さ
れ
た
結
果
、「
無
鬼
」
論
の

思
想
的
基
盤
の
一
つ
が
楚
地
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
今
後
、
中
国
古

代
を
対
象
と
し
た
鬼
神
観
の
研
究
で
は
、
こ
の
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
観
を
基
軸
と
し
た

「
無
鬼
」
論
の
系
譜
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
（
注

）
。
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一
方
で
、
『
鬼
神
之
明
』
『
凡
物
流
形
』
に
表
れ
た
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
や
発
問
は
、

信
仰
の
対
象
で
あ
る
鬼
神
を
理
解
す
る
た
め
の
行
為
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、

一
概
に
「
無
鬼
」
の
志
向
が
あ
っ
た
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
中
国

古
代
の
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
観
は
、
ま
だ
「
有
鬼
」
や
「
無
鬼
」
と
い
っ
た
区
分
が
確

立
す
る
以
前
の
、
何
方
の
要
素
も
兼
ね
備
え
た
曖
昧
な
過
渡
期
の
段
階
で
あ
っ
た
と
見

な
し
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
点
に
留
意

し
つ
つ
、
戦
国
楚
簡
等
の
出
土
文
献
を
中
心
に
、
中
国
思
想
史
上
に
お
け
る
鬼
神
観
の

諸
相
を
解
明
し
て
い
き
た
い
。

注

（
１
）
本
論
の
執
筆
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
論
著
も
参
考
と
し
た
。
な
お
、
新
中
国
成
立
以

降
の
鬼
神
観
関
連
の
論
著
の
中
に
は
、
唯
物
史
観
に
基
づ
き
、
古
代
以
来
中
国
で
は
「
無
鬼
」

が
主
流
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
目
的
で
著
さ
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
銭
穆
氏
・

王
友
三
氏
ら
の
著
書
に
も
、
こ
う
し
た
思
想
が
混
在
し
て
い
る
た
め
、
資
料
と
し
て
扱
う
際

に
は
、
予
め
文
章
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
２
）
上
博
楚
簡
と
は
、
一
九
九
四
年
の
春
に
香
港
の
骨
董
市
場
に
流
出
し
た
全
千
二
百
余
簡
の
竹

簡
群
で
、
上
海
博
物
館
が
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
盗
掘
簡
で
あ
っ
た
た
め
、
出
土
し
た
時

期
・
場
所
等
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
説
で
は
、
戦
国
時
代
は
楚
の
地
域
で
あ
っ
た
湖
北
省
の

出
土
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
発
見
時
期
が
郭
店
楚
墓
の
盗
掘
時
期
と
近
か
っ
た
こ
と
な
ど
か

ら
、
郭
店
楚
墓
出
土
の
竹
簡
で
あ
っ
た
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
盗
掘
簡
で
あ
っ
た
た

め
に
、
出
土
地
か
ら
の
年
代
測
定
は
行
え
な
か
っ
た
が
、
中
国
科
学
院
上
海
原
子
核
研
究
所

が
行
っ
た
炭
素
一
四
（
炭
素
の
半
減
期
を
利
用
し
た
測
定
法
）
の
年
代
測
定
に
よ
る
と
、
竹

簡
の
書
写
年
代
は
、
戦
国
中
期
の
紀
元
前
三
〇
八
年±

六
五
年
（
前
三
七
三
～
前
二
四
三
年
）

で
あ
り
、
お
よ
そ
戦
国
中
期
後
半
頃
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
上
海
博
物
館
の
館
長
で

あ
っ
た
馬
承
源
氏
は
、
竹
簡
の
内
容
や
字
体
の
検
討
、
及
び
郭
店
楚
簡
と
の
比
較
等
か
ら
、

書
写
年
代
の
下
限
は
、
秦
の
白
起
の
侵
攻
に
よ
っ
て
、
楚
が
郢
か
ら
陳
へ
と
都
を
移
し
た
前
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二
七
八
年
以
前
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
年
を
下
限
と
す
る
な
ら
ば
、
上
博
楚

簡
の
書
写
年
代
の
下
限
は
「
前
三
七
三
年
か
ら
前
二
七
八
年
」
の
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
上
博
楚
簡
に
関
す
る
情
報
は
、
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
』（
一
）

（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
の
前
言
及
び
、
「
馬
承
源
先
生
談
上
博
簡
」
（
上
海
大

學
古
代
文
明
研
究
中
心
・
清
華
大
學
思
想
文
化
研
究
所
編
『
上
博
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
研
究
』

所
収
、
上
海
書
店
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
考
と
し
た
。

（
３
）
本
節
で
は
『
墨
子
』
の
本
文
を
多
数
引
用
し
て
い
る
。
釈
読
に
関
し
て
は
、
孫
詒
譲
『
墨
子

間
詁
』
上
・
下
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
）
、
山
田
琢
『
墨
子
』
上
・
下
（
新
釈
漢
文
大
系
、

明
治
書
院
、
一
九
七
五
・
一
九
八
七
年
）
を
参
考
と
し
た
。

（
４
）『
鬼
神
之
明
』
の
竹
簡
に
関
す
る
情
報
は
、
曹
錦
炎
「
『
鬼
神
之
明
』
訳
注
」（
馬
承
源
主
編
『
上

海
博
物
館
戦
国
楚
竹
書
（
五
）
』
所
収
、
上
海
古
籍
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
の
説
明
に
基
づ
く
。

（
５
）
二
〇
二
〇
年
五
月
現
在
、
簡
帛
研
究
網
は
サ
イ
ト
が
閉
鎖
状
態
で
あ
る
た
め
、
李
鋭
「
読
上

博
五
札
記
」
（
簡
帛
研
究
網
、
二
〇
〇
六
年
二
月
二
〇
日
）
、
廖
名
春
「
読
《
上
博
五
・
鬼
神

之
明
》
篇
札
記
」（
簡
帛
研
究
網
、
二
〇
〇
六
年
二
月
二
〇
日
）
は
閲
覧
で
き
な
い
。

（
６
）
用
例
と
し
て
は
、『
尚
書
』
西
伯
戡
黎
篇
の
「
奔
告
于
受
」
の
馬
注
に
「
受
は
読
み
て
紂
と
曰

う
（
受
讀
曰
紂
）」
と
あ
る
（
鄭
権
中
『
通
借
字
萃
編
』
天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、

四
五
二
頁
参
照
）。

（
７
）
な
お
、『
墨
子
』
で
は
、
暴
王
側
の
「
桀
紂
幽
厲
」
と
い
う
併
称
パ
タ
ー
ン
が
聖
王
側
の
併
称

パ
タ
ー
ン
と
異
な
り
、
上
記
四
人
で
固
定
化
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）「
榮
夷
公
」
に
つ
い
て
は
、『
史
記
』
周
本
紀
に
「
厲
王

即
位
三
十
年
、
利
を
好
み
、
栄
夷
公

を
近
づ
く
。
大
夫
の
芮
良
夫

厲
王
を
諫
め
て
曰
く
、『
王
室
其
れ
将
に
卑
か
ら
ん
と
す
る
か
。

夫
れ
栄
公
は
利
を
専
ら
に
す
る
を
好
み
て
大
難
を
知
ら
ず
。
…
…
栄
公

若
し
用
う
れ
ば
周
必

ず
敗
れ
ん
』
と
。
厲
王

聴
か
ず
。
卒
に
栄
公
を
以
て
卿
士
と
為
し
、
事
を
用
い
し
む
（
厲
王

即
位
三
十
年
、
好
利
、
近
榮
夷
公
。
大
夫
芮
良
夫
諫
厲
王
曰
、
王
室
其
將
卑
乎
。
夫
榮
公
好

專
利
而
不
知
大
難
。
…
…
榮
公
若
用
周
必
敗
也
。
厲
王
不
聽
。
卒
以
榮
公
爲
卿
士
、
用
事
）」

と
あ
る
。
ま
た
、『
国
語
』
周
語
上
に
も
同
様
の
文
章
が
見
え
る
。

（
９
）
夏
桀
染
於
干
辛
推
哆
、
殷
紂
染
於
崇
侯
惡
來
、
厲
王
染
於
厲
公
長
父
榮
夷
終
、
幽
王
染
於
傅

公
夷
蔡
公
穀
。
此
四
王
者
、
所
染
不
當
。
故
國
殘
、
身
死
為
天
下
僇
。
舉
天
下
不
義
辱
人
、

必
稱
此
四
王
者
。（
『
墨
子
』
所
染
篇
）

（

）
齊
桓
染
於
管
仲
鮑
叔
、
晉
文
染
於
舅
犯
高
偃
、
楚
莊
染
於
孫
叔
沈
尹
、
呉
闔
閭
染
於
伍
員
文

10

義
、
越
句
踐
染
於
范
蠡
大
夫
種
。
此
五
君
者
、
所
染
當
。
故
霸
諸
侯
、
功
名
傅
於
後
世
。（『
墨

子
』
所
染
篇
）

（

）
是
以
吏
治
官
府
之
不
絜
廉
、
男
女
之
爲
無
別
者
、
鬼
神
見
之
。
民
之
爲
淫
暴
・
寇
亂
・
盜
賊
、

11

以
兵
刃
・
毒
藥
・
水
火
、
退
無
罪
人
乎
道
路
、
奪
人
車
馬
衣
裘
以
自
利
者
、
有
鬼
神
見
之
。

是
以
吏
治
官
府
、
不
敢
不
絜
廉
、
見
善
不
敢
不
賞
、
見
暴
不
敢
不
罪
。
…
…
是
以
天
下
治
。

故
鬼
神
之
明
、
不
可
爲
幽
閒
・
廣
澤
・
山
林
・
深
谷
、
鬼
神
之
明
必
知
之
。
鬼
神
之
罰
、
不

可
爲
富
貴
・
眾
強
・
勇
力
・
強
武
・
堅
甲
・
利
兵
、
鬼
神
之
罰
必
勝
之
。
（
『
墨
子
』
明
鬼
下

篇
）

（

）
若
使
鬼
神
請
亡
、
是
乃
費
其
所
爲
酒
醴
粢
盛
之
財
耳
。
且
夫
費
之
、
非
特
注
之
汙
壑
而
棄
之

12

也
。
內
者
宗
族
、
外
者
郷
里
、
皆
得
如
具
飲
食
之
。
雖
使
鬼
神
請
亡
、
此
猶
可
以
合
驩
聚
眾
、

取
親
於
郷
里
。（
『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
）

（

）
墨
子
と
門
人
の
鬼
神
に
関
す
る
問
答
と
し
て
は
、
例
え
ば
『
墨
子
』
公
孟
篇
に
「
子
墨
子
の

13

門
に
游
ぶ
者
有
り
。
子
墨
子
に
謂
い
て
曰
く
、
『
先
生
鬼
神
を
以
て
明
知
と
為
す
。
能
く
禍
福

を
為
し
、
善
を
為
す
者
は
之
を
富
ま
し
、
暴
を
為
す
者
は
之
に
禍
す
。
今
吾
先
生
に
事
う
る

や
久
し
。
而
る
に
福
は
至
ら
ず
。
意
う
に
、
先
生
の
言
善
か
ら
ざ
る
こ
と
有
る
か
、
鬼
神
明

な
ら
ざ
る
か
。
我
何
の
故
に
福
を
得
ざ
る
や
』
と
。
子
墨
子
曰
く
、『
子
福
を
得
ざ
る
と
雖
も
、

吾
が
言
何
に
遽
り
て
か
善
か
ら
ず
し
て
、
鬼
神
何
に
遽
り
て
か
明
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
子
亦
た

刑
徒
を
匿
す
の
刑
有
る
を
聞
け
る
か
』
と
。
対
え
て
曰
く
、『
未
だ
之
を
聞
く
を
得
ざ
る
な
り
』

と
。
子
墨
子
曰
く
、
『
今
此
に
人
有
り
、
子
に
什
ば
い
す
。
子
能
く
什
ば
い
之
を
誉
め
て
自
ら

を
誉
む
る
を
一
に
せ
ん
か
』
と
。
対
え
て
曰
く
、
『
能
わ
ず
』
と
。
『
此
に
人
有
り
、
子
に
百
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ば
い
す
。
子
能
く
終
身
其
の
善
を
誉
め
て
子
は
一
も
す
る
こ
と
無
き
か
』
と
。
対
え
て
曰
く
、

『
能
わ
ず
』
と
。
子
墨
子
曰
く
、『
一
人
を
匿
す
者
す
ら
、
猶
お
罪
有
る
が
ご
と
し
。
今
、
子

の
匿
す
所
の
者
は
、
此
の
若
く
其
れ
多
し
。
将
に
厚
罪
有
ら
ん
と
す
る
者
な
り
。
何
の
福
か

之
れ
求
め
ん
』
と
」
（
游
於
子
墨
子
之
門
者
。
謂
子
墨
子
曰
、
先
生
以
鬼
神
爲
明
知
。
能
爲
禍

福
、
爲
善
者
富
之
、
爲
暴
者
禍
之
。
今
吾
事
先
生
久
矣
。
而
福
不
至
。
意
者
先
生
之
言
有
不

善
乎
、
鬼
神
不
明
乎
。
我
何
故
不
得
福
也
。
子
墨
子
曰
、
雖
子
不
得
福
、
吾
言
何
遽
不
善
、

而
鬼
神
何
遽
不
明
。
子
亦
聞
乎
匿
刑
徒
之
有
刑
乎
。
對
曰
、
未
之
得
聞
也
。
子
墨
子
曰
、
今

有
人
於
此
、
什
子
。
子
能
什
譽
之
而
一
自
譽
乎
。
對
曰
、
不
能
。
子
墨
子
曰
、
匿
一
人
者
、

猶
有
罪
。
今
子
所
匿
者
、
若
此
其
多
。
將
有
厚
罪
者
也
。
何
福
之
求
）
と
あ
る
。
な
お
、「
子

亦
聞
乎
匿
刑
徒
之
有
刑
乎
」
は
、
原
本
で
は
「
子
亦
聞
乎
匿
徒
之
刑
之
有
刑
乎
」
で
あ
る
が
、

『
墨
子
間
詁
』
に
従
い
改
め
る
。

（

）
則
此
言
、
鬼
神
之
所
賞
、
無
小
必
賞
之
。
鬼
神
之
所
罰
、
無
大
必
罰
之
。（『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
）

14
（

）
な
お
、
本
文
献
の
文
中
に
は
「
子
墨
子
」
と
い
っ
た
呼
称
や
、「
兼
愛
」
と
い
っ
た
墨
家
特
有

15

の
ワ
ー
ド
が
存
在
し
な
い
た
め
、
そ
も
そ
も
墨
家
の
文
献
で
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
、
本
文
中
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
本
文
献
と
『
墨
子
』
と
は
、
そ
の
鬼
神
観
や
文
中
の

用
法
な
ど
に
お
い
て
類
似
性
が
極
め
て
高
く
、
少
な
く
と
も
墨
家
に
関
係
す
る
人
物
の
手
に

よ
る
著
作
で
あ
る
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（

）
浅
野
裕
一
『
墨
子
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
八
年
）
一
五
三
頁
に
「
明
鬼
を
説
く
墨
子

16

の
動
機
・
意
図
よ
り
み
れ
ば
、
そ
れ
は
全
く
の
方
便
で
あ
り
、
他
方
墨
子
が
与
え
よ
う
と
し

た
鬼
神
信
仰
の
形
態
よ
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
宗
教
だ
っ
た
と
判
定
で
き
る
」
と

あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
墨
子
の
明
鬼
論
は
、
社
会
秩
序
の
回
復
と
い
う
動
機
・
意
図
と
、

そ
の
教
化
手
段
の
為
の
鬼
神
信
仰
と
い
う
方
便
と
が
両
立
し
た
理
論
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

（

）
相
里
勤
之
弟
子
・
五
侯
之
徒
、
南
方
之
墨
者
苦
獲
・
已
齒
・
鄧
陵
子
之
屬
、
俱
誦
墨
經
。
而

17

倍
譎
不
同
、
相
謂
別
墨
。（
『
荘
子
』
天
下
篇
）

（

）
自
墨
子
之
死
也
、
有
相
里
氏
之
墨
、
有
相
夫
氏
之
墨
、
有
鄧
陵
氏
之
墨
。
故
孔
・
墨
之
後
、

18

儒
分
爲
八
、
墨
離
爲
三
、
取
舍
相
反
、
不
同
。
而
皆
自
謂
真
孔
・
墨
、
孔
・
墨
不
可
復
生
。（
『
韓

非
子
』
顕
学
篇
）

（

）
前
掲
注
（

）
の
墨
子
と
門
人
と
の
問
答
を
参
照
。

19

13

（

）
森
三
樹
三
郎
『
墨
子
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

20
（

）
其
所
以
亡
於
吳
越
之
閒
者
、
亦
以
攻
戰
。
…
…
故
當
攻
戰
而
不
可
不
非
。
（
『
墨
子
』
非
攻
中

21

篇
）

（

）
今
王
公
大
人
天
下
之
諸
侯
、
則
不
然
。
將
必
皆
差
論
其
爪
牙
之
士
、
比
列
其
舟
車
之
卒
伍
、

22

於
此
爲
堅
甲
利
兵
、
以
往
攻
伐
無
罪
之
國
。
…
…
夫
無
兼
國
覆
軍
、
賊
虐
萬
民
、
以
亂
聖
人

之
緒
。
意
將
以
爲
利
天
乎
。（
『
墨
子
』
非
攻
下
篇
）

な
お
、「
比
列
其
舟
車
之
卒
伍
」
は
、

原
文
で
は
「
皆
列
其
舟
車
之
卒
伍
」
で
あ
る
が
、『
墨
子
間
詁
』
に
従
い
「
皆
」
字
を
「
比
」

字
に
改
め
る
。

（

）
古
者
吳
闔
閭
教
七
年
、
奉
甲
執
兵
、
奔
三
百
里
而
舍
焉
、
次
注
林
、
出
於
冥
隘
之
徑
、
戰
於

23

柏
舉
、
中
楚
國
而
朝
宋
與
及
魯
。
至
夫
差
之
身
、
北
而
攻
齊
、
舍
於
汶
上
、
戰
於
艾
陵
、
大

敗
齊
人
而
葆
之
大
山
。
東
而
攻
越
、
濟
三
江
五
湖
而
葆
之
會
稽
。
九
夷
之
國
莫
不
賓
服
。
於

是
退
不
能
賞
孤
、
施
舍
群
萌
、
自
恃
其
力
、
伐
其
功
、
譽
其
智
、
怠
於
教
、
遂
築
姑
蘇
之
臺
、

七
年
不
成
。
及
若
此
、
則
吳
有
離
罷
之
心
。
越
王
句
踐
視
吳
上
下
不
相
得
、
收
其
眾
以
復
其

讎
、
入
北
郭
、
徙
大
內
、
圍
王
宮
而
吳
國
以
亡
。
…
…
今
以
攻
戰
爲
利
、
則
蓋
嘗
鑒
之
於
智

伯
之
事
乎
。
此
其
爲
不
吉
而
凶
、
既
可
得
而
知
矣
。（
『
墨
子
』
非
攻
篇
）

（

）
吳
王
聞
之
大
怒
、
乃
取
子
胥
尸
盛
以
鴟
夷
革
、
浮
之
江
中
。
吳
人
憐
之
、
爲
立
祠
於
江
上
、

24

因
命
曰
胥
山
（
『
史
記
』
伍
子
胥
列
伝
）

（

）
『
史
記
正
義
』
に
、
「
『
呉
地
記
』
に
云
う
、
『
胥
山
は
、
太
湖
の

辺

の
胥
湖
の
東
岸
の
山
な

ほ

と

り

25

り
。
西
は
胥
湖
に
臨
み
、
山
に
古
の
丞
胥
二
王
の
廟
有
り
』
と
。
按
ず
る
に
、
其
の
廟
子
胥

の
事
な
ら
ず
。
太
史
の
誤
り
な
り
、
張
注
も
又
た
非
な
り
（
吴
地
記
云
、
胥
山
、
太
湖
邊
胥

湖
東
岸
山
。
西
臨
胥
湖
、
山
有
古
丞
胥
二
王
廟
。
按
、
其
廟
不
干
子
胥
事
。
太
史
誤
矣
、
張
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注
又
非
）
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
史
記
』
伍
子
胥
列
伝
で
い
う
と
こ
ろ
の
廟
と
い
う
の
は
、

実
は
長
江
で
は
な
く
太
湖
付
近
の
胥
山
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
廟
は
伍
子
胥
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
滝
川
亀
太
郎
『
史
記
会
中
考
証
』
の
考
証
で

は
、
中
井
履
軒
『
史
記
雕
題
』
の
「
祠
を
江
上
に
立
つ
と
は
、
直
だ
是
れ
岸
側
な
り
。
其
の

自
る
処
山
有
り
、
胥
山
と
名
づ
け
、
湖
上
の
胥
山
と
相
い

渉

ら
ず
（
立
祠
于
江
上
、
直
是

か

か

わ

岸
側
。
其
處
自
有
山
、
名
胥
山
、
不
與
湖
上
胥
山
相
渉
）」
と
い
う
説
を
引
く
。
履
軒
は
『
史

記
』
が
引
く
伍
子
胥
の
廟
は
長
江
の
岸
側
に
あ
っ
た
と
い
う
記
録
に
基
づ
き
、
胥
山
も
そ
の

付
近
に
あ
っ
た
山
が
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
説
く
。
ま
た
、『
史
記
正
義
』
が
い
う

太
湖
付
近
に
あ
っ
た
胥
山
は
、
名
前
が
同
じ
で
あ
る
だ
け
で
、
無
関
係
の
山
で
あ
っ
た
と
い

う
。『
史
記
』
の
原
文
で
は
、
伍
子
胥
の
死
体
が
長
江
に
遺
棄
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
長
江
付
近

に
廟
が
立
て
ら
れ
た
と
あ
る
。
も
し
『
史
記
正
義
』
の
い
う
太
湖
付
近
の
胥
山
に
あ
っ
た
廟

で
あ
れ
ば
、
原
文
は
「
立
祠
于
江
上
」
で
は
無
く
、
「
立
祠
于
湖
上
」
や
「
立
祠
于
山
上
」
と

す
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
論
で
は
『
史
記
正
義
』
の
説
に
は
従
わ
ず
、

履
軒
の
説
を
支
持
し
、『
史
記
』
伍
子
胥
列
伝
の
廟
は
、
伍
子
胥
を
祀
っ
た
廟
で
あ
っ
た
と
解

釈
し
た
。

（

）『
史
記
』
越
王
勾
践
世
家
に
「
是
に
於
い
て
越
は
遂
に
斉
を
釈
て
て
楚
を
伐
つ
。
楚
の
威
王
兵

す

26

を
興
し
て
之
を
伐
ち
、
大
い
に
越
を
敗
り
、
王
無
彊
を
殺
し
、
尽
く
故
の
呉
の
地
の
浙
江
に

至
る
ま
で
を
取
り
、
北
し
て
斉
を
徐
州
に
破
る
。
而
し
て
越
は
此
を
以
て
散
り
、
諸
族
子
争

い
立
ち
、
或
い
は
王
と
為
り
、
或
い
は
君
と
為
り
、
江
南
の
海
上
に
濱
し
、
楚
に
服
朝
す
（
於

是
越
遂
釋
齊
而
伐
楚
。
楚
威
王
興
兵
而
伐
之
、
大
敗
越
、
殺
王
無
彊
、
盡
取
故
吳
地
至
浙
江
、

北
破
齊
於
徐
州
。
而
越
以
此
散
、
諸
族
子
爭
立
、
或
爲
王
、
或
爲
君
、
濱
於
江
南
海
上
、
服

朝
於
楚
」
と
あ
る
。

（

）
な
お
、
墨
家
教
団
の
影
響
が
越
な
ど
の
南
方
の
地
域
に
及
ん
で
い
た
こ
と
は
、『
墨
子
』
の
説

27

話
類
な
ど
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
墨
子
』
魯
問
篇
に
「
墨
子
游
公
尚
過
於
越
。
公

尚
過
說
越
王
」
と
、
墨
子
が
門
人
を
越
に
遊
説
さ
せ
た
記
録
が
あ
る
。

（

）
二
〇
二
〇
年
五
月
現
在
、
簡
帛
研
究
網
は
サ
イ
ト
が
閉
鎖
状
態
で
あ
り
、
李
鋭
「
上
博
簡
《
凡

28

物
流
形
》
釈
文
新
編
」（
簡
帛
研
究
網
、
二
〇
〇
九
年
一
月
二
日
）
は
閲
覧
で
き
な
い
。

（

）
第
二
章
第
一
節
語
注
⑥
「
奚
自
」
の
解
釈
は
、
鳥
羽
加
寿
也
・
菊
池
孝
太
朗
「
上
博
七
《
凡

29

物
流
形
》
第
六
、
七
簡
新
釈
」（
簡
帛
網
、
二
〇
一
九
年
一
一
月
）
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
な

お
、
既
に
蕭
聖
中
「
上
博
七
《
凡
物
流
形
》
補
釈
五
則
」（
簡
帛
網
、
二
〇
一
〇
年
六
月
）
で

も
、「
奚
自
」
の
二
字
を
連
接
さ
せ
て
一
つ
の
疑
問
詞
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
あ
る

も
の
の
、
本
論
が
『
韓
非
子
』
の
例
を
引
い
て
「
何
故
」
の
意
で
解
釈
し
た
の
に
対
し
、
蕭

聖
中
氏
は
「
何
従
」
で
、「
何
に
由
来
し
て
」
と
い
う
意
で
解
釈
し
て
い
る
。

（

）
朱
曉
雪
『
包
山
楚
簡
綜
述
』（
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
五
三
五
頁
に
よ
る
と
、「
賽
」

30

字
は
、
基
本
的
に
「
祷
」
字
と
連
接
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
「
祭
」
字
や
「
祀
」
字
と
連
接
し

て
い
る
用
例
は
、
出
土
文
献
や
伝
世
文
献
中
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、

本
文
献
に
お
け
る
「
賽
」
字
も
、
下
文
の
「
祭
」
字
と
は
連
接
し
な
い
可
能
性
が
高
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

（

）
第
二
章
第
一
節
語
注
⑦
「
賽
之
」
字
の
転
倒
に
関
す
る
解
釈
は
、
鳥
羽
加
寿
也
・
菊
池
孝
太

31

朗
「
上
博
七
《
凡
物
流
形
》
第
六
、
七
簡
新
釈
」（
簡
帛
網
、
二
〇
一
九
年
一
一
月
）
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。

（

）『
簡
帛
古
書
通
仮
字
大
系
』（
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）
一
二
九
三
頁
を
参
照
。

32
（

）
浅
野
裕
一
「
上
博
楚
簡
『
凡
物
流
形
』
の
全
体
構
成
」
（
浅
野
裕
一
編
『
竹
簡
が
語
る
中
国
古

33

代
思
想
（
三
）』
所
収
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
）、
七
二
頁
～
七
三
頁
。

（

）
浅
野
裕
一
「
上
博
楚
簡
『
凡
物
流
形
』
の
全
体
構
成
」
（
浅
野
裕
一
編
『
竹
簡
が
語
る
中
国
古

34

代
思
想
（
三
）』
所
収
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
）、
七
七
頁
～
七
八
頁
。

（

）
天
子
以
犧
牛
、
諸
侯
以
肥
牛
、
大
夫
以
索
牛
、
士
以
羊
豕
。（
『
礼
記
』
曲
礼
篇
）

35

孝
子
將
祭
、
…
…
薦
其
薦
俎
、
序
其
禮
樂
、
備
其
百
官
、
奉
承
而
進
之
。（
『
礼
記
』
祭
義
篇
）

冬
、
塞
禱
祠
。
其
牲
用
牛
・
犢
各
一
、
牢
具
珪
幣
各
異
。（
『
史
記
』
封
禅
書
）

（

）

祷
於
昭
王
、
特
牛
饋
之
。

祷
文
坪
夜
君
・
郚
公
子
春
・
司
馬
子
音
・
蔡
公
子
家
、
各

36
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特
豢
・
酒
食
。
（
『
包
山
楚
簡
』
第
二
〇
〇
号
簡
）

一
九
八
六
年
か
ら
一
九
八
七
年
に
湖
北

省
荊
門
市
で
発
見
さ
れ
た
包
山
楚
簡
に
は
、「
卜
筮
祭
祷
簡
」
と
呼
ば
れ
る
竹
簡
群
が
含
ま
れ

て
お
り
、
そ
の
中
に
は
貞
人
ら
が
墓
主
で
あ
る
左
尹
昭

の
病
気
の
治
癒
の
た
め
に
、
卜
筮

に
よ
っ
て
鬼
神
と
交
信
し
、
墓
主
の
病
状
と
そ
の
吉
凶
禍
福
を
問
い
、
そ
の
見
返
り
と
し
て

鬼
神
を
祀
り
、
犠
牲
を
捧
げ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
記
録
は
、
前
三
一
八

年
か
ら
前
三
一
六
年
ま
で
の
期
間
で
あ
り
、
戦
国
中
期
頃
に
お
け
る
楚
の
鬼
神
祭
祀
の
実
情

を
記
し
た
文
献
と
し
て
、
資
料
的
価
値
は
極
め
て
高
い
。
な
お
包
山
楚
簡
の
釈
読
に
関
し
て

は
、
湖
北
省
荊
沙
鉄
路
考
古
隊
編
『
包
山
楚
簡
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
及
び
、
朱

曉
雪
『
包
山
楚
簡
綜
述
』（
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
考
と
し
た
。

（

）
今
執
無
鬼
者
言
曰
、
鬼
神
者
固
請
無
有
。
是
以
不
共
其
酒
醴
・
粢
盛
・
犧
牲
之
財
。（
『
墨
子
』

37

明
鬼
下
篇
）

（

）
今
所
祭
死
人
、
死
人
無
知
、
不
能
飲
食
。
何
以
審
其
不
能
歆
享
飲
食
也
。（
『
論
衡
』
祀
義
篇
）

38
（

）
吳
伐
楚
。
陽
匄
爲
令
尹
。
卜
戰
不
吉
。
司
馬
子
魚
曰
、
我
得
上
流
。
何
故
不
吉
。
且
楚
故
、

39

司
馬
令
龜
。
我
請
改
卜
。
令
曰
、
魴
也
、
以
其
屬
死
之
、
楚
師
繼
之
、
尚
大
克
之
。
吉
。（
『
左

伝
』
昭
公
一
七
年
の
条
）

（

）
王
與
葉
公
枚
卜
子
良
、
以
爲
令
尹
。
沈
尹
朱
曰
、
吉
。
過
於
其
志
。
葉
公
曰
、
王
子
而
相
國
、

40

過
將
何
爲
。
他
日
改
卜
子
國
、
而
使
爲
令
尹
。（
『
左
伝
』
哀
公
一
七
年
の
条
）

（

）
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
七
）
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）

41

参
照
。
な
お
、
内
容
に
関
し
て
は
、
小
寺
敦
「
上
海
博
楚
簡
『
鄭
子
家
喪
』
訳
注

附
・
史
料

的
性
格
に
関
す
る
小
考
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
五
七
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
福
田

一
也
「
上
博
楚
簡
『
鄭
子
家
喪
』
に
み
え
る
天
人
相
関
思
想
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
五
二

号
、
二
〇
一
一
年
）
、
中
村
未
来
「
上
博
楚
簡
『
鄭
子
家
喪
』
の
検
討
」
（
同
『
戦
国
秦
漢
簡

牘
の
思
想
史
的
研
究
』
所
収
、
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
考
と
し
た
。

（

）
中
村
未
来
「
上
博
楚
簡
『
鄭
子
家
喪
』
の
検
討
」
（
同
『
戦
国
秦
漢
簡
牘
の
思
想
史
的
研
究
』

42

所
収
、
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（

）
な
お
、
中
国
古
代
の
戦
争
に
お
い
て
、
鬼
神
を
恣
意
的
に
利
用
す
る
こ
と
は
、
何
も
楚
地
だ

43

け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
例
と
し
て
、『
史
記
』
田
単
列
伝
に
「
田

單
因
宣
言
曰
、
神
來
下
教
我
。
乃
令
城
中
人
曰
、
當
有
神
人
爲
我
師
。
有
一
卒
曰
、
臣
可
以

爲
師
乎
。
因
反
走
。
田
單
乃
起
引
還
、
東
郷
坐
、
師
事
之
。
卒
曰
、
臣
欺
君
。
誠
無
能
也
。

田
單
曰
、
子
勿
言
也
。
因
師
之
。
毎
出
約
束
、
必
稱
神
師
」
と
、
斉
の
田
単
が
燕
と
の
戦
の

際
、
自
軍
の
士
気
を
高
め
る
た
め
に
、
一
兵
卒
を
神
と
し
て
崇
め
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

（

）
な
お
、
戦
国
期
の
竹
簡
の
ほ
と
ん
ど
が
、
楚
地
を
中
心
と
し
た
地
域
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る

44

た
め
、
『
鬼
神
之
明
』
『
凡
物
流
形
』
に
表
れ
た
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
が
、
果
た
し
て
楚
地
だ

け
の
特
色
で
あ
っ
た
か
は
、
現
状
判
断
し
難
い
。
今
後
、
楚
地
以
外
の
地
域
か
ら
竹
簡
が
発

見
さ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
こ
の
是
非
を
判
断
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

［
附
記]

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費2

0
J2
0
0
60

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

菊
池

孝
太
朗
（
き
く
ち
・
こ
う
た
ろ
う
）

一
九
九
五
年
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
・
日
本
学
術
振

興
会
特
別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
１
）
。
専
門
は
中
国
古
代
思
想
史
。
共
著
に
『
中
国
思
想
基
本

用
語
集
』（
湯
浅
邦
弘
編
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
、
主
要
論
文
に
「
中

井
竹
山
の
歴
史
観
と
元
号
観
と
―
『
草
茅
危
言
』
巻
之
一
「
年
号
ノ
事
」
を
手
掛
か
り
に

―
」（
『
懐
徳
』
第
八
八
号
、
二
〇
二
〇
年
一
月
、
共
著
）
な
ど
。
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中
国
研
究
集
刊

柰
号
（
第
六
十
六
号
）

令
和
二
年
八
月

五
七
―
七
〇
頁

敦
煌
医
書
『
明
堂
五
蔵
論
』
釈
読
補
訂

六

車

楓

は
じ
め
に

敦
煌
医
書
『
明
堂
五
蔵
論
』
は
「
総
論
」・
「
肝
と
胆
第
一
」・
「
心
と
小
腸
第
二
」・
「
肺

と
大
腸
第
三
」
・
「
脾
と
胃
第
四
」
・
「
腎
と
膀
胱
部
第
五
」
・
「
結
語
」
の
七
章
か
ら
な
る

臓
象
説
の
書
で
あ
る
。
筆
者
は
修
士
論
文
で
本
文
献
の
釈
読
・
全
訳
注
を
行
い
、
従
来

体
系
的
に
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
そ
の
成
立
背
景
と
そ
こ
に
見
え
る
身
体
観

に
つ
い
て
、
医
学
思
想
史
の
観
点
か
ら
検
討
を
行
っ
た
。

本
稿
で
は
、
修
士
論
文
に
掲
載
し
た
「
肝
と
胆
第
一
」
か
ら
「
結
語
」
ま
で
の
釈
読

を
補
訂
し
、
文
中
の
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
そ
の
根
底
に
あ
る
思
想
を
考
察
し
て
い
く
。
な

お
、『
明
堂
五
蔵
論
』
の
書
誌
情
報
と
「
総
論
」
の
釈
読
は
拙
稿
「
敦
煌
医
書
『
明
堂
五

蔵
論
』
の
基
本
的
性
質
」（
『
待
兼
山
論
叢
』
第
五
三
号
哲
学
篇
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
、

一
七
～
三
三
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一

『
明
堂
五
蔵
論
』
釈
読

本
章
で
は
、『
明
堂
五
蔵
論
』
の
「
肝
と
胆
第
一
」
か
ら
「
結
語
」
ま
で
の
釈
読
を
行

う
。
現
物
資
料
で
は
一
切
改
行
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、
章
ご
と
に
区

切
っ
て
釈
読
す
る
。

《
凡
例
》

〔

〕
の
数
字
は
行
数
、〈

〉
は
行
間
の
文
字
を
表
す
。
ま
た
、
原
釈
文
の
句
読
点
や

か
ぎ
括
弧
は
筆
者
が
適
宜
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
語
注
作
成
時
に
参
考
に
し
た
注
釈
本

の
略
称
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
『
考
釈
』：
馬
継
興
主
編
『
敦
煌
古
医
籍
考
釈
』（
江
西
科
学
技
術
出
版
社
、
一
九
八

八
年
）

・
『
全
書
』：
叢
春
雨
主
編
『
敦
煌
中
医
薬
全
書
』（
中
医
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）

・
『
輯
校
』：
馬
継
興
ほ
か
輯
校
『
敦
煌
医
薬
文
献
輯
校
』
（
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九

九
八
年
）

・
『
釈
録
』：
袁
仁
智
・
潘
文
主
編
『
敦
煌
医
薬
文
献
真
迹
釈
録
』（
中
医
古
籍
出
版
社
、
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二
〇
一
五
年
）

・
『
新
輯
校
』：
沈
澍
農
主
編
『
敦
煌
吐
魯
番
医
薬
文
献
新
輯
校
』（
高
等
教
育
出
版
社
、

二
〇
一
六
年
）

①

肝
と
胆
第
一

《
原
文
》

肝
者
䰟
蔵
、
東
方
甲
乙
木
、
其
位
〔

〕
在
震
。
春
王
七
十
二
日
。
肝
者
幹
也
。
従

14

官
三
千
六
百
人
。
生
於
亥
、
王
於
卯
、
病
於
〔

〕
已
、
死
於
午
、

於
未
。
肝
四
斤

15

〈
四
〉
兩
、
左
三

、
右
四

、
有
六
童
子
・
三
玉
女
〔

〕
首

肝
。
其
形
直
、

16

其
忌
庚
辛
日
、
其
膓
卉
走
、
其

青
龍
、
其
畜
〔

〕
虎
兔
、
其
數
八
、
其
属

星
、

17

其
神
九
、
其
音
角
、
其
色
青
、
其
兵
弟
一
。
上
通

〔

〕
目
、
内
主
䈥
、
知
目
和
即

18

能
辯
五
色
。
左
為
眼
属
甲
、
右
為
目
属
乙
。
故
知
、
〔

〕
肝

眼
内
多
眠
、
肝
不
足

19

轉
䈥
、
爪
乾
、
肝
實
左
脇
下
痛
、
肝
積
氣
、
如
復
〔

〕
盃
在
左
脇
下
、
肝
勞
四
肢
無

20

力
、
肝
病
倍
明
閇
目
。
肝
兪
在
人
背
弟
九
〔

〕
槌
兩
傍
、
各
相
去
一
寸
半
是
也
。
肝

21

膽
合
、
名
為
清
浄
之
府
。
膽
者
敬
也
。
膽
〔

〕
為
将
軍
、
従
官
三
千
六
百
人
。
膽

22

神
六
人
。
膽
為
貫
也
。
决
曺
使
孫
、

怒

喜
、

〔

〕

属
。
膽
重
三
兩
三

23

殊
、
長
三
寸
三
分
、
横
二
寸
五
分
、
亭
精
汁
三
合
。
故
〔

〕
知
、
膽

晝
夜
多

、

24

膽
冷
無

多
悶
、
膽
風
口

清
水
。
膽
癒
在
背
弟
九
槌
兩
〔

〕
傍
、
各
相
去
一
寸

25

半
是
也
。

《
釈
文
》

肝
者
魂
蔵
、
東
方
甲
乙
木
、
其
位
在
震
。
春
王
七
十
二
日
。
肝
者
幹
也
。
従
官
三
千

六
百
人
。
生
於
亥
、
王
於
卯
、
病
於
巳
、
死
於
午
、
墓
於
未
。
肝
四
斤
四
兩
、
左
三
葉
、

右
四
葉
。
有
六
童
子
・
三
玉
女
守
於
肝
。
其
形
直
、
其
忌
庚
辛
日
、
其
常
奔
走
、
其
獣

青
龍
、
其
畜
虎
兔
、
其
數
八
、
其
属
歳
星
、
其
神
九
、
其
音
角
、
其
色
青
、
其
兵
第
一
。

上
通
於
目
、
内
主
筋
、
知
目
和
即
能
辨
五
色
。
左
為
眼
属
甲
、
右
為
目
属
乙
。
故
知
、

肝
熱
眼
内
多
眵
、
肝
不
足
轉
筋
、
爪
乾
、
肝
實
左
脇
下
痛
、
肝
積
氣
、
如
復
盃
在
左
脇

下
、
肝
勞
四
肢
無
力
、
肝
病
倍
明
閉
目
。
肝
兪
在
人
背
第
九
椎
兩
傍
、
各
相
去
一
寸
半

是
也
。
肝
与
膽
合
、
名
為
清
浄
之
府
。
膽
者
敢
也
。
膽
為
将
軍
、
従
官
三
千
六
百
人
。

膽
神
六
人
。
膽
為
貫
也
。
决
曹
使
孫
、
能
怒
能
喜
、
能
剛
能
属
。
膽
重
三
兩
三
銖
、
長

三
寸
三
分
、
横
二
寸
五
分
、
停
精
汁
三
合
。
故
知
、
膽
熱
晝
夜
多
睡
、
膽
冷
無
睡
多
悶
、

膽
風
口
吐
清
水
。
膽
兪
在
背
第
九
椎
兩
傍
、
各
相
去
一
寸
半
是
也
。

《
書
き
下
し
文
》

肝
は
魂
の
蔵
な
り
て
、
東
方
甲
乙
木
、
其
の
位
は
震
。
春
に
王
ん
な
る
こ
と
七
十
二

さ

か

日
。
肝
は
幹
な
り
。
従
官
三
千
六
百
人
。
亥
に
生
じ
、
卯
に
王
ん
な
り
て
、
巳
に
病
み
、

午
に
死
に
、
未
に
墓
す
。
肝
は
四
斤
四
両
、
左
は
三
葉
、
右
は
四
葉
な
り
。
六
童
子
・

三
玉
女
の
肝
を
守
る
有
り
。
其
の
形
は
直
に
し
て
、
其
の
忌
は
庚
辛
の
日
、
其
の
常
は

奔
走
し
、
其
の
獣
は
青
龍
、
其
の
畜
は
虎
兔
、
其
の
数
は
八
、
其
の
歳
星
に
属
し
、
其

の
神
は
九
、
其
の
音
は
角
、
其
の
色
は
青
、
其
の
兵
は
第
一
な
り
。
上
は
目
に
通
じ
、

内
は
筋
を
主
り
、
目
和
せ
ば
即
ち
能
く
五
色
を
弁
ず
る
を
知
る
。
左
は
眼
と
為
し
甲
に

属
し
、
右
は
目
と
為
し
乙
に
属
す
。
故
に
知
る
、
肝

熱
な
れ
ば
眼
の
内
眵
多
く
、
肝

し

不
足
す
れ
ば
転
筋
し
、
爪
乾
き
、
肝

実
な
れ
ば
左
脇
の
下
痛
み
、
肝

気
を
積
む
れ
ば

あ

つ

杯
を
復
す
が
如
き
も
の
左
脇
の
下
に
在
り
、
肝

労
す
れ
ば
四
肢
力
無
く
、
肝
病
め
ば
、

明
に
倍
き
目
を
閉
じ
ん
こ
と
を
。
肝
兪
は
人
の
背
の
第
九
椎
の
両
傍
に
在
り
、
各
お
の

そ

む

相
い
去
る
こ
と
一
寸
半
是
れ
な
り
。
肝
と
胆
と
合
し
、
名
づ
け
て
清
浄
の
府
と
為
す
。

胆
は
敢
な
り
。
胆
は
将
軍
た
り
、
従
官
は
三
千
六
百
人
。
胆
神
は
六
人
。
胆
は
貫
と
為

す
な
り
。
曹
を
決
し

孫

わ
し
め
、
能
く
怒
り
能
く
喜
び
、
能
く
剛
な
り
て
能
く
属
ぬ
。

し

た

が

つ

ら

胆
は
重
三
両
三
銖
、
長
三
寸
三
分
、
横
二
寸
五
分
、
精
汁
を
停
む
る
こ
と
三
合
。
故
に
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知
る
、
胆

熱
な
れ
ば
昼
夜
睡
る
こ
と
多
く
、
胆

冷
な
れ
ば
睡
る
こ
と
無
く
悶
う
る
こ

う

れ

と
多
く
、
胆

風
あ
れ
ば
口
清
水
を
吐
か
ん
こ
と
を
。
胆
兪
は
背
の
第
九
椎
の
両
傍
に
有

り
、
各
お
の
相
い
去
る
こ
と
一
寸
半
是
れ
な
り
。

《
現
代
語
訳
》

肝
は
魂
を
蔵
し
、
東
方
甲
乙
木
に
属
し
、
そ
の
位
は
震
で
あ
る
。
春
に
（
肝
の
気
が
）

七
二
日
間
盛
ん
に
な
る
。
肝
は
幹
で
あ
る
。
従
官
は
三
六
〇
〇
人
。
亥
に
生
じ
、
卯
に

盛
ん
に
な
っ
て
、
巳
に
病
み
、
午
に
死
に
、
未
に
墓
葬
す
る
。
肝
は
四
斤
四
両
、
左
は

三
葉
、
右
は
四
葉
で
あ
る
。
六
童
子
・
三
玉
女
が
肝
を
守
っ
て
い
る
。
そ
の
形
は
ま
っ

す
ぐ
で
あ
り
、
庚
辛
の
日
を
忌
み
、
常
に
奔
走
し
、
獣
は
青
龍
、
畜
は
虎
兔
で
、
数
は

八
で
あ
り
、
歳
星
に
属
し
、
神
は
九
（
人
）、
音
は
角
、
色
は
青
、
兵
を
第
一
と
す
る
。

表
面
は
目
に
通
じ
、
内
部
は
筋
を
主
り
、
目
と
調
和
が
と
れ
て
初
め
て
、
五
色
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
左
は
眼
で
あ
り
甲
に
属
し
、
右
は
目
で
あ
り
乙
に
属
す
。
そ
れ

ゆ
え
（
次
の
よ
う
な
症
状
が
出
れ
ば
肝
の
調
子
が
）
分
か
る
、
肝
が
熱
で
あ
る
と
眼
の

内
に
目
や
に
が
多
く
、
肝
（
の
気
）
が
不
足
す
れ
ば
け
い
れ
ん
し
、
爪
が
乾
き
、
肝
が

実
で
あ
れ
ば
左
脇
の
下
が
痛
み
、
肝
が
気
を
た
め
込
む
と
、
杯
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ

う
な
も
の
が
左
脇
の
下
に
で
き
、
肝
が
労
す
れ
ば
四
肢
は
力
が
な
く
な
り
、
肝
を
病
む

と
、
明
る
い
と
こ
ろ
を
避
け
て
目
を
閉
じ
る
よ
う
に
な
る
。
肝
兪
は
背
の
第
九
椎
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
両
側
に
一
寸
半
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
肝
と
胆
は
対
応
し
、（
胆
を
）
名
づ

け
て
清
浄
の
腑
と
い
う
。
胆
は
敢
で
あ
る
。
胆
は
将
軍
で
あ
り
、
従
官
は
三
六
〇
〇
人
。

胆
神
は
六
人
。
胆
は
貫
と
い
う
。
下
級
役
人
を
治
め
て
順
わ
せ
、
怒
り
喜
び
、
剛
健
で

あ
っ
て
付
き
従
う
こ
と
が
で
き
る
。
胆
は
重
さ
三
両
三
銖
、
長
さ
三
寸
三
分
、
横
幅
は

二
寸
五
分
で
、
胆
汁
を
三
合
溜
め
る
。
そ
れ
ゆ
え
（
次
の
よ
う
な
症
状
が
出
れ
ば
胆
の

調
子
が
）
分
か
る
、
胆
が
熱
で
あ
れ
ば
昼
夜
に
寝
る
こ
と
が
多
く
、
胆
が
冷
で
あ
れ
ば

眠
ら
ず
憂
い
が
多
く
な
り
、
胆
に
風

邪
が
あ
れ
ば
口
か
ら
胆
汁
を
吐
く
。
胆
兪
は
背

ふ

う

じ

ゃ

の
第
九
椎
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
両
側
に
一
寸
半
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

②

心
と
小
腸
第
二

《
原
文
》

心

小
膓
苐
二
。
心
者
殱
也
。

誠
殱
物
徴
、
無
事
〔

〕
不
貫
。
心
為
帝
王
。

26

監
・
令
四
方
、
従
官
三
千
六
百
人
。
受
氣

巳
、
生

乙
、
王

庚
、
病

〔

〕
27

癸
、
死

申
。
心
重
十
二
〈
兩
〉
、
中
有
三
毛
七
孔
、
状
如
鶏
子
形
。
心

舌
上
生
瘡
、

心
冷
痰
逆
〔

〕
悪
心
。
心
兪
在
人
背
弟
十
一
槌
兩
傍
、
各
相
去
〈
一
〉
寸
半
是
也
。

28

心

小
膓
各
、
各
為
水
〔

〕

之
腑
。
膓
者
暢
也
、
又
名
水
曺
。
長
二
丈
四
尺
。

29

按
二
十
四
氣
定
血
脉
、
和
利
精
神
。
〔

〕
故
知
、
小
膓

即
便
漩
如
金
色
、
小
膓
冷

30

即
便
漩
如
白
色
、
膓
盛
即
陽
道
生
瘡
。〔

〕
小
膓
兪
在
人
背
苐
十
一
槌
兩
傍
、
各
相
去

31

一
寸
半
是
也
。

《
釈
文
》

心
与
小
腸
第
二
。
心
者
纖
也
。
所
識
纖
微
、
無
事
不
貫
。
心
為
帝
王
。
監
・
令
四
方
、

従
官
三
千
六
百
人
。
受
氣
於
己
、
生
於
乙
、
王
於
庚
、
病
於
癸
、
死
於
甲
。
心
重
十
二

兩
、
中
有
三
毛
七
孔
、
状
如
鶏
子
形
。
心
熱
舌
上
生
瘡
、
心
冷
痰
逆
悪
心
。
心
兪
在
人

背
第
十
一
椎
兩
傍
、
各
相
去
一
寸
半
是
也
。
心
与
小
膓
合
、
名
為
水
穀
之
腑
。
腸
者
暢

也
、
又
名
水
曹
。
長
二
丈
四
尺
。
按
二
十
四
氣
定
血
脈
、
和
利
精
神
。
故
知
、
小
腸
熱

即
便
漩
如
金
色
、
小
腸
冷
即
便
漩
如
白
色
、
腸
盛
即
陽
道
生
瘡
。
小
腸
兪
在
人
背
第
十

一
椎
兩
傍
、
各
相
去
一
寸
半
是
也
。

《
書
き
下
し
文
》

心
と
小
腸
第
二
。
心
は
繊
な
り
。
識
る
所
繊
微
に
し
て
、
事
と
し
て
貫
か
ざ
る
は
無
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し
。
心
は
帝
王
た
り
。
監
・
令
四
方
、
従
官
三
千
六
百
人
。
気
を
己
に
受
け
、
乙
に
生

じ
、
庚
に
王
ん
な
り
て
、
癸
に
病
み
、
甲
に
死
す
。
心
は
重
十
二
両
、
中
に
三
毛
七
孔

有
り
、
状
は
鶏
子
の
形
の
如
し
。
心

熱
な
れ
ば
舌
上
に
瘡
生
じ
、
心

冷
な
れ
ば
痰
逆

し
て
悪
心
な
り
。
心
兪
は
人
の
背
の
第
十
一
椎
の
両
傍
に
在
り
、
各
お
の
相
い
去
る
こ

と
一
寸
半
是
れ
な
り
。
心
と
小
腸
と
合
し
、
名
づ
け
て
水
穀
の
腑
と
為
す
。
腸
は
暢
な

り
、
又
た
水
曹
と
名
づ
く
。
長
二
丈
四
尺
な
り
。
按
ず
る
に
二
十
四
気
は
血
脈
を
定
め
、

精
神
を
和
利
す
。
故
に
知
る
、
小
腸

熱
な
れ
ば
即
ち
便
漩
の
金
色
の
如
く
、
小
腸

冷

な
れ
ば
即
ち
便
漩
白
色
の
如
く
、
腸

盛
ん
な
れ
ば
即
ち
陽
道
に
瘡
生
ぜ
ん
こ
と
を
。
小

腸
兪
は
人
の
背
の
第
十
一
椎
の
両
傍
に
在
り
、
各
お
の
相
い
去
る
こ
と
一
寸
半
是
れ
な

り
。

《
現
代
語
訳
》

心
と
小
腸
第
二
。
心
は
繊
で
あ
る
。
細
か
な
こ
と
を
感
じ
取
り
、
心
を
貫
か
な
い
物

事
は
な
い
。
心
は
帝
王
で
あ
る
。
監
・
令
（
が
）
四
方
（
に
お
り
）、
従
官
は
三
六
〇
〇

人
。
気
を
己
に
受
け
、
乙
に
生
じ
、
庚
に
盛
ん
に
な
っ
て
、
癸
に
病
み
、
甲
に
死
ぬ
。

心
は
重
さ
一
二
両
、
中
に
三
毛
七
孔
が
あ
っ
て
、
形
は
卵
の
よ
う
で
あ
る
。
心
が
熱
で

あ
れ
ば
舌
の
上
に
瘡
が
生
じ
、
心
が
冷
で
あ
れ
ば
痰
が
逆
流
し
て
気
分
が
悪
く
な
る
。

心
兪
は
背
の
第
一
一
椎
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
両
側
に
一
寸
半
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
心
と

小
腸
は
対
応
し
、（
小
腸
を
）
名
づ
け
て
水
穀
の
腑
と
い
う
。
腸
は
暢
で
あ
り
、
水
曹
と

も
い
う
。
長
さ
は
二
丈
四
尺
で
あ
る
。
思
う
に
、
二
十
四
気
は
血
脈
を
定
め
、
精
神
を

調
和
安
定
さ
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
（
次
の
よ
う
な
症
状
が
出
れ
ば
小
腸
の
調
子
が
）
分
か

る
、
小
腸
が
熱
で
あ
れ
ば
尿
が
金
色
の
よ
う
に
な
り
、
小
腸
が
冷
で
あ
れ
ば
尿
は
白
っ

ぽ
く
、
腸
（
の
気
）
が
盛
ん
で
あ
れ
ば
陰
茎
に
瘡
が
で
き
る
。
小
腸
兪
は
背
の
第
一
一

椎
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
両
側
に
一
寸
半
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

③

肺
と
大
腸
第
三

《
原
文
》

肺

大
膓
苐
三
。
〔

〕
肺
者
傍
也
。
肺
為
華
盖
、
又
為
承
相
。
肺
重
三
斤
三
兩
、

32

六

二
耳
、
外
連

鼻
、〔

〕
内
主

皮
。
故
知
、
肺
風
鼻
塞

疼
、
肺

即
皮

33

上
生
瘡
。
肺
兪
在
人
背
苐
〔

〕
十
三
槌
兩
傍
、
各
相
去
一
寸
半
是
也
。
肺

大
膓
合
、

34

名
為
行
道
傳
送
之
府
。
長
〔

〕
一
丈
二
尺
、
象
十
二
月
。
故
知
、
大
膓

即
肛
門
生

35

瘡
、
大
膓
冷
即
脱
肛
下
痢
。
大
膓
兪
〔

〕
在
背
苐
十
三
槌
兩
傍
、
各
相
去
一
寸
半
是

36

也
。

《
釈
文
》

肺
与
大
腸
第
三
。
肺
者
傍
也
。
肺
為
華
蓋
、
又
為
丞
相
。
肺
重
三
斤
三
兩
、
六
葉
二

耳
、
外
連
於
鼻
、
内
主
於
皮
。
故
知
、
肺
風
鼻
塞
脳
疼
、
肺
熱
即
皮
上
生
瘡
。
肺
兪
在

人
背
第
十
三
椎
兩
傍
、
各
相
去
一
寸
半
是
也
。
肺
与
大
腸
合
、
名
為
行
道
傳
送
之
府
。

長
一
丈
二
尺
、
象
十
二
月
。
故
知
、
大
腸
熱
即
肛
門
生
瘡
、
大
膓
冷
即
脱
肛
下
痢
。
大

腸
兪
在
背
第
十
三
椎
兩
傍
、
各
相
去
一
寸
半
是
也
。

《
書
き
下
し
文
》

肺
と
大
腸
第
三
。
肺
は
傍
な
り
。
肺
は
華
蓋
た
り
、
又
た
丞
相
た
り
。
肺
は
重
三
斤

三
両
、
六
葉
二
耳
、
外
は
鼻
に
連
な
り
、
内
は
皮
を
主
る
。
故
に
知
る
、
肺

風
あ
れ
ば

鼻
塞
が
り
て
脳
疼
み
、
肺

熱
な
れ
ば
即
ち
皮
上
に
瘡
生
ぜ
ん
こ
と
を
。
肺
兪
は
人
の

い

た

背
の
第
十
三
椎
の
両
傍
に
在
り
、
各
お
の
相
い
去
る
こ
と
一
寸
半
是
れ
な
り
。
肺
と
大

腸
と
合
し
、
名
づ
け
て
行
道
伝
送
の
府
と
為
す
。
長
一
丈
二
尺
、
十
二
月
に
象
る
。
故

に
知
る
、
大
腸

熱
な
れ
ば
即
ち
肛
門
に
瘡
生
じ
、
大
腸

冷
な
れ
ば
即
ち
脱
肛
下
痢
せ

ん
こ
と
を
。
大
腸
兪
は
背
の
第
十
三
椎
の
両
傍
に
在
り
、
各
お
の
相
い
去
る
こ
と
一
寸
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半
是
れ
な
り
。

《
現
代
語
訳
》

肺
と
大
腸
第
三
。
肺
は
傍
で
あ
る
。
肺
は
車
を
覆
う
傘
で
あ
り
、
ま
た
丞
相
で
も
あ

る
。
肺
は
重
さ
三
斤
三
両
、
六
葉
二
耳
で
、
外
側
は
鼻
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
内
側
は

皮
膚
を
主
る
。
そ
れ
ゆ
え
（
次
の
よ
う
な
症
状
が
出
れ
ば
肺
の
調
子
が
）
分
か
る
、
肺

に
風
邪
が
あ
れ
ば
鼻
が
詰
ま
っ
て
頭
が
痛
み
、
肺
が
熱
で
あ
れ
ば
皮
膚
に
瘡
が
で
き
る
。

肺
兪
は
背
の
第
一
三
椎
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
両
側
に
一
寸
半
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
肺
と

大
腸
は
対
応
し
、（
大
腸
を
）
名
づ
け
て
行
道
伝
送
の
腑
と
い
う
。
長
さ
は
一
丈
二
尺
で
、

一
二
ヶ
月
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
（
次
の
よ
う
な
症
状
が
出
れ
ば
大
腸
の
調

子
が
）
分
か
る
、
大
腸
が
熱
で
あ
れ
ば
肛
門
に
瘡
が
生
じ
、
大
腸
が
冷
で
あ
れ
ば
脱
肛

し
て
下
痢
を
す
る
。
大
腸
兪
は
背
の
第
一
三
椎
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
両
側
に
一
寸
半
離
れ
た

と
こ
ろ
に
あ
る
。

④

脾
と
胃
第
四

《
原
文
》

胃
合
、
受
盛
之
府
。

者

也
。
〔

〕
為
言

助
胃
氣
。
故
知
、

37

脣
乾
生
瘡
、

冷
不
思
飲
食
。
脾
兪
在
人
〈
背
〉
苐
八
〔

〕
槌
兩
傍
、
各
相
去
一
寸

38

半
是
也
。
胃
者
為
也
。
長
二
尺
〈
四
〉
寸
、
受
水

三
㪷
五

、
當
流
二
斗
〔

〕
39

四

為
滿
、
以
應
二
十
四
氣
。
定
血
脉
、
和
利
精
気
〈
神
。
是
胃
之
精
〉
。
胃
兪
在
人

背
苐
十
八
槌
兩
傍
、
各
相
去
一
〔

〕
寸
半
是
也
。

40

《
釈
文
》

脾
与
胃
合
、
受
盛
之
府
。
脾
者
裨
也
。
為
言
裨
助
胃
氣
。
故
知
、
脾
熱
脣
乾
生
瘡
、

脾
冷
不
思
飲
食
。
脾
兪
在
人
背
第
八
椎
兩
傍
、
各
相
去
一
寸
半
是
也
。
胃
者
為
也
。
長

二
尺
四
寸
、
受
水
穀
三
斗
五
升
、
當
留
二
斗
四
升
為
滿
、
以
應
二
十
四
氣
。
定
血
脈
、

和
利
精
神
。
是
胃
之
精
。
胃
兪
在
人
背
第
十
八
椎
兩
傍
、
各
相
去
一
寸
半
是
也
。

《
書
き
下
し
文
》

脾
と
胃
と
合
し
、
受
盛
の
府
た
り
。
脾
は
裨
な
り
。
言
た
る
は
胃
気
を
裨
助
す
る
な

り
。
故
に
知
る
、
脾

熱
な
れ
ば
唇
乾
き
て
瘡
生
じ
、
脾

冷
な
れ
ば
飲
食
を
思
わ
ん
こ

と
を
。
脾
兪
は
人
の
背
の
第
八
椎
の
両
傍
に
在
り
、
各
お
の
相
い
去
る
こ
と
一
寸
半
是

れ
な
り
。
胃
は
為
な
り
。
長
二
尺
四
寸
、
水
穀
を
受
く
る
こ
と
三
斗
五
升
、
当
に
留
む

る
こ
と
二
斗
四
升
に
し
て
満
と
為
す
べ
く
、
以
て
二
十
四
気
に
応
ず
。
血
脈
を
定
め
、

精
神
を
和
利
す
。
是
れ
胃
の
精
な
り
。
胃
兪
は
人
の
背
の
第
十
八
椎
の
両
傍
に
在
り
、

各
お
の
相
い
去
る
こ
と
一
寸
半
是
れ
な
り
。

《
現
代
語
訳
》

脾
と
胃
と
は
対
応
し
、（
胃
を
名
づ
け
て
）
受
盛
の
府
（
と
い
う
）
。
脾
は
裨
で
あ
る
。

胃
気
を
補
助
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
（
次
の
よ
う
な
症
状
が
出
れ
ば
脾

の
調
子
が
）
分
か
る
、
脾
が
熱
で
あ
れ
ば
唇
が
乾
い
て
瘡
が
で
き
、
脾
が
冷
で
あ
れ
ば

飲
食
を
し
よ
う
と
思
わ
な
く
な
る
。
脾
兪
は
背
の
第
八
椎
の
両
側
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
一
寸
半
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
胃
は
為
で
あ
る
。
長
さ
は
二
尺
四
寸
、
食

物
を
受
け
と
め
る
こ
と
三
斗
五
升
、
留
め
る
こ
と
二
斗
四
升
に
相
当
す
る
量
を
以
て
満

杯
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
二
十
四
気
に
対
応
す
る
。
血
脈
を
定
め
、
精
神
を
調
和
安
定

さ
せ
る
。
こ
れ
は
胃
の
働
き
で
あ
る
。
胃
兪
は
背
の
第
一
八
椎
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
両
側
に

一
寸
半
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
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⑤

腎
と
膀
胱
部
第
五

《
原
文
》

賢

膀
胱
部
苐
五
。
賢

膀
胱
合
、
名
為
命
门
之
府
。
賢
者
引
也
。
為
言
引
〔

〕
41

水

、
和
利
精
神
。
故
腎
實
耳
聾
、
腎
風
耳
鳴
、
種
痒
。
耳
為
腎
司
。
腎
重
一
斤
二
兩
。

腎
為
〔

〕
烈
女
。
左
右
各
一
玫
。
腎
兪
在
人
背
苐
十
二
槌
兩
傍
、
各
相
去
一
寸
半
是

42

也
。

《
釈
文
》

腎
与
膀
胱
部
第
五
。
腎
与
膀
胱
合
、
名
為
命
門
之
府
。
腎
者
引
也
。
為
言
引
水
穀
、

和
利
精
神
。
故
腎
實
耳
聾
、
腎
風
耳
鳴
、
種
痒
。
耳
為
腎
司
。
腎
重
一
斤
二
兩
。
腎
為

烈
女
。
左
右
各
一
枚
。
腎
兪
在
人
背
第
十
二
椎
兩
傍
、
各
相
去
一
寸
半
是
也
。

《
書
き
下
し
文
》

腎
と
膀
胱
部
第
五
。
腎
と
膀
胱
と
合
し
、
名
づ
け
て
命
門
の
府
と
為
す
。
腎
は
引
な

り
。
言
た
る
は
水
穀
を
引
き
、
精
神
を
和
利
す
。
故
に
腎

実
な
れ
ば
耳
聾
し
、
腎

風

あ
れ
ば
耳
鳴
し
、
種
痒
す
。
耳
は
腎
司
た
り
。
腎
は
重
一
斤
二
両
。
腎
は
烈
女
た
り
。

左
右
各
お
の
一
枚
。
腎
兪
は
人
の
背
の
第
十
二
椎
の
両
傍
に
在
り
、
各
お
の
相
い
去
る

こ
と
一
寸
半
是
れ
な
り
。

《
現
代
語
訳
》

腎
と
膀
胱
第
五
。
腎
と
膀
胱
は
対
応
し
、（
膀
胱
を
）
名
づ
け
て
命
門
の
腑
と
い
う
。

腎
は
引
で
あ
る
。
食
物
を
引
き
入
れ
、
精
神
を
調
和
安
定
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
腎
が
実
で
あ
れ
ば
耳
が
聞
こ
え
な
く
な
り
、
腎
に
風
邪
が
あ
れ
ば
耳
鳴
り

が
し
て
、
腫
瘍
が
で
き
る
。
耳
は
腎
司
（
腎
が
司
る
器
官
）
で
あ
る
。
腎
は
重
さ
一
斤

二
両
。
腎
は
烈
女
で
あ
る
。
左
右
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
ず
つ
あ
る
。
腎
兪
は
背
の
第
十
二
椎

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
両
側
に
一
寸
半
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

⑥

結
語

《
原
文
》

又
言
、
上
醫
察
色
、
〔

〕
中
醫
聴

、
下
醫

候
。
醫
者
意
也
。
須
明
胫
脉
、

43

善
會
方
書
、
又
會
隂
陽
、
是
名
〔

〕
三
代
醫
也
。
明
堂
五
蔵
論
壹
。

44

《
釈
文
》

又
言
、
上
醫
察
色
、
中
醫
聴
聲
、
下
醫
診
候
。
醫
者
意
也
。
須
明
経
脈
、
善
會
方
書
、

又
會
陰
陽
。
是
名
三
代
醫
也
。
明
堂
五
蔵
論
壹
。

《
書
き
下
し
文
》

又
た
言
う
、
上
医
は
色
を
察
し
、
中
医
は
声
を
聴
き
、
下
医
は
症
候
を
診
る
。
医
は

意
な
り
。
須
く
経
脈
に
明
る
く
、
善
く
方
書
を
会
し
、
又
た
陰
陽
を
会
す
べ
し
。
是
れ

名
づ
け
て
三
代
の
医
な
り
。
明
堂
五
蔵
論
一
。

《
現
代
語
訳
》

ま
た
こ
の
よ
う
に
言
う
。
上
医
は
色
を
観
察
し
、
中
医
は
声
を
聴
き
、
下
医
は
候
を

診
る
。
医
は
意
で
あ
る
。
経
脈
に
明
る
く
、
方
書
や
陰
陽
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
て
お

く
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
名
づ
け
て
三
代
の
医
と
い
う
。
明
堂
五
蔵
論
一
。
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二

考
察

本
章
で
は
、
前
章
で
の
釈
読
を
踏
ま
え
、
篇
ご
と
に
思
想
上
重
要
な
語
句
や
釈
読
の

困
難
な
部
分
を
中
心
に
解
説
し
、
『
明
堂
五
蔵
論
』
に
見
え
る
思
想
的
特
徴
を
探
る
。

①

肝
と
胆
第
一

ま
ず
、
肝
と
胆
第
一
か
ら
見
て
い
こ
う
。

「
肝
者
魂
蔵
」
と
は
、
肝
が
魂
を
蔵
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
は
伝
統
的
な

中
国
医
学
思
想
に
見
え
る
考
え
方
で
、
例
え
ば
『
黄
帝
内
経
素
問
』
（
以
下
『
素
問
』
）

六
節
蔵
象
論
に
は
「
岐
伯
曰
く
、
「
〔
中
略
〕
肝
は
、
極
む
る
を
罷
む
る
の
本
に
し
て
、

魂
の
居
る
と
こ
ろ
な
り
。
〔
後
略
〕
」
と
（
岐
伯
曰
、
「
〔
中
略
〕
肝
者
、
罷
極
之
本
、
魂

之
居
也
。〔
後
略
〕
」
）
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
難
経
』
三
十
四
難
に
は
「
五
蔵
に
七
神
有
り
、

各
お
の
何
所
に
蔵
さ
る
る
や
。
然
り
。
蔵
は
人
の
神
気
の
舎
り
蔵
さ
る
る
所
な
り
。
故

に
肝
は
魂
を
蔵
し
、
肺
は
魄
を
蔵
し
、
心
は
神
を
蔵
し
、
腎
は
精
を
蔵
し
、
脾
は
志
を

蔵
す
（
五
藏
有
七
神
、
各
何
所
藏
耶
。
然
。
藏
者
、
人
之
神
氣
所
舍
藏
也
。
故
肝
藏
魂
、

肺
藏
魄
、
心
藏
神
、
腎
藏
精
、
脾
藏
志
）
」
と
あ
り
、
五
臓
は
精
神
活
動
を
主
導
す
る
「
神
」

が
蔵
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
「
神
」
は
魂
・
魄
・
神
・
精
・
志
の
諸
精
神

活
動
の
代
名
詞
と
し
て
の
「
神
」
で
あ
る
。
人
間
は
こ
の
「
神
」
を
有
す
る
こ
と
に
よ

り
、
正
常
に
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

肝
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
「
東
方
甲
乙
木
」「
其
數
八
」「
歳
星
」「
其
音
角
」
は
、
全
て

五
行
の
木
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、
伝
世
の
医
学
書
の
み
な
ら
ず
、『
白
虎
通
』
な

ど
に
も
見
え
る
普
遍
的
な
思
想
で
あ
る
。
古
く
か
ら
方
位
・
季
節
・
五
行
・
臓
は
結
び

付
け
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、『
黄
帝
内
経
霊
枢
』（
以
下
『
霊
枢
』
）
陰
陽
繋
日
月
に
「
黄

帝
曰
く
、「
五
行
は
東
方
を
以
て
甲
乙
・
木
・
春
に
王
ん
と
為
す
。
春
は
蒼
色
な
り
て
、

肝
を
主
る
。〔
後
略
〕
」
と
（
黃
帝
曰
、「
五
行
以
東
方
爲
甲
乙
・
木
・
王
春
。
春
者
蒼
色
、

主
肝
。〔
後
略
〕
」
）」
と
、『
素
問
』
金
匱
真
言
論
に
「
岐
伯
曰
く
、「
〔
中
略
〕
東
方
は
青

色
な
り
。
入
り
て
肝
に
通
じ
、
目
を
開
竅
し
、
精
を
肝
に
蔵
す
。
そ
の
病

驚
駭
を
発
し
、

其
の
味
は
酸
、
其
の
類
は
草
木
、
其
の
畜
は
鶏
、
其
の
穀
は
麦
。
其
の
四
時
に
応
ず
る

は
、
上
を
歳
星
と
為
し
、
是
を
以
て
春
気

頭
に
在
る
な
り
。
其
れ
音
は
角
、
其
れ
数
は

八
。
〔
後
略
〕
」
と
（
岐
伯
曰
、
「
〔
中
略
〕
東
方
青
色
。
入
通
於
肝
、
開
竅
於
目
、
藏
精

於
肝
。
其
病
發
驚
駭
、
其
味
酸
、
其
類
草
木
、
其
畜
雞
、
其
穀
麥
。
其
應
四
時
、
上
爲

歲
星
、
是
以
春
氣
在
頭
也
。
其
音
角
、
其
數
八
。〔
後
略
〕
」
）」
と
あ
る
。

「
肝
者
幹
也
」
と
は
、
後
漢
・
劉
煕
撰
『
釈
名
』
釈
形
体
に
「
肝
は
、
幹
な
り
。
五

行
は
木
に
属
す
。
故
に
其
の
体
状
枝
幹
を
有
す
る
な
り
。
凡
物
大
な
る
を
以
て
幹
と
為

す
な
り
（
肝
、
幹
也
。
五
行
屬
木
。
故
其
體
狀
有
枝
幹
也
。
凡
物
以
大
爲
幹
也
）」
と
あ

る
こ
と
に
基
づ
く
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。『
釈
名
』
の
述
べ
る
と
お
り
、
肝
の
形
を
大
き

な
幹
に
見
立
て
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
従
官
三
千
六
百
人
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
北
宋
の
道
教

類
書
『
雲
笈
七
籤
』
巻
一
八
所
収
の
『
老
子
中
経
』（
成
立
は
四
世
紀
半
ば
～
五
世
紀
頃
）

第
二
三
神
仙
に
「
肝
神
七
人
。
老
子
は
君
な
り
。
名
づ
け
て
明
堂
宮
蘭
台
府
と
曰
う
。

其
れ
従
官
三
千
六
百
人
な
り
（
肝
神
七
人
。
老
子
君
也
。
名
曰
明
堂
宮
蘭
臺
府
也
。
其

從
官
三
千
六
百
人
）
」
と
あ
り
、
こ
れ
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、「
其
神
九
」
と
い
う
表
現
も
理
解
し
が
た
い
が
、
右
の
『
老
子
中
経
』
の
言
う

「
肝
神
七
人
」
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
老
子
中
経
』
の
「
肝
神
」
と
は
体

内
神
の
こ
と
で
あ
り
、
筆
者
は
こ
れ
を
踏
ま
え
、『
明
堂
五
蔵
論
』
も
「
肝
神
が
九
人
」

と
述
べ
て
い
る
と
捉
え
た
。
加
え
て
、
後
文
の
「
膽
神
六
人
」
の
伝
世
文
献
に
お
け
る

用
例
も
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、『
雲
笈
七
籤
』
巻
一
八
所
収
の

『
老
子
中
経
』
第
二
三
神
仙
に
は
「
胆
神
は
五
人
、
太
一
道
君
な
り
。
紫
房
宮
に
居
る
。

五
彩
の
玄
黄
・
紫
蓋
・
珠
玉
・
雲
気
の
車
に
乗
じ
、
六
飛
龍
に
驂
駕
す
。
従
官
三
千
六
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百
人
な
り
（
膽
神
五
人
、
太
一
道
君
也
。
居
紫
房
宮
。
乘
五
彩
玄
黄
・
紫
蓋
・
珠
玉
・

雲
氣
之
車
、
驂
駕
六
飛
龍
。
從
官
三
千
六
百
人
）
」
と
あ
る
。
六
朝
時
代
に
は
「
存
思
」
、

す
な
わ
ち
五
臓
六
腑
や
髪
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
部
位
に
宿
る
体
内
神
、
お
よ
び
太
陽
や
月

な
ど
の
自
然
に
宿
る
体
外
神
を
思
い
眺
め
、
身
体
の
気
の
流
れ
を
巡
ら
せ
た
り
溜
め
た

り
し
て
、
そ
れ
ら
に
長
生
を
願
う
と
い
う
思
想
が
多
く
の
道
教
経
典
で
説
か
れ
た
。『
明

堂
五
蔵
論
』
の
肝
神
や
胆
神
も
そ
れ
ら
の
流
れ
を
受
け
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

「
生
於
亥
、
王
於
卯
、
病
於
巳
、
死
於
午
、
墓
於
未
」
は
、
肝
の
気
の
巡
り
を
相
生

説
に
よ
り
説
い
て
い
る
。
十
二
支
と
五
行
の
関
係
か
ら
す
る
と
、
亥
は
水
、
卯
は
木
、

巳
・
午
は
火
、
未
は
土
で
あ
る
。『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
も
「
木
は
亥
に
生
じ
、
卯
に
壮

ん
に
し
て
、
未
に
死
す
。
三
辰
は
皆
な
木
な
り
（
木
生
於
亥
、
壯
於
卯
、
死
於
未
、
三

辰
皆
木
也
）」
と
い
う
類
似
の
記
述
が
あ
る
。

「
膽
者
敢
也
」
は
、
原
文
で
は
「
膽
者
敬
也
」
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
敬
字
の
解

釈
は
注
釈
者
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
本
稿
で
は
敢
字
と
す
る
。
『
輯
校
』
『
全
書
』
は
原

文
の
ま
ま
敬
字
で
解
釈
し
、
『
釈
録
』
は
敬
字
と
同
音
の
浄
字
で
解
釈
し
て
い
る
。
『
新

輯
校
』
は
、
こ
の
句
が
声
訓
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
敬
字
を
散
字
で
読
む
べ
き
と
す

る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
文
意
が
通
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
新
輯
校
』
の

述
べ
る
と
お
り
、
こ
の
句
は
声
訓
で
あ
ろ
う
か
ら
、『
輯
校
』『
全
書
』『
釈
録
』
の
説
は

膽
字
と
音
通
せ
ず
、
不
適
で
あ
る
。
ま
た
、『
新
輯
校
』
は
膽
字
と
散
字
で
韻
が
踏
め
る

も
の
と
し
て
い
る
が
、『
広
韻
』
に
基
づ
く
と
膽
字
は
敢
韻
、
散
字
は
旱
韻
で
あ
る
た
め
、

こ
の
二
字
は
韻
を
踏
み
得
な
い
。

こ
こ
で
筆
者
は
、
以
上
の
説
と
は
別
に
、
敢
字
に
読
み
替
え
る
試
案
を
提
示
し
た
い
。

ま
ず
漢
字
音
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
敢
字
は
敢
韻
で
あ
る
か
ら
、
膽
字
と
明
ら
か
に
韻

が
踏
め
、
声
訓
と
し
て
何
ら
問
題
は
な
い
。
さ
ら
に
、
字
形
の
面
か
ら
考
え
て
も
、
敬

字
を
敢
字
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
原
文
で
は
敬
字
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

他
の
敦
煌
文
書
の
中
に
は
、
敬
字
と
敢
字
の
字
形
が
非
常
に
似
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
Ｐ
．
４
９
１
７
『
切
韻
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
Ｐ
．
３
６
５
５
（
注
１
）

と
Ｐ
．
４
９
１
７
（
注
２
）
『
切
韻
』
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

そ
も
そ
も
Ｐ
．
３
６
５
５
と
Ｐ
．
４
９
１
７
は
、
同
一
人
物
が
筆
写
し
た
も
の
か
ど

う
か
不
明
で
あ
り
、
字
形
が
似
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
あ
く
ま
で
筆
者
個
人
の
主

観
に
よ
る
も
の
で
し
か
な
い
た
め
、
字
形
を
比
較
し
た
だ
け
で
、
安
易
に
敢
字
に
読
み

替
え
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
二
例
を
比
べ
た
だ
け
で
も
、
筆

写
者
の
書
き
方
に
よ
っ
て
は
、
敢
字
が
崩
れ
て
敬
字
の
よ
う
に
見
え
る
場
合
が
あ
る
と

い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、『
明
堂
五
蔵
論
』
の

筆
写
者
が
別
本
を
見
て
書
き
写
し
た
と
す
れ
ば
、
参
照
し
た
別
本
の
当
該
字
が
も
と
も

と
敬
字
の
よ
う
な
形
を
し
た
敢
字
で
あ
っ
て
、
筆
写
者
は
そ
れ
を
敬
字
と
誤
認
し
て
し

ま
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、「
膽
者
敬
也
」「
膽
者
浄
也
」「
膽
者
散
也
」
の
用
例
は
伝
世
文
献
に
見
ら
れ
な

い
が
、「
膽
者
敢
也
」
は
金
の
総
合
医
学
書
『
儒
門
事
親
』
な
ど
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、

「
膽
者
敢
也
」
と
い
う
表
現
は
、『
明
堂
五
蔵
論
』
を
初
め
と
す
る
複
数
の
文
献
に
共
通

す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
以
上
よ
り
、
筆
者
は
当
該
箇
所
を
「
膽
者
敢
也
」
と

読
む
。
後
文
で
胆
は
将
軍
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
勇
敢
な
さ
ま
を
表
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。「
膽
者
敢
也
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
う
し
た
将
軍
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
窺
わ
せ

て
い
る
（
注
３
）
。

P.3655『明堂五蔵論』
「膽者敬（敢？）也」

P.4917『切韻』
覧字の反切解説部分
「視。慮敢反。三。」
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ち
な
み
に
、
「
膽
為
将
軍
」
と
同
様
の
表
現
は
、
『
千
金
要
方
』
胆
腑
方
・
胆
腑
脈
論

に
も
見
ら
れ
、
胆
は
「
将
軍
と
号
し
、
曹
吏
を
決
す
（
號
將
軍
、
決
曹
吏
）」
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。『
素
問
』
霊
蘭
秘
典
論
に
お
い
て
は
肝
が
将
軍
で
、
胆
は
中
正
の
官
と
見

な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
『
明
堂
五
蔵
論
』
や
『
千
金
要
方
』
と
は
異
な
る
。

最
後
に
「
肝
与
膽
合
、
名
為
清
浄
之
府
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
胆
を
「
清
浄
之
府
」

と
見
な
す
文
献
に
は
『
難
経
』
三
十
五
難
の
他
、『
王
叔
和
脈
訣
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
王

叔
和
脈
訣
』
は
西
晋
の
医
者
・
王
叔
和
に
仮
託
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
診
脈
書
で
、
五
言

あ
る
い
は
七
言
の
歌
訣
方
式
が
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
診
候
入
式
歌
に
は
「
肝
胆
同
に

と

も

津
液
府
と
為
す
、
能
く
眼
目
に
通
じ
て
清
浄
と
為
す
（
肝
膽
同
爲
津
液
府
、
能
通
眼
目

爲
清
浄
）」
と
あ
り
、
そ
の
北
宋
・
劉
元
賓
注
は
「
経
曰
く
、
胆
は
清
浄
の
府
な
り
（
經

曰
、
膽
者
清
淨
之
府
）
」（
注
４
）

と
述
べ
る
。『
黄
帝
内
経
』
で
は
胆
を
「
清
浄
之
府
」
と

し
な
い
こ
と
も
併
せ
て
考
え
る
と
、『
明
堂
五
蔵
論
』
の
当
該
部
分
は
『
難
経
』
の
記
述

を
踏
ま
え
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。『
王
叔
和
脈
訣
』
に
関
し
て
は
成
立
過
程

が
判
然
と
せ
ず
、
『
明
堂
五
蔵
論
』
と
の
前
後
関
係
が
不
明
で
あ
る
た
め
（
注
５
）
、
必
ず

し
も
ど
ち
ら
か
が
ど
ち
ら
か
を
引
用
し
た
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、『
明
堂
五

蔵
論
』
も
『
王
叔
和
脈
訣
』
も
胆
を
「
清
浄
之
府
」
と
す
る
同
系
統
の
理
論
を
採
用
し

た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。

以
上
、
肝
と
胆
第
一
の
主
要
語
句
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
続
い
て
、
心
と
小
腸
第
二

に
移
る
。

②

心
と
小
腸
第
二

ま
ず
「
心
者
纖
也
。
所
識
纖
微
、
無
事
不
貫
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
輯
校
』『
釈
録
』

は
原
文
の
殱
字
を
讖
字
と
す
る
が
、
殱
字
・
讖
字
共
に
、
伝
世
文
献
に
お
い
て
心
と
結

び
つ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
意
味
も
通
ら
な
い
。
ま
た
『
全
書
』
は
、
原
文
の
徴
字
を
釈

文
で
も
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
文
意
が
不
明
で
あ
る
。『
新
輯
校
』

は
、『
釈
名
』
釈
形
体
に
「
心
は
、
繊
な
り
。
識
る
所
は
繊
微
に
し
て
、
物
の
心
を
貫
か

ざ
る
無
き
な
り
（
心
、
纖
也
。
所
識
纖
微
、
無
物
不
貫
心
也
）」
と
あ
る
こ
と
を
根
拠
に

原
文
の
殱
字
を
纖
字
に
改
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
『
釈
名
』
の
記
述
を
も
と
に
原

文
の
誠
字
を
識
字
と
、
徴
字
を
微
字
と
見
な
し
て
、「
所
識
纖
微
」
と
読
め
る
可
能
性
を

指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
読
む
と
意
味
が
明
解
に
な
る
た
め
、
本
稿
で
も
『
新
輯

校
』
に
従
い
、
校
訂
し
た
。

「
受
氣
於
己
、
生
於
乙
、
王
於
庚
、
病
於
癸
、
死
於
甲
」
は
、
原
文
で
は
「
受
氣
於

巳
、
生
於
乙
、
王
於
庚
、
病
於
癸
、
死
於
申
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
ま
ま
読
む
と

十
干
と
十
二
支
が
混
在
し
て
い
て
理
解
し
が
た
い
。
肝
に
も
類
似
の
文
章
が
あ
っ
た
が
、

そ
ち
ら
は
十
二
支
で
統
一
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
文
章
は
十
干
で

揃
え
て
も
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
原
文
の
巳
字
を
己
字
に
、
申
字
を
甲
字
と

す
る
。
な
お
、
伝
世
文
献
に
同
文
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
部
分
は
、
相
生
説
・
相
剋
説
の
ど
ち
ら
の
理
論
も
当
て
は
ま
ら
な
い
。
既
存
の

五
行
理
論
の
中
で
は
、
相
生
説
と
相
剋
説
を
組
み
合
わ
せ
た
休
王
説
に
最
も
近
い
規
則

性
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
般
に
休
王
説
は
、『
五
行
大
義
』
論
四
時
休
王

に
「
五
行
の
休
王
と
体
す
る
者
は
、〔
中
略
〕
夏
則
ち
火
は
王
、
土
は
相
、
木
は
休
、
水

は
囚
、
金
は
死
（
五
行
體
休
王
者
、〔
中
略
〕
夏
則
火
王
、
土
相
、
木
休
、
水
囚
、
金
死
）
」

と
あ
る
よ
う
に
、
「
王
」
「
相
」
「
死
」
「
囚
」
「
休
」
（
火
土
金
水
木
。
夏
の
場
合
）
の
五

つ
の
役
割
を
五
行
に
配
当
し
、
季
節
ご
と
の
五
行
の
力
関
係
を
表
す
も
の
で
あ
る
（
次

頁
・
図
一
）（
注
６
）
。
『
明
堂
五
蔵
論
』
で
は
、
そ
の
特
徴
で
あ
る
「
休
」
「
相
」
「
囚
」

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
当
該
部
分
を
休
王
説
と
同
一
視
し
て
よ
い
の

か
は
疑
問
が
残
る
。

た
だ
、
休
王
説
と
類
似
の
理
論
を
説
く
全
て
の
文
献
が
、『
五
行
大
義
』
の
五
つ
の
役

割
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
夏
の
場
合
、『
脈
経
』
心
小
腸
部
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で
は
「
心
は
火
に
象
り
、
小
腸
と
合
し
て
腑
た
り
。〔
中
略
〕
其
の
相
は
春
三
月
、
王
は

夏
三
月
、
廃
は
季
夏
六
月
、
囚
は
秋
三
月
、
死
は
冬
三
月
（
心
象
火
、
與
小
腸
合
爲
腑
。

〔
中
略
〕
其
相
春
三
月
、
王
夏
三
月
、
廢
季
夏
六
月
、
囚
秋
三
月
、
死
冬
三
月
）
」、
す

な
わ
ち
「
王
」
「
廃
」
「
囚
」
「
死
」「
相
」（
火
土
金
水
木
）
と
さ
れ
、
『
淮
南
子
』
墬
形

訓
で
は
「
火
壮
に
し
て
、
木
老
い
、
土
生
じ
、
水
囚
わ
れ
、
金
死
す
（
火
壯
、
木
老
、

土
生
、
水
囚
、
金
死
）
」、
す
な
わ
ち
「
壮
」「
生
」「
死
」「
囚
」「
老
」（
火
土
金
水
木
）

と
さ
れ
て
お
り
、
両
文
献
で
は
休
王
説
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
も
の
の
、
そ
の
考
え
方
自
体
は
休
王
説
に
極
め
て
近
い
。
こ
れ
ら
の
異
な
る
表
現
を
、

休
王
説
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
見
な
し
て
よ
い
か
は
精
査
が
必
要
で
あ
る
が
（
注
７
）
、

休
王
説
が
一
つ
の
表
現
・
理
論
で
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
比
較
的
柔
軟
な
理
論

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、『
明
堂
五
蔵
論
』
で
「
受
気
」「
生
」「
王
」「
病
」「
死
」
と
さ

れ
て
い
る
の
も
、
休
王
説
の
影
響
を
あ
る
程
度
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ

ろ
う
か
。

『
明
堂
五
蔵
論
』
の
当
該
記
述
に
あ
え
て
休
王
説
の
思
想
を
見
出
す
な
ら
ば
、
己
＝

土
、
乙
＝
木
、
庚
＝
金
、
癸
＝
水
、
甲
＝
木
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
関
係
図
で
示
す
こ

と
が
で
き
る
（
図
二
）。

〈図一〉『五行正義』
夏の休王相関図

火

土

金水

木

王

相

囚 死

休

殺
刻

囚

『
明
堂
五
蔵
論
』
に
は
火
が
な
く
、
五
行
全
て
が
揃
っ
て
い
な
い
点
、
土
と
金
の
間

に
木
が
挟
ま
れ
て
い
る
点
は
理
解
し
が
た
く
、
完
全
に
休
王
説
に
則
っ
て
い
る
と
は
言

え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
乙
の
木
を
除
く
と
土
金
水
の
相
生
説
が
読
み
取
れ
、
金
が

王
で
木
が
死
と
い
う
関
係
は
、
ま
さ
に
金
が
木
を
殺
す
と
い
う
相
剋
説
に
匹
敵
し
て
お

り
、
そ
れ
ら
二
つ
を
合
わ
せ
た
休
王
説
の
片
鱗
が
窺
え
よ
う
。

「
心
与
小
腸
合
、
名
為
水
穀
之
腑
」
に
つ
い
て
は
、
他
の
臓
の
表
現
か
ら
、
原
文
の

各
字
も
『
輯
校
』
の
訂
正
の
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
合
字
・
名
字
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ

る
。「
水
穀
」
と
は
飲
み
物
・
食
物
の
こ
と
で
、『
素
問
』
五
蔵
別
論
に
「
岐
伯
曰
く
、「
胃

は
水
穀
の
海
に
し
て
、
六
府
の
大
源
な
り
。〔
後
略
〕
」
と
（
岐
伯
曰
、「
胃
者
水
穀
之
海
、

六
府
之
大
源
也
。〔
後
略
〕
」
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
水
穀
之
腑
」
は
一
般
的
に
胃
を
指
す
。

小
腸
は
、
例
え
ば
『
霊
枢
』
本
輸
に
「
岐
伯
曰
く
、
「
〔
中
略
〕
心
は
小
腸
に
合
す
。
小

腸
は
、
受
盛
の
府
な
り
。
〔
後
略
〕
」
と
（
岐
伯
曰
、
「
〔
中
略
〕
心
合
小
腸
。
小
腸
者
、

受
盛
之
府
。〔
後
略
〕
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
般
的
に
は
「
受
盛
之
府
」
と
言
わ
れ
る
。

受気

（己）
土

生

（乙）

金

王

殺

（庚）

？

木

死

水

（甲）

病

（癸）

〈図二〉『明堂五蔵論』
十干相関図

木
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『
王
叔
和
脈
訣
』
に
も
「
心
と
小
腸
と
は
受
盛
と
為
す
（
心
與
小
腸
爲
受
盛
）」
と
あ
り
、

『
明
堂
五
蔵
論
』
と
は
異
な
る
。
他
の
医
書
の
記
述
を
踏
ま
え
る
と
、『
明
堂
五
蔵
論
』

の
筆
写
者
が
誤
記
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
原
文
を
尊
重
し
て
「
水
穀
之
腑
」

の
ま
ま
で
解
釈
す
る
。

最
後
に
、「
腸
者
暢
也
、
又
名
水
曹
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
「
腸
者
暢
也
」
と
類

似
の
表
現
は
、『
釈
名
』
釈
形
体
に
「
腸
は
暢
な
り
。
胃
気
に
通
暢
し
、
滓
穢
を
去
る
な

り
（
腸
、
暢
也
。
通
暢
胃
氣
、
去
滓
穢
也
）
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
、
肝
と
同
じ
く
『
釈
名
』

に
基
づ
く
記
述
と
考
え
ら
れ
る
。「
水
曹
」
と
は
、
唐
代
の
水
部
の
異
称
で
、
こ
れ
を
腸

と
関
連
づ
け
る
例
と
し
て
は
、『
千
金
要
方
』
膀
胱
腑
方
・
膀
胱
腑
脈
論
の
「
膀
胱
は
津

液
の
腑
な
り
。
水
曹
と
号
す
（
膀
胱
者
津
液
之
腑
也
。
號
水
曹
）
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

以
上
、
心
と
小
腸
第
二
の
主
要
語
句
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
続
い
て
、
肺
と
大
腸
第

三
に
移
る
。

③

肺
と
大
腸
第
三

ま
ず
「
肺
者
傍
也
」
に
つ
い
て
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
伝
世
文
献
に
同
様
の
記
述
は

な
く
、
傍
字
と
同
義
の
旁
字
・
側
字
な
ど
も
調
査
し
た
が
、
類
似
表
現
も
見
つ
け
ら
れ

な
か
っ
た
。
筆
者
が
考
え
る
に
、『
集
韻
』
巻
六
に
「
傍
、
左
右
也
」
と
あ
る
と
お
り
、

肺
の
形
が
左
右
対
称
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
肺
為
華
蓋
」
の
華
蓋
は
天
子
の
傘
、
蓋
で
あ
り
、
そ
の
見
た
目
・
用
途
に
肺
が
心

（
帝
王
）
を
覆
う
様
子
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
え
は
医

学
書
で
一
般
的
に
用
い
ら
れ
、『
素
問
』
痿
論
に
は
「
岐
伯
曰
く
、「
肺
は
蔵
の
長
な
り
、

心
の
蓋
と
為
す
な
り
。〔
後
略
〕
」
と
（
岐
伯
曰
、「
肺
者
藏
之
長
也
。
爲
心
之
蓋
也
。〔
後

略
〕
」
）」
と
あ
る
。

最
後
に
、
「
肺
与
大
膓
合
、
名
為
行
道
傳
送
之
府
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『
霊
枢
』

本
輸
に
は
「
岐
伯
曰
く
、「
〔
中
略
〕
肺
は
大
腸
に
合
す
。
大
腸
は
伝
道
の
府
な
り
。〔
後

略
〕（
岐
伯
曰
、「
〔
中
略
〕
肺
合
大
腸
。
大
腸
者
傳
道
之
府
。〔
後
略
〕
）」
と
あ
り
、『
王

叔
和
脈
訣
』
診
候
入
式
歌
に
は
「
大
腸
肺
と
共
に
伝
送
と
為
す
（
大
腸
共
肺
爲
傳
送
）」

と
あ
る
。「
伝
道
」
も
「
伝
送
」
も
飲
食
物
を
外
へ
運
ぶ
と
い
う
大
腸
の
役
割
を
比
喩
的

に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。『
明
堂
五
蔵
論
』
は
『
王
叔
和
脈
訣
』
と
同
じ
「
伝
送
」

を
用
い
て
お
り
、
当
該
部
分
に
は
両
書
に
共
通
す
る
医
学
理
論
が
認
め
ら
れ
る
。

以
上
、
肺
と
大
腸
第
三
の
主
要
語
句
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
続
い
て
、
脾
と
胃
第
四

に
移
る
。

④

脾
と
胃
第
四

ま
ず
、「
脾
与
胃
合
、
受
盛
之
府
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
胃
を
「
受
盛
之
府
」
と
す
る

伝
世
文
献
は
見
ら
れ
な
い
。
一
般
的
に
「
受
盛
之
府
」
と
称
さ
れ
る
の
は
小
腸
で
あ
り
、

胃
は
『
霊
枢
』
本
輸
の
「
岐
伯
曰
く
、
「
〔
中
略
〕
脾
は
胃
と
合
す
。
胃
は
五
穀
の
府
な

り
。
〔
後
略
〕
」
と
（
岐
伯
曰
、
「
〔
中
略
〕
脾
合
胃
、
胃
者
五
穀
之
府
。
〔
後
略
〕
」
）
」
と

い
う
記
述
や
、
『
難
経
』
三
十
五
難
の
「
胃
は
水
穀
の
府
な
り
（
胃
者
水
穀
之
府
也
）
」

と
い
う
記
述
の
と
お
り
、
一
般
的
に
「
五
穀
之
府
」「
水
穀
之
府
」
な
ど
と
さ
れ
る
。『
王

叔
和
脈
訣
』
は
「
脾
胃
相
い
通
じ
五
穀
消
ゆ
（
脾
胃
相
通
五
穀
消
）」
と
言
い
、
劉
元
賓

も
や
は
り
「
経
曰
く
、
胃
は
水
穀
の
府
な
り
（
經
曰
、
胃
水
穀
之
府
）
」
と
注
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
に
鑑
み
る
と
、『
明
堂
五
蔵
論
』
の
筆
写
者
が
誤
記
し
た
可
能
性
も
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
原
文
を
尊
重
し
て
「
受
盛
之
府
」
の
ま
ま
と
す
る
。

「
脾
者
裨
也
」
の
裨
字
は
「
補
助
す
る
」
の
意
で
あ
る
。
他
の
臓
と
同
じ
く
、『
釈
名
』

釈
形
体
に
「
脾
は
、
裨
な
り
。
胃
の
下
に
在
り
て
胃
気
を
裨
助
し
、
穀
を
化
す
る
を
主

る
な
り
（
脾
、
裨
也
。
在
胃
下
裨
助
胃
氣
、
主
化
穀
也
）」
と
あ
る
の
を
受
け
た
表
現
で

あ
ろ
う
。
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「
和
利
精
神
。
是
胃
之
精
」
に
つ
い
て
、
『
新
輯
校
』
は
、
「
和
利
精
神
」
の
四
字
が

本
文
献
で
定
型
句
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
原
文
の
「
和
利
精
気
神

是
胃
之
精
」
の
気
字
を
省
き
、「
和
利
精
神
。
是
胃
之
精
」
で
解
釈
す
べ
き
と
す
る
。
本

稿
も
こ
れ
に
従
う
。

以
上
、
脾
と
胃
第
四
の
主
要
語
句
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
続
い
て
、
腎
と
膀
胱
部
第

五
に
移
る
。

⑤

腎
と
膀
胱
部
第
五

ま
ず
「
腎
与
膀
胱
合
、
名
為
命
門
之
府
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
難
経
』
三
十
六
難
に

は
「
腎
の
両
つ
あ
る
は
、
皆
な
腎
に
は
非
ざ
る
な
り
。
其
の
左
な
る
者
を
腎
と
為
し
、

右
な
る
者
を
命
門
と
為
す
。
命
門
は
、
諸
も
ろ
の
神
精
の
舍
る
所
、
原
気
の
繋
る
所
な

り
。
故
に
男
子
は
以
て
精
を
蔵
し
、
女
子
は
以
て
胞
に
繋
く
。
故
に
腎
に
一
有
る
を
知

る
な
り
（
腎
兩
者
、
非
皆
腎
也
。
其
左
者
爲
腎
、
右
者
爲
命
門
。
命
門
者
、
諸
神
精
之

所
舍
、
原
氣
之
所
繫
也
。
故
男
子
以
藏
精
、
女
子
以
繫
胞
。
故
知
腎
有
一
也
）
」
と
あ
り
、

こ
こ
で
言
う
左
右
と
は
、
陽
と
陰
の
比
喩
で
あ
る
。
膀
胱
は
『
霊
枢
』
本
輸
に
お
い
て
、

「
岐
伯
曰
く
、
「
〔
中
略
〕
腎
は
膀
胱
と
合
す
。
膀
胱
は
津
液
の
府
な
り
。
〔
後
略
〕
」
と

（
岐
伯
曰
、
「
〔
中
略
〕
腎
合
膀
胱
。
膀
胱
者
津
液
之
府
也
。
〔
後
略
〕
」
）
」
と
さ
れ
て
い

る
が
、『
明
堂
五
蔵
論
』
は
『
難
経
』
三
十
六
難
の
記
述
の
と
お
り
、「
神
精
の
舍
る
所
」

で
あ
る
腎
と
対
応
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
膀
胱
を
「
命
門
之
府
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、『
王
叔
和
脈
訣
』
は
「
膀
胱
と
腎
と
合
し
て
津
慶
と
為
す
（
膀
胱
腎
合
爲
津
慶
）
」

と
言
う
が
、
劉
元
賓
の
「
経
曰
く
、
膀
胱
は
津
液
の
府
（
經
曰
、
膀
胱
者
津
液
之
府
）」

と
い
う
注
に
基
づ
く
と
、「
津
慶
」
は
『
霊
枢
』
の
記
述
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
『
明
堂
五
蔵
論
』
と
は
異
な
る
解
釈
で
あ
る
。

「
腎
者
引
也
」
は
、『
釈
名
』
釈
形
体
の
「
腎
は
、
引
な
り
。
腎
は
水
を
属
し
、
水
気

を
引
き
て
諸
脈
に
灌
注
す
る
を
主
る
な
り
（
腎
、
引
也
。
腎
屬
水
、
主
引
水
氣
灌
注
諸

脈
也
）
」
と
い
う
記
述
を
受
け
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
「
肝
と
胆
第
一
」
か
ら
「
腎
と
膀
胱

部
第
五
」
ま
で
の
記
述
を
ま
と
め
る
と
、
肝
・
心
・
小
腸
・
脾
・
腎
の
五
つ
の
臓
腑
は
、

『
釈
名
』
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
声
訓
に
よ
り
、
そ
の
特
徴
が
説
明
さ
れ
て
い
た
。

以
上
、
腎
と
膀
胱
部
第
五
の
主
要
語
句
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
続
い
て
、
最
後
の
結

論
に
移
る
。

⑥

結
語

「
上
醫
察
色
、
中
醫
聴
聲
、
下
醫
診
候
」
の
原
文
の

字
は
未
詳
文
字
で
あ
る
が
、『
考

釈
』
な
ど
に
従
い
、
診
字
と
す
る
。「
診
候
」
は
、
脈
を
う
か
が
っ
て
病
状
を
知
る
こ
と

で
あ
る
。
上
医
・
中
医
・
下
医
に
つ
い
て
は
、『
千
金
要
方
』
論
診
候
に
「
古
の
善
く
医

と
為
る
者
は
、
上
医
は
国
を
医
し
、
中
医
は
人
を
医
し
、
下
医
は
病
を
医
す
。
又
た
曰

い

や

く
上
医
は
声
を
聞
き
、
中
医
は
色
を
察
し
、
下
医
は
脈
を
診
る
。
又
た
曰
く
上
医
は
未

だ
病
ま
ざ
る
の
病
を
医
し
、
中
医
は
病
ま
ん
と
欲
す
る
の
病
を
医
し
、
下
医
は
已
に
病

む
の
病
を
医
す
（
古
之
善
爲
醫
者
、
上
醫
醫
國
、
中
醫
醫
人
、
下
醫
醫
病
。
又
曰
上
醫

聽
聲
、
中
醫
察
色
、
下
醫
診
脈
。
又
曰
上
醫
醫
未
病
之
病
、
中
醫
醫
欲
病
之
病
、
下
醫

醫
已
病
之
病
）
」
と
あ
る
。
『
千
金
要
方
』
以
前
に
も
良
い
医
者
の
条
件
に
つ
い
て
は
言

及
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
『
素
問
』
陰
陽
応
象
大
論
に
は
「
岐
伯
曰
く
、
「
〔
中
略
〕
善

く
診
る
者
は
、
色
を
察
し
脈
を
按
じ
、
先
ず
陰
陽
を
別
つ
。
清
濁
を
審
ら
か
に
し
て
部

分
を
知
る
。
喘
息
を
視
、
音
声
を
聴
き
て
苦
し
む
所
を
知
る
。〔
後
略
〕
」
と
（
岐
伯
曰
、

「
〔
中
略
〕
善
診
者
、
察
色
按
脈
、
先
別
陰
陽
。
審
清
濁
而
知
部
分
。
視
喘
息
、
聽
音
聲

而
知
所
苦
。
〔
後
略
〕
」
）」
と
あ
る
。
以
上
の
伝
世
文
献
の
記
述
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み

る
と
、

字
を
診
字
と
読
み
替
え
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

伝
世
文
献
の
記
述
の
み
な
ら
ず
、
字
形
の
面
か
ら
見
て
も
、
読
み
替
え
は
可
能
で
あ
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る
。
診
字
の
異
体
字
の
一
つ
と
し
て

字
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
旁
の
「
尓
」
と

字
の
旁
で
あ
る
「
亦
」
の
異
体
字
と
は
非
常
に
近
い
。
例
え
ば
、
敦
煌
文
書
Ｐ
．
２
１

６
０
『
摩
訶
摩
耶
経
』
で
は
「
亦
」
の
異
体
字
で
あ
る
「

」（
注
８
）

が
使
わ
れ
て
お

り
、
「
尓
」
の
よ
う
に
見
え
る
。
お
そ
ら
く
、
『
明
堂
五
蔵
論
』
の
筆
写
者
は

字
の
つ

も
り
で
、
形
が
似
て
い
る

字
を
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
醫
者
意
也
」
と
い
う
表
現
は
『
明
堂
五
蔵
論
』
の
み
な
ら
ず
、
医
学
書
や
医
者
の

列
伝
等
に
多
数
見
え
る
。
史
書
で
あ
れ
ば
、『
後
漢
書
』
郭
玉
伝
に
「
対
え
て
曰
く
、「
医

の
言
た
る
は
意
な
り
。
腠
理
微
に
至
り
、
気
に
随
い
て
巧
を
用
う
。
針
石
の
間
は
毫
芒

に
し
て
即
ち
乖
き
、
神
心
手
の
際
に
存
す
。
解
く
を
得
べ
く
し
て
言
う
を
得
べ
か
ら
ざ

る
な
り
」
と
（
對
曰
、「
醫
之
爲
言
意
也
。
腠
理
至
微
、
隨
氣
用
巧
。
針
石
之
閒
毫
芒
即

乖
。
神
存
於
心
手
之
際
。
可
得
解
而
不
可
得
言
也
」
）
」
と
あ
り
、
医
術
は
自
ら
体
得
す

る
し
か
な
く
、
言
葉
で
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
医
書
で
あ
れ
ば
、

例
え
ば
『
千
金
要
方
』
論
診
候
に
は
後
漢
の
医
者
・
張
仲
景
の
語
と
し
て
引
か
れ
て
い

る
。

お
わ
り
に

以
上
、
肝
と
胆
第
一
か
ら
結
論
ま
で
の
釈
読
を
行
い
、
重
要
な
語
句
に
つ
い
て
解
説

し
て
き
た
。
そ
の
中
で
、『
明
堂
五
蔵
論
』
は
『
黄
帝
内
経
』
や
『
千
金
要
方
』
な
ど
に

見
え
る
基
本
的
な
中
国
医
学
思
想
を
踏
ま
え
つ
つ
、
伝
世
文
献
と
は
一
部
異
な
る
声
訓

を
用
い
て
臓
腑
の
役
割
を
説
明
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
道
教
の

特
徴
的
な
身
体
観
で
あ
る
体
内
神
の
思
想
も
見
ら
れ
た
が
、
そ
の
人
数
は
、
伝
世
の
道

教
経
典
に
記
さ
れ
た
も
の
と
違
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
伝
世
文
献
と
の
細
か
な
差
違
に

つ
い
て
は
、『
明
堂
五
蔵
論
』
が
Ｐ
．
３
６
５
５
の
み
の
孤
本
で
あ
る
以
上
、
他
の
写
本

や
伝
世
文
献
と
の
比
較
が
で
き
ず
、
当
時
の
医
者
に
と
っ
て
一
般
的
な
思
想
で
あ
っ
た

か
確
認
し
が
た
い
。
し
か
し
、
医
学
も
道
教
も
多
様
な
治
療
法
や
養
生
法
が
認
め
ら
れ
、

比
較
的
柔
軟
な
思
想
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、『
明
堂
五
蔵
論
』
の
声
訓
や
体
内
神
の

記
述
も
ま
た
、
当
時
の
豊
富
な
身
体
観
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。そ

の
一
方
で
、
結
語
部
分
に
は
あ
ら
ゆ
る
文
献
に
登
場
す
る
有
名
な
言
葉
が
挙
が
っ

て
い
た
。
小
曽
戸
洋
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
敦
煌
医
書
に
も
記
さ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
定
型
句
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
（
注
９
）
。『
明
堂
五
蔵
論
』
は
、
当
時
の
医
学
思
想
だ
け
で
な
く
、
定
型
句

の
流
布
状
況
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
も
重
要
な
文
献
な
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
画
像
は

G
al
l
i
ca

（ht
t
p
s:
/
/g
a
l
li
c
a
.b
n
f.
f
r
/a
r
k
:/
1
2
14
8
/b
t
v
1b
8
3
00
2
36
4
/
f4
.
i
te
m
.

r
=p
e
l
li
o
t
%2
0
36
5
5

）
の
も
の
を
ト
リ
ミ
ン
グ
し
た
。

（
２
）
画
像
はG

a
l
l
i
c
a

（h
t
t
p
s
:
/
/
g
a
l
l
i
c
a
.
b
n
f
.
f
r
/
a
r
k
:
/
1
2
1
4
8
/
b
t
v
1
b
8
3
0
1
0
1
1
x
.
r
=
p
e
l
l
i
o

t%
2
0
49
1
7
?r
k
=2
1
4
59
;
2

）
の
も
の
を
ト
リ
ミ
ン
グ
し
た
。

（
３
）
敬
字
が
敢
字
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
鳥
羽
加
寿
也
氏
（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
博
士
後
期
課
程
）
に
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（
４
）
底
本
に
は
、
国
立
公
文
書
館
蔵
『
新
刊
通
真
子
補
註
王
叔
和
脈
訣
』
（
明
・
成
化
五
年
本
）
を

使
用
し
た
。

（
５
）
水
溜
亮
一
氏
は
、
多
岐
元
胤
撰
『
医
籍
考
』
が
そ
の
作
者
を
五
代
の
高
陽
生
と
見
な
し
て
い

る
こ
と
を
妥
当
と
す
る
（
水
溜
亮
一
「
『
王
叔
和
脈
訣
』
の
書
誌
に
つ
い
て
」
、『
日
本
医
史
学
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雑
誌
』
第
六
一
巻
第
一
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
四
七
頁
）
。
一
方
、
蔡
忠
志
・
郝
保
華
両
氏

は
、
初
め
に
成
書
さ
れ
た
の
は
唐
代
半
ば
頃
で
、
後
人
が
自
分
た
ち
の
用
い
て
い
る
音
韻
に

従
っ
て
語
を
微
調
整
し
た
り
、
唐
代
半
ば
か
ら
宋
代
の
医
学
的
内
容
を
増
補
し
た
り
し
た
可

能
性
を
指
摘
す
る
（
蔡
忠
志
・
郝
保
華
「
《
王
叔
和
脈
訣
》
思
探
―
―
以
「
五
臓
」
歌
為
研
究

中
心
」
、
『
中
医
薬
雑
誌
』
二
五
巻
Ｓ
期
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
、
二
二
四
頁
）
。
『
王
叔
和
脈

訣
』
は
、
Ｐ
．
３
６
５
５
の
『
七
表
八
裏
三
部
脈
』
『
青
烏
子
脈
訣
』
と
の
関
連
性
が
よ
り
強

い
た
め
、『
王
叔
和
脈
訣
』
の
成
立
や
『
明
堂
五
蔵
論
』
を
含
む
Ｐ
．
３
６
５
５
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
。

（
６
）
図
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
加
藤
千
恵
「
相
い
雑
わ
る
こ
と
錦
の
ご
と
し
―
「
術
」
の
五
行
」

（
三
浦
國
雄
編
『
術
の
思
想
：
医
・
長
生
・
呪
・
交
霊
・
風
水
』
、
風
響
社
、
二
〇
一
三
年
）
、

四
七
頁
の
図
を
参
考
に
し
た
。

（
７
）（
注
６
）
前
掲
書
、
四
九
頁
。

（
８
）
画
像
は

Ga
l
l
ic
a

（h
t
tp
s
:
//
g
al
l
i
ca
.
b
nf
.
f
r/
a
rk
:
/
12
1
4
8/
b
t
v1
b
83
0
1
77
3
f
/f
9
.i
t
e
m.

r=
p
el
l
i
ot
%
2
02
1
6
0

）
の
も
の
を
ト
リ
ミ
ン
グ
し
た
。

（
９
）
小
曽
戸
洋
『
中
国
医
学
古
典
と
日
本
―
書
誌
と
伝
承
―
』（
第
二
版
、
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
、

六
二
七
頁
。

参
考
文
献

・
石
田
秀
実
『
気
・
流
れ
る
身
体
』（
平
河
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）

・
加
藤
千
恵
「
『
老
子
中
経
』
内
丹
の
源
流
」
（
秋
岡
英
行
・
垣
内
智
之
・
加
藤
千
恵
『
煉
丹
術
の
世

界
―
―
不
老
不
死
へ
の
道
』、
大
修
館
書
店
、
二
〇
一
八
年
、
一
〇
四
～
一
二
〇
頁
）

六
車

楓
（
む
ぐ
る
ま
・
か
え
で
）

一
九
九
五
年
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
。
専
門
は
中
国

医
学
思
想
史
。
共
著
に
『
中
国
思
想
基
本
用
語
集
』
（
湯
浅
邦
弘
編
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
、
主
要
論
文
に
「
敦
煌
医
書
『
明
堂
五
蔵
論
』
の
基
本
的
性
質
」

（
『
待
兼
山
論
叢
』
第
五
三
号
哲
学
篇
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
）
、
「
中
井
竹
山
の
歴
史
観

と
元
号
観
と
―
『
草
茅
危
言
』
巻
之
一
「
年
号
ノ
事
」
を
手
掛
か
り
に
―
」（
『
懐
徳
』
第

八
八
号
、
二
〇
二
〇
年
一
月
、
共
著
）
な
ど
。
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中
国
研
究
集
刊

柰
号
（
第
六
十
六
号
）

令
和
二
年
八
月

七
一
―
七
七
頁

フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
（
Ｂ
ｎ
Ｆ
）
に
お
け
る
敦
煌
文
献
の
調
査
報
告

椛

島

雅

弘

一

報
告
の
概
要
・
目
的

筆
者
は
、
二
〇
一
九
年
九
月
十
一
日
～
十
三
日
に
か
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館

（B
i
b
l
i
o
t
h
è
q
u
e

n
a
t
i
o
n
a
l
e

d
e

F
r
a
n
c
e

、
以
下
Ｂ
ｎ
Ｆ
と
略
記
）
に
赴
き
、
敦
煌

文
献
（
注
１
）
の
う
ち
、
占
術
に
関
わ
る
も
の
（P.2610

、P.2632

、P.3288
、P.3655

、P.3479

、

P.3794

）
を
対
象
と
し
、
実
見
調
査
を
行
っ
た
。
本
報
告
は
主
に
二
つ
方
面
か
ら
述
べ

た
い
。

第
一
に
、「
Ｂ
ｎ
Ｆ
所
蔵
の
敦
煌
文
献
の
閲
覧
方
法
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
Ｂ
ｎ
Ｆ
所

蔵
の
敦
煌
文
献
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
調
査
報
告
が
存
在
す
る
（
注
２
）
が
、

閲
覧
方
法
自
体
に
関
す
る
日
本
語
版
の
詳
細
な
情
報
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
た
め
、
小

論
が
そ
の
情
報
に
つ
い
て
記
す
。

第
二
に
、「
敦
煌
文
献
の
赤
外
線
を
用
い
た
撮
影
方
法
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
後
に
詳

し
く
述
べ
る
が
、
現
在
Ｂ
ｎ
Ｆ
所
蔵
の
敦
煌
文
献
は
、
赤
外
線
版
と
カ
ラ
ー
版
の
い
ず

れ
も
公
開
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
墨
の
擦
れ
等
で
文
字
が
明
瞭
に
確
認
で
き
な
い
部

分
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、「
自
身
で
赤
外
線
量

や
カ
メ
ラ
設
定
を
調
整
し
た
上
で
個
別
撮
影
す
れ
ば
、
擦
れ
た
文
字
も
読
解
し
や
す
く

な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
実
験
し
た
。
小
論
で
は
、
そ
の
結
果
や
撮
影
方
法
（
注
３
）

に
つ
い
て
述
べ
る
。

二

Ｂ
ｎ
Ｆ
所
蔵
の
敦
煌
文
献
の
閲
覧
方
法
に
つ
い
て

敦
煌
文
献
は
、
Ｂ
ｎ
Ｆ
の
中
で
も
「
新
館
」
と
称
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
ッ

テ
ラ
ン
館
で
は
な
く
、「
旧
館
」
と
称
さ
れ
て
い
る
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
館
（5

8
R
u
e

d
e

R
i

ch
e
l
i
e
u

75
0
0
2

P
a
r
i
s

）
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
入
館
か
ら
敦
煌
文
献
の
実
見

ま
で
の
流
れ
を
記
す
。

①
入
り
口
で
荷
物
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
て
入
場
す
る
。

②
入
っ
て
右
手
に
あ
る
館
（
図
１
）
に
入
り
、
受
付
か
ら
右
へ
真
っ
直
ぐ
進
ん
だ
場
所

で
パ
ス
（
入
館
証
）
の
発
行
料
を
支
払
い
、
そ
の
後
入
り
口
左
手
に
あ
る
場
所
で
パ
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ス
の
発
行
手
続
き
を
行
う
。
パ
ス
に
つ
い
て
は
種
類
が
存
在
す
る
が
、
筆
者
は
二
〇

ユ
ー
ロ
で
五
日
間
閲
覧
室
が
使
え
る
パ
ス
（
一
年
間
有
効
）
の
発
行
手
続
き
を
行
っ

た
。
な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
も
発
行
・
更
新
手
続
き
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
の
詳
細
に
つ
い
て
は
下
記
サ
イ
ト
を
参
照
。

（ht
t
ps

:
//

w
ww

.
bn

f
.f

r
/f

r
/r

i
ch

e
li

e
u

）

（h
tt

p
s:

/
/i

n
sc

r
ip

t
io

n
bi

l
le

t
te

r
ie

.
bn

f
.f

r
/#

!

）

③
ク
ロ
ー
ク
で
大
き
な
荷
物
や
傘
を
預
け
、
筆
記
用
具
・
ノ
ー
ト
・
パ
ソ
コ
ン
等
を
専

用
の
バ
ッ
グ
に
入
れ
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
三
階
の
写
本
閲
覧
室
（M

a
n
u
s
c
r
i
t
s

・S
a
l

le
de

le
c
tu

r
e

）
へ
向
か
う
。

④
閲
覧
室
で
は
、
ま
ず
は
受
付
で
パ
ス
と
引
き
替
え
に
、
座
席
カ
ー
ド
（
図
２
左
）
と

一
時
離
席
の
際
に
必
要
な
カ
ー
ド
（
図
２
右
）
を
も
ら
う
。

⑤
荷
物
を
一
旦
座
席
に
置
き
、
座
席
近
く
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
パ
ソ
コ
ン
か
ら
Ｂ

ｎ
Ｆ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（h

t
t
p
s
:
/
/
a
r
c
h
i
v
e
s
e
t
m
a
n
u
s
c
r
i
t
s
.
b
n
f
.
f
r
/
p
a
g
e
C
o
l
l
e

c
t
i
o
n
s
.
h
t
m
l
?
c
o
l
=
1

）
へ
ア
ク
セ
ス
し
、
閲
覧
申
請
を
行
う
。
ま
ず
、
上
記
サ
イ
ト

のC
o
l
l
e
c
t
i
o
n

の
覧
か
ら
「P

e
l
l
i
o
t

c
h
i
n
o
i
s

」
を
選
択
し
、
希
望
の
敦
煌
文
献
を

ク
リ
ッ
ク
す
る
。
す
る
と
文
献
の
基
礎
情
報
の
解
説
が
表
れ
る
と
共
に
、「R

és
e
rv

e
r

」

の
ボ
タ
ン
が
出
現
す
る
。
こ
れ
を
ク
リ
ッ
ク
し
、
閲
覧
予
約
を
行
う
。
リ
ン
ク
先
で

は
、
ま
ず
ア
カ
ウ
ン
ト
を
作
成
し
た
上
で
（
既
に
ア
カ
ウ
ン
ト
を
持
っ
て
い
る
場
合

は
ロ
グ
イ
ン
し
て
）
予
約
を
完
了
さ
せ
る
。

⑥
当
日
閲
覧
室
で
予
約
し
た
場
合
、
お
お
よ
そ
三
十
分
～
一
時
間
程
で
文
献
を
運
ん
で

き
て
く
れ
る
。
閲
覧
室
中
央
の
係
の
人
が
知
ら
せ
て
く
れ
る
の
で
、
座
席
カ
ー
ド
と

引
き
替
え
に
文
献
を
受
け
取
る
。

⑦
座
席
で
文
献
を
閲
覧
す
る
。
な
お
、
文
献
は
一
件
ず
つ
し
か
閲
覧
で
き
な
い
の
で
、

一
つ
閲
覧
が
完
了
す
る
ご
と
に
係
に
返
却
し
、
新
た
な
文
献
を
貸
し
出
す
、
と
い
う

流
れ
と
な
る
。

（図１）BnF リシュリュー館（図２）座席カード（左）と離席カード
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そ
の
他
情
報

・
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
館
の
開
館
曜
日
は
、
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
。（
日
曜
休
館
）
閲
覧

室
の
開
館
時
間
は
、
午
前
一
〇
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
。
（
文
献
の
閲
覧
申
請
は
午
後

五
時
ま
で
）

・
閲
覧
室
へ
の
カ
メ
ラ
の
持
ち
込
み
は
可
。
た
だ
し
、
写
真
撮
影
す
る
際
は
一
つ
の
文

献
ご
と
に
申
請
書
（
図
３
左
）
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

・
日
を
跨
い
で
閲
覧
し
た
い
場
合
は
、
文
献
を
返
却
す
る
際
、
黄
色
の
申
請
書
（
図
３

右
）
を
提
出
す
る
。

・
閲
覧
室
内
の
カ
メ
ラ
固
定
台
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
。（
図
４
）

・
閲
覧
室
を
一
時
退
出
し
た
い
場
合
は
、
入
り
口
の
係
に
一
時
離
席
の
際
に
必
要
な
カ

ー
ド
（
図
２
右
）
を
渡
し
て
退
出
す
る
。

・
敦
煌
文
献
の
中
に
は
、
特
別
申
請
が
必
要
な
も
の
が
存
在
し
、
そ
の
場
合
は
紫
色
（
図

５
）
の
申
請
書
を
提
出
。

・
閲
覧
予
約
自
体
は
、
閲
覧
室
内
で
な
く
と
も
可
能
。
従
っ
て
、
二
回
目
以
降
は
あ
ら

か
じ
め
予
約
し
て
か
ら
訪
れ
る
と
よ
い
。
ま
た
、
訪
れ
る
前
で
も
ネ
ッ
ト
上
で
パ
ス

を
発
行
で
き
る
た
め
、
恐
ら
く
初
回
で
も
行
く
前
に
予
約
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

（図３）写真撮影の申請書（左）と

閲覧延申請書の申請書（右）

（図４）カメラ固定台
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三

敦
煌
文
献
の
赤
外
線
を
用
い
た
撮
影
方
法
に
つ
い
て

次
に
、
敦
煌
文
献
を
実
見
し
て
感
想
を
述
べ
、
続
い
て
赤
外
線
を
用
い
た
撮
影
方
法

に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

実
見
の
所
感

・
筆
者
が
実
見
し
た
敦
煌
文
献
六
種
（P.2610

、P.2632

、P.3288

、P.3655

、P.3479
、

P.3794

）
は
、
い
ず
れ
も
補
修
加
工
さ
れ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
紙
の
両
面
が
や
や

固
い
材
質
の
ガ
ー
ゼ
で
覆
わ
れ
て
い
る
。（
図
６
）
ま
た
、
巻
物
に
な
っ
て
い
る
文
献

は
や
や
乾
燥
ぎ
み
で
、
一
部
ひ
び
割
れ
が
確
認
で
き
た
。（
図
７
）

・
形
状
が
巻
物
の
文
献
の
継
ぎ
目
に
つ
い
て
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
公
開
画
像
だ
と

必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
実
見
だ
と
比
較
的
明
確
に
分
か
る
。
（
図
８
）
ち
な
み

に
筆
者
が
確
認
し
たP.3288

は
、
計
１
５
枚
存
在
し
、
そ
の
大
部
分
が
１
枚
あ
た
り

４
１
セ
ン
チ
～
４
４
セ
ン
チ
程
度
で
あ
っ
た
。

（図５）特別申請書類

（図６）ガーゼによる補修

乾燥した質感（P.3288）

（図７）ひび割れ（P.3288）
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赤
外
線
を
用
い
た
撮
影
方
法

ま
ず
は
、
Ｂ
ｎ
Ｆ
蔵
の
敦
煌
文
献
の
公
開
状
況
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
、G

a
l
l
i
c
a

（h
t
t
p
s
:
/
/
g
a
l
l
i
c
a
.
b
n
f
.
f
r

）
で
あ
る
。
本
サ
イ
ト
で
は
、
高
画
質
の
カ
ラ
ー
写
真

を
無
料
で
掲
載
し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
字
が
擦
れ
て
確
認
で
き
な
い
箇
所
が
少
な
か

ら
ず
存
在
す
る
。

次
に
、
上
海
古
籍
出
版
社
・
法
国
国
家
図
書
館
編
『
法
国
国
家
図
書
館
蔵
敦
煌
西
域

文
献
』（
上
海
古
籍
出
版
社
）
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
本
図
版
は
、
明
言
し
な
い
も
の
の
、

紙
の
汚
れ
が
非
常
に
強
調
さ
れ
て
い
る
た
め
、
恐
ら
く
赤
外
線
を
照
射
し
た
上
で
の
写

真
を
白
黒
で
収
録
し
て
い
る
。
こ
の
写
真
は
、
箇
所
に
よ
っ
て
は
カ
ラ
ー
版
だ
と
薄
れ

て
い
る
箇
所
が
や
や
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
不
明
瞭
な
箇
所
は
存

在
す
る
。

筆
者
は
、
図
版
の
赤
外
線
照
射
は
、
恐
ら
く
広
大
な
箇
所
に
一
斉
に
行
っ
た
た
め
、

不
明
瞭
な
箇
所
が
残
っ
て
い
る
の
で
は
、
と
推
測
し
た
。
そ
し
て
、
不
明
瞭
な
文
字
の

部
分
に
つ
い
て
、
局
所
的
に
設
定
調
整
し
た
上
で
赤
外
線
照
射
し
て
撮
影
す
れ
ば
、
よ

り
そ
の
文
字
が
明
瞭
に
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
実
験
を
行
っ
た
。
結
果
か
ら

言
え
ば
、
筆
者
の
予
想
通
り
と
な
っ
た
箇
所
が
存
在
し
た
。
以
下
、
赤
外
線
撮
影
の
方

法
と
具
体
例
に
つ
い
て
述
べ
る
。

（図８）継ぎ目（P.3288）

赤
外
線
撮
影
方
法

・
カ
メ
ラ
は
「N

i
ko
n

D
5
1
0
0

」、
レ
ン
ズ
は
「N

i
ko
n

A
i

N
ik
k
o
r

3
5
m
m

F2
.
8

マ
ニ

ュ
ア
ル
フ
ォ
ー
カ
ス
レ
ン
ズ
」
を
使
用
。
設
定
は
以
下
の
通
り
。

フ
ィ
ル
タ
ー
→N

EE
W
ER

58
m
m

赤
外
線
フ
ィ
ル
タ
ー
：I

R
7
20

絞
り
値
→
２
、
８

露
出
時
間
→
３
０
秒

画
質
モ
ー
ド
→R

AW
+
F
IN

E

・
赤
外
線
照
射
装
置
に
つ
い
て
は
、「
赤
外
線
投
光
器
キ
ッ
ト
（
改
）[

A
E
-
L
E
D
5
6
V
2
]

」

を
組
み
立
て
て
使
用
。（
注
４
）

・
カ
メ
ラ
は
閲
覧
室
所
蔵
の
固
定
台
に
設
置
し
た
上
で
、
文
献
近
く
に
右
の
キ
ッ
ト
で

赤
外
線
照
射
し
な
が
ら
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
て
撮
影
を
行
っ
た
。

具
体
例
（
対
象
文
献
は
、
主
にP.3288

とP.3479

）

・
そ
れ
ぞ
れG

a
l
l
i
c
a

の
公
開
画
像
（
Ａ
）
→
赤
外
線
図
版
（
Ｂ
）
→
筆
者
撮
影
の
赤
外

線
画
像
に
処
理
を
か
け
た
も
の
（
Ｃ
）
の
順
番
で
掲
げ
る
。

（
例
１

P.3288

「
日
暝
西
秦
」）

（
Ａ
）

（
Ｂ
）

（
Ｃ
）

→
（
Ａ
）（
Ｂ
）
よ
り
（
Ｃ
）
の
ほ
う
が
、
画
像
中
央
の
「
之
」
字
が
明
瞭
に
確
認
で
き
る
。
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（
例
２

P.3288

「
十
二
月
生
気
法
」）

（
Ａ
）

（
Ｂ
）

（
Ｃ
）

→
（
Ａ
）（
Ｂ
）
よ
り
（
Ｃ
）
の
ほ
う
が
、
画
像
中
央
の
「
子
」
字
が
明
瞭
に
確
認
で
き
る
。

（
例
３

P.3479

「
鳥
鳴
占
」
背
面
）

（
Ａ
）

（
Ｃ
）

→
（
Ａ
）
よ
り
（
Ｃ
）
の
ほ
う
が
、「
永
安
士
」（
右
部
）
、「
永
安
寺
」（
左
部
）
が
明
瞭

に
確
認
で
き
る
。

結

語

以
上
、
Ｂ
ｎ
Ｆ
蔵
敦
煌
文
献
の
調
査
方
法
に
関
す
る
報
告
と
、
赤
外
線
を
用
い
た
撮

影
方
法
や
成
功
例
に
関
す
る
報
告
を
行
っ
た
。
無
論
、
こ
の
方
法
を
も
っ
て
し
て
も
、

紙
面
自
体
が
存
在
し
な
い
場
合
、
文
字
を
読
み
取
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、

紙
面
が
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
墨
（
炭
素
）
が
掠
れ
き
っ
て
い
れ
ば
、
文
字
は
不
明

瞭
な
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
例
で
示
し
た
通
り
、
少
な
く
と
も
今
回
紹
介
し
た

方
法
で
、
文
字
が
明
瞭
に
な
る
場
合
も
存
在
し
た
。

今
回
の
撮
影
に
お
い
て
使
用
し
た
機
材
は
、
全
て
特
に
高
価
で
は
無
い
の
で
、
誰
で

も
今
回
の
よ
う
な
赤
外
線
撮
影
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
閲
覧
・
撮
影
許
可
さ

え
下
り
れ
ば
、
他
機
関
が
所
蔵
す
る
敦
煌
文
献
だ
と
し
て
も
、
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。

注

（
１
）
敦
煌
文
献
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
榎
一
雄
ほ
か
編
『
講
座
敦
煌
』
全
九
冊
（
一
九
八
〇
～
一

九
九
〇
年
）
や
荣
新
江
『
辨
伪
与
存
真

敦
煌
学
论
集
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）、

岩
本
篤
志
『
唐
代
の
医
薬
書
と
敦
煌
文
献
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。

（
２
）
具
体
的
に
は
、
岩
本
篤
志
「
敦
煌
文
献
の
形
と
色
―
英
仏
蔵
文
献
に
関
す
る
近
年
の
図
録
本

か
ら
―
」
（
『
資
料
学
研
究
』
第
五
号
、
二
〇
〇
八
年
）
や
、
矢
越
葉
子
「
フ
ラ
ン
ス
国
立
図

書
館
に
お
け
る
敦
煌
文
書
調
査
」
（
大
学
院
教
育
改
革
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
日
本
文
化
研
究
の

国
際
的
情
報
伝
達
ス
キ
ル
の
育
成
」
活
動
報
告
書
、
二
〇
〇
九
年
）
等
が
存
在
す
る
。
ま
た
、

龍
谷
大
学
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
r
y
u
k
o
k
u
.
a
c
.
j
p
/
n
e
w
s
/
d
e
t
a
i
l
.
p
h
p
?
i
d
=
6
4

9
8

）
で
は
、
Ｂ
ｎ
Ｆ
所
蔵
の
敦
煌
文
献
の
紙
質
に
関
す
る
報
告
が
閲
覧
で
き
る
。

（
３
）
赤
外
線
撮
影
に
つ
い
て
は
、
大
下
浩
司
・
下
山
進
「
汎
用
デ
ジ
タ
ル
一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ
を
用

い
た
赤
外
線
写
真
撮
影
方
法
」
（
『
文
化
財
情
報
学
研
究
』
第
十
一
号
、
二
〇
一
四
年
）
や
同

「
汎
用
デ
ジ
タ
ル
一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ
を
用
い
た
赤
外
線
写
真
撮
影
に
お
け
る
シ
ャ
ー
プ
カ
ッ
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ト
フ
ィ
ル
タ
ー
の
影
響
」
（
『
文
化
財
情
報
学
研
究
』
第
十
二
号
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
し

た
。

（
４
）
な
お
、
赤
外
線
照
射
装
置
に
つ
い
て
は
、
調
査
後
に
大
下
浩
司
・
下
山
進
「
汎
用
デ
ジ
タ
ル

一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ
に
よ
る
赤
外
線
写
真
撮
影
に
適
し
た
ハ
ン
デ
ィ
タ
イ
プ
赤
外
線
ラ
イ
ト
の

比
較
評
価
」（
『
文
化
財
情
報
学
研
究
』
第
十
一
号
、
二
〇
一
四
年
）
に
て
、「N

i
g
h
t
M
a
s
t
e
r

製

X
3
-
I
R

」
が
最
適
だ
と
い
う
記
述
を
発
見
し
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
を
用
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
文
字
が
見
え
や
す
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

【
附
記
】

小
論
は
、「
公
益
財
団
法
人
日
本
科
学
協
会

二
〇
一
九
年
度
笹
川
科
学
研
究
助
成
」
（
研
究
課
題

「
唐
代
西
域
に
お
け
る
兵
学
と
占
術
―
中
・
仏
の
敦
煌
文
献
を
活
用
し
て
」
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。

ま
た
、
今
回
の
調
査
に
あ
た
り
、
ナ
タ
リ
ー
・
モ
ネ
（N

a
t
h
a
l
i
e

M
o
n
n
e
t

）
氏
に
は
現
地
に
て
敦

煌
文
献
の
閲
覧
方
法
に
つ
い
て
数
々
の
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、

赤
外
線
を
用
い
た
撮
影
方
法
及
び
画
像
処
理
に
つ
い
て
は
、
久
万
高
原
天
体
観
測
館
の
藤
田
康
英
氏

に
数
々
の
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
併
せ
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

椛
島

雅
弘
（
か
ば
し
ま
・
ま
さ
ひ
ろ
）

一
九
九
〇
年
生
ま
れ
。
京
都
産
業
大
学
全
学
共
通
教
育
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
講
師
。
専
門

は
中
国
兵
学
思
想
史
。
共
著
に
『
中
国
思
想
基
本
用
語
集
』
（
湯
浅
邦
弘
編
著
、
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
、
主
要
論
文
に
「
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
『
天
地
八
風
五
行

客
主
五
音
之
居
』
に
お
け
る
八
風
理
論
と
そ
の
變
遷
―
客
主
觀
を
中
心
と
し
て
」（
『
中
國

出
土
資
料
研
究
』
第
二
十
二
号
、
二
〇
一
八
年
七
月
）
な
ど
。
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中
国
研
究
集
刊 

柰
号
（
第
六
十
六
号
） 

令
和
二
年
八
月 

七
八
―
八
七
頁 

   
 

安
大
簡
『
詩
経
』
を
読
む
た
め
に

 

 
 

 
 

―
『
詩
経
』
関
連
文
献
提
要
（
一
）
―

 

 

鳥 

羽 

加 

寿 

也 
 

 

  

本
提
要
は
、
先
秦
期
の
貴
重
な
『
詩
経
』
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
安
大
簡
『
詩
経
』
の
公
開

を
受
け
、
安
大
簡
『
詩
経
』
自
体
の
研
究
や
、
或
い
は
『
詩
経
』
成
立
史
の
研
究
等
を
行

う
際
に
、
参
照
価
値
の
高
い
と
思
わ
れ
る
文
献
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
、
安

大
簡
及
び
安
大
簡
『
詩
経
』
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
概
説
し
て
か
ら
、
特
に
『
詩
経
』
異
文
・

三
家
詩
・
出
土
文
献
に
よ
る
『
詩
経
』
研
究
に
関
す
る
も
の
を
紹
介
す
る
。 

  

安
大
簡
及
び
安
大
簡
『
詩
経
』 

  

安
大
簡
と
は
、
安
徽
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
の
略
称
で
あ
り
、
二
〇
一
五
年
の
初
め
に
安

徽
大
学
が
入
手
し
た
竹
簡
を
指
す
。
全
体
で
一
一
六
七
枚
の
竹
簡
か
ら
な
り
、
保
存
状
態

は
良
好
で
あ
る
。
発
掘
簡
で
は
な
い
も
の
の
、
文
字
の
風
格
や
科
学
的
測
定
か
ら
、
戦
国

楚
簡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

安
大
簡
に
は
、
既
に
公
開
さ
れ
た
『
詩
経
』
の
他
に
も
、
楚
国
の
歴
史
に
関
す
る
文
献
、

儒
家
文
献
を
主
と
す
る
諸
子
類
文
献
、
楚
辞
の
逸
篇
と
み
ら
れ
る
文
献
、
占
い
に
関
す
る

文
献
が
含
ま
れ
て
お
り
、
今
後
の
公
開
が
待
た
れ
る
。 

 

安
大
簡
全
体
の
概
要
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
黄
徳
寛
「
安
徽
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
概
述
」

（
『
文
物
』
二
〇
一
七
年
九
月
（
総
第
七
三
六
期
）
、
文
物
出
版
社
）
及
び
そ
の
日
本
語

訳
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
六
十
四
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

安
大
簡
『
詩
経
』
は
、
『
詩
経
』
の
国
風
部
分
の
一
部
（
五
十
七
篇
）
に
あ
た
る
詩
が

書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
竹
簡
の
下
部
に
は
も
と
か
ら
一
～
一
一
七
ま
で
の
番
号
が
振

ら
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
九
十
七
枚
の
み
が
残
る
。 

 

伝
世
『
詩
経
』
と
比
較
す
る
と
、
大
量
の
異
文
の
存
在
の
他
に
、
国
風
の
順
序
に
大
き

な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
『
毛
詩
』
で
は
周
南
・
召
南
・
邶
・
鄘
・
衛
・
王
・

鄭
・
斉
・
魏
・
唐
・
秦
・
陳
・
檜
・
曹
・
豳
と
排
列
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
安
大
簡
『
詩

経
』
は
周
南
・
召
南
・
秦
・
（
欠
失
）
・
侯
・
鄘
・
魏
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
安
大
簡

で
「
侯
風
」
に
含
ま
れ
る
詩
は
『
毛
詩
』
で
は
魏
風
に
属
し
、
「
魏
」
に
含
ま
れ
る
詩
は

『
毛
詩
』
で
は
そ
の
多
く
が
唐
風
に
属
す
。
そ
の
ほ
か
、
個
別
の
詩
篇
内
部
に
お
い
て
も
、

章
の
順
序
の
入
れ
替
わ
り
が
あ
る
な
ど
、
興
味
深
い
現
象
が
み
ら
れ
る
。 

 

本
文
献
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
『
詩
経
』
の
最
古
の
纏
っ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
今
後
の
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『
詩
経
』
テ
キ
ス
ト
の
成
立
及
び
伝
承
過
程
の
研
究
に
重
要
な
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で

あ
る
。 

 

な
お
、
安
大
簡
『
詩
経
』
は
、
『
安
徽
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
一
）
』
（
安
徽
大
学
漢
字

発
展
与
応
用
研
究
中
心
編
、
黄
徳
寛
・
徐
在
国
主
編
、
中
西
書
局
、
二
〇
一
九
年
八
月
、

全
三
三
五
頁
、
縦
組
繁
体
字
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

  

『
詩
経
』
異
文
・
三
家
詩 

 

『
金
石
簡
帛
詩
経
研
究
』
（
于
茀
著
、
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
十
月
、
全
二

四
八
頁
、
横
組
繁
体
字
） 

 

出
土
資
料
や
石
経
を
用
い
て
詩
経
の
テ
キ
ス
ト
の
異
同
を
検
討
す
る
研
究
書
。
出
土
青

銅
器
の
銘
文
、
簡
帛
、
漢
石
経
の
詩
経
テ
キ
ス
ト
と
、
四
家
詩
（
毛
詩
・
斉
詩
・
魯
詩
・

韓
詩
）
の
テ
キ
ス
ト
と
を
全
篇
に
わ
た
っ
て
比
較
し
、
そ
の
異
同
に
考
察
を
加
え
る
上
篇

と
、
上
博
簡
『
孔
子
詩
論
』
で
、
主
に
整
理
者
が
解
釈
し
て
い
な
い
、
或
い
は
誤
っ
た
解

釈
を
行
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
考
察
と
訂
正
を
行
っ
て
い
る
下
篇
か
ら
な
る
。 

 

上
篇
「
金
石
簡
帛
与
四
家
詩
異
文
彙
考
」
は
た
だ
テ
キ
ス
ト
の
異
同
を
指
摘
し
、
原
釈

を
列
挙
す
る
の
で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
の
異
同
が
発
生
す
る
に
至
っ
た
経
緯
や
、
該
当
箇

所
に
対
す
る
文
字
学
の
面
か
ら
の
考
察
も
網
羅
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
安
大
簡
『
詩
経
』

を
読
む
際
に
は
、
こ
の
本
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
詩
の
特
定
の
箇
所
に
つ
い

て
、
他
の
テ
キ
ス
ト
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
一
度
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点

で
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

下
篇
「
上
海
博
物
館
藏
戦
国
楚
簡
詩
論
考
釈
」
は
『
孔
子
詩
論
』
の
字
句
の
考
察
が
主

で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
『
詩
』
解
釈
と
毛
伝
・
鄭
箋
の
解
釈
と
の
比

較
検
討
を
行
う
。
筆
者
は
多
く
の
例
に
お
い
て
、
『
孔
子
詩
論
』
の
解
釈
は
、
毛
伝
・
鄭

箋
の
解
釈
よ
り
も
、
詩
の
本
義
に
近
い
と
主
張
す
る
。 

 

本
書
の
異
文
に
関
す
る
記
述
は
網
羅
的
か
つ
整
理
さ
れ
て
お
り
、
後
述
の
阜
陽
漢
簡

『
詩
経
』
や
石
経
と
い
っ
た
断
片
的
な
資
料
を
横
断
し
て
参
照
す
る
際
に
特
に
有
用
で
あ

る
が
、
本
書
の
完
成
（
二
〇
〇
二
年
）
当
時
に
は
、
ま
だ
上
博
簡
第
一
分
冊
ま
で
し
か
公

開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
以
降
の
新
出
土
資
料
の
情
報
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
に
は
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。 

  

『
先
秦
両
漢
典
籍
引
《
詩
経
》
資
料
彙
編
』
（
何
志
華
・
陳
雄
根
編
著
、
中
文
大
学

出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
全
三
一
〇
頁
、
横
組
繁
体
字
） 

  

先
秦
及
び
漢
代
に
成
立
し
た
伝
世
文
献
に
見
え
る
、
『
詩
経
』
の
直
接
或
い
は
間
接
的

な
引
用
を
列
挙
し
た
工
具
書
。
三
〇
五
篇
の
他
、
逸
詩
も
収
め
る
。 

 

本
書
は
、
全
篇
に
わ
た
っ
て
『
毛
詩
』
の
テ
キ
ス
ト
の
下
に
、
そ
れ
に
相
当
す
る
箇
所

の
引
用
と
出
所
を
記
す
の
み
で
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
の
異
同
に
関
す
る
考
察
や
、
優
劣
の
判

定
、
系
統
に
関
す
る
考
察
は
一
切
行
わ
な
い
、
純
然
た
る
工
具
書
で
あ
る
。
ま
た
、
収
録

す
る
範
囲
も
、
あ
く
ま
で
先
秦
及
び
漢
代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
伝
世
文
献
の
み
で

あ
り
、
二
〇
〇
四
年
当
時
す
で
に
公
開
さ
れ
て
い
た
、
郭
店
簡
や
阜
陽
漢
簡
、
或
い
は
石

経
な
ど
に
お
け
る
詩
の
引
用
や
異
文
に
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。 

 
本
書
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
『
詩
経
』
の
本
文
の
み
な
ら
ず
、
詩
序
の
引
用
或
い

は
関
連
記
述
も
収
録
さ
れ
て
い
る
点
と
、
『
詩
経
』
か
ら
の
引
用
か
否
か
は
定
か
で
は
な

い
が
、
そ
れ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
例
ま
で
収
録
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
車
攻
に

「
弓
矢
既
調
」
と
あ
り
、
本
書
で
は
こ
れ
に
関
連
し
て
、
『
管
子
』
形
勢
解
の
「
調
和
其

弓
矢
而
堅
守
之
」
を
引
く
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
に
よ
る
文
字
検
索
で
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発
見
す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
こ
こ
に
本
書
の
価
値
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

  

『
商
周
逸
詩
輯
考
』
（
王
輝
斌
著
、
黄
山
書
社
、
二
〇
一
二
年
八
月
、
全
四
一
二
頁
、

横
組
簡
体
字
） 

  

商
周
代
の
も
の
と
さ
れ
る
逸
詩
を
収
集
し
た
研
究
書
。 

 

収
録
さ
れ
る
詩
の
範
囲
は
、
出
土
品
（
銘
文
や
竹
簡
）
を
含
ま
ず
、
伝
世
文
献
の
み
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
の
「
逸
詩
」
の
定
義
は
、
一
般
的
な
定
義
と
は
異
な
り
、

例
え
ば
『
荀
子
』
成
相
の
よ
う
な
韻
文
や
、
「
得
人
者
興
、
失
人
者
崩
」
と
い
っ
た
有
韻

の
諺
言
、
さ
ら
に
は
無
韻
の
諺
言
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
篇
目
の
み
遺
さ
れ
た

逸
詩
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

 

本
書
は
そ
れ
ら
の
「
逸
詩
」
を
、
時
期
に
よ
っ
て
殷
商
・
西
周
・
東
周
に
分
類
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
出
処
を
明
記
す
る
。
ま
た
複
数
の
出
処
が
あ
り
、
そ
の
間
で
字
句
が
一
致
し
な

い
場
合
に
は
校
定
を
行
い
、
さ
ら
に
そ
の
「
逸
詩
」
の
時
代
を
判
断
す
る
根
拠
を
挙
げ
る
。 

 

安
大
簡
『
詩
経
』
の
公
開
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
も
『
孔
子
詩
論
』
や
阜
陽
漢
簡
『
詩

経
』
に
よ
っ
て
進
ん
で
き
た
『
詩
経
』
成
立
史
の
研
究
が
さ
ら
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
、
孔
子
刪
詩
の
有
無
や
そ
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
の
議
論
は

一
つ
の
大
き
な
研
究
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
書
は
刪
除
さ
れ
た
逸
詩
を
論
ず
る
上

で
大
き
な
助
け
と
な
る
も
の
で
あ
る
。 

  

『
両
漢
三
家
詩
研
究
』
（
趙
茂
林
著
、
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
六
年
十
一
月
、
全
六
五
七

頁
、
横
組
簡
体
字
） 

 

 

三
家
詩
の
研
究
史
か
ら
各
詩
説
の
異
同
、
そ
の
盛
衰
に
至
る
ま
で
を
論
じ
た
、
総
合
的

な
研
究
書
。 

 

「
緒
論
」
で
は
、
宋
代
か
ら
近
現
代
ま
で
の
三
家
詩
研
究
を
、
重
要
書
籍
の
提
要
を
挙

げ
つ
つ
概
説
し
、
そ
の
特
質
を
論
じ
る
。 

 

第
一
章
「
三
家
《
詩
》
淵
源
考
論
」
で
は
、
テ
キ
ス
ト
と
詩
説
と
を
分
け
て
考
え
る
と

い
う
方
針
に
基
づ
き
、
先
秦
の
『
詩
』
テ
キ
ス
ト
の
来
源
を
史
書
の
記
述
や
出
土
資
料
の

詩
経
引
用
部
分
と
の
比
較
に
よ
っ
て
探
り
、
詩
説
の
来
源
を
『
孔
子
詩
論
』
や
『
荀
子
』

と
の
関
係
を
も
と
に
考
察
す
る
。 

 

第
二
章
「
三
家
《
詩
》
文
本
的
面
貌
」
で
は
、
三
家
詩
の
分
巻
や
篇
数
と
い
っ
た
書
誌

学
的
な
問
題
に
関
し
て
、
毛
詩
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
異
同
が
存
在
し
た
か
に
つ
い
て

の
考
察
が
行
わ
れ
る
。 

 

第
三
章
「
三
家
《
詩
》
説
的
特
点
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
説
の
基
礎
に
あ
る
理
論
か

ら
、
詩
の
背
景
や
詩
義
そ
の
も
の
の
解
釈
な
ど
に
つ
い
て
、
各
家
の
特
徴
を
考
察
す
る
。 

 

第
四
章
「
三
家
《
詩
》
的
知
名
学
者
及
其
著
述
」
で
は
、
三
家
詩
を
そ
れ
ぞ
れ
の
開
祖

か
ら
受
け
継
い
だ
学
者
た
ち
を
挙
げ
、
そ
の
伝
承
過
程
を
追
う
。
ま
た
三
家
詩
の
序
や
、

三
家
詩
に
関
連
す
る
逸
書
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

 

第
五
章
「
三
家
《
詩
》
的
流
変
」
で
は
、
三
家
詩
が
官
学
と
な
り
発
展
し
、
そ
し
て
次

第
に
毛
詩
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
衰
退
す
る
過
程
を
概
説
し
、
そ
の
理
由
を
探
る
。 

 

安
大
簡
『
詩
経
』
は
、
先
秦
時
代
の
『
詩
経
』
の
様
子
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
貴
重
な
資

料
で
あ
り
、
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
『
詩
経
』
成
立
史
研
究
の
大
き
な
進
歩
が

期
待
さ
れ
る
。
そ
の
研
究
の
過
程
で
は
、
『
詩
経
』
の
成
立
史
を
網
羅
的
に
整
理
し
た
本

書
は
必
読
で
あ
ろ
う
。 
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『
詩
三
家
義
集
疏
』
（
〔
清
〕
王
先
謙
撰
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
二
月
（
一
九
一

五
年
刊
行
）
、
上
下
冊
全
一
一
二
五
頁
、
縦
組
繁
体
字
） 

  

三
家
詩
（
斉
詩
・
魯
詩
・
韓
詩
）
の
逸
文
と
遺
説
と
を
収
集
し
、
そ
れ
に
疏
を
付
し
た

書
。
本
書
は
清
代
に
至
る
ま
で
の
三
家
詩
研
究
の
集
大
成
で
あ
り
、
三
家
詩
に
つ
い
て
の

情
報
、
特
に
三
家
の
詩
理
解
の
異
同
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
た
い
場
合
に
基
本
と
な
る
も

の
で
あ
る
。 

 

本
書
の
書
式
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
『
詩
経
』
の
本
文
が
あ
り
、
そ
の
後
に
、

各
種
典
籍
か
ら
網
羅
的
に
収
集
さ
れ
た
三
家
詩
の
異
文
及
び
遺
説
が
示
さ
れ
る
。
続
い
て

「
疏
」
と
し
て
、
ま
ず
毛
伝
・
鄭
箋
が
引
か
れ
、
次
に
『
説
文
』
『
爾
雅
』
か
ら
清
朝
考

証
学
者
た
ち
の
説
に
至
る
ま
で
の
幅
広
い
解
釈
の
引
用
と
と
も
に
、
王
先
謙
自
身
の
判
断

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
引
用
が
膨
大
か
つ
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
の
間
に
も
王
氏
の
疏
が
挿

入
さ
れ
る
た
め
、
ど
の
範
囲
が
誰
の
意
見
で
あ
る
の
か
一
見
し
て
判
別
が
難
し
い
場
合
も

あ
る
の
で
、
参
照
の
際
に
は
中
華
書
局
の
点
校
本
が
有
用
で
あ
る
。 

 

王
氏
の
著
作
の
主
眼
は
三
家
詩
に
あ
り
、
毛
伝
の
解
釈
を
否
定
す
る
こ
と
が
多
い
。
し

か
し
な
が
ら
書
中
に
は
馬
瑞
辰
の
『
毛
詩
伝
通
釈
』
や
陳
奐
の
『
詩
毛
氏
伝
疏
』
も
引
か

れ
て
お
り
、
『
毛
詩
』
の
み
に
基
い
て
『
詩
経
』
を
論
ず
る
場
合
、
或
い
は
安
大
簡
『
詩

経
』
の
よ
う
な
、
注
を
含
ま
な
い
本
文
の
み
の
テ
キ
ス
ト
を
利
用
し
た
研
究
を
行
う
場
合

で
あ
っ
て
も
、
本
書
の
参
照
価
値
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。 

  

『
韓
詩
外
伝
』 

  

春
秋
戦
国
の
故
事
を
述
べ
、
そ
の
末
尾
に
故
事
と
関
連
す
る
詩
句
を
引
用
す
る
と
い
う

形
式
を
と
る
説
話
集
。
撰
者
は
前
漢
の
韓
嬰
と
さ
れ
る
。
『
韓
詩
』
に
関
す
る
著
作
と
し

て
は
、
『
漢
書
』
芸
文
志
に
よ
れ
ば
、
本
書
の
他
に
『
韓
故
』
『
韓
内
伝
』
『
韓
説
』
が

存
在
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

 

本
書
の
詩
の
引
用
は
、
所
謂
「
断
章
取
義
」
の
傾
向
が
あ
り
、
詩
の
引
用
意
図
が
、
詩

の
本
義
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
や
、
同
一
の
詩
句
が
複
数
の
箇
所
で
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
意
図
で
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
陳
澧
は
、
こ
の
よ
う
な
詩
の
引
用
方
法
に
つ
い
て
、

『
礼
記
』
坊
記
・
中
庸
・
表
記
・
緇
衣
・
大
学
諸
篇
と
の
類
似
を
指
摘
し
、
「
断
章
取
義
」

は
孔
子
門
下
の
詩
学
の
流
儀
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。 

本
書
は
詩
学
の
著
作
で
は
あ
る
が
、
諸
子
文
献
か
ら
の
引
用
も
み
ら
れ
る
。
特
に
『
荀

子
』
か
ら
の
引
用
が
目
立
つ
こ
と
は
、
王
応
麟
な
ど
が
、
韓
詩
を
、
荀
子
を
祖
と
す
る
詩

学
系
統
で
あ
る
と
考
え
る
根
拠
と
な
っ
た
。 

 

ま
た
現
行
の
『
韓
詩
外
伝
』
は
完
本
で
は
な
く
、
逸
文
が
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
屈
守
元
『
韓
詩
外
伝
箋
疏
』
（
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
六
年
三
月
、
全
一
一
五
四

頁
、
縦
組
繁
体
字
）
に
は
、
明
清
の
逸
文
収
集
の
成
果
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ

を
参
照
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

  

阜
陽
漢
簡
『
詩
経
』 

  

一
九
七
七
年
に
、
安
徽
省
の
阜
陽
双
古
堆
一
号
漢
墓
（
前
漢
の
第
二
代
汝
陰
侯
夏
侯
竈

の
墓
）
か
ら
出
土
し
た
竹
簡
。
夏
侯
竈
の
卒
年
が
前
一
六
五
年
（
漢
文
帝
十
五
年
）
で
あ

る
た
め
、
そ
れ
が
こ
の
竹
簡
の
年
代
の
下
限
と
な
る
。
欠
損
が
激
し
く
、
全
部
で
百
七
十

余
り
の
断
片
か
ら
成
る
。
国
風
と
小
雅
に
あ
た
る
部
分
が
残
っ
て
い
る
が
、
檜
風
の
簡
は

確
認
で
き
ず
、
ま
た
小
雅
も
鹿
鳴
之
什
の
一
部
の
み
が
残
る
。
ま
た
、
『
詩
経
』
の
本
文

の
他
に
、
詩
序
と
思
わ
れ
る
残
簡
も
わ
ず
か
な
が
ら
含
ま
れ
て
い
る
。
発
見
当
時
は
現
存

す
る
最
古
の
『
詩
経
』
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
。 



（ 82 ） 

 
本
竹
簡
は
一
九
八
四
年
第
八
期
の
『
文
物
』
に
お
い
て
、
図
版
と
釈
文
と
が
同
時
に
公

開
さ
れ
た
。 

 

本
竹
簡
の
テ
キ
ス
ト
は
毛
詩
や
そ
の
他
三
家
詩
と
比
較
し
て
も
大
き
く
異
な
る
と
は

い
え
、
字
の
意
味
が
変
わ
る
よ
う
な
異
文
は
多
く
は
無
い
た
め
、
詩
義
に
大
き
な
影
響
を

与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
用
字
の
違
い
は
認
め
ら
れ
る
た
め
、
李
学
勤
氏
は
こ
れ

を
「
楚
国
に
伝
わ
っ
て
い
た
（
四
家
詩
と
は
異
な
る
）
も
う
一
種
の
テ
キ
ス
ト
」
で
あ
る

と
し
、
整
理
者
も
こ
れ
に
同
意
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
の
是
非
や
、
楚
国
に
お
け
る
『
詩
』

の
流
伝
に
つ
い
て
は
、
安
大
簡
『
詩
経
』
の
発
見
に
よ
り
、
今
後
さ
ら
に
多
く
の
こ
と
が

明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

  

出
土
文
献
に
よ
る
『
詩
経
』
研
究 

 

上
博
簡
『
孔
子
詩
論
』
（
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
一
）
』
所
収
） 

  

『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
』
に
含
ま
れ
る
、
『
詩
』
の
論
評
集
。
完
簡
残
簡
合
わ

せ
て
計
二
十
九
枚
の
竹
簡
か
ら
な
る
。
『
孔
子
詩
論
』
は
整
理
者
に
よ
る
命
名
。
本
文
献

と
孔
子
を
結
び
つ
け
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
『
詩
論
』
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

整
理
者
は
そ
の
内
容
か
ら
本
文
献
を
四
部
分
に
分
け
、
第
一
部
分
を
詩
序
、
第
二
部
分

を
頌
・
雅
の
論
評
、
第
三
部
分
を
国
風
の
論
評
、
第
四
部
分
を
総
論
（
単
一
の
竹
簡
内
に

風
・
頌
・
雅
の
論
評
が
共
存
す
る
）
と
整
理
し
て
い
る
。 

 

第
一
部
分
は
孔
子
に
よ
る
『
詩
』
全
体
に
つ
い
て
の
論
評
と
、
頌
・
大
雅
・
国
風
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
な
る
。 

 

第
二
部
分
は
、
頌
の
清
廟
・
烈
文
・
昊
天
有
成
命
、
大
雅
の
皇
矣
・
大
明
、
小
雅
の
十

月
之
交
・
雨
無
正
・
節
南
山
・
小
旻
・
小
苑
・
小
弁
・
巧
言
・
伐
木
・
天
保
・
祈
父
・
黄

鳥
・
菁
菁
者
莪
・
裳
裳
者
華
に
あ
た
る
詩
の
論
評
で
あ
る
。 

 

第
三
部
分
は
、
国
風
の
関
雎
・
樛
木
・
漢
広
・
鵲
巢
・
甘
棠
・
緑
衣
・
燕
燕
・
東
方
未

明
・
将
仲
子
・
揚
之
水
に
あ
た
る
詩
と
、
今
本
『
毛
詩
』
未
見
の
詩
一
篇
に
つ
い
て
の
評

語
で
あ
る
。 

 

第
四
部
分
は
風
・
頌
・
雅
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
木
瓜
・
無
将
大
車
・
杕
杜
（
小

雅
）
・
湛
露
・
宛
丘
・
猗
嗟
・
鳲
鳩
・
文
王
・
生
民
・
鹿
鳴
・
兔
罝
・
蕩
・
兔
爰
・
大
田
・

柏
舟
（
邶
風
）
・
谷
風
・
蓼
莪
・
隰
有
萇
楚
・
蟋
蟀
・
北
風
・
青
蝿
・
巻
耳
・
褰
裳
に
あ

た
る
詩
と
、
今
本
『
毛
詩
』
未
見
の
詩
六
篇
が
評
さ
れ
て
い
る
。 

 

本
文
献
の
『
詩
』
理
解
及
び
各
詩
篇
の
順
序
は
『
毛
詩
』
と
は
異
な
り
、
三
家
詩
以
前

の
先
秦
期
の
『
詩
』
理
解
や
、
『
詩
』
成
立
史
を
論
ず
る
上
で
多
大
な
影
響
を
持
つ
資
料

で
あ
る
。
後
述
の
『
楚
簡
与
先
秦
《
詩
》
学
研
究
』
や
『
孔
子
詩
論
研
究
』
を
は
じ
め
、

既
に
多
く
の
研
究
が
、
本
文
献
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。 

  

上
博
簡
『
采
風
曲
目
』
『
逸
詩
』
（
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
四
）
』
所
収
） 

 
 

『
采
風
曲
目
』
は
、
歌
曲
を
分
類
し
た
目
録
で
あ
る
。
六
枚
の
竹
簡
か
ら
な
り
、
破
損

が
激
し
い
。
そ
の
内
容
は
、
五
声
（
宮
角
商
徴
羽
）
に
よ
っ
て
詩
曲
を
分
類
し
、
そ
の
題

名
を
列
挙
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
本
文
献
に
お
い
て
は
、
五
声
の
内
「
角
」
の

分
類
は
見
ら
れ
な
い
。 

 
本
文
献
に
記
録
さ
れ
る
詩
曲
の
篇
名
は
、
僅
か
に
「
碩
人
」
が
『
詩
経
』
衛
風
の
「
碩

人
」
と
一
致
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
み
で
、
そ
れ
を
除
け
ば
全
て
現
行
の
『
詩
経
』
に
収

録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。 

本
篇
の
文
献
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
整
理
者
は
そ
の
内
容
か
ら
見
て
、
当
時
音
楽
文
化

の
盛
ん
で
あ
っ
た
楚
国
に
お
い
て
、
楽
官
が
民
間
の
詩
曲
を
収
集
す
る
際
に
整
理
し
た
目
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録
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
元
来
『
詩
経
』
を
は
じ
め
と
し
た
詩
は
歌
唱
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
音
楽
も
何
ら
か
の
形
で
記
録
さ
れ
て
い
た
が
、
『
楽
経
』
は
焚
書
に
よ
り
失

わ
れ
た
。
こ
う
し
て
先
秦
の
音
楽
に
関
す
る
資
料
は
多
く
が
失
わ
れ
た
が
、
本
篇
は
そ
の

難
を
逃
れ
た
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。 

 

『
逸
詩
』
は
、
整
理
者
に
よ
っ
て
仮
に
『
交
交
鳴 

』
『
多
薪
』
と
名
付
け
ら
れ
た
二

篇
の
詩
で
あ
る
。 

 

『
交
交
鳴 

』
は
「
君
子
」
を
褒
め
称
え
る
詩
で
あ
り
、
三
章
構
成
で
、
一
章
は
十
句
、

一
句
は
四
字
と
な
っ
て
い
る
。 

 

『
多
薪
』
は
兄
弟
の
絆
を
詠
う
詩
で
あ
り
、
残
欠
部
分
を
除
け
ば
二
章
、
一
章
は
四
句
、

一
句
は
お
お
よ
そ
四
字
と
な
っ
て
い
る
。 

 

い
ず
れ
の
詩
に
も
現
存
す
る
『
詩
経
』
の
詩
と
類
似
し
た
修
辞
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

元
来
は
『
詩
経
』
の
一
部
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
孔
子
に
よ
る
刪
詩
の
結
果
削
除
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

  

『
阜
陽
漢
簡
詩
経
研
究
』
（
胡
平
生
・
韓
自
強
編
著
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八

年
五
月
、
全
一
一
〇
頁
、
縦
組
繁
体
字
） 

  

先
に
挙
げ
た
阜
陽
漢
簡
『
詩
経
』
の
基
礎
的
な
研
究
書
。
編
著
者
の
胡
平
生
氏
及
び
韓

自
強
氏
は
、
阜
陽
漢
簡
『
詩
経
』
の
整
理
者
で
あ
る
。
巻
前
に
は
阜
陽
漢
簡
『
詩
経
』
の

図
版
と
模
写
が
付
属
す
る
。 

 

内
容
は
、
ま
ず
「
釈
文
」
が
あ
り
、
続
い
て
「
簡
論
」
で
は
、
『
毛
詩
』
と
比
較
し
た

場
合
の
異
文
を
挙
げ
、
「
音
義
相
同
或
相
近
的
異
文
」
「
意
義
可
能
不
同
的
異
文
」
「
虚

詞
的
異
文
」
「
今
本
『
毛
詩
』
或
『
阜
詩
』
的
錯
字
造
成
的
異
文
」
に
分
類
す
る
。 

次
に
、
以
上
の
情
報
に
基
づ
き
、
阜
陽
漢
簡
『
詩
経
』
の
系
統
と
、
詩
篇
の
順
序
に
関

す
る
考
察
を
行
う
。
著
者
は
系
統
に
つ
い
て
、
斉
魯
韓
毛
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
と
し
、

李
学
勤
氏
の
「
楚
国
に
伝
わ
っ
て
い
た
（
四
家
詩
と
は
異
な
る
）
も
う
一
種
の
テ
キ
ス
ト
」

で
あ
る
と
い
う
見
解
を
支
持
す
る
。
順
序
に
関
し
て
は
、
一
部
『
毛
詩
』
と
異
な
る
部
分

が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
王
先
謙
が
『
毛
詩
』
に
お
け
る
邶
風
・
鄘
風
・

衛
風
の
分
類
を
批
判
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
非
『
毛
詩
』
系
の
阜
陽
漢
簡
『
詩
経
』
に
お

い
て
も
邶
風
が
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
以
て
反
論
す
る
。 

続
く
「
阜
陽
漢
簡
《
詩
経
》
異
文
初
探
」
で
は
、
「
簡
論
」
を
受
け
、
す
べ
て
の
異
文

に
つ
い
て
詳
細
な
注
を
付
け
る
。
阜
陽
漢
簡
『
詩
経
』
を
利
用
す
る
際
に
は
ま
ず
こ
の
注
を

参
照
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

最
後
に
竹
簡
の
形
制
に
つ
い
て
の
論
考
が
あ
り
、
巻
末
に
は
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
た
阜

陽
漢
簡
『
詩
経
』
復
元
図
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

  

清
華
簡
研
究
（
第
二
緝
）
【
清
華
簡
与
《
詩
経
》
研
究
】
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集

（
清
華
大
学
出
土
文
献
研
究
与
保
護
中
心
編
、
中
西
書
局
、
二
〇
一
五
年
八
月
、
全
三
〇

七
頁
、
横
組
繁
体
字
） 

  

二
〇
一
三
年
十
一
月
に
香
港
浸
会
大
学
で
行
わ
れ
た
国
際
学
術
会
議
の
論
文
集
。
清
華

簡
『
周
公
之
琴
舞
』
『
耆
夜
』
『
芮
良
夫
毖
』
等
の
文
献
に
現
れ
る
韻
文
に
関
す
る
考
察

が
多
く
載
っ
て
い
る
。 

 
『
周
公
之
琴
舞
』
に
関
し
て
は
、
伝
世
『
詩
経
』
の
閔
予
小
子
之
什
の
詩
を
参
考
に
そ

の
性
質
を
論
じ
た
李
学
勤
「
読
《
周
公
之
琴
舞
》
小
記
」
、
詩
に
お
け
る
「
乱
」
「
乱
曰
」

に
つ
い
て
考
察
し
た
邱
德
修
「
《
周
公
之
琴
舞
》
簡
『
乱
曰
』
新
証
」
、
原
釈
に
い
く
つ

か
の
重
要
な
訂
正
を
加
え
る
季
旭
昇
「
《
周
公
之
琴
舞
》
『
周
公
作
多
士
儆
毖
』
小
考
」
、

古
く
は
各
国
に
様
々
な
版
本
の
『
詩
』
が
存
在
し
た
可
能
性
を
論
じ
る
劉
麗
文
・
段
露
航
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「
清
華
簡
《
周
公
之
琴
舞
》
対
《
詩
経
》
流
伝
与
編
定
的
啓
示
」
な
ど
の
論
文
計
十
篇
が

収
録
さ
れ
る
。 

 

『
耆
夜
』
に
関
し
て
は
、
引
用
さ
れ
る
『
蟋
蟀
』
の
詩
に
つ
い
て
、
そ
の
中
の
「
不
喜

不
楽
」
に
お
け
る
「
不
」
を
、
否
定
副
詞
で
は
な
く
語
助
詞
と
し
て
と
ら
え
、
解
釈
を
試

み
る
李
均
明
「
『
蟋
蟀
』
詩
主
旨
辨
」
、
『
耆
夜
』
の
『
蟋
蟀
』
と
『
詩
経
』
唐
風
の
『
蟋

蟀
』
を
比
較
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
耆
夜
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
議
論
す
る
李
鋭
「
清

華
簡
『
耆
夜
』
再
探
」
な
ど
、
論
文
計
四
篇
が
収
録
さ
れ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
論
文
の
内
、
特
に
「
清
華
簡
《
周
公
之
琴
舞
》
対
《
詩
経
》
流
伝
与
編
定
的

啓
示
」
な
ど
の
、
先
秦
期
の
『
詩
』
の
伝
承
過
程
に
関
す
る
も
の
は
、
安
大
簡
『
詩
経
』

と
い
う
新
た
な
材
料
を
得
て
、
再
検
討
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

  

『
楚
簡
与
先
秦
《
詩
》
学
研
究
』
（
曹
建
国
著
、
武
漢
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年

三
月
、
全
二
九
八
頁
、
横
組
繁
体
字
） 

  

主
に
『
孔
子
詩
論
』
を
利
用
し
て
、
先
秦
『
詩
』
学
の
特
徴
と
発
展
と
を
論
じ
た
研
究

書
。
緒
論
を
含
め
て
八
章
か
ら
構
成
さ
れ
る
。 

 

緒
論
「
楚
簡
与
先
秦
『
詩
』
学
研
究
」
で
は
、
既
出
の
阜
陽
漢
簡
『
詩
経
』
や
、
郭
店

簡
と
い
っ
た
資
料
、
ま
た
『
孔
子
詩
論
』
に
関
し
て
の
各
方
面
の
研
究
の
状
況
を
簡
潔
に

紹
介
す
る
。 

 

第
一
章
「
『
孔
子
詩
論
』
文
字
校
釈
与
簡
序
編
聯
」
で
は
、
先
行
研
究
で
複
数
の
意
見

が
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
取
捨
、
あ
る
い
は
新
た
に
説
を
提
出
す
る
こ
と
で
、

筆
者
の
『
詩
論
』
解
釈
に
お
け
る
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
。 

 

第
二
章
「
孔
子
与
『
孔
子
詩
論
』
」
で
は
、
『
孔
子
詩
論
』
が
孔
子
の
『
詩
』
学
思
想

を
多
く
受
け
継
い
で
い
る
と
述
べ
、
そ
れ
を
孔
子
の
『
詩
』
学
に
お
け
る
『
詩
』
観
と
、

『
孔
子
詩
論
』
の
記
述
が
一
致
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
示
す
。
ま
た
、
孔
子
『
詩
』
学
に
は

「
情
」
を
重
ん
じ
る
面
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

 

第
三
章
「
子
游
学
与
『
孔
子
詩
論
』
関
係
考
論
」
で
は
、
各
種
文
献
か
ら
子
游
学
派
の

傾
向
を
確
認
し
た
上
で
、
『
孔
子
詩
論
』
が
「
情
」
に
よ
っ
て
詩
を
論
ず
る
点
や
、
そ
の

他
各
種
概
念
を
子
游
学
派
と
共
有
す
る
こ
と
か
ら
、
『
孔
子
詩
論
』
は
子
游
学
派
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
と
主
張
す
る
。 

 

第
四
章
「
『
孔
子
詩
論
』
論
詩
与
漢
代
『
詩
』
学
比
較
」
で
は
、
ま
ず
『
詩
大
序
』
と

『
孔
子
詩
論
』
と
を
比
較
し
、
そ
の
違
い
を
『
詩
大
序
』
に
は
「
正
変
」
の
理
論
の
枠
組

み
が
あ
り
、
詩
歌
の
政
治
的
含
意
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
、
『
孔
子
詩
論
』
は
詩
歌
に

よ
る
修
身
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
次
に
漢
儒
の
説
と
『
孔
子
詩
論
』
の
説
と

を
比
較
し
、
そ
れ
ら
が
一
致
す
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
詩
序
』
の
成
立
年
代
に
疑

問
を
呈
す
る
。 

 

第
五
章
「
上
博
四
逸
詩
『
多
薪
』
『
交
交
鳴 

』
考
論
」
で
は
、
こ
れ
ら
を
釈
読
し
た

上
で
、
そ
こ
に
現
れ
る
事
物
が
楚
文
化
と
関
係
が
深
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
楚
詩
で
あ

る
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
詩
は
『
詩
経
』
の
詩
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
り
、
孔
子
に

よ
り
刪
除
さ
れ
た
部
分
で
は
な
い
と
す
る
。 

 

第
六
章
「
従
出
土
楚
簡
看
「
詩
言
志
」
命
題
在
先
秦
的
発
展
」
で
は
、
「
志
」
が
元
来

宗
教
的
な
、
心
の
中
で
の
願
い
を
指
し
て
い
た
と
し
た
上
で
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
「
志
」

に
関
す
る
問
題
を
検
討
す
る
。 

 

第
七
章
「
先
秦
『
詩
』
本
与
今
伝
『
詩
』
本
関
係
考
論
」
で
は
、
『
孔
子
詩
論
』
と
今

本
『
詩
経
』
と
の
間
に
、
逸
詩
の
存
在
や
詩
篇
の
順
序
と
い
っ
た
差
異
が
見
ら
れ
る
こ
と

を
指
摘
し
、
今
本
『
詩
経
』
が
孔
子
の
整
理
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
を
否
定
、
そ

の
成
立
を
漢
初
と
す
る
。 
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『
孔
子
詩
論
述
学
』
（
劉
信
芳
著
、
安
徽
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
一
月
、
全
三
二

四
頁
、
横
組
繁
体
字
） 

  

『
孔
子
詩
論
』
の
総
合
的
研
究
書
。
『
詩
論
』
に
関
す
る
論
考
の
上
篇
と
、
諸
家
の
意

見
を
纏
め
た
『
詩
論
』
集
注
を
主
と
す
る
下
篇
か
ら
構
成
さ
れ
る
。 

 

上
篇
は
六
章
で
構
成
さ
れ
る
。 

「
楚
簡
『
詩
論
』
所
評
風
、
雅
、
頌
研
究
」
で
は
、
ま
ず
そ
の
思
想
に
儒
家
分
派
以
降

の
背
景
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
続
い
て
『
孔
子
詩
論
』
に
お
い
て
整
理
者
が
第
一

部
分
と
す
る
箇
所
（
詩
序
に
相
当
）
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
。 

「
『
詩
論
』
所
評
『
童
而
偕
』
之
詩
研
究
」
で
は
、
関
雎
・
樛
木
・
漢
広
・
鵲
巢
・
甘

棠
・
緑
衣
・
燕
燕
の
七
篇
に
対
す
る
評
語
「
童
而
偕
」
を
、
「
幼
い
が
他
人
と
和
睦
す
る
」

の
意
味
と
し
、
そ
の
理
解
に
基
づ
き
七
篇
の
詩
の
評
価
を
検
討
す
る
。 

「
『
詩
論
』
所
評
詩
歌
表
現
手
法
研
究
」
で
は
、
十
月
の
評
語
に
見
え
る
「
譬
」
、
小

旻
の
評
語
に
見
え
る
「
擬
」
、
関
雎
の
評
語
に
見
え
る
「
諭
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

「
以
楚
解
『
詩
論
』
」
で
は
、
中
国
思
想
の
い
く
つ
か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
注
目
し
、
『
詩

論
』
の
思
想
と
他
の
楚
簡
文
献
（
郭
店
簡
）
の
思
想
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の

共
通
性
を
論
ず
る
。 

「
『
詩
論
』
考
釈
的
意
見
分
岐
以
及
相
関
問
題
」
は
、
『
詩
論
』
に
限
ら
ず
出
土
文
献

一
般
に
お
け
る
整
理
作
業
の
原
則
に
対
す
る
意
見
で
あ
る
。 

「
『
詩
論
』
研
究
述
評
」
で
は
、
「
作
者
と
篇
題
」
「
簡
序
と
編
聯
」
「
留
白
簡
」
「
『
詩

論
』
に
て
言
及
さ
れ
る
『
詩
経
』
の
篇
名
」
「
重
要
な
字
句
の
考
釈
」
「
『
詩
論
』
の
学

術
的
価
値
と
研
究
展
望
」
に
つ
い
て
、
重
要
な
先
行
研
究
を
挙
げ
つ
つ
、
現
状
を
紹
介
す

る
。 

 

下
篇
は
、
諸
家
の
意
見
を
集
め
、
最
後
に
著
者
の
意
見
を
述
べ
る
、
一
般
的
な
形
式
の

集
注
と
な
っ
て
い
る
。 

『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
《
詩
論
》
解
義
』
（
黄
懐
信
著
、
社
会
科
学
文
献

出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
八
月
、
全
三
二
八
頁
、
横
組
簡
体
字
） 

  

『
孔
子
詩
論
』
の
注
釈
書
。
編
聯
や
復
原
の
問
題
に
触
れ
る
冒
頭
部
分
と
、
巻
末
に
収

録
さ
れ
た
三
篇
の
論
考
を
除
き
、
紙
幅
の
大
部
分
は
注
釈
で
あ
る
。
主
な
先
行
研
究
を
挙

げ
、
そ
れ
に
続
い
て
著
者
の
見
解
を
述
べ
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
一
般
的
な
構
成
の
注
釈

書
で
あ
る
が
、
そ
の
注
釈
は
字
句
の
解
釈
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
範
に
及
ぶ
。 

 

本
書
の
注
釈
の
特
徴
は
、
著
者
自
身
も
前
言
で
述
べ
る
よ
う
に
、
伝
統
的
な
解
釈
に
と

ら
わ
れ
な
い
『
詩
経
』
本
文
の
解
釈
に
立
脚
し
た
、
『
孔
子
詩
論
』
の
解
読
で
あ
る
。
例

え
ば
『
孔
子
詩
論
』
第
五
章
に
「
将
大
車
之
囂
也
、
則
以
為
不
可
如
何
也
」
と
あ
り
、
こ

の
「
囂
」
字
に
関
し
て
数
々
の
意
見
が
出
て
い
る
。
こ
こ
で
著
者
は
『
詩
経
』
無
将
大
車

の
原
文
で
、
禁
止
命
令
の
意
味
の
「
無
（
な
か
れ
）
」
が
六
回
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
、
「
囂
」
を
そ
の
本
義
で
あ
る
「
さ
わ
が
し
い
」
の
意
味
で
解
釈
す
る
と
い
う

見
解
を
出
し
て
い
る
。 

 

本
書
は
『
詩
経
』
本
文
を
重
視
し
た
解
釈
を
特
徴
と
す
る
た
め
、
『
孔
子
詩
論
』
に
詩

名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
詩
自
体
に
つ
い
て
の
近
代
的
解
釈
を
提
示
し
た

う
え
で
『
孔
子
詩
論
』
の
論
評
部
分
の
解
釈
を
行
う
。
こ
の
『
詩
』
解
釈
自
体
は
あ
く
ま

で
著
者
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
本
書
を
参
照
す
る
際
に
は
そ
の
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
ろ

う
。 

  
『
《
孔
子
詩
論
》
研
究
』
（
陳
桐
生
著
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
十
二
月
、
全
三
四

一
頁
、
横
組
簡
体
字
） 

  

『
孔
子
詩
論
』
の
成
立
や
思
想
特
徴
を
総
合
的
に
論
じ
る
研
究
書
。
付
録
と
し
て
「
孔
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子
詩
論
簡
注
」
が
含
ま
れ
る
も
の
の
、
字
句
の
解
釈
よ
り
は
文
献
自
体
の
性
質
に
対
す
る

考
察
が
主
で
あ
る
。 

 

ま
ず
序
に
代
え
て
、
「
従
『
孔
子
詩
論
』
看
戦
国
南
楚
『
詩
』
学
」
の
章
で
は
、
『
詩
』

を
利
用
し
て
自
ら
の
思
想
を
主
張
す
る
、
『
孟
子
』
に
代
表
さ
れ
る
北
方
の
詩
学
と
比
較

し
て
、
『
孔
子
詩
論
』
の
南
方
の
詩
学
は
、
『
詩
』
そ
れ
自
体
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。 

 

続
い
て
第
一
章
「
『
孔
子
詩
論
』
的
作
者
与
時
代
」
で
は
、
伝
世
文
献
の
記
述
と
の
比

較
か
ら
、
そ
の
作
者
を
、
心
性
説
を
論
ず
る
子
思
派
と
関
係
を
持
つ
、
『
詩
三
百
』
の
専

門
の
儒
者
で
あ
る
と
し
、
成
書
年
代
を
子
思
よ
り
後
か
つ
孟
子
よ
り
前
と
予
想
す
る
。 

 

第
二
章
「
『
孔
子
詩
論
』
学
術
思
想
考
源
」
で
は
、
『
孔
子
詩
論
』
の
思
想
の
源
流
と

し
て
、
『
性
情
論
』
や
『
性
自
命
出
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
子
思
学
派
の
性
情
学
と
、
そ
れ

と
結
び
つ
い
た
礼
学
と
を
挙
げ
る
。
ま
た
具
体
的
な
詩
説
に
つ
い
て
は
、
他
の
典
籍
と
一

致
す
る
も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
行
す
る
詩
説
を
吸
収
し
て
い
る
部
分
も
多
い
こ
と
を

示
す
。 

 

第
三
章
「
『
孔
子
詩
論
』
的
理
論
創
新
」
で
は
、
『
孔
子
詩
論
』
が
断
章
取
義
か
ら
『
詩
』

そ
れ
自
体
を
論
じ
る
方
向
へ
と
舵
を
切
っ
た
こ
と
、
頌
・
雅
・
風
の
分
類
の
趣
旨
を
論
じ

た
こ
と
、
性
情
学
や
礼
学
と
詩
を
結
び
付
け
、
理
論
化
し
た
こ
と
を
記
述
す
る
。 

 

第
四
章
「
『
孔
子
詩
論
』
与
漢
代
『
詩
』
学
」
で
は
、
『
詩
』
に
よ
っ
て
『
詩
』
を
説

く
南
方
詩
学
の
作
品
で
あ
る
『
孔
子
詩
論
』
が
、
荀
子
を
経
由
し
て
、
南
北
詩
学
の
融
合

で
あ
る
漢
代
の
詩
学
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
説
く
。 

 

本
書
に
つ
い
て
は
、
上
野
洋
子
氏
に
よ
る
詳
細
な
書
評
が
、
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
三

十
八
号
に
あ
る
た
め
、
そ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
。 

   

『
戦
国
文
字
研
究
』
第
一
輯
（
徐
在
国
主
編
、
安
徽
大
学
漢
字
発
展
与
応
用
研
究
中

心
編
、
安
徽
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
九
月
、
全
一
九
九
頁
、
横
組
繁
体
字
） 

  

安
大
簡
『
詩
経
』
の
内
容
を
踏
ま
え
た
論
文
が
多
く
含
ま
れ
る
論
文
集
。
全
二
十
三
篇

の
論
文
の
内
、
六
篇
が
安
大
簡
を
資
料
と
し
た
論
文
で
あ
る
。 

 

徐
在
国
「
拠
安
大
簡
考
釈
銅
器
銘
文
一
則
」
は
、
西
周
期
の
青
銅
器
銘
文
に
見
ら
れ
る

「
不
（
丕
）

」
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
、
従
来
の
「
丕
顕
」
或
い
は
「
丕
丕
」
と
読
む

解
釈
を
退
け
、
安
大
簡
で
「

」
が
『
毛
詩
』
の
「
副
」
字
に
対
応
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「
不
（
丕
）

」
に
お
け
る
「

」
字
も
、
「
不
」
声
の
字
と
考
え
、
「
副
（
福
）
」
と

解
釈
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
不
（
丕
）

」
を
「
大
き
な
福
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
す

る
。 

 

郝
士
宏
「
従
安
大
簡
看
『
詩
経
』
「
采
采
」
一
詞
的
訓
詁
」
は
、
ま
ず
『
詩
経
』
で
度

々
用
い
ら
れ
る
「
采
采
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
動
詞
「
采
」
の
重
複
と
と
る
解

釈
と
、
草
の
茂
る
様
子
を
表
す
語
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
続
い

て
安
大
簡
『
詩
経
』
に
お
い
て
は
、
「
と
る
」
と
い
う
動
詞
の
場
合
に
は
す
べ
て
「
采
」

字
が
用
い
ら
れ
る
一
方
、
毛
詩
の
「
采
采
」
は
そ
の
多
く
が
「
菜
菜
」
と
草
冠
を
付
し
て

書
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
間
に
は
文
字
表
記
上
の
区
別
が
あ
っ
た
と
し
、「
采

采
」
は
や
は
り
動
詞
の
重
複
形
式
で
は
な
い
と
す
る
。 

 

程
燕
「
由
安
大
簡
『
君
子
偕
老
』
談
起
」
は
、
『
毛
詩
』
に
お
い
て
、
君
子
偕
老
が
七

句
・
九
句
・
八
句
の
三
章
か
ら
構
成
さ
れ
、
非
常
に
歪
な
構
造
を
し
て
い
る
原
因
を
、
安

大
簡
か
ら
推
測
す
る
。
安
大
簡
の
君
子
偕
老
の
、
第
二
章
の
第
一
字
が
字
形
上
、
重
文
符

号
を
含
む
よ
う
に
伝
承
の
過
程
で
誤
解
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
の
連
鎖
反
応
に
よ
り
、
第
二
章

で
二
句
、
第
三
章
で
一
句
の
増
加
が
起
こ
り
、
現
在
の
『
毛
詩
』
の
形
に
至
っ
た
と
す
る
。

ま
た
、
魏
風
葛
屨
及
び
唐
風
揚
之
水
に
お
い
て
も
、
本
来
整
っ
た
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
根
拠
が
安
大
簡
に
残
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。 
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劉
剛
「
『
詩
・
揚
之
水
』
「
卒
章
四
言
」
新
証
」
は
、
ま
ず
『
左
伝
』
定
公
十
年
に
あ

る
「
『
揚
水
』
卒
章
之
四
言
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
、
「
四
言
」
を
四
字
と
解
釈
し
、

唐
風
揚
之
水
の
卒
章
の
「
我
聞
有
命
」
を
指
す
と
い
う
解
釈
を
、
先
秦
時
代
に
お
い
て
は

「
言
」
を
「
字
」
で
は
な
く
「
句
」
と
解
釈
す
べ
き
と
し
て
退
け
る
。
そ
の
う
え
で
、
安

大
簡
で
は
同
詩
の
卒
章
が
二
句
増
え
、
三
章
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
「
揚
之
水
、
白

石
〇
〇
」
の
二
句
を
除
け
ば
、
「
我
聞
有
命
、
不
敢
以
告
人
。
如
以
告
人
、
害
于
躬
身
」

の
四
句
（
＝
四
言
）
と
な
る
こ
と
を
考
え
、
ま
た
こ
れ
が
『
左
伝
』
の
状
況
と
も
符
合
す

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

 

李
鵬
輝
「
談
安
大
簡
『
詩
経
』
中
的
「
褭
」
及
其
相
関
字
」
は
、
戦
国
文
字
の
「
褭
」

「
褢
」
「
褱
」
と
い
っ
た
字
が
、
字
形
上
の
区
別
を
有
し
つ
つ
も
い
ず
れ
も
同
じ
語
を
表

す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
う
え
で
、
秦
漢
以
降
の
「
褭
」
字
は
、
戦
国
の
「
褭
」
字

と
字
形
を
同
じ
く
す
る
の
み
で
、
そ
の
意
味
は
全
く
異
な
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
ま
た
、

安
大
簡
で
用
い
ら
れ
る
「
褭
」
字
は
、
「
傷
懐
」
す
な
わ
ち
傷
心
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を

示
す
。 

 

夏
大
兆
「
安
大
簡
『
詩
経
』
侯
六
続
考
」
は
、
著
者
の
『
安
大
簡
「
詩
経
」
侯
六
考
』

に
お
い
て
、
「
侯
」
は
晋
国
の
詩
で
あ
る
と
し
、
安
大
簡
『
詩
経
』
の
底
本
は
晋
国
の
も

の
で
あ
り
、
楚
人
が
こ
れ
を
筆
写
し
た
と
い
う
見
方
を
も
と
に
、
そ
の
根
拠
を
補
足
す
る
。 

 

【
附
記
】 

 

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）J

P
19
J1
05
03

に
よ
る
成

果
の
一
部
で
あ
る
。 

    

           

鳥
羽 

加
寿
也
（
と
ば
・
か
ず
や
） 

一
九
九
三
年
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
・
日
本
学
術
振
興
会
特

別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
２
）
。
専
門
は
漢
語
音
韻
学
。
共
著
に
『
中
国
思
想
基
本
用
語
集
』
（
湯
浅
邦

弘
編
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
、
主
要
論
文
に
「
上
古
漢
語
の
声
調
に
お
け

る
地
域
時
代
差—

—

特
に
去
声
と
入
声
の
分
類
に
つ
い
て
」（
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
六
十
五
号
、

二
〇
一
九
年
六
月
）
な
ど
。 
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執
筆
者
一
覧
（
掲
載
順
）

湯

浅

邦

弘

（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）

ゆ

あ

さ

く

に

ひ

ろ

井

上

了

（
大
阪
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
・
医
学
部
主
任
）

い
の

う
え

り
ょ
う

劉

瑩

（
北
京
大
学
外
国
語
学
院
日
語
系
Ｐ
Ｄ
）

り
ゅ
う

え
い

佐

藤

由

隆

（
京
都
産
業
大
学
・
和
歌
山
大
学
非
常
勤
講
師
）

さ

と
う

よ
し

た
か

菊

池

孝

太

朗

（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
・

き

く

ち

こ

う

た

ろ

う

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｄ
Ｃ
１
）

六

車

楓

（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）

む

ぐ
る
ま

か
え
で

椛

島

雅

弘

（
京
都
産
業
大
学
非
常
勤
講
師
）

か

ば

し

ま

ま

さ

ひ

ろ

鳥

羽

加

寿

也

（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
・

と

ば

か

ず

や

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｄ
Ｃ
２
）
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